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平成１６年第１回平成１６年第１回平成１６年第１回平成１６年第１回

美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録

平成１６年３月９日（火曜日）平成１６年３月９日（火曜日）平成１６年３月９日（火曜日）平成１６年３月９日（火曜日）

午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議
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次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君

総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君

午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議午前９時５８分 開議

●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

７番 土 井 敏 興君７番 土 井 敏 興君７番 土 井 敏 興君７番 土 井 敏 興君

８番 谷内八重子君８番 谷内八重子君８番 谷内八重子君８番 谷内八重子君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。問に入ります。問に入ります。問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。

１０番米田良克君。１０番米田良克君。１０番米田良克君。１０番米田良克君。

●１０番米田良克君（登壇） ２００４年第●１０番米田良克君（登壇） ２００４年第●１０番米田良克君（登壇） ２００４年第●１０番米田良克君（登壇） ２００４年第

１回定例会に当たり、大綱２点について教育１回定例会に当たり、大綱２点について教育１回定例会に当たり、大綱２点について教育１回定例会に当たり、大綱２点について教育

長にご質問をいたします。長にご質問をいたします。長にご質問をいたします。長にご質問をいたします。

大綱の１点目は、市民サークルの活動場所大綱の１点目は、市民サークルの活動場所大綱の１点目は、市民サークルの活動場所大綱の１点目は、市民サークルの活動場所

についてであります。多くの市民の皆さんがについてであります。多くの市民の皆さんがについてであります。多くの市民の皆さんがについてであります。多くの市民の皆さんが

自分たちで活動サークルをつくって、さまざ自分たちで活動サークルをつくって、さまざ自分たちで活動サークルをつくって、さまざ自分たちで活動サークルをつくって、さまざ

まな場所で活動をしておられます。市民会館、まな場所で活動をしておられます。市民会館、まな場所で活動をしておられます。市民会館、まな場所で活動をしておられます。市民会館、

それから勤労青少年ホーム、総合福祉センタそれから勤労青少年ホーム、総合福祉センタそれから勤労青少年ホーム、総合福祉センタそれから勤労青少年ホーム、総合福祉センタ

ー、ピパオイの里プラザなど、これらの利用ー、ピパオイの里プラザなど、これらの利用ー、ピパオイの里プラザなど、これらの利用ー、ピパオイの里プラザなど、これらの利用

状況についてお尋ねをいたします。状況についてお尋ねをいたします。状況についてお尋ねをいたします。状況についてお尋ねをいたします。

そして、活動場所の確保の問題でありますそして、活動場所の確保の問題でありますそして、活動場所の確保の問題でありますそして、活動場所の確保の問題であります

けれども、これらのサークルの活動内容につけれども、これらのサークルの活動内容につけれども、これらのサークルの活動内容につけれども、これらのサークルの活動内容につ

いては、健康づくりがあったり、それからそいては、健康づくりがあったり、それからそいては、健康づくりがあったり、それからそいては、健康づくりがあったり、それからそ

ういうふうに目指してはいないとしても、結ういうふうに目指してはいないとしても、結ういうふうに目指してはいないとしても、結ういうふうに目指してはいないとしても、結

果として介護予防に役立つとか、あるいは自果として介護予防に役立つとか、あるいは自果として介護予防に役立つとか、あるいは自果として介護予防に役立つとか、あるいは自

主的な芸術、文化活動の推進など、多くの中主的な芸術、文化活動の推進など、多くの中主的な芸術、文化活動の推進など、多くの中主的な芸術、文化活動の推進など、多くの中

身があるというふうに思います。活動の活発身があるというふうに思います。活動の活発身があるというふうに思います。活動の活発身があるというふうに思います。活動の活発

化あるいは内容の充実が図られるように、市化あるいは内容の充実が図られるように、市化あるいは内容の充実が図られるように、市化あるいは内容の充実が図られるように、市

あるいは教育委員会としてもしっかりとサポあるいは教育委員会としてもしっかりとサポあるいは教育委員会としてもしっかりとサポあるいは教育委員会としてもしっかりとサポ

ートできる部分は、これはすべきだというふートできる部分は、これはすべきだというふートできる部分は、これはすべきだというふートできる部分は、これはすべきだというふ

うに思います。自主的なサークルですから、うに思います。自主的なサークルですから、うに思います。自主的なサークルですから、うに思います。自主的なサークルですから、

運営等はみずから行って、ただ活動の場がど運営等はみずから行って、ただ活動の場がど運営等はみずから行って、ただ活動の場がど運営等はみずから行って、ただ活動の場がど

うしても必要だということになります。聞くうしても必要だということになります。聞くうしても必要だということになります。聞くうしても必要だということになります。聞く

ところによりますと、新年度から勤労青少年ところによりますと、新年度から勤労青少年ところによりますと、新年度から勤労青少年ところによりますと、新年度から勤労青少年

ホームの一般開放事業がなくなるというふうホームの一般開放事業がなくなるというふうホームの一般開放事業がなくなるというふうホームの一般開放事業がなくなるというふう

にお聞きをしました。ここでは、少なからずにお聞きをしました。ここでは、少なからずにお聞きをしました。ここでは、少なからずにお聞きをしました。ここでは、少なからず

のサークルが活動をされておるというふうにのサークルが活動をされておるというふうにのサークルが活動をされておるというふうにのサークルが活動をされておるというふうに

聞いております。他の施設ですんなりと受け聞いております。他の施設ですんなりと受け聞いております。他の施設ですんなりと受け聞いております。他の施設ですんなりと受け

入れができるということであればいいわけで入れができるということであればいいわけで入れができるということであればいいわけで入れができるということであればいいわけで

ありますけれども、それぞれの施設は施設でありますけれども、それぞれの施設は施設でありますけれども、それぞれの施設は施設でありますけれども、それぞれの施設は施設で

また利用者がおられるわけでして、その辺のまた利用者がおられるわけでして、その辺のまた利用者がおられるわけでして、その辺のまた利用者がおられるわけでして、その辺の

活動場所の移動がスムーズにできるように市活動場所の移動がスムーズにできるように市活動場所の移動がスムーズにできるように市活動場所の移動がスムーズにできるように市

あるいは教育委員会がその辺の調整など、努あるいは教育委員会がその辺の調整など、努あるいは教育委員会がその辺の調整など、努あるいは教育委員会がその辺の調整など、努

力をされているのかどうか、あるいはその見力をされているのかどうか、あるいはその見力をされているのかどうか、あるいはその見力をされているのかどうか、あるいはその見

通し等お持ちになっていらっしゃれば、その通し等お持ちになっていらっしゃれば、その通し等お持ちになっていらっしゃれば、その通し等お持ちになっていらっしゃれば、その

辺のことをお伺いしたいということでありま辺のことをお伺いしたいということでありま辺のことをお伺いしたいということでありま辺のことをお伺いしたいということでありま

す。す。す。す。

なお、この件につきましては市長と教育長なお、この件につきましては市長と教育長なお、この件につきましては市長と教育長なお、この件につきましては市長と教育長

にお伺いをするということで質問を提出したにお伺いをするということで質問を提出したにお伺いをするということで質問を提出したにお伺いをするということで質問を提出した

のでありますが、両者の協議で、まとめて教のでありますが、両者の協議で、まとめて教のでありますが、両者の協議で、まとめて教のでありますが、両者の協議で、まとめて教

育長の方から答弁をいただくというふうにお育長の方から答弁をいただくというふうにお育長の方から答弁をいただくというふうにお育長の方から答弁をいただくというふうにお

聞きをしておりますので、議長の方でよろし聞きをしておりますので、議長の方でよろし聞きをしておりますので、議長の方でよろし聞きをしておりますので、議長の方でよろし

くお取り計らいをいただきたいと思います。くお取り計らいをいただきたいと思います。くお取り計らいをいただきたいと思います。くお取り計らいをいただきたいと思います。

大綱の２点目は、教育行政についてであり大綱の２点目は、教育行政についてであり大綱の２点目は、教育行政についてであり大綱の２点目は、教育行政についてであり

ます。まず、教育行政執行方針の中で教育改ます。まず、教育行政執行方針の中で教育改ます。まず、教育行政執行方針の中で教育改ます。まず、教育行政執行方針の中で教育改

革の方向と教育基本法や義務教育費国庫負担革の方向と教育基本法や義務教育費国庫負担革の方向と教育基本法や義務教育費国庫負担革の方向と教育基本法や義務教育費国庫負担

の見直しなど、これらの関連について述べらの見直しなど、これらの関連について述べらの見直しなど、これらの関連について述べらの見直しなど、これらの関連について述べら

れております。それらを含めて直接述べられれております。それらを含めて直接述べられれております。それらを含めて直接述べられれております。それらを含めて直接述べられ

ていない部分も入りますけれども、７点ほどていない部分も入りますけれども、７点ほどていない部分も入りますけれども、７点ほどていない部分も入りますけれども、７点ほど

具体的にお尋ねをいたします。これらの同僚具体的にお尋ねをいたします。これらの同僚具体的にお尋ねをいたします。これらの同僚具体的にお尋ねをいたします。これらの同僚

議員の質問もさきにございましたけれども、議員の質問もさきにございましたけれども、議員の質問もさきにございましたけれども、議員の質問もさきにございましたけれども、
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改革あるいは教育基本法のこと、それから義改革あるいは教育基本法のこと、それから義改革あるいは教育基本法のこと、それから義改革あるいは教育基本法のこと、それから義

務教育費国庫負担の問題と、これらについて務教育費国庫負担の問題と、これらについて務教育費国庫負担の問題と、これらについて務教育費国庫負担の問題と、これらについて

どんなふうにその内容の把握をされ、認識をどんなふうにその内容の把握をされ、認識をどんなふうにその内容の把握をされ、認識をどんなふうにその内容の把握をされ、認識を

しておられるのか、それぞれについてお尋ねしておられるのか、それぞれについてお尋ねしておられるのか、それぞれについてお尋ねしておられるのか、それぞれについてお尋ね

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

２つ目は、「豊かな個性と創造性に富む人２つ目は、「豊かな個性と創造性に富む人２つ目は、「豊かな個性と創造性に富む人２つ目は、「豊かな個性と創造性に富む人

づくり」という文言がございますが、これはづくり」という文言がございますが、これはづくり」という文言がございますが、これはづくり」という文言がございますが、これは

内容をどのように考えておられるのかお尋ね内容をどのように考えておられるのかお尋ね内容をどのように考えておられるのかお尋ね内容をどのように考えておられるのかお尋ね

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それから、「生きる力」という言葉が何度それから、「生きる力」という言葉が何度それから、「生きる力」という言葉が何度それから、「生きる力」という言葉が何度

か出てまいりますが、これは昨年の教育長のか出てまいりますが、これは昨年の教育長のか出てまいりますが、これは昨年の教育長のか出てまいりますが、これは昨年の教育長の

執行方針演説の中では、みずから学びみずか執行方針演説の中では、みずから学びみずか執行方針演説の中では、みずから学びみずか執行方針演説の中では、みずから学びみずか

ら考える「生きる力」というふうになっておら考える「生きる力」というふうになっておら考える「生きる力」というふうになっておら考える「生きる力」というふうになってお

りますが、内容に変化があったのかどうか、りますが、内容に変化があったのかどうか、りますが、内容に変化があったのかどうか、りますが、内容に変化があったのかどうか、

その辺のところをお伺いします。その辺のところをお伺いします。その辺のところをお伺いします。その辺のところをお伺いします。

それから次に、学校選択制についてでありそれから次に、学校選択制についてでありそれから次に、学校選択制についてでありそれから次に、学校選択制についてであり

ますが、隣の岩見沢市は１７年度から中学校ますが、隣の岩見沢市は１７年度から中学校ますが、隣の岩見沢市は１７年度から中学校ますが、隣の岩見沢市は１７年度から中学校

について学校選択制を取り入れるという決定について学校選択制を取り入れるという決定について学校選択制を取り入れるという決定について学校選択制を取り入れるという決定

をされたというのを新聞で見ました。それかをされたというのを新聞で見ました。それかをされたというのを新聞で見ました。それかをされたというのを新聞で見ました。それか

ら、江別市においては小学校、中学校についら、江別市においては小学校、中学校についら、江別市においては小学校、中学校についら、江別市においては小学校、中学校につい

て、これも学校選択制の実施について決定がて、これも学校選択制の実施について決定がて、これも学校選択制の実施について決定がて、これも学校選択制の実施について決定が

なされたということであります。先ごろ美唄なされたということであります。先ごろ美唄なされたということであります。先ごろ美唄なされたということであります。先ごろ美唄

の市Ｐ連の主催で学校選択制のいわば最も先の市Ｐ連の主催で学校選択制のいわば最も先の市Ｐ連の主催で学校選択制のいわば最も先の市Ｐ連の主催で学校選択制のいわば最も先

進的な実践をやっておる東京品川の教育長の進的な実践をやっておる東京品川の教育長の進的な実践をやっておる東京品川の教育長の進的な実践をやっておる東京品川の教育長の

講演を聞かせていただきました。それらの動講演を聞かせていただきました。それらの動講演を聞かせていただきました。それらの動講演を聞かせていただきました。それらの動

き等を見て、学校選択制というものについてき等を見て、学校選択制というものについてき等を見て、学校選択制というものについてき等を見て、学校選択制というものについて

の見解及び美唄市としての具体的な取り組み、の見解及び美唄市としての具体的な取り組み、の見解及び美唄市としての具体的な取り組み、の見解及び美唄市としての具体的な取り組み、

たとえば実施等、どんなふうに考えておられたとえば実施等、どんなふうに考えておられたとえば実施等、どんなふうに考えておられたとえば実施等、どんなふうに考えておられ

るのかお尋ねをいたします。るのかお尋ねをいたします。るのかお尋ねをいたします。るのかお尋ねをいたします。

次に、習熟度別指導についてお尋ねをいた次に、習熟度別指導についてお尋ねをいた次に、習熟度別指導についてお尋ねをいた次に、習熟度別指導についてお尋ねをいた

します。習熟度別指導という言葉は、余りなします。習熟度別指導という言葉は、余りなします。習熟度別指導という言葉は、余りなします。習熟度別指導という言葉は、余りな

じみのある言葉ではありません。これは、簡じみのある言葉ではありません。これは、簡じみのある言葉ではありません。これは、簡じみのある言葉ではありません。これは、簡

単に言えば、教育長は十分ご存じかと思いま単に言えば、教育長は十分ご存じかと思いま単に言えば、教育長は十分ご存じかと思いま単に言えば、教育長は十分ご存じかと思いま

すけれども、１つのクラスの中に、３５人なすけれども、１つのクラスの中に、３５人なすけれども、１つのクラスの中に、３５人なすけれども、１つのクラスの中に、３５人な

ら３５人の子どもがいたときに、たとえば特ら３５人の子どもがいたときに、たとえば特ら３５人の子どもがいたときに、たとえば特ら３５人の子どもがいたときに、たとえば特

定の教科、小学校の場合は算数が多いそうで定の教科、小学校の場合は算数が多いそうで定の教科、小学校の場合は算数が多いそうで定の教科、小学校の場合は算数が多いそうで

ありますが、算数について主としては成績のありますが、算数について主としては成績のありますが、算数について主としては成績のありますが、算数について主としては成績の

状況によって新たにグループをつくる。それ状況によって新たにグループをつくる。それ状況によって新たにグループをつくる。それ状況によって新たにグループをつくる。それ

は、たとえば比較的指導に時間のかかる子どは、たとえば比較的指導に時間のかかる子どは、たとえば比較的指導に時間のかかる子どは、たとえば比較的指導に時間のかかる子ど

もたち、理解の早い子どもたちあるいはそのもたち、理解の早い子どもたちあるいはそのもたち、理解の早い子どもたちあるいはそのもたち、理解の早い子どもたちあるいはその

中間の子どもたちというぐあいにクラスの中中間の子どもたちというぐあいにクラスの中中間の子どもたちというぐあいにクラスの中中間の子どもたちというぐあいにクラスの中

をさらに分けて、そして指導の徹底を図るたをさらに分けて、そして指導の徹底を図るたをさらに分けて、そして指導の徹底を図るたをさらに分けて、そして指導の徹底を図るた

めに行う指導というふうに理解をしておりまめに行う指導というふうに理解をしておりまめに行う指導というふうに理解をしておりまめに行う指導というふうに理解をしておりま

すが、これについての考え方をお尋ねしたいすが、これについての考え方をお尋ねしたいすが、これについての考え方をお尋ねしたいすが、これについての考え方をお尋ねしたい

と思いますし、それから美唄市内の実施状況と思いますし、それから美唄市内の実施状況と思いますし、それから美唄市内の実施状況と思いますし、それから美唄市内の実施状況

についてもお尋ねをいたします。についてもお尋ねをいたします。についてもお尋ねをいたします。についてもお尋ねをいたします。

次、６番目ですが、「特別支援教育」とい次、６番目ですが、「特別支援教育」とい次、６番目ですが、「特別支援教育」とい次、６番目ですが、「特別支援教育」とい

う言葉が執行方針の中に出てまいります。こう言葉が執行方針の中に出てまいります。こう言葉が執行方針の中に出てまいります。こう言葉が執行方針の中に出てまいります。こ

れは、従来なかった言葉かと思いますし、それは、従来なかった言葉かと思いますし、それは、従来なかった言葉かと思いますし、それは、従来なかった言葉かと思いますし、そ

れから障害児教育にかかわる事柄というふうれから障害児教育にかかわる事柄というふうれから障害児教育にかかわる事柄というふうれから障害児教育にかかわる事柄というふう

に読ませていただきましたが、内容はどのよに読ませていただきましたが、内容はどのよに読ませていただきましたが、内容はどのよに読ませていただきましたが、内容はどのよ

うなものであるのか、それから学校体制どんうなものであるのか、それから学校体制どんうなものであるのか、それから学校体制どんうなものであるのか、それから学校体制どん

なふうになっているのか、その辺のところをなふうになっているのか、その辺のところをなふうになっているのか、その辺のところをなふうになっているのか、その辺のところを

お尋ねをしたいと思います。お尋ねをしたいと思います。お尋ねをしたいと思います。お尋ねをしたいと思います。

次に、７番目として教職員の研修について次に、７番目として教職員の研修について次に、７番目として教職員の研修について次に、７番目として教職員の研修について

であります。研修が非常に大事だということであります。研修が非常に大事だということであります。研修が非常に大事だということであります。研修が非常に大事だということ

で、力を入れられるということが述べられてで、力を入れられるということが述べられてで、力を入れられるということが述べられてで、力を入れられるということが述べられて

おります。現在の教職員の研修体制というのおります。現在の教職員の研修体制というのおります。現在の教職員の研修体制というのおります。現在の教職員の研修体制というの

がどんなものであるのかということ。それかがどんなものであるのかということ。それかがどんなものであるのかということ。それかがどんなものであるのかということ。それか

ら、初任者研修で本年度から始まったと聞いら、初任者研修で本年度から始まったと聞いら、初任者研修で本年度から始まったと聞いら、初任者研修で本年度から始まったと聞い

ております１０年研修の内容、それからそれております１０年研修の内容、それからそれております１０年研修の内容、それからそれております１０年研修の内容、それからそれ

らの研修に参加する教職員の参加体制がどんらの研修に参加する教職員の参加体制がどんらの研修に参加する教職員の参加体制がどんらの研修に参加する教職員の参加体制がどん

なふうになっているか、参加できる体制づくなふうになっているか、参加できる体制づくなふうになっているか、参加できる体制づくなふうになっているか、参加できる体制づく

りということ。それから、日常的に勤務が大りということ。それから、日常的に勤務が大りということ。それから、日常的に勤務が大りということ。それから、日常的に勤務が大

変過重だというふうに聞いておりますけれど変過重だというふうに聞いておりますけれど変過重だというふうに聞いておりますけれど変過重だというふうに聞いておりますけれど

も、研修の強化ということで、さらにそこにも、研修の強化ということで、さらにそこにも、研修の強化ということで、さらにそこにも、研修の強化ということで、さらにそこに

負担がかかるのではないかということの懸念負担がかかるのではないかということの懸念負担がかかるのではないかということの懸念負担がかかるのではないかということの懸念

もあります。それらについての考え方をお尋もあります。それらについての考え方をお尋もあります。それらについての考え方をお尋もあります。それらについての考え方をお尋
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ねいたします。ねいたします。ねいたします。ねいたします。

次に、教育行政の２点目として「君が代」次に、教育行政の２点目として「君が代」次に、教育行政の２点目として「君が代」次に、教育行政の２点目として「君が代」

「日の丸」の強制の問題についてお伺いをい「日の丸」の強制の問題についてお伺いをい「日の丸」の強制の問題についてお伺いをい「日の丸」の強制の問題についてお伺いをい

たします。たします。たします。たします。

きょうは３月９日でありまして、もう数日きょうは３月９日でありまして、もう数日きょうは３月９日でありまして、もう数日きょうは３月９日でありまして、もう数日

で中学校の卒業式を迎えます。本日は、時なで中学校の卒業式を迎えます。本日は、時なで中学校の卒業式を迎えます。本日は、時なで中学校の卒業式を迎えます。本日は、時な

らぬ大雪ということになりましたけれども、らぬ大雪ということになりましたけれども、らぬ大雪ということになりましたけれども、らぬ大雪ということになりましたけれども、

私は長く学校に勤務しておりましたので、こ私は長く学校に勤務しておりましたので、こ私は長く学校に勤務しておりましたので、こ私は長く学校に勤務しておりましたので、こ

の時期になりますと卒業式を迎える学校の光の時期になりますと卒業式を迎える学校の光の時期になりますと卒業式を迎える学校の光の時期になりますと卒業式を迎える学校の光

景、学校の周りの風景とか、そういうものが景、学校の周りの風景とか、そういうものが景、学校の周りの風景とか、そういうものが景、学校の周りの風景とか、そういうものが

浮かびます。ただ、ここしばらくこの問題を浮かびます。ただ、ここしばらくこの問題を浮かびます。ただ、ここしばらくこの問題を浮かびます。ただ、ここしばらくこの問題を

この時期に議会で取り上げさせてもらっておこの時期に議会で取り上げさせてもらっておこの時期に議会で取り上げさせてもらっておこの時期に議会で取り上げさせてもらってお

りますけれども、大変気持ちが重くなるといりますけれども、大変気持ちが重くなるといりますけれども、大変気持ちが重くなるといりますけれども、大変気持ちが重くなるとい

う、そういう時期でもあります。う、そういう時期でもあります。う、そういう時期でもあります。う、そういう時期でもあります。

実は、ご存じのとおり９９年８月に国旗・実は、ご存じのとおり９９年８月に国旗・実は、ご存じのとおり９９年８月に国旗・実は、ご存じのとおり９９年８月に国旗・

国歌法が成立をいたしました。ところがその国歌法が成立をいたしました。ところがその国歌法が成立をいたしました。ところがその国歌法が成立をいたしました。ところがその

後全国の学校で、「君が代」「日の丸」の実後全国の学校で、「君が代」「日の丸」の実後全国の学校で、「君が代」「日の丸」の実後全国の学校で、「君が代」「日の丸」の実

施率が飛躍的に上がりました。すでに高かっ施率が飛躍的に上がりました。すでに高かっ施率が飛躍的に上がりました。すでに高かっ施率が飛躍的に上がりました。すでに高かっ

た地域も随分あるんですけれども、数字的にた地域も随分あるんですけれども、数字的にた地域も随分あるんですけれども、数字的にた地域も随分あるんですけれども、数字的に

いうと限りなくゼロに近いとか、実施率は３いうと限りなくゼロに近いとか、実施率は３いうと限りなくゼロに近いとか、実施率は３いうと限りなくゼロに近いとか、実施率は３

割とか４割とか５割とか、そういう県によっ割とか４割とか５割とか、そういう県によっ割とか４割とか５割とか、そういう県によっ割とか４割とか５割とか、そういう県によっ

てかなりばらつきがありましたけれども、もてかなりばらつきがありましたけれども、もてかなりばらつきがありましたけれども、もてかなりばらつきがありましたけれども、も

う相当ばらつきがあったわけです。これがそう相当ばらつきがあったわけです。これがそう相当ばらつきがあったわけです。これがそう相当ばらつきがあったわけです。これがそ

の９９年８月に国旗・国歌法が成立して、その９９年８月に国旗・国歌法が成立して、その９９年８月に国旗・国歌法が成立して、その９９年８月に国旗・国歌法が成立して、そ

して明けて２０００年３月に最初の卒業式として明けて２０００年３月に最初の卒業式として明けて２０００年３月に最初の卒業式として明けて２０００年３月に最初の卒業式と

いうことになって、４月は入学式というこということになって、４月は入学式というこということになって、４月は入学式というこということになって、４月は入学式ということ

になるわけですけれども、そのあたりから９になるわけですけれども、そのあたりから９になるわけですけれども、そのあたりから９になるわけですけれども、そのあたりから９

０％を超えるという状況に、劇的な変化をし０％を超えるという状況に、劇的な変化をし０％を超えるという状況に、劇的な変化をし０％を超えるという状況に、劇的な変化をし

たわけであります。現在では、全国的にほとたわけであります。現在では、全国的にほとたわけであります。現在では、全国的にほとたわけであります。現在では、全国的にほと

んど１００％になったのではないかというふんど１００％になったのではないかというふんど１００％になったのではないかというふんど１００％になったのではないかというふ

うに理解をしております。うに理解をしております。うに理解をしております。うに理解をしております。

これは、私の理解としては職務命令、それこれは、私の理解としては職務命令、それこれは、私の理解としては職務命令、それこれは、私の理解としては職務命令、それ

から懲戒処分、これらを振りかざすといいまから懲戒処分、これらを振りかざすといいまから懲戒処分、これらを振りかざすといいまから懲戒処分、これらを振りかざすといいま

すか、そして強制を学校に対してしていくと、すか、そして強制を学校に対してしていくと、すか、そして強制を学校に対してしていくと、すか、そして強制を学校に対してしていくと、

こういう結果だというふうに思います。ことこういう結果だというふうに思います。ことこういう結果だというふうに思います。ことこういう結果だというふうに思います。こと

しに入って読んだものの中に、広島県の例がしに入って読んだものの中に、広島県の例がしに入って読んだものの中に、広島県の例がしに入って読んだものの中に、広島県の例が

出ておりましたけれども、広島県府中市の例出ておりましたけれども、広島県府中市の例出ておりましたけれども、広島県府中市の例出ておりましたけれども、広島県府中市の例

では２０００年の入学式の方、これは府中市では２０００年の入学式の方、これは府中市では２０００年の入学式の方、これは府中市では２０００年の入学式の方、これは府中市

の中の小中学校では実施ができなかったんでの中の小中学校では実施ができなかったんでの中の小中学校では実施ができなかったんでの中の小中学校では実施ができなかったんで

す。県の教育委員会は、府中市に対して校長す。県の教育委員会は、府中市に対して校長す。県の教育委員会は、府中市に対して校長す。県の教育委員会は、府中市に対して校長

の処分を行うから内申をしてくださいというの処分を行うから内申をしてくださいというの処分を行うから内申をしてくださいというの処分を行うから内申をしてくださいという

ことの指示を出したわけです。私どもで言えことの指示を出したわけです。私どもで言えことの指示を出したわけです。私どもで言えことの指示を出したわけです。私どもで言え

ば、北海道教育委員会に美唄の先生方であれば、北海道教育委員会に美唄の先生方であれば、北海道教育委員会に美唄の先生方であれば、北海道教育委員会に美唄の先生方であれ

ば雇われているわけです。そして、美唄の学ば雇われているわけです。そして、美唄の学ば雇われているわけです。そして、美唄の学ば雇われているわけです。そして、美唄の学

校に勤務場所として発令されるという形にな校に勤務場所として発令されるという形にな校に勤務場所として発令されるという形にな校に勤務場所として発令されるという形にな

ります。それで、たとえば道の教育委員会がります。それで、たとえば道の教育委員会がります。それで、たとえば道の教育委員会がります。それで、たとえば道の教育委員会が

懲戒処分を行おうとしたときに該当の勤務地懲戒処分を行おうとしたときに該当の勤務地懲戒処分を行おうとしたときに該当の勤務地懲戒処分を行おうとしたときに該当の勤務地

である市町村の教育委員会が処分の内申を道である市町村の教育委員会が処分の内申を道である市町村の教育委員会が処分の内申を道である市町村の教育委員会が処分の内申を道

の教育委員会に対して出すわけです。これをの教育委員会に対して出すわけです。これをの教育委員会に対して出すわけです。これをの教育委員会に対して出すわけです。これを

受けて道の教育委員会は処分を発令すると、受けて道の教育委員会は処分を発令すると、受けて道の教育委員会は処分を発令すると、受けて道の教育委員会は処分を発令すると、

こういう仕組みになっております。ですから、こういう仕組みになっております。ですから、こういう仕組みになっております。ですから、こういう仕組みになっております。ですから、

市教委の内申、道教委の処分発令と、こうい市教委の内申、道教委の処分発令と、こうい市教委の内申、道教委の処分発令と、こうい市教委の内申、道教委の処分発令と、こうい

うルールです。ところが、府中市は校長に対うルールです。ところが、府中市は校長に対うルールです。ところが、府中市は校長に対うルールです。ところが、府中市は校長に対

して職務命令を出していないので、処分内申して職務命令を出していないので、処分内申して職務命令を出していないので、処分内申して職務命令を出していないので、処分内申

はできませんということをその県教委に対しはできませんということをその県教委に対しはできませんということをその県教委に対しはできませんということをその県教委に対し

て返事をしたんです。そうしましたら、県教て返事をしたんです。そうしましたら、県教て返事をしたんです。そうしましたら、県教て返事をしたんです。そうしましたら、県教

委は内申なしの処分発令をやりました。これ委は内申なしの処分発令をやりました。これ委は内申なしの処分発令をやりました。これ委は内申なしの処分発令をやりました。これ

は、非常に乱暴な行為であります。行政の手は、非常に乱暴な行為であります。行政の手は、非常に乱暴な行為であります。行政の手は、非常に乱暴な行為であります。行政の手

続きを１つ飛ばして、該当の校長を全員処分続きを１つ飛ばして、該当の校長を全員処分続きを１つ飛ばして、該当の校長を全員処分続きを１つ飛ばして、該当の校長を全員処分

したんです。したんです。したんです。したんです。

広島県は、９８年か９９年かちょっと記憶広島県は、９８年か９９年かちょっと記憶広島県は、９８年か９９年かちょっと記憶広島県は、９８年か９９年かちょっと記憶

定かではありませんが、それまではどちらか定かではありませんが、それまではどちらか定かではありませんが、それまではどちらか定かではありませんが、それまではどちらか

というと広島県は実施率の低い県だったわけというと広島県は実施率の低い県だったわけというと広島県は実施率の低い県だったわけというと広島県は実施率の低い県だったわけ

ですけれども、文部省の課長が県の教育長とですけれども、文部省の課長が県の教育長とですけれども、文部省の課長が県の教育長とですけれども、文部省の課長が県の教育長と

して赴任しました。以降強力に指導が入るよして赴任しました。以降強力に指導が入るよして赴任しました。以降強力に指導が入るよして赴任しました。以降強力に指導が入るよ

うになってきて、いまの府中市のような話にうになってきて、いまの府中市のような話にうになってきて、いまの府中市のような話にうになってきて、いまの府中市のような話に

なったのです。これ以降毎卒業式・入学式ごなったのです。これ以降毎卒業式・入学式ごなったのです。これ以降毎卒業式・入学式ごなったのです。これ以降毎卒業式・入学式ご

とに、まず最初の１年目はほとんど校長ですとに、まず最初の１年目はほとんど校長ですとに、まず最初の１年目はほとんど校長ですとに、まず最初の１年目はほとんど校長です
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ね、数十人単位で処分がどんどん出されて、ね、数十人単位で処分がどんどん出されて、ね、数十人単位で処分がどんどん出されて、ね、数十人単位で処分がどんどん出されて、

校長が全部従うようになった。今度は、たと校長が全部従うようになった。今度は、たと校長が全部従うようになった。今度は、たと校長が全部従うようになった。今度は、たと

えば卒業式のときに「君が代」斉唱というふえば卒業式のときに「君が代」斉唱というふえば卒業式のときに「君が代」斉唱というふえば卒業式のときに「君が代」斉唱というふ

うになったときに立たないという教職員がいうになったときに立たないという教職員がいうになったときに立たないという教職員がいうになったときに立たないという教職員がい

たときに、それに対する処分をすると。これたときに、それに対する処分をすると。これたときに、それに対する処分をすると。これたときに、それに対する処分をすると。これ

も、恐らく指導しても言うことを聞かないとも、恐らく指導しても言うことを聞かないとも、恐らく指導しても言うことを聞かないとも、恐らく指導しても言うことを聞かないと

いうケースの場合は戒告だと思います。戒告いうケースの場合は戒告だと思います。戒告いうケースの場合は戒告だと思います。戒告いうケースの場合は戒告だと思います。戒告

あるいは訓告と、こういう処分。中には注意あるいは訓告と、こういう処分。中には注意あるいは訓告と、こういう処分。中には注意あるいは訓告と、こういう処分。中には注意

というのもありますけれども、そういう形でというのもありますけれども、そういう形でというのもありますけれども、そういう形でというのもありますけれども、そういう形で

もう広島においては「日の丸」「君が代」のもう広島においては「日の丸」「君が代」のもう広島においては「日の丸」「君が代」のもう広島においては「日の丸」「君が代」の

実施は当然、そして「君が代」斉唱というふ実施は当然、そして「君が代」斉唱というふ実施は当然、そして「君が代」斉唱というふ実施は当然、そして「君が代」斉唱というふ

うになったときに起立しない教職員はいないうになったときに起立しない教職員はいないうになったときに起立しない教職員はいないうになったときに起立しない教職員はいない

と、もう皆無という状況になったということと、もう皆無という状況になったということと、もう皆無という状況になったということと、もう皆無という状況になったということ

が報道されております。たとえば１つ例を挙が報道されております。たとえば１つ例を挙が報道されております。たとえば１つ例を挙が報道されております。たとえば１つ例を挙

げると、こういう形で処分による強制というげると、こういう形で処分による強制というげると、こういう形で処分による強制というげると、こういう形で処分による強制という

ことで、「日の丸」「君が代」の実施が各学ことで、「日の丸」「君が代」の実施が各学ことで、「日の丸」「君が代」の実施が各学ことで、「日の丸」「君が代」の実施が各学

校でなされていっているということです。校でなされていっているということです。校でなされていっているということです。校でなされていっているということです。

これもちょうど国旗・国歌法の時期になりこれもちょうど国旗・国歌法の時期になりこれもちょうど国旗・国歌法の時期になりこれもちょうど国旗・国歌法の時期になり

ますけれども、東京の国立市の小学校の例がますけれども、東京の国立市の小学校の例がますけれども、東京の国立市の小学校の例がますけれども、東京の国立市の小学校の例が

大きく報道されましたから、お聞き及びかも大きく報道されましたから、お聞き及びかも大きく報道されましたから、お聞き及びかも大きく報道されましたから、お聞き及びかも

しれませんが、ここの場合は卒業生が卒業式しれませんが、ここの場合は卒業生が卒業式しれませんが、ここの場合は卒業生が卒業式しれませんが、ここの場合は卒業生が卒業式

の式場に「日の丸」を掲げた校長に対して抗の式場に「日の丸」を掲げた校長に対して抗の式場に「日の丸」を掲げた校長に対して抗の式場に「日の丸」を掲げた校長に対して抗

議をしたんです、６年生の卒業生。これに対議をしたんです、６年生の卒業生。これに対議をしたんです、６年生の卒業生。これに対議をしたんです、６年生の卒業生。これに対

して右翼の街宣車が７０台もその学校に集まして右翼の街宣車が７０台もその学校に集まして右翼の街宣車が７０台もその学校に集まして右翼の街宣車が７０台もその学校に集ま

って、そのメンバーが学校の中に入って子供って、そのメンバーが学校の中に入って子供って、そのメンバーが学校の中に入って子供って、そのメンバーが学校の中に入って子供

たちを追っかけ回すと、中には家庭まで行ったちを追っかけ回すと、中には家庭まで行ったちを追っかけ回すと、中には家庭まで行ったちを追っかけ回すと、中には家庭まで行っ

て写真を撮っておどかすという、そういう行て写真を撮っておどかすという、そういう行て写真を撮っておどかすという、そういう行て写真を撮っておどかすという、そういう行

為に出たという非常に極端なケースもござい為に出たという非常に極端なケースもござい為に出たという非常に極端なケースもござい為に出たという非常に極端なケースもござい

ます。これは、行政機関ではもちろんありまます。これは、行政機関ではもちろんありまます。これは、行政機関ではもちろんありまます。これは、行政機関ではもちろんありま

せん。右翼団体の行動です。そういうふうにせん。右翼団体の行動です。そういうふうにせん。右翼団体の行動です。そういうふうにせん。右翼団体の行動です。そういうふうに

周りから圧力をかけるという形もあります。周りから圧力をかけるという形もあります。周りから圧力をかけるという形もあります。周りから圧力をかけるという形もあります。

あと実際卒業式に当たって、「君が代」をあと実際卒業式に当たって、「君が代」をあと実際卒業式に当たって、「君が代」をあと実際卒業式に当たって、「君が代」を

斉唱のときに着席していた生徒を後に教師が斉唱のときに着席していた生徒を後に教師が斉唱のときに着席していた生徒を後に教師が斉唱のときに着席していた生徒を後に教師が

呼んで、なぜ立たなかったのかという事情聴呼んで、なぜ立たなかったのかという事情聴呼んで、なぜ立たなかったのかという事情聴呼んで、なぜ立たなかったのかという事情聴

取を厳しく行うというケースが随分たくさん取を厳しく行うというケースが随分たくさん取を厳しく行うというケースが随分たくさん取を厳しく行うというケースが随分たくさん

出てきたそうであります。北海道の場合は、出てきたそうであります。北海道の場合は、出てきたそうであります。北海道の場合は、出てきたそうであります。北海道の場合は、

苫小牧市においてあらかじめ立つのか、立た苫小牧市においてあらかじめ立つのか、立た苫小牧市においてあらかじめ立つのか、立た苫小牧市においてあらかじめ立つのか、立た

ないのかというような調査をしたというのがないのかというような調査をしたというのがないのかというような調査をしたというのがないのかというような調査をしたというのが

ございました。ございました。ございました。ございました。

さて、美唄の話になりますが、美唄の場合さて、美唄の話になりますが、美唄の場合さて、美唄の話になりますが、美唄の場合さて、美唄の話になりますが、美唄の場合

は「日の丸」を中心にして、道旗と市旗の３は「日の丸」を中心にして、道旗と市旗の３は「日の丸」を中心にして、道旗と市旗の３は「日の丸」を中心にして、道旗と市旗の３

旗並べる形で卒業式・入学式でその式場に掲旗並べる形で卒業式・入学式でその式場に掲旗並べる形で卒業式・入学式でその式場に掲旗並べる形で卒業式・入学式でその式場に掲

げるという指導を教育委員会が行っておりまげるという指導を教育委員会が行っておりまげるという指導を教育委員会が行っておりまげるという指導を教育委員会が行っておりま

すけれども、これについては前にも申し上げすけれども、これについては前にも申し上げすけれども、これについては前にも申し上げすけれども、これについては前にも申し上げ

ましたが、いわば何らの根拠もなく、そういましたが、いわば何らの根拠もなく、そういましたが、いわば何らの根拠もなく、そういましたが、いわば何らの根拠もなく、そうい

う形で卒業式の内容について教育委員会が介う形で卒業式の内容について教育委員会が介う形で卒業式の内容について教育委員会が介う形で卒業式の内容について教育委員会が介

入するというのは私は誤りだというふうに考入するというのは私は誤りだというふうに考入するというのは私は誤りだというふうに考入するというのは私は誤りだというふうに考

えておりますので、ここをぜひ是正をいただえておりますので、ここをぜひ是正をいただえておりますので、ここをぜひ是正をいただえておりますので、ここをぜひ是正をいただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。きたいと思いますが、いかがでしょうか。きたいと思いますが、いかがでしょうか。きたいと思いますが、いかがでしょうか。

それから、卒業式・入学式については学校それから、卒業式・入学式については学校それから、卒業式・入学式については学校それから、卒業式・入学式については学校

長と教職員とが十分に話し合って、合意に基長と教職員とが十分に話し合って、合意に基長と教職員とが十分に話し合って、合意に基長と教職員とが十分に話し合って、合意に基

づいた内容で運営されるべきというふうに考づいた内容で運営されるべきというふうに考づいた内容で運営されるべきというふうに考づいた内容で運営されるべきというふうに考

えますけれども、この考え方についてはいかえますけれども、この考え方についてはいかえますけれども、この考え方についてはいかえますけれども、この考え方についてはいか

がでありましょうか。がでありましょうか。がでありましょうか。がでありましょうか。

それから、もう１点は、憲法・教育基本法それから、もう１点は、憲法・教育基本法それから、もう１点は、憲法・教育基本法それから、もう１点は、憲法・教育基本法

とのかかわりについてでありますけれども、とのかかわりについてでありますけれども、とのかかわりについてでありますけれども、とのかかわりについてでありますけれども、

憲法の第１９条では思想、良心の自由の保障憲法の第１９条では思想、良心の自由の保障憲法の第１９条では思想、良心の自由の保障憲法の第１９条では思想、良心の自由の保障

ということ、それから教育基本法では行政がということ、それから教育基本法では行政がということ、それから教育基本法では行政がということ、それから教育基本法では行政が

教育内容に立ち入るべきでないという条文が教育内容に立ち入るべきでないという条文が教育内容に立ち入るべきでないという条文が教育内容に立ち入るべきでないという条文が

ございます。これらとのかかわりを考えて、ございます。これらとのかかわりを考えて、ございます。これらとのかかわりを考えて、ございます。これらとのかかわりを考えて、

いわば強制にわたる指導というものはなされいわば強制にわたる指導というものはなされいわば強制にわたる指導というものはなされいわば強制にわたる指導というものはなされ

るべきでないというふうに考えますけれども、るべきでないというふうに考えますけれども、るべきでないというふうに考えますけれども、るべきでないというふうに考えますけれども、

この点についての見解を改めてお尋ねをいたこの点についての見解を改めてお尋ねをいたこの点についての見解を改めてお尋ねをいたこの点についての見解を改めてお尋ねをいた

します。します。します。します。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、市民サークルの活動場所に係る勤初めに、市民サークルの活動場所に係る勤初めに、市民サークルの活動場所に係る勤初めに、市民サークルの活動場所に係る勤
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労青少年ホームの一般開放事業の見直しにつ労青少年ホームの一般開放事業の見直しにつ労青少年ホームの一般開放事業の見直しにつ労青少年ホームの一般開放事業の見直しにつ

いてでございますけれども、現在中央小学校いてでございますけれども、現在中央小学校いてでございますけれども、現在中央小学校いてでございますけれども、現在中央小学校

区の放課後児童施設として隣接する児童館を区の放課後児童施設として隣接する児童館を区の放課後児童施設として隣接する児童館を区の放課後児童施設として隣接する児童館を

使用しておりますが、児童館は老朽化と１日使用しておりますが、児童館は老朽化と１日使用しておりますが、児童館は老朽化と１日使用しておりますが、児童館は老朽化と１日

約４０名の子どもたちが利用することにより約４０名の子どもたちが利用することにより約４０名の子どもたちが利用することにより約４０名の子どもたちが利用することにより

狭隘であることから、子どもたちが伸び伸び狭隘であることから、子どもたちが伸び伸び狭隘であることから、子どもたちが伸び伸び狭隘であることから、子どもたちが伸び伸び

と活動できる環境を確保したい、このようなと活動できる環境を確保したい、このようなと活動できる環境を確保したい、このようなと活動できる環境を確保したい、このような

ことから勤労青少年ホームを放課後児童施設ことから勤労青少年ホームを放課後児童施設ことから勤労青少年ホームを放課後児童施設ことから勤労青少年ホームを放課後児童施設

として利用しようとするものでございます。として利用しようとするものでございます。として利用しようとするものでございます。として利用しようとするものでございます。

これまで勤労青少年ホームの一般開放事業とこれまで勤労青少年ホームの一般開放事業とこれまで勤労青少年ホームの一般開放事業とこれまで勤労青少年ホームの一般開放事業と

して利用されてこられました団体、サークルして利用されてこられました団体、サークルして利用されてこられました団体、サークルして利用されてこられました団体、サークル

活動の方につきましては１１団体となってお活動の方につきましては１１団体となってお活動の方につきましては１１団体となってお活動の方につきましては１１団体となってお

りますが、これらの団体の皆様にはホーム開りますが、これらの団体の皆様にはホーム開りますが、これらの団体の皆様にはホーム開りますが、これらの団体の皆様にはホーム開

放事業の見直しについて十分ご説明をし、ご放事業の見直しについて十分ご説明をし、ご放事業の見直しについて十分ご説明をし、ご放事業の見直しについて十分ご説明をし、ご

理解をいただいたところでございます。理解をいただいたところでございます。理解をいただいたところでございます。理解をいただいたところでございます。

なお、今後につきましては総合体育館や公なお、今後につきましては総合体育館や公なお、今後につきましては総合体育館や公なお、今後につきましては総合体育館や公

民館など、あるいは福祉施設等において引き民館など、あるいは福祉施設等において引き民館など、あるいは福祉施設等において引き民館など、あるいは福祉施設等において引き

続きスムーズに活用していただくことができ続きスムーズに活用していただくことができ続きスムーズに活用していただくことができ続きスムーズに活用していただくことができ

るように各施設との調整に努めているところるように各施設との調整に努めているところるように各施設との調整に努めているところるように各施設との調整に努めているところ

でございますし、また努めてまいりたい、こでございますし、また努めてまいりたい、こでございますし、また努めてまいりたい、こでございますし、また努めてまいりたい、こ

のように考えているところでございます。のように考えているところでございます。のように考えているところでございます。のように考えているところでございます。

なお、各施設の利用状況等につきましては、なお、各施設の利用状況等につきましては、なお、各施設の利用状況等につきましては、なお、各施設の利用状況等につきましては、

教育部長からご答弁を申し上げます。教育部長からご答弁を申し上げます。教育部長からご答弁を申し上げます。教育部長からご答弁を申し上げます。

次に、教育改革の方向等についてでありま次に、教育改革の方向等についてでありま次に、教育改革の方向等についてでありま次に、教育改革の方向等についてでありま

すが、平成１６年度の教育行政執行方針には、すが、平成１６年度の教育行政執行方針には、すが、平成１６年度の教育行政執行方針には、すが、平成１６年度の教育行政執行方針には、

昨年の国の動向のうち大きなものについて記昨年の国の動向のうち大きなものについて記昨年の国の動向のうち大きなものについて記昨年の国の動向のうち大きなものについて記

載をしたところでございます。教育基本法に載をしたところでございます。教育基本法に載をしたところでございます。教育基本法に載をしたところでございます。教育基本法に

つきましては、昨年の見直し議論の中で、教つきましては、昨年の見直し議論の中で、教つきましては、昨年の見直し議論の中で、教つきましては、昨年の見直し議論の中で、教

育振興基本計画を策定し、実効ある改革が必育振興基本計画を策定し、実効ある改革が必育振興基本計画を策定し、実効ある改革が必育振興基本計画を策定し、実効ある改革が必

要であるとの提言がなされております。要であるとの提言がなされております。要であるとの提言がなされております。要であるとの提言がなされております。

また、義務教育費国庫負担制度につきましまた、義務教育費国庫負担制度につきましまた、義務教育費国庫負担制度につきましまた、義務教育費国庫負担制度につきまし

ては義務教育の水準を確保しつつ、教職員のては義務教育の水準を確保しつつ、教職員のては義務教育の水準を確保しつつ、教職員のては義務教育の水準を確保しつつ、教職員の

給与や配置について地方の裁量を拡大するこ給与や配置について地方の裁量を拡大するこ給与や配置について地方の裁量を拡大するこ給与や配置について地方の裁量を拡大するこ

となどが議論されました。これらは、いずれとなどが議論されました。これらは、いずれとなどが議論されました。これらは、いずれとなどが議論されました。これらは、いずれ

も我が国の教育の根幹をなす法律、制度であも我が国の教育の根幹をなす法律、制度であも我が国の教育の根幹をなす法律、制度であも我が国の教育の根幹をなす法律、制度であ

ります。したがって、今後も議論は続くものります。したがって、今後も議論は続くものります。したがって、今後も議論は続くものります。したがって、今後も議論は続くもの

と承知しておりますし、今後の動向を引き続と承知しておりますし、今後の動向を引き続と承知しておりますし、今後の動向を引き続と承知しておりますし、今後の動向を引き続

き注視してまいりたいと考えております。教き注視してまいりたいと考えております。教き注視してまいりたいと考えております。教き注視してまいりたいと考えております。教

育委員会といたしましては、昨今の変化の激育委員会といたしましては、昨今の変化の激育委員会といたしましては、昨今の変化の激育委員会といたしましては、昨今の変化の激

しい社会の中でこそしっかりと不易と流行をしい社会の中でこそしっかりと不易と流行をしい社会の中でこそしっかりと不易と流行をしい社会の中でこそしっかりと不易と流行を

見きわめた教育を進めていくことが必要であ見きわめた教育を進めていくことが必要であ見きわめた教育を進めていくことが必要であ見きわめた教育を進めていくことが必要であ

ると、このように考えているところでございると、このように考えているところでございると、このように考えているところでございると、このように考えているところでござい

ます。ます。ます。ます。

次に、「豊かな個性と創造性に富む人づく次に、「豊かな個性と創造性に富む人づく次に、「豊かな個性と創造性に富む人づく次に、「豊かな個性と創造性に富む人づく

り」につきましては、文化と交流のまちづくり」につきましては、文化と交流のまちづくり」につきましては、文化と交流のまちづくり」につきましては、文化と交流のまちづく

りを進めるために子どもたち１人ひとりが豊りを進めるために子どもたち１人ひとりが豊りを進めるために子どもたち１人ひとりが豊りを進めるために子どもたち１人ひとりが豊

かな個性の源泉となる基礎、基本や課題解決かな個性の源泉となる基礎、基本や課題解決かな個性の源泉となる基礎、基本や課題解決かな個性の源泉となる基礎、基本や課題解決

能力、そして豊かな人間性などを身につけ、能力、そして豊かな人間性などを身につけ、能力、そして豊かな人間性などを身につけ、能力、そして豊かな人間性などを身につけ、

将来の本市のために、その個性と創造性を発将来の本市のために、その個性と創造性を発将来の本市のために、その個性と創造性を発将来の本市のために、その個性と創造性を発

揮していただきたいという願いを表現したも揮していただきたいという願いを表現したも揮していただきたいという願いを表現したも揮していただきたいという願いを表現したも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、「生きる力」につきましては、本年次に、「生きる力」につきましては、本年次に、「生きる力」につきましては、本年次に、「生きる力」につきましては、本年

４月に学習指導要領が一部改定されますが、４月に学習指導要領が一部改定されますが、４月に学習指導要領が一部改定されますが、４月に学習指導要領が一部改定されますが、

「生きる力」の育成はその基本的なねらいで「生きる力」の育成はその基本的なねらいで「生きる力」の育成はその基本的なねらいで「生きる力」の育成はその基本的なねらいで

ありますことから、根幹の部分を変えるものありますことから、根幹の部分を変えるものありますことから、根幹の部分を変えるものありますことから、根幹の部分を変えるもの

ではない、このように受けとめているところではない、このように受けとめているところではない、このように受けとめているところではない、このように受けとめているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、

教育委員会としては平成９年、当時の文部省教育委員会としては平成９年、当時の文部省教育委員会としては平成９年、当時の文部省教育委員会としては平成９年、当時の文部省

指導通達により保護者の意向などに配慮しな指導通達により保護者の意向などに配慮しな指導通達により保護者の意向などに配慮しな指導通達により保護者の意向などに配慮しな

がら、現行の通学区域制度の弾力化に努めてがら、現行の通学区域制度の弾力化に努めてがら、現行の通学区域制度の弾力化に努めてがら、現行の通学区域制度の弾力化に努めて

きたところであります。現在の岩見沢市及びきたところであります。現在の岩見沢市及びきたところであります。現在の岩見沢市及びきたところであります。現在の岩見沢市及び

江別市における取り組みの趣旨は、学校選択江別市における取り組みの趣旨は、学校選択江別市における取り組みの趣旨は、学校選択江別市における取り組みの趣旨は、学校選択

という手段を通じての教育環境の整備及び学という手段を通じての教育環境の整備及び学という手段を通じての教育環境の整備及び学という手段を通じての教育環境の整備及び学

校の活性化であると受けとめております。教校の活性化であると受けとめております。教校の活性化であると受けとめております。教校の活性化であると受けとめております。教

育委員会といたしましては、現在この制度の育委員会といたしましては、現在この制度の育委員会といたしましては、現在この制度の育委員会といたしましては、現在この制度の

導入は考えておりませんが、各学校が地域の導入は考えておりませんが、各学校が地域の導入は考えておりませんが、各学校が地域の導入は考えておりませんが、各学校が地域の

特性をいかした魅力ある学校づくりに取り組特性をいかした魅力ある学校づくりに取り組特性をいかした魅力ある学校づくりに取り組特性をいかした魅力ある学校づくりに取り組
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んでいけるよう引き続き適切な指導助言に努んでいけるよう引き続き適切な指導助言に努んでいけるよう引き続き適切な指導助言に努んでいけるよう引き続き適切な指導助言に努

めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

次に、習熟度別指導についてでありますが、次に、習熟度別指導についてでありますが、次に、習熟度別指導についてでありますが、次に、習熟度別指導についてでありますが、

市内では本年度ティームティーチングや少人市内では本年度ティームティーチングや少人市内では本年度ティームティーチングや少人市内では本年度ティームティーチングや少人

数指導を行っておりますが、習熟度別指導の数指導を行っておりますが、習熟度別指導の数指導を行っておりますが、習熟度別指導の数指導を行っておりますが、習熟度別指導の

実施報告は受けておりません。教育委員会と実施報告は受けておりません。教育委員会と実施報告は受けておりません。教育委員会と実施報告は受けておりません。教育委員会と

いたしましては、各学校がきめ細やかな学習いたしましては、各学校がきめ細やかな学習いたしましては、各学校がきめ細やかな学習いたしましては、各学校がきめ細やかな学習

指導により子どもたちに基礎、基本やみずか指導により子どもたちに基礎、基本やみずか指導により子どもたちに基礎、基本やみずか指導により子どもたちに基礎、基本やみずか

ら学びみずから考える力を身につけさせるたら学びみずから考える力を身につけさせるたら学びみずから考える力を身につけさせるたら学びみずから考える力を身につけさせるた

めに、習熟度別指導など指導方法や指導体制めに、習熟度別指導など指導方法や指導体制めに、習熟度別指導など指導方法や指導体制めに、習熟度別指導など指導方法や指導体制

の工夫、改善を図る際は、十分な検討の上、の工夫、改善を図る際は、十分な検討の上、の工夫、改善を図る際は、十分な検討の上、の工夫、改善を図る際は、十分な検討の上、

適切に実施するよう指導、助言に努めてまい適切に実施するよう指導、助言に努めてまい適切に実施するよう指導、助言に努めてまい適切に実施するよう指導、助言に努めてまい

りたいと、このように考えております。りたいと、このように考えております。りたいと、このように考えております。りたいと、このように考えております。

次に、「特別支援教育」についてでありま次に、「特別支援教育」についてでありま次に、「特別支援教育」についてでありま次に、「特別支援教育」についてでありま

すが、学習上の不適応について、何らかの中すが、学習上の不適応について、何らかの中すが、学習上の不適応について、何らかの中すが、学習上の不適応について、何らかの中

枢神経系の異常が仮定されるＬＤ児など、従枢神経系の異常が仮定されるＬＤ児など、従枢神経系の異常が仮定されるＬＤ児など、従枢神経系の異常が仮定されるＬＤ児など、従

来の障害児教育には含まれなかった障がいの来の障害児教育には含まれなかった障がいの来の障害児教育には含まれなかった障がいの来の障害児教育には含まれなかった障がいの

ある児童生徒も含めた支援を行うものでありある児童生徒も含めた支援を行うものでありある児童生徒も含めた支援を行うものでありある児童生徒も含めた支援を行うものであり

ます。現在は札幌、千歳、岩見沢の３市が道ます。現在は札幌、千歳、岩見沢の３市が道ます。現在は札幌、千歳、岩見沢の３市が道ます。現在は札幌、千歳、岩見沢の３市が道

からモデル事業の指定を受け、今後の特別支からモデル事業の指定を受け、今後の特別支からモデル事業の指定を受け、今後の特別支からモデル事業の指定を受け、今後の特別支

援教育のあり方などの調査、研究に取り組ん援教育のあり方などの調査、研究に取り組ん援教育のあり方などの調査、研究に取り組ん援教育のあり方などの調査、研究に取り組ん

でいる段階でありますが、教育委員会といたでいる段階でありますが、教育委員会といたでいる段階でありますが、教育委員会といたでいる段階でありますが、教育委員会といた

しましては、これが緊要の課題であることかしましては、これが緊要の課題であることかしましては、これが緊要の課題であることかしましては、これが緊要の課題であることか

ら、美唄養護学校及び関係機関と連携し、本ら、美唄養護学校及び関係機関と連携し、本ら、美唄養護学校及び関係機関と連携し、本ら、美唄養護学校及び関係機関と連携し、本

市独自の特別支援教育の体制整備に取り組ん市独自の特別支援教育の体制整備に取り組ん市独自の特別支援教育の体制整備に取り組ん市独自の特別支援教育の体制整備に取り組ん

でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。

次に、職員研修についてでありますが、こ次に、職員研修についてでありますが、こ次に、職員研修についてでありますが、こ次に、職員研修についてでありますが、こ

れまでの初任者研修に加え、本年度より１０れまでの初任者研修に加え、本年度より１０れまでの初任者研修に加え、本年度より１０れまでの初任者研修に加え、本年度より１０

年経験者研修が法制化されたことにより、研年経験者研修が法制化されたことにより、研年経験者研修が法制化されたことにより、研年経験者研修が法制化されたことにより、研

修機会の充実が図られたところでございます。修機会の充実が図られたところでございます。修機会の充実が図られたところでございます。修機会の充実が図られたところでございます。

対象となった教職員は、公務多忙な中で積極対象となった教職員は、公務多忙な中で積極対象となった教職員は、公務多忙な中で積極対象となった教職員は、公務多忙な中で積極

的に参加しており、特に本年度空知教育局か的に参加しており、特に本年度空知教育局か的に参加しており、特に本年度空知教育局か的に参加しており、特に本年度空知教育局か

らは本市の対象者を含め、非常に意欲的な研らは本市の対象者を含め、非常に意欲的な研らは本市の対象者を含め、非常に意欲的な研らは本市の対象者を含め、非常に意欲的な研

修態度であったと聞いております。修態度であったと聞いております。修態度であったと聞いております。修態度であったと聞いております。

その一方で各種研修会の参加に当たってのその一方で各種研修会の参加に当たってのその一方で各種研修会の参加に当たってのその一方で各種研修会の参加に当たっての

校内体制の整備や教職員１人ひとりの自主的校内体制の整備や教職員１人ひとりの自主的校内体制の整備や教職員１人ひとりの自主的校内体制の整備や教職員１人ひとりの自主的

な研修機会の確保が大切でありますことから、な研修機会の確保が大切でありますことから、な研修機会の確保が大切でありますことから、な研修機会の確保が大切でありますことから、

教育委員会といたしましては空知教育局との教育委員会といたしましては空知教育局との教育委員会といたしましては空知教育局との教育委員会といたしましては空知教育局との

連携に努めるとともに、日常的な多忙解消の連携に努めるとともに、日常的な多忙解消の連携に努めるとともに、日常的な多忙解消の連携に努めるとともに、日常的な多忙解消の

ための一層の取り組みに努めてまいりたいと、ための一層の取り組みに努めてまいりたいと、ための一層の取り組みに努めてまいりたいと、ための一層の取り組みに努めてまいりたいと、

このように考えているところでございます。このように考えているところでございます。このように考えているところでございます。このように考えているところでございます。

次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、

学習指導要領に基づき国際社会に生きる日本学習指導要領に基づき国際社会に生きる日本学習指導要領に基づき国際社会に生きる日本学習指導要領に基づき国際社会に生きる日本

人としての自覚を育てる上から、卒業式や入人としての自覚を育てる上から、卒業式や入人としての自覚を育てる上から、卒業式や入人としての自覚を育てる上から、卒業式や入

学式などにおいては国旗を掲揚し、国歌を斉学式などにおいては国旗を掲揚し、国歌を斉学式などにおいては国旗を掲揚し、国歌を斉学式などにおいては国旗を掲揚し、国歌を斉

唱することは大変重要であります。唱することは大変重要であります。唱することは大変重要であります。唱することは大変重要であります。

また、公教育推進の観点からも、各学校にまた、公教育推進の観点からも、各学校にまた、公教育推進の観点からも、各学校にまた、公教育推進の観点からも、各学校に

おいては国旗・国歌を適切に指導することがおいては国旗・国歌を適切に指導することがおいては国旗・国歌を適切に指導することがおいては国旗・国歌を適切に指導することが

大切であると、このように考えているところ大切であると、このように考えているところ大切であると、このように考えているところ大切であると、このように考えているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

その上で、国旗、北海道旗、美唄市旗の３その上で、国旗、北海道旗、美唄市旗の３その上で、国旗、北海道旗、美唄市旗の３その上で、国旗、北海道旗、美唄市旗の３

旗掲揚につきましては、卒業式や入学式が厳旗掲揚につきましては、卒業式や入学式が厳旗掲揚につきましては、卒業式や入学式が厳旗掲揚につきましては、卒業式や入学式が厳

粛かつ清新な雰囲気の中で、児童生徒１人ひ粛かつ清新な雰囲気の中で、児童生徒１人ひ粛かつ清新な雰囲気の中で、児童生徒１人ひ粛かつ清新な雰囲気の中で、児童生徒１人ひ

とりが新しい生活に向け、集団への帰属感あとりが新しい生活に向け、集団への帰属感あとりが新しい生活に向け、集団への帰属感あとりが新しい生活に向け、集団への帰属感あ

るいは連帯感を深める機会の１つであると考るいは連帯感を深める機会の１つであると考るいは連帯感を深める機会の１つであると考るいは連帯感を深める機会の１つであると考

えております。このことから道民及び美唄市えております。このことから道民及び美唄市えております。このことから道民及び美唄市えております。このことから道民及び美唄市

民としての意識を深めるという教育委員会の民としての意識を深めるという教育委員会の民としての意識を深めるという教育委員会の民としての意識を深めるという教育委員会の

主体的な判断のもとに３旗掲揚を指導してい主体的な判断のもとに３旗掲揚を指導してい主体的な判断のもとに３旗掲揚を指導してい主体的な判断のもとに３旗掲揚を指導してい

るところであり、実施後３年が経過したいま、るところであり、実施後３年が経過したいま、るところであり、実施後３年が経過したいま、るところであり、実施後３年が経過したいま、

各学校には定着したものと受けとめていると各学校には定着したものと受けとめていると各学校には定着したものと受けとめていると各学校には定着したものと受けとめていると

ころでございます。国旗・国歌の実施は、児ころでございます。国旗・国歌の実施は、児ころでございます。国旗・国歌の実施は、児ころでございます。国旗・国歌の実施は、児

童生徒はもちろんのこと、個人の思想、良心童生徒はもちろんのこと、個人の思想、良心童生徒はもちろんのこと、個人の思想、良心童生徒はもちろんのこと、個人の思想、良心

の自由を侵すものではありませんが、教職員の自由を侵すものではありませんが、教職員の自由を侵すものではありませんが、教職員の自由を侵すものではありませんが、教職員

については公教育推進の観点から学習指導要については公教育推進の観点から学習指導要については公教育推進の観点から学習指導要については公教育推進の観点から学習指導要

領に基づき、適切な指導に当たらなければな領に基づき、適切な指導に当たらなければな領に基づき、適切な指導に当たらなければな領に基づき、適切な指導に当たらなければな

らない、このように考えているところでござらない、このように考えているところでござらない、このように考えているところでござらない、このように考えているところでござ

います。います。います。います。

●議長中西勇夫君 教育部長。●議長中西勇夫君 教育部長。●議長中西勇夫君 教育部長。●議長中西勇夫君 教育部長。
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●教育部長吉田 譲君 市民会館、勤労青少●教育部長吉田 譲君 市民会館、勤労青少●教育部長吉田 譲君 市民会館、勤労青少●教育部長吉田 譲君 市民会館、勤労青少

年ホームなどの利用状況につきましては、私年ホームなどの利用状況につきましては、私年ホームなどの利用状況につきましては、私年ホームなどの利用状況につきましては、私

からお答えをさせていただきます。からお答えをさせていただきます。からお答えをさせていただきます。からお答えをさせていただきます。

平成１４年度末における各施設の利用状況平成１４年度末における各施設の利用状況平成１４年度末における各施設の利用状況平成１４年度末における各施設の利用状況

でありますが、サークル活動で使用する公民でありますが、サークル活動で使用する公民でありますが、サークル活動で使用する公民でありますが、サークル活動で使用する公民

館は１,６２６回、２万２,１９３人の利用と館は１,６２６回、２万２,１９３人の利用と館は１,６２６回、２万２,１９３人の利用と館は１,６２６回、２万２,１９３人の利用と

なっており、貸し館としての市民会館は会議なっており、貸し館としての市民会館は会議なっており、貸し館としての市民会館は会議なっており、貸し館としての市民会館は会議

や音楽会等の利用で５万４,２４９人、また勤や音楽会等の利用で５万４,２４９人、また勤や音楽会等の利用で５万４,２４９人、また勤や音楽会等の利用で５万４,２４９人、また勤

労青少年ホームは総数で１万２,６２５人の利労青少年ホームは総数で１万２,６２５人の利労青少年ホームは総数で１万２,６２５人の利労青少年ホームは総数で１万２,６２５人の利

用があり、うち一般開放におけるサークルで用があり、うち一般開放におけるサークルで用があり、うち一般開放におけるサークルで用があり、うち一般開放におけるサークルで

の使用は５５５回で、６,８８７人となっておの使用は５５５回で、６,８８７人となっておの使用は５５５回で、６,８８７人となっておの使用は５５５回で、６,８８７人となってお

ります。総合福祉センターは、３万８,９６３ります。総合福祉センターは、３万８,９６３ります。総合福祉センターは、３万８,９６３ります。総合福祉センターは、３万８,９６３

人で、そのうちサークルの利用は３,０００人人で、そのうちサークルの利用は３,０００人人で、そのうちサークルの利用は３,０００人人で、そのうちサークルの利用は３,０００人

程度、またピパオイの里プラザにつきまして程度、またピパオイの里プラザにつきまして程度、またピパオイの里プラザにつきまして程度、またピパオイの里プラザにつきまして

は６,８１４人で、そのうち陶芸等のサークルは６,８１４人で、そのうち陶芸等のサークルは６,８１４人で、そのうち陶芸等のサークルは６,８１４人で、そのうち陶芸等のサークル

利用が２,０００人程度となっていると伺って利用が２,０００人程度となっていると伺って利用が２,０００人程度となっていると伺って利用が２,０００人程度となっていると伺って

おります。おります。おります。おります。

●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。

●１０番米田良克君 一通り答弁をいただき●１０番米田良克君 一通り答弁をいただき●１０番米田良克君 一通り答弁をいただき●１０番米田良克君 一通り答弁をいただき

ました。ました。ました。ました。

１点目の問題は、全部すぱっと入るかどう１点目の問題は、全部すぱっと入るかどう１点目の問題は、全部すぱっと入るかどう１点目の問題は、全部すぱっと入るかどう

かは別といたしまして、十分に努力をしていかは別といたしまして、十分に努力をしていかは別といたしまして、十分に努力をしていかは別といたしまして、十分に努力をしてい

ただけるということでありますから、その点ただけるということでありますから、その点ただけるということでありますから、その点ただけるということでありますから、その点

はひとつぜひご努力をいただきたいというふはひとつぜひご努力をいただきたいというふはひとつぜひご努力をいただきたいというふはひとつぜひご努力をいただきたいというふ

うに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

教育行政について、もう１度お尋ねをいた教育行政について、もう１度お尋ねをいた教育行政について、もう１度お尋ねをいた教育行政について、もう１度お尋ねをいた

します。最初の教育改革の問題でありますが、します。最初の教育改革の問題でありますが、します。最初の教育改革の問題でありますが、します。最初の教育改革の問題でありますが、

教育改革は私どもわかりやすい受けとめ方で教育改革は私どもわかりやすい受けとめ方で教育改革は私どもわかりやすい受けとめ方で教育改革は私どもわかりやすい受けとめ方で

言えば、学校５日制の完全実施、そしてゆと言えば、学校５日制の完全実施、そしてゆと言えば、学校５日制の完全実施、そしてゆと言えば、学校５日制の完全実施、そしてゆと

り教育の実施ということだったというふうにり教育の実施ということだったというふうにり教育の実施ということだったというふうにり教育の実施ということだったというふうに

思います。ただ、ゆとり教育の部分では始ま思います。ただ、ゆとり教育の部分では始ま思います。ただ、ゆとり教育の部分では始ま思います。ただ、ゆとり教育の部分では始ま

ってすぐ学力低下問題というのが声高に取りってすぐ学力低下問題というのが声高に取りってすぐ学力低下問題というのが声高に取りってすぐ学力低下問題というのが声高に取り

上げられるという状況があるのはご存じのと上げられるという状況があるのはご存じのと上げられるという状況があるのはご存じのと上げられるという状況があるのはご存じのと

おりであります。ただ、実は完全実施の前かおりであります。ただ、実は完全実施の前かおりであります。ただ、実は完全実施の前かおりであります。ただ、実は完全実施の前か

ら、学習指導要領の内容が３割削減になるとら、学習指導要領の内容が３割削減になるとら、学習指導要領の内容が３割削減になるとら、学習指導要領の内容が３割削減になると

いうことが出たときからすでにもう、いわばいうことが出たときからすでにもう、いわばいうことが出たときからすでにもう、いわばいうことが出たときからすでにもう、いわば

実施前からその学力低下問題というのはかな実施前からその学力低下問題というのはかな実施前からその学力低下問題というのはかな実施前からその学力低下問題というのはかな

り、いまになって考えれば意図的に取り上げり、いまになって考えれば意図的に取り上げり、いまになって考えれば意図的に取り上げり、いまになって考えれば意図的に取り上げ

られたのかなというふうに私は感じますけれられたのかなというふうに私は感じますけれられたのかなというふうに私は感じますけれられたのかなというふうに私は感じますけれ

ども、取り上げられて、これがいわば見直しども、取り上げられて、これがいわば見直しども、取り上げられて、これがいわば見直しども、取り上げられて、これがいわば見直し

という形にいまなってきつつあるというのはという形にいまなってきつつあるというのはという形にいまなってきつつあるというのはという形にいまなってきつつあるというのは

理解をしております。理解をしております。理解をしております。理解をしております。

さて、教育基本法の見直しの問題でありまさて、教育基本法の見直しの問題でありまさて、教育基本法の見直しの問題でありまさて、教育基本法の見直しの問題でありま

すけれども、これがいわばいま開会中の国会すけれども、これがいわばいま開会中の国会すけれども、これがいわばいま開会中の国会すけれども、これがいわばいま開会中の国会

の中にも、あるいは提案されるのではないかの中にも、あるいは提案されるのではないかの中にも、あるいは提案されるのではないかの中にも、あるいは提案されるのではないか

という政治日程に上るような、そういう話もという政治日程に上るような、そういう話もという政治日程に上るような、そういう話もという政治日程に上るような、そういう話も

一時かなり聞こえました。現在やや流動的に一時かなり聞こえました。現在やや流動的に一時かなり聞こえました。現在やや流動的に一時かなり聞こえました。現在やや流動的に

なっているようでありますけれども、この大なっているようでありますけれども、この大なっているようでありますけれども、この大なっているようでありますけれども、この大

きく取り上げられている教育基本法の見直しきく取り上げられている教育基本法の見直しきく取り上げられている教育基本法の見直しきく取り上げられている教育基本法の見直し

の最大の理由は、私は愛国心教育を加えるこの最大の理由は、私は愛国心教育を加えるこの最大の理由は、私は愛国心教育を加えるこの最大の理由は、私は愛国心教育を加えるこ

とにあるというふうに受けとめております。とにあるというふうに受けとめております。とにあるというふうに受けとめております。とにあるというふうに受けとめております。

教育長にお尋ねをしたいのは、いまの教育基教育長にお尋ねをしたいのは、いまの教育基教育長にお尋ねをしたいのは、いまの教育基教育長にお尋ねをしたいのは、いまの教育基

本法がなぜつくられたのか、その理由をどん本法がなぜつくられたのか、その理由をどん本法がなぜつくられたのか、その理由をどん本法がなぜつくられたのか、その理由をどん

なふうに理解されておられるか、そして教育なふうに理解されておられるか、そして教育なふうに理解されておられるか、そして教育なふうに理解されておられるか、そして教育

基本法がつくられたその理由というものはい基本法がつくられたその理由というものはい基本法がつくられたその理由というものはい基本法がつくられたその理由というものはい

まもう必要なくなって、したがって教育基本まもう必要なくなって、したがって教育基本まもう必要なくなって、したがって教育基本まもう必要なくなって、したがって教育基本

法の改正が議論されるというふうになってい法の改正が議論されるというふうになってい法の改正が議論されるというふうになってい法の改正が議論されるというふうになってい

るのか、その辺の判断をお尋ねをしたいといるのか、その辺の判断をお尋ねをしたいといるのか、その辺の判断をお尋ねをしたいといるのか、その辺の判断をお尋ねをしたいとい

うことであります。うことであります。うことであります。うことであります。

それから、義務教育費国庫負担制度についそれから、義務教育費国庫負担制度についそれから、義務教育費国庫負担制度についそれから、義務教育費国庫負担制度につい

ては大事だということはおっしゃられましたては大事だということはおっしゃられましたては大事だということはおっしゃられましたては大事だということはおっしゃられました

けれども、これは毎年美唄市議会でも意見書けれども、これは毎年美唄市議会でも意見書けれども、これは毎年美唄市議会でも意見書けれども、これは毎年美唄市議会でも意見書

の採択をいただいている問題でありまして、の採択をいただいている問題でありまして、の採択をいただいている問題でありまして、の採択をいただいている問題でありまして、

国家財政の逼迫に伴って、その教育費の一般国家財政の逼迫に伴って、その教育費の一般国家財政の逼迫に伴って、その教育費の一般国家財政の逼迫に伴って、その教育費の一般

財源化がどんどん進められています。これは、財源化がどんどん進められています。これは、財源化がどんどん進められています。これは、財源化がどんどん進められています。これは、

自治体の財政力にかかわりなく、子どもたち自治体の財政力にかかわりなく、子どもたち自治体の財政力にかかわりなく、子どもたち自治体の財政力にかかわりなく、子どもたち

の教育の一定レベル維持のために長く機能しの教育の一定レベル維持のために長く機能しの教育の一定レベル維持のために長く機能しの教育の一定レベル維持のために長く機能し

てきたものでありまして、地方分権を理由にてきたものでありまして、地方分権を理由にてきたものでありまして、地方分権を理由にてきたものでありまして、地方分権を理由に
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して、現在の地方財政逼迫状態の中で一般財して、現在の地方財政逼迫状態の中で一般財して、現在の地方財政逼迫状態の中で一般財して、現在の地方財政逼迫状態の中で一般財

源化されたときに、教育にかけられてくる経源化されたときに、教育にかけられてくる経源化されたときに、教育にかけられてくる経源化されたときに、教育にかけられてくる経

費というものがどうなるかというのは、先が費というものがどうなるかというのは、先が費というものがどうなるかというのは、先が費というものがどうなるかというのは、先が

見えるような気がいたします。ぜひこれは守見えるような気がいたします。ぜひこれは守見えるような気がいたします。ぜひこれは守見えるような気がいたします。ぜひこれは守

らなければならないという考え方を持っておらなければならないという考え方を持っておらなければならないという考え方を持っておらなければならないという考え方を持ってお

りますけれども、この辺の認識をお伺いをいりますけれども、この辺の認識をお伺いをいりますけれども、この辺の認識をお伺いをいりますけれども、この辺の認識をお伺いをい

たします。たします。たします。たします。

次、２つ目の「豊かな個性と創造性に富む次、２つ目の「豊かな個性と創造性に富む次、２つ目の「豊かな個性と創造性に富む次、２つ目の「豊かな個性と創造性に富む

人づくり」についてでありますが、学校教育人づくり」についてでありますが、学校教育人づくり」についてでありますが、学校教育人づくり」についてでありますが、学校教育

という場で考えたときに、豊かな個性と創造という場で考えたときに、豊かな個性と創造という場で考えたときに、豊かな個性と創造という場で考えたときに、豊かな個性と創造

性に富む子どもたちを育てたいと、これは皆性に富む子どもたちを育てたいと、これは皆性に富む子どもたちを育てたいと、これは皆性に富む子どもたちを育てたいと、これは皆

さん考えることかと思いますけれども、ではさん考えることかと思いますけれども、ではさん考えることかと思いますけれども、ではさん考えることかと思いますけれども、では

学校で子どもたちに接する教師というものが、学校で子どもたちに接する教師というものが、学校で子どもたちに接する教師というものが、学校で子どもたちに接する教師というものが、

教師自身が豊かな個性を持って創造性に富む教師自身が豊かな個性を持って創造性に富む教師自身が豊かな個性を持って創造性に富む教師自身が豊かな個性を持って創造性に富む

人間でなきゃならないというふうに私は思う人間でなきゃならないというふうに私は思う人間でなきゃならないというふうに私は思う人間でなきゃならないというふうに私は思う

わけですけれども、この辺の考え方についてわけですけれども、この辺の考え方についてわけですけれども、この辺の考え方についてわけですけれども、この辺の考え方について

お尋ねをいたします。お尋ねをいたします。お尋ねをいたします。お尋ねをいたします。

次に、学校選択制の問題ですが、学校側の次に、学校選択制の問題ですが、学校側の次に、学校選択制の問題ですが、学校側の次に、学校選択制の問題ですが、学校側の

それぞれの置かれている場所によって、地域それぞれの置かれている場所によって、地域それぞれの置かれている場所によって、地域それぞれの置かれている場所によって、地域

の特性というものをいかした教育が行われるの特性というものをいかした教育が行われるの特性というものをいかした教育が行われるの特性というものをいかした教育が行われる

わけでして、それぞれその学校、学校の魅力わけでして、それぞれその学校、学校の魅力わけでして、それぞれその学校、学校の魅力わけでして、それぞれその学校、学校の魅力

というのを持っているというふうに考えておというのを持っているというふうに考えておというのを持っているというふうに考えておというのを持っているというふうに考えてお

ります。美唄としては、選択制の導入は考えります。美唄としては、選択制の導入は考えります。美唄としては、選択制の導入は考えります。美唄としては、選択制の導入は考え

ないという答弁をいただきましたけれども、ないという答弁をいただきましたけれども、ないという答弁をいただきましたけれども、ないという答弁をいただきましたけれども、

私はこの制度の持つ問題点についてはぜひ把私はこの制度の持つ問題点についてはぜひ把私はこの制度の持つ問題点についてはぜひ把私はこの制度の持つ問題点についてはぜひ把

握をしていただきたいというふうに思うので握をしていただきたいというふうに思うので握をしていただきたいというふうに思うので握をしていただきたいというふうに思うので

す。子どもが学ぶというよりは、親が子どもす。子どもが学ぶというよりは、親が子どもす。子どもが学ぶというよりは、親が子どもす。子どもが学ぶというよりは、親が子ども

が学ぶ学校は選びたいというか、選択の自由が学ぶ学校は選びたいというか、選択の自由が学ぶ学校は選びたいというか、選択の自由が学ぶ学校は選びたいというか、選択の自由

をという考え方はちょっと正しいようにも見をという考え方はちょっと正しいようにも見をという考え方はちょっと正しいようにも見をという考え方はちょっと正しいようにも見

えるんですけれども、すべての家庭が、そしえるんですけれども、すべての家庭が、そしえるんですけれども、すべての家庭が、そしえるんですけれども、すべての家庭が、そし

てすべての子どもが選択の自由というものをてすべての子どもが選択の自由というものをてすべての子どもが選択の自由というものをてすべての子どもが選択の自由というものを

行使できる状態になっているのか。そのこと行使できる状態になっているのか。そのこと行使できる状態になっているのか。そのこと行使できる状態になっているのか。そのこと

を抜きにして、このことの実施というものをを抜きにして、このことの実施というものをを抜きにして、このことの実施というものをを抜きにして、このことの実施というものを

考えるべきではないというふうに思います。考えるべきではないというふうに思います。考えるべきではないというふうに思います。考えるべきではないというふうに思います。

中身はちょっと違うのですけれども、現在中身はちょっと違うのですけれども、現在中身はちょっと違うのですけれども、現在中身はちょっと違うのですけれども、現在

の高等学校の普通課の学区制度がございます。の高等学校の普通課の学区制度がございます。の高等学校の普通課の学区制度がございます。の高等学校の普通課の学区制度がございます。

この地域は空知第１学区ということで、美唄この地域は空知第１学区ということで、美唄この地域は空知第１学区ということで、美唄この地域は空知第１学区ということで、美唄

から岩見沢、それから月形ですか、三笠までから岩見沢、それから月形ですか、三笠までから岩見沢、それから月形ですか、三笠までから岩見沢、それから月形ですか、三笠まで

入りますか、その辺が１つの学区になってお入りますか、その辺が１つの学区になってお入りますか、その辺が１つの学区になってお入りますか、その辺が１つの学区になってお

ります。かつては小学区制でありまして、私ります。かつては小学区制でありまして、私ります。かつては小学区制でありまして、私ります。かつては小学区制でありまして、私

どもが高校へ行っていた時代はそうだったんどもが高校へ行っていた時代はそうだったんどもが高校へ行っていた時代はそうだったんどもが高校へ行っていた時代はそうだったん

ですが、美唄で普通科に入ろうとすれば、美ですが、美唄で普通科に入ろうとすれば、美ですが、美唄で普通科に入ろうとすれば、美ですが、美唄で普通科に入ろうとすれば、美

唄東高校しかないと、選択はなかったんです。唄東高校しかないと、選択はなかったんです。唄東高校しかないと、選択はなかったんです。唄東高校しかないと、選択はなかったんです。

そこしかないということでありました。ですそこしかないということでありました。ですそこしかないということでありました。ですそこしかないということでありました。です

から、中には越境入学なんていうことで、岩から、中には越境入学なんていうことで、岩から、中には越境入学なんていうことで、岩から、中には越境入学なんていうことで、岩

見沢行くとか札幌行くとか、そういう人もい見沢行くとか札幌行くとか、そういう人もい見沢行くとか札幌行くとか、そういう人もい見沢行くとか札幌行くとか、そういう人もい

たようですけれども、これはもちろん極めてたようですけれども、これはもちろん極めてたようですけれども、これはもちろん極めてたようですけれども、これはもちろん極めて

まれなケースでありました。ところが、昭和まれなケースでありました。ところが、昭和まれなケースでありました。ところが、昭和まれなケースでありました。ところが、昭和

４０年代になって、大学区制が実施されると４０年代になって、大学区制が実施されると４０年代になって、大学区制が実施されると４０年代になって、大学区制が実施されると

いうことになって、大学区制はやってみて、いうことになって、大学区制はやってみて、いうことになって、大学区制はやってみて、いうことになって、大学区制はやってみて、

かなりはっきり弊害も出たということもあっかなりはっきり弊害も出たということもあっかなりはっきり弊害も出たということもあっかなりはっきり弊害も出たということもあっ

たんでしょう。現在の学区制にほぼ手直しをたんでしょう。現在の学区制にほぼ手直しをたんでしょう。現在の学区制にほぼ手直しをたんでしょう。現在の学区制にほぼ手直しを

されるという、そういう経過をたどっておりされるという、そういう経過をたどっておりされるという、そういう経過をたどっておりされるという、そういう経過をたどっており

ますけれども、結果は学校間格差というものますけれども、結果は学校間格差というものますけれども、結果は学校間格差というものますけれども、結果は学校間格差というもの

を生んでしまいました。そして、それは拡大を生んでしまいました。そして、それは拡大を生んでしまいました。そして、それは拡大を生んでしまいました。そして、それは拡大

固定化へと進んでしまったということです。固定化へと進んでしまったということです。固定化へと進んでしまったということです。固定化へと進んでしまったということです。

中身は違いますけれども、私は現在議論さ中身は違いますけれども、私は現在議論さ中身は違いますけれども、私は現在議論さ中身は違いますけれども、私は現在議論さ

れている学校選択制の先に見えるものは、一れている学校選択制の先に見えるものは、一れている学校選択制の先に見えるものは、一れている学校選択制の先に見えるものは、一

部のエリート校づくりと、そしてその他の学部のエリート校づくりと、そしてその他の学部のエリート校づくりと、そしてその他の学部のエリート校づくりと、そしてその他の学

校といいますか、そういう形になっていく。校といいますか、そういう形になっていく。校といいますか、そういう形になっていく。校といいますか、そういう形になっていく。

そしてだんだん財政状況も厳しいわけですかそしてだんだん財政状況も厳しいわけですかそしてだんだん財政状況も厳しいわけですかそしてだんだん財政状況も厳しいわけですか

ら、一部いい結果を出す学校には潤沢に予算ら、一部いい結果を出す学校には潤沢に予算ら、一部いい結果を出す学校には潤沢に予算ら、一部いい結果を出す学校には潤沢に予算

を配分すると。その他の学校については、絞を配分すると。その他の学校については、絞を配分すると。その他の学校については、絞を配分すると。その他の学校については、絞

って絞っていくと。これは、予算だけではなって絞っていくと。これは、予算だけではなって絞っていくと。これは、予算だけではなって絞っていくと。これは、予算だけではな

くて、たとえば教員人事についてもというぐくて、たとえば教員人事についてもというぐくて、たとえば教員人事についてもというぐくて、たとえば教員人事についてもというぐ

あいに、その格差の拡大固定化に向かってどあいに、その格差の拡大固定化に向かってどあいに、その格差の拡大固定化に向かってどあいに、その格差の拡大固定化に向かってど

んどん進みかねないのではないかと。もしかんどん進みかねないのではないかと。もしかんどん進みかねないのではないかと。もしかんどん進みかねないのではないかと。もしか

したら教育行政がその方向を目指しているのしたら教育行政がその方向を目指しているのしたら教育行政がその方向を目指しているのしたら教育行政がその方向を目指しているの
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かなという、そういう疑問すら感じるわけでかなという、そういう疑問すら感じるわけでかなという、そういう疑問すら感じるわけでかなという、そういう疑問すら感じるわけで

あります。ですから、この辺のところは当面あります。ですから、この辺のところは当面あります。ですから、この辺のところは当面あります。ですから、この辺のところは当面

美唄は手をかけないということではあっても、美唄は手をかけないということではあっても、美唄は手をかけないということではあっても、美唄は手をかけないということではあっても、

十分に検討されるべきではないかというふう十分に検討されるべきではないかというふう十分に検討されるべきではないかというふう十分に検討されるべきではないかというふう

に考えます。ご見解をお伺いいたします。に考えます。ご見解をお伺いいたします。に考えます。ご見解をお伺いいたします。に考えます。ご見解をお伺いいたします。

それから次に、習熟度別指導についてであそれから次に、習熟度別指導についてであそれから次に、習熟度別指導についてであそれから次に、習熟度別指導についてであ

りますけれども、美唄はやられていないといりますけれども、美唄はやられていないといりますけれども、美唄はやられていないといりますけれども、美唄はやられていないとい

う答弁をいただきましたが、関係の本を読んう答弁をいただきましたが、関係の本を読んう答弁をいただきましたが、関係の本を読んう答弁をいただきましたが、関係の本を読ん

でみますと、全国的には随分多くの学校が取でみますと、全国的には随分多くの学校が取でみますと、全国的には随分多くの学校が取でみますと、全国的には随分多くの学校が取

り入れているというふうに書かれております。り入れているというふうに書かれております。り入れているというふうに書かれております。り入れているというふうに書かれております。

割合でいいますと、２００３年度の文部科学割合でいいますと、２００３年度の文部科学割合でいいますと、２００３年度の文部科学割合でいいますと、２００３年度の文部科学

省の調査では、小学校で７４％、中学校では省の調査では、小学校で７４％、中学校では省の調査では、小学校で７４％、中学校では省の調査では、小学校で７４％、中学校では

６７％の学校が習熟度別指導を取り入れてい６７％の学校が習熟度別指導を取り入れてい６７％の学校が習熟度別指導を取り入れてい６７％の学校が習熟度別指導を取り入れてい

るという数字になっているんです。しかも、るという数字になっているんです。しかも、るという数字になっているんです。しかも、るという数字になっているんです。しかも、

文部科学省の出す文書の中に、習熟度別指導文部科学省の出す文書の中に、習熟度別指導文部科学省の出す文書の中に、習熟度別指導文部科学省の出す文書の中に、習熟度別指導

という言葉が出たのは、２００１年１月だそという言葉が出たのは、２００１年１月だそという言葉が出たのは、２００１年１月だそという言葉が出たのは、２００１年１月だそ

うです。ですから、２００１年、２００２年、うです。ですから、２００１年、２００２年、うです。ですから、２００１年、２００２年、うです。ですから、２００１年、２００２年、

２００３年と、わずか３年の間に急激に全国２００３年と、わずか３年の間に急激に全国２００３年と、わずか３年の間に急激に全国２００３年と、わずか３年の間に急激に全国

的に広まっていったという数字なんです。的に広まっていったという数字なんです。的に広まっていったという数字なんです。的に広まっていったという数字なんです。

これは、美唄でもこの取り組みはなされてこれは、美唄でもこの取り組みはなされてこれは、美唄でもこの取り組みはなされてこれは、美唄でもこの取り組みはなされて

いるようですけれども、少人数指導というのいるようですけれども、少人数指導というのいるようですけれども、少人数指導というのいるようですけれども、少人数指導というの

がいま細かな学習指導をしていくために取りがいま細かな学習指導をしていくために取りがいま細かな学習指導をしていくために取りがいま細かな学習指導をしていくために取り

入れられているわけです。ティームティーチ入れられているわけです。ティームティーチ入れられているわけです。ティームティーチ入れられているわけです。ティームティーチ

ングのお話をいまいただきましたけれども、ングのお話をいまいただきましたけれども、ングのお話をいまいただきましたけれども、ングのお話をいまいただきましたけれども、

この少人数指導のための教員配置というのがこの少人数指導のための教員配置というのがこの少人数指導のための教員配置というのがこの少人数指導のための教員配置というのが

習熟度別指導をどんどん広げる役割りを果た習熟度別指導をどんどん広げる役割りを果た習熟度別指導をどんどん広げる役割りを果た習熟度別指導をどんどん広げる役割りを果た

しているように聞きます。実際の習熟度別指しているように聞きます。実際の習熟度別指しているように聞きます。実際の習熟度別指しているように聞きます。実際の習熟度別指

導を行う学校の場合は、学校がたとえばテス導を行う学校の場合は、学校がたとえばテス導を行う学校の場合は、学校がたとえばテス導を行う学校の場合は、学校がたとえばテス

トをして、成績の分類をするというような、トをして、成績の分類をするというような、トをして、成績の分類をするというような、トをして、成績の分類をするというような、

そういうことはやっておらないわけで、親やそういうことはやっておらないわけで、親やそういうことはやっておらないわけで、親やそういうことはやっておらないわけで、親や

子供の希望を聞いて、クラス編成といいます子供の希望を聞いて、クラス編成といいます子供の希望を聞いて、クラス編成といいます子供の希望を聞いて、クラス編成といいます

か、グループ編成といいますか、そういうこか、グループ編成といいますか、そういうこか、グループ編成といいますか、そういうこか、グループ編成といいますか、そういうこ

とをやるようです。したがって、子どもが希とをやるようです。したがって、子どもが希とをやるようです。したがって、子どもが希とをやるようです。したがって、子どもが希

望した、親も希望した、そういう足跡を残し望した、親も希望した、そういう足跡を残し望した、親も希望した、そういう足跡を残し望した、親も希望した、そういう足跡を残し

て習熟度別指導に手をかけるということで、て習熟度別指導に手をかけるということで、て習熟度別指導に手をかけるということで、て習熟度別指導に手をかけるということで、

このことはもし弊害が出たときに、これはあこのことはもし弊害が出たときに、これはあこのことはもし弊害が出たときに、これはあこのことはもし弊害が出たときに、これはあ

なたが希望したことですよという、そういうなたが希望したことですよという、そういうなたが希望したことですよという、そういうなたが希望したことですよという、そういう

抜け道を最初から用意しているのではないか抜け道を最初から用意しているのではないか抜け道を最初から用意しているのではないか抜け道を最初から用意しているのではないか

という危惧を抱きます。という危惧を抱きます。という危惧を抱きます。という危惧を抱きます。

２クラスの学年のところに少人数指導の教２クラスの学年のところに少人数指導の教２クラスの学年のところに少人数指導の教２クラスの学年のところに少人数指導の教

師を１人配置して、そこで２つのクラスを３師を１人配置して、そこで２つのクラスを３師を１人配置して、そこで２つのクラスを３師を１人配置して、そこで２つのクラスを３

グループに分けて指導をすると、こういうやグループに分けて指導をすると、こういうやグループに分けて指導をすると、こういうやグループに分けて指導をすると、こういうや

り方、４クラスを５グループに分けるとか、り方、４クラスを５グループに分けるとか、り方、４クラスを５グループに分けるとか、り方、４クラスを５グループに分けるとか、

そういうやり方をしているケースが多いようそういうやり方をしているケースが多いようそういうやり方をしているケースが多いようそういうやり方をしているケースが多いよう

です。そして、張り切りコースとか、のんびです。そして、張り切りコースとか、のんびです。そして、張り切りコースとか、のんびです。そして、張り切りコースとか、のんび

りコースとか、そういう名前をつける。ウサりコースとか、そういう名前をつける。ウサりコースとか、そういう名前をつける。ウサりコースとか、そういう名前をつける。ウサ

ギさんコースとか、カメさんコースとか、中ギさんコースとか、カメさんコースとか、中ギさんコースとか、カメさんコースとか、中ギさんコースとか、カメさんコースとか、中

には松、竹、梅という分け方もあるんだそうには松、竹、梅という分け方もあるんだそうには松、竹、梅という分け方もあるんだそうには松、竹、梅という分け方もあるんだそう

です。ちょっと笑えない話です。でも、何とです。ちょっと笑えない話です。でも、何とです。ちょっと笑えない話です。でも、何とです。ちょっと笑えない話です。でも、何と

おかしなことを考える、学校が考えることでおかしなことを考える、学校が考えることでおかしなことを考える、学校が考えることでおかしなことを考える、学校が考えることで

すから、ちょっと信じがたいんですけれども、すから、ちょっと信じがたいんですけれども、すから、ちょっと信じがたいんですけれども、すから、ちょっと信じがたいんですけれども、

そういう形で先ほど申し上げたような数字で、そういう形で先ほど申し上げたような数字で、そういう形で先ほど申し上げたような数字で、そういう形で先ほど申し上げたような数字で、

全国で現在進行中だということです。全国で現在進行中だということです。全国で現在進行中だということです。全国で現在進行中だということです。

ですから、世界的に見ますと日本の教育とですから、世界的に見ますと日本の教育とですから、世界的に見ますと日本の教育とですから、世界的に見ますと日本の教育と

いうのは平等教育だということをずっと言わいうのは平等教育だということをずっと言わいうのは平等教育だということをずっと言わいうのは平等教育だということをずっと言わ

れてきました。私は、実際に平等教育が日本れてきました。私は、実際に平等教育が日本れてきました。私は、実際に平等教育が日本れてきました。私は、実際に平等教育が日本

でずっと続いているかというと、それは疑問でずっと続いているかというと、それは疑問でずっと続いているかというと、それは疑問でずっと続いているかというと、それは疑問

があると思うのです。というのは、一番よくがあると思うのです。というのは、一番よくがあると思うのです。というのは、一番よくがあると思うのです。というのは、一番よく

言われるのは、東大に入る学生の家庭を調べ言われるのは、東大に入る学生の家庭を調べ言われるのは、東大に入る学生の家庭を調べ言われるのは、東大に入る学生の家庭を調べ

たら、所得のランクがかなり高い子たちばかたら、所得のランクがかなり高い子たちばかたら、所得のランクがかなり高い子たちばかたら、所得のランクがかなり高い子たちばか

りだと。だから、所得制限があるわけじゃなりだと。だから、所得制限があるわけじゃなりだと。だから、所得制限があるわけじゃなりだと。だから、所得制限があるわけじゃな

いんですけれども、現実には所得制限といういんですけれども、現実には所得制限といういんですけれども、現実には所得制限といういんですけれども、現実には所得制限という

ものがあるのと同じ形になっていると。これものがあるのと同じ形になっていると。これものがあるのと同じ形になっていると。これものがあるのと同じ形になっていると。これ

は、もう随分前からの話です。は、もう随分前からの話です。は、もう随分前からの話です。は、もう随分前からの話です。

ただ、一般的に日本の教育は平等だと、何ただ、一般的に日本の教育は平等だと、何ただ、一般的に日本の教育は平等だと、何ただ、一般的に日本の教育は平等だと、何

でこんなにくそ平等だとか、悪平等だとかとでこんなにくそ平等だとか、悪平等だとかとでこんなにくそ平等だとか、悪平等だとかとでこんなにくそ平等だとか、悪平等だとかと

いう、そういう言い方すらされるぐらい平等いう、そういう言い方すらされるぐらい平等いう、そういう言い方すらされるぐらい平等いう、そういう言い方すらされるぐらい平等

の教育というのに徹してきたわけですけれどの教育というのに徹してきたわけですけれどの教育というのに徹してきたわけですけれどの教育というのに徹してきたわけですけれど
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も、これが実はヨーロッパの国々からは、いも、これが実はヨーロッパの国々からは、いも、これが実はヨーロッパの国々からは、いも、これが実はヨーロッパの国々からは、い

ま大きく見直されているということも、そのま大きく見直されているということも、そのま大きく見直されているということも、そのま大きく見直されているということも、その

関係の書物の中には書いてあります。コース関係の書物の中には書いてあります。コース関係の書物の中には書いてあります。コース関係の書物の中には書いてあります。コース

別教育を長く伝統としてやってきたイギリス別教育を長く伝統としてやってきたイギリス別教育を長く伝統としてやってきたイギリス別教育を長く伝統としてやってきたイギリス

とかフランスとかドイツとか、それらの国々とかフランスとかドイツとか、それらの国々とかフランスとかドイツとか、それらの国々とかフランスとかドイツとか、それらの国々

がいま反省をして、やっぱりこのやり方は間がいま反省をして、やっぱりこのやり方は間がいま反省をして、やっぱりこのやり方は間がいま反省をして、やっぱりこのやり方は間

違っているということを自覚をしてきている違っているということを自覚をしてきている違っているということを自覚をしてきている違っているということを自覚をしてきている

という段階だそうです。ですから、ぜひこれという段階だそうです。ですから、ぜひこれという段階だそうです。ですから、ぜひこれという段階だそうです。ですから、ぜひこれ

らの状況等を教育委員会としても調査、把握らの状況等を教育委員会としても調査、把握らの状況等を教育委員会としても調査、把握らの状況等を教育委員会としても調査、把握

をしていただいて、これから先どんなふうにをしていただいて、これから先どんなふうにをしていただいて、これから先どんなふうにをしていただいて、これから先どんなふうに

なっていくかというのまだわからない話であなっていくかというのまだわからない話であなっていくかというのまだわからない話であなっていくかというのまだわからない話であ

りますから、ぜひ把握をいただくというふうりますから、ぜひ把握をいただくというふうりますから、ぜひ把握をいただくというふうりますから、ぜひ把握をいただくというふう

にしていただきたいと思うわけですけれども、にしていただきたいと思うわけですけれども、にしていただきたいと思うわけですけれども、にしていただきたいと思うわけですけれども、

その辺の考え方についてお伺いをいたします。その辺の考え方についてお伺いをいたします。その辺の考え方についてお伺いをいたします。その辺の考え方についてお伺いをいたします。

「特別支援教育」については、内容の説明「特別支援教育」については、内容の説明「特別支援教育」については、内容の説明「特別支援教育」については、内容の説明

いただきました。これも、取り組むためにはいただきました。これも、取り組むためにはいただきました。これも、取り組むためにはいただきました。これも、取り組むためには

人的な体制づくりがどうしても必要なことだ人的な体制づくりがどうしても必要なことだ人的な体制づくりがどうしても必要なことだ人的な体制づくりがどうしても必要なことだ

というふうに思うわけですけれども、その辺というふうに思うわけですけれども、その辺というふうに思うわけですけれども、その辺というふうに思うわけですけれども、その辺

の手だてについてどうなっているのかお伺いの手だてについてどうなっているのかお伺いの手だてについてどうなっているのかお伺いの手だてについてどうなっているのかお伺い

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それから、７点目の研修の問題ですが、教それから、７点目の研修の問題ですが、教それから、７点目の研修の問題ですが、教それから、７点目の研修の問題ですが、教

職員が積極的に参加する研修は私は十分意義職員が積極的に参加する研修は私は十分意義職員が積極的に参加する研修は私は十分意義職員が積極的に参加する研修は私は十分意義

があるというふうに思います。そして、学校があるというふうに思います。そして、学校があるというふうに思います。そして、学校があるというふうに思います。そして、学校

内の体制としても、研修参加を支援できる体内の体制としても、研修参加を支援できる体内の体制としても、研修参加を支援できる体内の体制としても、研修参加を支援できる体

制づくりができれば、これは望ましい。ただ、制づくりができれば、これは望ましい。ただ、制づくりができれば、これは望ましい。ただ、制づくりができれば、これは望ましい。ただ、

昨年超過勤務の問題を取り上げましたけれど昨年超過勤務の問題を取り上げましたけれど昨年超過勤務の問題を取り上げましたけれど昨年超過勤務の問題を取り上げましたけれど

も、日常的に時間外勤務が当たり前という状も、日常的に時間外勤務が当たり前という状も、日常的に時間外勤務が当たり前という状も、日常的に時間外勤務が当たり前という状

態が続く学校の中では、なかなか研修参加が態が続く学校の中では、なかなか研修参加が態が続く学校の中では、なかなか研修参加が態が続く学校の中では、なかなか研修参加が

難しいのかなということを感じます。本年度難しいのかなということを感じます。本年度難しいのかなということを感じます。本年度難しいのかなということを感じます。本年度

スタートを切った１０年研についても、計画スタートを切った１０年研についても、計画スタートを切った１０年研についても、計画スタートを切った１０年研についても、計画

の段階、それから報告の段階、それぞれ細かの段階、それから報告の段階、それぞれ細かの段階、それから報告の段階、それぞれ細かの段階、それから報告の段階、それぞれ細か

い評価がなされるなど、該当して研修に参加い評価がなされるなど、該当して研修に参加い評価がなされるなど、該当して研修に参加い評価がなされるなど、該当して研修に参加

する教職員には相当な負担になっているといする教職員には相当な負担になっているといする教職員には相当な負担になっているといする教職員には相当な負担になっているとい

うことを聞きます。実質的な研修の効果を期うことを聞きます。実質的な研修の効果を期うことを聞きます。実質的な研修の効果を期うことを聞きます。実質的な研修の効果を期

待する。それで、研修をやるわけですから、待する。それで、研修をやるわけですから、待する。それで、研修をやるわけですから、待する。それで、研修をやるわけですから、

期待するのであれば、それなりの工夫とか、期待するのであれば、それなりの工夫とか、期待するのであれば、それなりの工夫とか、期待するのであれば、それなりの工夫とか、

手だてがどうしても必要になることではない手だてがどうしても必要になることではない手だてがどうしても必要になることではない手だてがどうしても必要になることではない

のかなというふうに考えます。学校ですから、のかなというふうに考えます。学校ですから、のかなというふうに考えます。学校ですから、のかなというふうに考えます。学校ですから、

１年間の計画を立てて活動していきます。そ１年間の計画を立てて活動していきます。そ１年間の計画を立てて活動していきます。そ１年間の計画を立てて活動していきます。そ

うすると、大事な行事にぶつかるということうすると、大事な行事にぶつかるということうすると、大事な行事にぶつかるということうすると、大事な行事にぶつかるということ

もあるわけです。担任をやっている人であれもあるわけです。担任をやっている人であれもあるわけです。担任をやっている人であれもあるわけです。担任をやっている人であれ

ば、たとえば仮に運動会とぶつかったときに、ば、たとえば仮に運動会とぶつかったときに、ば、たとえば仮に運動会とぶつかったときに、ば、たとえば仮に運動会とぶつかったときに、

これは抜けられないということもあります。これは抜けられないということもあります。これは抜けられないということもあります。これは抜けられないということもあります。

それから、大きな行事の担当者に自分がなっそれから、大きな行事の担当者に自分がなっそれから、大きな行事の担当者に自分がなっそれから、大きな行事の担当者に自分がなっ

ているというようなときにも抜けられないわているというようなときにも抜けられないわているというようなときにも抜けられないわているというようなときにも抜けられないわ

けです。ところが、本年度の実施過程の中でけです。ところが、本年度の実施過程の中でけです。ところが、本年度の実施過程の中でけです。ところが、本年度の実施過程の中で

は、教育局はそれらの事情については一切認は、教育局はそれらの事情については一切認は、教育局はそれらの事情については一切認は、教育局はそれらの事情については一切認

めないということだそうでありますので、こめないということだそうでありますので、こめないということだそうでありますので、こめないということだそうでありますので、こ

れは教育局というところが学校とか子どもとれは教育局というところが学校とか子どもとれは教育局というところが学校とか子どもとれは教育局というところが学校とか子どもと

か教師とか、そういうことについての理解がか教師とか、そういうことについての理解がか教師とか、そういうことについての理解がか教師とか、そういうことについての理解が

足りないのではないかというふうに思うわけ足りないのではないかというふうに思うわけ足りないのではないかというふうに思うわけ足りないのではないかというふうに思うわけ

で、その辺のところのサポートを、これは教で、その辺のところのサポートを、これは教で、その辺のところのサポートを、これは教で、その辺のところのサポートを、これは教

育委員会としては必要なのではないかという育委員会としては必要なのではないかという育委員会としては必要なのではないかという育委員会としては必要なのではないかという

ふうに考えます。ふうに考えます。ふうに考えます。ふうに考えます。

なお、その任命権者の側で用意する研修となお、その任命権者の側で用意する研修となお、その任命権者の側で用意する研修となお、その任命権者の側で用意する研修と

は別に、教師には人間としての研修というもは別に、教師には人間としての研修というもは別に、教師には人間としての研修というもは別に、教師には人間としての研修というも

のが必要だと思います。奥行きのある人間にのが必要だと思います。奥行きのある人間にのが必要だと思います。奥行きのある人間にのが必要だと思います。奥行きのある人間に

なって、奥行きのある教育ができるというこなって、奥行きのある教育ができるというこなって、奥行きのある教育ができるというこなって、奥行きのある教育ができるというこ

と、これは私は自主的な研修というものが大と、これは私は自主的な研修というものが大と、これは私は自主的な研修というものが大と、これは私は自主的な研修というものが大

変大事だというふうに思いますけれども、北変大事だというふうに思いますけれども、北変大事だというふうに思いますけれども、北変大事だというふうに思いますけれども、北

海道教育委員会はそういうような研修を研修海道教育委員会はそういうような研修を研修海道教育委員会はそういうような研修を研修海道教育委員会はそういうような研修を研修

としての位置づけでは認めないという立場のとしての位置づけでは認めないという立場のとしての位置づけでは認めないという立場のとしての位置づけでは認めないという立場の

ようです。これは、ちょっと困るのではないようです。これは、ちょっと困るのではないようです。これは、ちょっと困るのではないようです。これは、ちょっと困るのではない

かということを感じます。これらについて、かということを感じます。これらについて、かということを感じます。これらについて、かということを感じます。これらについて、

お考えがあればお尋ねをいたします。お考えがあればお尋ねをいたします。お考えがあればお尋ねをいたします。お考えがあればお尋ねをいたします。

あと最後になりますが、「日の丸」「君があと最後になりますが、「日の丸」「君があと最後になりますが、「日の丸」「君があと最後になりますが、「日の丸」「君が

代」の問題について、何点かに整理してお尋代」の問題について、何点かに整理してお尋代」の問題について、何点かに整理してお尋代」の問題について、何点かに整理してお尋

ねをいたします。憲法第１９条で先ほど申しねをいたします。憲法第１９条で先ほど申しねをいたします。憲法第１９条で先ほど申しねをいたします。憲法第１９条で先ほど申し
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上げましたが、「思想及び良心の自由は、こ上げましたが、「思想及び良心の自由は、こ上げましたが、「思想及び良心の自由は、こ上げましたが、「思想及び良心の自由は、こ

れを侵してはならない。」とあります。教職れを侵してはならない。」とあります。教職れを侵してはならない。」とあります。教職れを侵してはならない。」とあります。教職

員の内心の自由というものが先ほどお話した員の内心の自由というものが先ほどお話した員の内心の自由というものが先ほどお話した員の内心の自由というものが先ほどお話した

ような強制というような状況にわたるとすれような強制というような状況にわたるとすれような強制というような状況にわたるとすれような強制というような状況にわたるとすれ

ば、子供たちはもちろん教職員の内心の自由ば、子供たちはもちろん教職員の内心の自由ば、子供たちはもちろん教職員の内心の自由ば、子供たちはもちろん教職員の内心の自由

というものは尊重される状態にないというふというものは尊重される状態にないというふというものは尊重される状態にないというふというものは尊重される状態にないというふ

うに思いますけれども、本来は尊重されなけうに思いますけれども、本来は尊重されなけうに思いますけれども、本来は尊重されなけうに思いますけれども、本来は尊重されなけ

ればならない。このことについてのお考えはればならない。このことについてのお考えはればならない。このことについてのお考えはればならない。このことについてのお考えは

いかがでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょうか。

それから、教育基本法第１０条のこと、こそれから、教育基本法第１０条のこと、こそれから、教育基本法第１０条のこと、こそれから、教育基本法第１０条のこと、こ

れは前にも申し上げておりますから、教育行れは前にも申し上げておりますから、教育行れは前にも申し上げておりますから、教育行れは前にも申し上げておりますから、教育行

政といえども教育内容に立ち入ることは認め政といえども教育内容に立ち入ることは認め政といえども教育内容に立ち入ることは認め政といえども教育内容に立ち入ることは認め

ないという考え方です。私は、このことを大ないという考え方です。私は、このことを大ないという考え方です。私は、このことを大ないという考え方です。私は、このことを大

事にしたいというふうに思います。ただ、こ事にしたいというふうに思います。ただ、こ事にしたいというふうに思います。ただ、こ事にしたいというふうに思います。ただ、こ

の問題何度か取り上げておりますが、毎回学の問題何度か取り上げておりますが、毎回学の問題何度か取り上げておりますが、毎回学の問題何度か取り上げておりますが、毎回学

習指導要領によって指導するんですという答習指導要領によって指導するんですという答習指導要領によって指導するんですという答習指導要領によって指導するんですという答

弁をいただきます。水戸黄門の印籠みたいな弁をいただきます。水戸黄門の印籠みたいな弁をいただきます。水戸黄門の印籠みたいな弁をいただきます。水戸黄門の印籠みたいな

もんです。学習指導要領だと、こういけば、もんです。学習指導要領だと、こういけば、もんです。学習指導要領だと、こういけば、もんです。学習指導要領だと、こういけば、

学校の中では何でも通ると、そんなふうな位学校の中では何でも通ると、そんなふうな位学校の中では何でも通ると、そんなふうな位学校の中では何でも通ると、そんなふうな位

置づけのように聞こえます。置づけのように聞こえます。置づけのように聞こえます。置づけのように聞こえます。

しかし、憲法があって、教育基本法があっしかし、憲法があって、教育基本法があっしかし、憲法があって、教育基本法があっしかし、憲法があって、教育基本法があっ

て、学校教育法があってというふうに学習指て、学校教育法があってというふうに学習指て、学校教育法があってというふうに学習指て、学校教育法があってというふうに学習指

導要領の上に位置する法律が、これは優先さ導要領の上に位置する法律が、これは優先さ導要領の上に位置する法律が、これは優先さ導要領の上に位置する法律が、これは優先さ

れるというのは当然のことなんです。ですかれるというのは当然のことなんです。ですかれるというのは当然のことなんです。ですかれるというのは当然のことなんです。ですか

ら、この辺をよく改めて読み直していただけら、この辺をよく改めて読み直していただけら、この辺をよく改めて読み直していただけら、この辺をよく改めて読み直していただけ

ないかなというふうに思うんです。教育基本ないかなというふうに思うんです。教育基本ないかなというふうに思うんです。教育基本ないかなというふうに思うんです。教育基本

法は、もちろん憲法の精神を受けているわけ法は、もちろん憲法の精神を受けているわけ法は、もちろん憲法の精神を受けているわけ法は、もちろん憲法の精神を受けているわけ

でして、十分中身は前にも評価を伺ったことでして、十分中身は前にも評価を伺ったことでして、十分中身は前にも評価を伺ったことでして、十分中身は前にも評価を伺ったこと

がありますけれども、非常に立派な内容を持がありますけれども、非常に立派な内容を持がありますけれども、非常に立派な内容を持がありますけれども、非常に立派な内容を持

っているわけです。ですから、そういうものっているわけです。ですから、そういうものっているわけです。ですから、そういうものっているわけです。ですから、そういうもの

と、そしていまの憲法の基本の１つは基本的と、そしていまの憲法の基本の１つは基本的と、そしていまの憲法の基本の１つは基本的と、そしていまの憲法の基本の１つは基本的

人権の尊重ですから、かつての大日本帝国憲人権の尊重ですから、かつての大日本帝国憲人権の尊重ですから、かつての大日本帝国憲人権の尊重ですから、かつての大日本帝国憲

法のように天皇の臣民としての位置づけを国法のように天皇の臣民としての位置づけを国法のように天皇の臣民としての位置づけを国法のように天皇の臣民としての位置づけを国

民に対して行ってはおりません。ですから、民に対して行ってはおりません。ですから、民に対して行ってはおりません。ですから、民に対して行ってはおりません。ですから、

天皇賛美の「君が代」をみんなが歌わなけれ天皇賛美の「君が代」をみんなが歌わなけれ天皇賛美の「君が代」をみんなが歌わなけれ天皇賛美の「君が代」をみんなが歌わなけれ

ばならないというような、そういう学校行事ばならないというような、そういう学校行事ばならないというような、そういう学校行事ばならないというような、そういう学校行事

のあり方にはやはり無理があるというふうにのあり方にはやはり無理があるというふうにのあり方にはやはり無理があるというふうにのあり方にはやはり無理があるというふうに

思うわけです。憲法や教育基本法に触れるよ思うわけです。憲法や教育基本法に触れるよ思うわけです。憲法や教育基本法に触れるよ思うわけです。憲法や教育基本法に触れるよ

うな組み立てはすべきではない。学校教育法うな組み立てはすべきではない。学校教育法うな組み立てはすべきではない。学校教育法うな組み立てはすべきではない。学校教育法

第２８条では、校長は、校務をつかさどり、第２８条では、校長は、校務をつかさどり、第２８条では、校長は、校務をつかさどり、第２８条では、校長は、校務をつかさどり、

教諭は児童の教育をつかさどると、これは校教諭は児童の教育をつかさどると、これは校教諭は児童の教育をつかさどると、これは校教諭は児童の教育をつかさどると、これは校

長と教諭と２つ並べてあるわけです。だから、長と教諭と２つ並べてあるわけです。だから、長と教諭と２つ並べてあるわけです。だから、長と教諭と２つ並べてあるわけです。だから、

大日本帝国憲法下の学校令は校長の命を受け大日本帝国憲法下の学校令は校長の命を受け大日本帝国憲法下の学校令は校長の命を受け大日本帝国憲法下の学校令は校長の命を受け

て教諭は、当時は訓導といいましたか、働くて教諭は、当時は訓導といいましたか、働くて教諭は、当時は訓導といいましたか、働くて教諭は、当時は訓導といいましたか、働く

という、そういう表現になっていますから、という、そういう表現になっていますから、という、そういう表現になっていますから、という、そういう表現になっていますから、

校長の命令が絶対だったわけです。いまは、校長の命令が絶対だったわけです。いまは、校長の命令が絶対だったわけです。いまは、校長の命令が絶対だったわけです。いまは、

校長が校務をつかさどる。教諭は、児童の教校長が校務をつかさどる。教諭は、児童の教校長が校務をつかさどる。教諭は、児童の教校長が校務をつかさどる。教諭は、児童の教

育をつかさどる。はっきり分かれているわけ育をつかさどる。はっきり分かれているわけ育をつかさどる。はっきり分かれているわけ育をつかさどる。はっきり分かれているわけ

でして、したがって教育活動としての卒業式でして、したがって教育活動としての卒業式でして、したがって教育活動としての卒業式でして、したがって教育活動としての卒業式

については、これは教諭がつかさどる内容にについては、これは教諭がつかさどる内容にについては、これは教諭がつかさどる内容にについては、これは教諭がつかさどる内容に

属するというふうに思うわけです。校長が一属するというふうに思うわけです。校長が一属するというふうに思うわけです。校長が一属するというふうに思うわけです。校長が一

方的に「日の丸」や「君が代」の実施を決め方的に「日の丸」や「君が代」の実施を決め方的に「日の丸」や「君が代」の実施を決め方的に「日の丸」や「君が代」の実施を決め

ていくということには大きな疑問を感じますていくということには大きな疑問を感じますていくということには大きな疑問を感じますていくということには大きな疑問を感じます

が、いかがでしょうか。が、いかがでしょうか。が、いかがでしょうか。が、いかがでしょうか。

あと「君が代」の問題、具体的に内容を取あと「君が代」の問題、具体的に内容を取あと「君が代」の問題、具体的に内容を取あと「君が代」の問題、具体的に内容を取

り上げたことがありませんから、一度取り上り上げたことがありませんから、一度取り上り上げたことがありませんから、一度取り上り上げたことがありませんから、一度取り上

げさせてもらいます。この歌詞は、ご存じのげさせてもらいます。この歌詞は、ご存じのげさせてもらいます。この歌詞は、ご存じのげさせてもらいます。この歌詞は、ご存じの

とおり「君が代は千代に八千代にさざれ石のとおり「君が代は千代に八千代にさざれ石のとおり「君が代は千代に八千代にさざれ石のとおり「君が代は千代に八千代にさざれ石の

いわおとなりてこけのむすまで」、非常に短いわおとなりてこけのむすまで」、非常に短いわおとなりてこけのむすまで」、非常に短いわおとなりてこけのむすまで」、非常に短

いわけですけれども、その中身の持つ意味といわけですけれども、その中身の持つ意味といわけですけれども、その中身の持つ意味といわけですけれども、その中身の持つ意味と

いうのは、やはり天皇の世が行く末長く栄えいうのは、やはり天皇の世が行く末長く栄えいうのは、やはり天皇の世が行く末長く栄えいうのは、やはり天皇の世が行く末長く栄え

ますようにと、こういう中身だというのは、ますようにと、こういう中身だというのは、ますようにと、こういう中身だというのは、ますようにと、こういう中身だというのは、

これはもう大抵の日本人はみんな理解していこれはもう大抵の日本人はみんな理解していこれはもう大抵の日本人はみんな理解していこれはもう大抵の日本人はみんな理解してい

るところだと思います。このことと先ほど申るところだと思います。このことと先ほど申るところだと思います。このことと先ほど申るところだと思います。このことと先ほど申

し上げた基本的人権の尊重、主権者は国民だし上げた基本的人権の尊重、主権者は国民だし上げた基本的人権の尊重、主権者は国民だし上げた基本的人権の尊重、主権者は国民だ

という、そういう位置づけのいまの日本国憲という、そういう位置づけのいまの日本国憲という、そういう位置づけのいまの日本国憲という、そういう位置づけのいまの日本国憲

法では、これは基本的に合わないわけであり法では、これは基本的に合わないわけであり法では、これは基本的に合わないわけであり法では、これは基本的に合わないわけであり

まして、そのことをぜひ考えていただきたい。まして、そのことをぜひ考えていただきたい。まして、そのことをぜひ考えていただきたい。まして、そのことをぜひ考えていただきたい。
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大日本帝国憲法では、「万世一系ノ天皇之ヲ大日本帝国憲法では、「万世一系ノ天皇之ヲ大日本帝国憲法では、「万世一系ノ天皇之ヲ大日本帝国憲法では、「万世一系ノ天皇之ヲ

統治ス」というふうにまず最初にあって、そ統治ス」というふうにまず最初にあって、そ統治ス」というふうにまず最初にあって、そ統治ス」というふうにまず最初にあって、そ

れを受けての教育勅語ですよね。これは、国れを受けての教育勅語ですよね。これは、国れを受けての教育勅語ですよね。これは、国れを受けての教育勅語ですよね。これは、国

民は国の主権者ではなくて、天皇の赤子とし民は国の主権者ではなくて、天皇の赤子とし民は国の主権者ではなくて、天皇の赤子とし民は国の主権者ではなくて、天皇の赤子とし

て保護の対象だと、その保護してもらうかわて保護の対象だと、その保護してもらうかわて保護の対象だと、その保護してもらうかわて保護の対象だと、その保護してもらうかわ

りに無条件の忠誠を要求される臣民であるとりに無条件の忠誠を要求される臣民であるとりに無条件の忠誠を要求される臣民であるとりに無条件の忠誠を要求される臣民であると

いうことで、教育勅語の中で、天皇はなんじいうことで、教育勅語の中で、天皇はなんじいうことで、教育勅語の中で、天皇はなんじいうことで、教育勅語の中で、天皇はなんじ

臣民と呼びかけるわけです。一たん緩急あれ臣民と呼びかけるわけです。一たん緩急あれ臣民と呼びかけるわけです。一たん緩急あれ臣民と呼びかけるわけです。一たん緩急あれ

ば義勇公に奉じなければならないと、そしてば義勇公に奉じなければならないと、そしてば義勇公に奉じなければならないと、そしてば義勇公に奉じなければならないと、そして

天壌無窮の皇運を扶翼すべしと、これがいわ天壌無窮の皇運を扶翼すべしと、これがいわ天壌無窮の皇運を扶翼すべしと、これがいわ天壌無窮の皇運を扶翼すべしと、これがいわ

ば価値観の行き着くところであります。これば価値観の行き着くところであります。これば価値観の行き着くところであります。これば価値観の行き着くところであります。これ

を根本的に変えたのが日本国憲法です。ですを根本的に変えたのが日本国憲法です。ですを根本的に変えたのが日本国憲法です。ですを根本的に変えたのが日本国憲法です。です

から、「日の丸」についても、これは侵略戦から、「日の丸」についても、これは侵略戦から、「日の丸」についても、これは侵略戦から、「日の丸」についても、これは侵略戦

争あるいは植民地支配のシンボルとして長く争あるいは植民地支配のシンボルとして長く争あるいは植民地支配のシンボルとして長く争あるいは植民地支配のシンボルとして長く

使われてきたものだというのは、これは明々使われてきたものだというのは、これは明々使われてきたものだというのは、これは明々使われてきたものだというのは、これは明々

白々であります。こういう一方的な価値観を白々であります。こういう一方的な価値観を白々であります。こういう一方的な価値観を白々であります。こういう一方的な価値観を

学校の中に持ち込むということについて、こ学校の中に持ち込むということについて、こ学校の中に持ち込むということについて、こ学校の中に持ち込むということについて、こ

れが議論をしても、結局校長権限によって持れが議論をしても、結局校長権限によって持れが議論をしても、結局校長権限によって持れが議論をしても、結局校長権限によって持

ち込まれるということになっていくとしたら、ち込まれるということになっていくとしたら、ち込まれるということになっていくとしたら、ち込まれるということになっていくとしたら、

教師は沈黙と服従、無批判と思考停止になら教師は沈黙と服従、無批判と思考停止になら教師は沈黙と服従、無批判と思考停止になら教師は沈黙と服従、無批判と思考停止になら

なければ学校で仕事はできないんです。思想、なければ学校で仕事はできないんです。思想、なければ学校で仕事はできないんです。思想、なければ学校で仕事はできないんです。思想、

良心の自由はありません。豊かな個性を育て良心の自由はありません。豊かな個性を育て良心の自由はありません。豊かな個性を育て良心の自由はありません。豊かな個性を育て

る場としての学校は、私は機能しないと思いる場としての学校は、私は機能しないと思いる場としての学校は、私は機能しないと思いる場としての学校は、私は機能しないと思い

ます。美唄市教育委員会は、美唄の学校の将ます。美唄市教育委員会は、美唄の学校の将ます。美唄市教育委員会は、美唄の学校の将ます。美唄市教育委員会は、美唄の学校の将

来を考えていただいて、ぜひ考え直しをいた来を考えていただいて、ぜひ考え直しをいた来を考えていただいて、ぜひ考え直しをいた来を考えていただいて、ぜひ考え直しをいた

だきたいというふうに思います。だきたいというふうに思います。だきたいというふうに思います。だきたいというふうに思います。

もう１つは、子どもの権利条約とのかかわもう１つは、子どもの権利条約とのかかわもう１つは、子どもの権利条約とのかかわもう１つは、子どもの権利条約とのかかわ

りです。子どもの権利条約第１２条には意見りです。子どもの権利条約第１２条には意見りです。子どもの権利条約第１２条には意見りです。子どもの権利条約第１２条には意見

表明権というのがあります。こういうくだり表明権というのがあります。こういうくだり表明権というのがあります。こういうくだり表明権というのがあります。こういうくだり

です。「締約国は、自己の見解をまとめる力です。「締約国は、自己の見解をまとめる力です。「締約国は、自己の見解をまとめる力です。「締約国は、自己の見解をまとめる力

のある子どもに対して、その子どもに影響をのある子どもに対して、その子どもに影響をのある子どもに対して、その子どもに影響をのある子どもに対して、その子どもに影響を

与えるすべての事柄について自由に自己の見与えるすべての事柄について自由に自己の見与えるすべての事柄について自由に自己の見与えるすべての事柄について自由に自己の見

解を表明する権利を保障する。その際、子ど解を表明する権利を保障する。その際、子ど解を表明する権利を保障する。その際、子ど解を表明する権利を保障する。その際、子ど

もの見解が、その年齢および成熟に従い、正もの見解が、その年齢および成熟に従い、正もの見解が、その年齢および成熟に従い、正もの見解が、その年齢および成熟に従い、正

当に重視される」。日本は、これ批准してい当に重視される」。日本は、これ批准してい当に重視される」。日本は、これ批准してい当に重視される」。日本は、これ批准してい

るんです。ですから、たとえば政府はこの子るんです。ですから、たとえば政府はこの子るんです。ですから、たとえば政府はこの子るんです。ですから、たとえば政府はこの子

どもの権利条約が十分に徹底されるように手どもの権利条約が十分に徹底されるように手どもの権利条約が十分に徹底されるように手どもの権利条約が十分に徹底されるように手

を尽くさなければならないというふうに思うを尽くさなければならないというふうに思うを尽くさなければならないというふうに思うを尽くさなければならないというふうに思う

んですけれども、なかなかこれがそんなふうんですけれども、なかなかこれがそんなふうんですけれども、なかなかこれがそんなふうんですけれども、なかなかこれがそんなふう

にはなっていかない。ごく近々の問題でいいにはなっていかない。ごく近々の問題でいいにはなっていかない。ごく近々の問題でいいにはなっていかない。ごく近々の問題でいい

ますと、２月２日に宮崎の高校３年生が内閣ますと、２月２日に宮崎の高校３年生が内閣ますと、２月２日に宮崎の高校３年生が内閣ますと、２月２日に宮崎の高校３年生が内閣

府に対して平和的な手段によるイラク復興支府に対して平和的な手段によるイラク復興支府に対して平和的な手段によるイラク復興支府に対して平和的な手段によるイラク復興支

援と自衛隊の撤退を求める署名を自分で５,３援と自衛隊の撤退を求める署名を自分で５,３援と自衛隊の撤退を求める署名を自分で５,３援と自衛隊の撤退を求める署名を自分で５,３

００余集めたのを出したんです。総理大臣に００余集めたのを出したんです。総理大臣に００余集めたのを出したんです。総理大臣に００余集めたのを出したんです。総理大臣に

ぜひ勇断を持って撤退をしてもらいたいといぜひ勇断を持って撤退をしてもらいたいといぜひ勇断を持って撤退をしてもらいたいといぜひ勇断を持って撤退をしてもらいたいとい

うことを願って出した。そうしたら総理大臣うことを願って出した。そうしたら総理大臣うことを願って出した。そうしたら総理大臣うことを願って出した。そうしたら総理大臣

は、教師が自衛隊の平和的貢献を教えることは、教師が自衛隊の平和的貢献を教えることは、教師が自衛隊の平和的貢献を教えることは、教師が自衛隊の平和的貢献を教えること

がいい勉強になる、自衛隊は平和に貢献する、がいい勉強になる、自衛隊は平和に貢献する、がいい勉強になる、自衛隊は平和に貢献する、がいい勉強になる、自衛隊は平和に貢献する、

その辺を学校の先生もよく生徒さんに話さなその辺を学校の先生もよく生徒さんに話さなその辺を学校の先生もよく生徒さんに話さなその辺を学校の先生もよく生徒さんに話さな

いと、とこう言っている。河村文部科学大臣いと、とこう言っている。河村文部科学大臣いと、とこう言っている。河村文部科学大臣いと、とこう言っている。河村文部科学大臣

も、法的な根拠もあり、事実に基づいてきちも、法的な根拠もあり、事実に基づいてきちも、法的な根拠もあり、事実に基づいてきちも、法的な根拠もあり、事実に基づいてきち

っと教えてもらいたい、こういうことを言っっと教えてもらいたい、こういうことを言っっと教えてもらいたい、こういうことを言っっと教えてもらいたい、こういうことを言っ

ているんです。これは、一体その高校３年生ているんです。これは、一体その高校３年生ているんです。これは、一体その高校３年生ているんです。これは、一体その高校３年生

の気持ちというものをどう考えているのか。の気持ちというものをどう考えているのか。の気持ちというものをどう考えているのか。の気持ちというものをどう考えているのか。

その意見表明権というものを全く認める立場その意見表明権というものを全く認める立場その意見表明権というものを全く認める立場その意見表明権というものを全く認める立場

に立ってはいないというふうに思います。に立ってはいないというふうに思います。に立ってはいないというふうに思います。に立ってはいないというふうに思います。

卒業式の場でも、これは校長や教職員が十卒業式の場でも、これは校長や教職員が十卒業式の場でも、これは校長や教職員が十卒業式の場でも、これは校長や教職員が十

分話し合って決めるということに全く疑義は分話し合って決めるということに全く疑義は分話し合って決めるということに全く疑義は分話し合って決めるということに全く疑義は

ありませんが、子供たちの意見もその場に反ありませんが、子供たちの意見もその場に反ありませんが、子供たちの意見もその場に反ありませんが、子供たちの意見もその場に反

映されなければならないというふうに私は考映されなければならないというふうに私は考映されなければならないというふうに私は考映されなければならないというふうに私は考

えます。ぜひ思い出に残るいい卒業式をつくえます。ぜひ思い出に残るいい卒業式をつくえます。ぜひ思い出に残るいい卒業式をつくえます。ぜひ思い出に残るいい卒業式をつく

り上げてほしいというふうに、そういう視点り上げてほしいというふうに、そういう視点り上げてほしいというふうに、そういう視点り上げてほしいというふうに、そういう視点

でぜひ先ほどの答弁が変わることにならないでぜひ先ほどの答弁が変わることにならないでぜひ先ほどの答弁が変わることにならないでぜひ先ほどの答弁が変わることにならない

かということをお尋ねいたします。かということをお尋ねいたします。かということをお尋ねいたします。かということをお尋ねいたします。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問に順●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問に順●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問に順●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問に順

次お答えを申し上げます。次お答えを申し上げます。次お答えを申し上げます。次お答えを申し上げます。

初めに、教育基本法及び義務教育費の国庫初めに、教育基本法及び義務教育費の国庫初めに、教育基本法及び義務教育費の国庫初めに、教育基本法及び義務教育費の国庫
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負担制度についてでございますけれども、教負担制度についてでございますけれども、教負担制度についてでございますけれども、教負担制度についてでございますけれども、教

育基本法は戦前教育においては見失われがち育基本法は戦前教育においては見失われがち育基本法は戦前教育においては見失われがち育基本法は戦前教育においては見失われがち

でございました真理の尊重と人格の完成を目でございました真理の尊重と人格の完成を目でございました真理の尊重と人格の完成を目でございました真理の尊重と人格の完成を目

標として教育理念と基本原則を確立するため標として教育理念と基本原則を確立するため標として教育理念と基本原則を確立するため標として教育理念と基本原則を確立するため

に制定されたものでございます。同法は、憲に制定されたものでございます。同法は、憲に制定されたものでございます。同法は、憲に制定されたものでございます。同法は、憲

法の精神にのっとり教育諸法の総則的な位置法の精神にのっとり教育諸法の総則的な位置法の精神にのっとり教育諸法の総則的な位置法の精神にのっとり教育諸法の総則的な位置

づけを持つ法律でありますことから、その改づけを持つ法律でありますことから、その改づけを持つ法律でありますことから、その改づけを持つ法律でありますことから、その改

正議論につきましては国民各層のさまざまな正議論につきましては国民各層のさまざまな正議論につきましては国民各層のさまざまな正議論につきましては国民各層のさまざまな

ご意見を踏まえ、今後も議論が深められていご意見を踏まえ、今後も議論が深められていご意見を踏まえ、今後も議論が深められていご意見を踏まえ、今後も議論が深められてい

くもの、このように考えているところでござくもの、このように考えているところでござくもの、このように考えているところでござくもの、このように考えているところでござ

います。います。います。います。

また、義務教育費の国庫負担制度につきままた、義務教育費の国庫負担制度につきままた、義務教育費の国庫負担制度につきままた、義務教育費の国庫負担制度につきま

しては、各自治体の財政負担を考慮し、現行しては、各自治体の財政負担を考慮し、現行しては、各自治体の財政負担を考慮し、現行しては、各自治体の財政負担を考慮し、現行

の制度を最大限維持すべきと考えておりますの制度を最大限維持すべきと考えておりますの制度を最大限維持すべきと考えておりますの制度を最大限維持すべきと考えております

ことから、昨年６月に北海道都市教育委員会ことから、昨年６月に北海道都市教育委員会ことから、昨年６月に北海道都市教育委員会ことから、昨年６月に北海道都市教育委員会

連絡協議会及び北海道都市教育長会より同趣連絡協議会及び北海道都市教育長会より同趣連絡協議会及び北海道都市教育長会より同趣連絡協議会及び北海道都市教育長会より同趣

旨の要望書を提出したところでございます。旨の要望書を提出したところでございます。旨の要望書を提出したところでございます。旨の要望書を提出したところでございます。

教育委員会といたしましては、いずれも今日教育委員会といたしましては、いずれも今日教育委員会といたしましては、いずれも今日教育委員会といたしましては、いずれも今日

の我が国の教育の根幹をなす法律制度でありの我が国の教育の根幹をなす法律制度でありの我が国の教育の根幹をなす法律制度でありの我が国の教育の根幹をなす法律制度であり

ますことから、今後の動向を引き続き注視しますことから、今後の動向を引き続き注視しますことから、今後の動向を引き続き注視しますことから、今後の動向を引き続き注視し

てまいりたいと考えているところでございまてまいりたいと考えているところでございまてまいりたいと考えているところでございまてまいりたいと考えているところでございま

す。す。す。す。

次に、教員の個性や創造性についてであり次に、教員の個性や創造性についてであり次に、教員の個性や創造性についてであり次に、教員の個性や創造性についてであり

ますが、学校教育におきましては、たとえばますが、学校教育におきましては、たとえばますが、学校教育におきましては、たとえばますが、学校教育におきましては、たとえば

算数、数学の楽しさを子供たちに伝えるため算数、数学の楽しさを子供たちに伝えるため算数、数学の楽しさを子供たちに伝えるため算数、数学の楽しさを子供たちに伝えるため

には、まずもって教員がその楽しさを感じらには、まずもって教員がその楽しさを感じらには、まずもって教員がその楽しさを感じらには、まずもって教員がその楽しさを感じら

れなくてはならないと、このように言われてれなくてはならないと、このように言われてれなくてはならないと、このように言われてれなくてはならないと、このように言われて

おります。児童生徒の教育をつかさどる教員おります。児童生徒の教育をつかさどる教員おります。児童生徒の教育をつかさどる教員おります。児童生徒の教育をつかさどる教員

にあっては、確かな指導力と豊かな人間性をにあっては、確かな指導力と豊かな人間性をにあっては、確かな指導力と豊かな人間性をにあっては、確かな指導力と豊かな人間性を

身につけようとする日常的な研さんが必要で身につけようとする日常的な研さんが必要で身につけようとする日常的な研さんが必要で身につけようとする日常的な研さんが必要で

あると、このように考えております。あると、このように考えております。あると、このように考えております。あると、このように考えております。

次に、学校選択制度についてでありますけ次に、学校選択制度についてでありますけ次に、学校選択制度についてでありますけ次に、学校選択制度についてでありますけ

れども、教育委員会といたしましては現在これども、教育委員会といたしましては現在これども、教育委員会といたしましては現在これども、教育委員会といたしましては現在こ

の制度の導入を考えておりませんが、特に近の制度の導入を考えておりませんが、特に近の制度の導入を考えておりませんが、特に近の制度の導入を考えておりませんが、特に近

隣の岩見沢市及び江別市における今後の動向隣の岩見沢市及び江別市における今後の動向隣の岩見沢市及び江別市における今後の動向隣の岩見沢市及び江別市における今後の動向

を注視し、この制度のメリット、デメリットを注視し、この制度のメリット、デメリットを注視し、この制度のメリット、デメリットを注視し、この制度のメリット、デメリット

についての調査をし、研究をし、理解を深めについての調査をし、研究をし、理解を深めについての調査をし、研究をし、理解を深めについての調査をし、研究をし、理解を深め

てまいりたいと、このように考えております。てまいりたいと、このように考えております。てまいりたいと、このように考えております。てまいりたいと、このように考えております。

次に、習熟度別指導につきましては、きめ次に、習熟度別指導につきましては、きめ次に、習熟度別指導につきましては、きめ次に、習熟度別指導につきましては、きめ

細やかな指導方法や体制の工夫改善の１つと細やかな指導方法や体制の工夫改善の１つと細やかな指導方法や体制の工夫改善の１つと細やかな指導方法や体制の工夫改善の１つと

して、今後市内の各学校でその実施を検討しして、今後市内の各学校でその実施を検討しして、今後市内の各学校でその実施を検討しして、今後市内の各学校でその実施を検討し

ていくことも十分考えられますことから、教ていくことも十分考えられますことから、教ていくことも十分考えられますことから、教ていくことも十分考えられますことから、教

育委員会といたしましては今後も引き続き管育委員会といたしましては今後も引き続き管育委員会といたしましては今後も引き続き管育委員会といたしましては今後も引き続き管

内や道内の先進的な取り組みについて調査、内や道内の先進的な取り組みについて調査、内や道内の先進的な取り組みについて調査、内や道内の先進的な取り組みについて調査、

研究を深め、各学校に適切な指導、助言を行研究を深め、各学校に適切な指導、助言を行研究を深め、各学校に適切な指導、助言を行研究を深め、各学校に適切な指導、助言を行

ってまいりたいと、このように考えておりまってまいりたいと、このように考えておりまってまいりたいと、このように考えておりまってまいりたいと、このように考えておりま

す。す。す。す。

次に、特別支援教育についてでありますが、次に、特別支援教育についてでありますが、次に、特別支援教育についてでありますが、次に、特別支援教育についてでありますが、

すでに本年中に国におきましては特別支援教すでに本年中に国におきましては特別支援教すでに本年中に国におきましては特別支援教すでに本年中に国におきましては特別支援教

育に関する法改正が行われる見通しであると育に関する法改正が行われる見通しであると育に関する法改正が行われる見通しであると育に関する法改正が行われる見通しであると

聞いておりますし、道におきましては昨年１聞いておりますし、道におきましては昨年１聞いておりますし、道におきましては昨年１聞いておりますし、道におきましては昨年１

２月に特殊学校校長会から提出されました北２月に特殊学校校長会から提出されました北２月に特殊学校校長会から提出されました北２月に特殊学校校長会から提出されました北

海道における特別支援教育の在り方の基本的海道における特別支援教育の在り方の基本的海道における特別支援教育の在り方の基本的海道における特別支援教育の在り方の基本的

構想をもとに検討を行うことになっておりま構想をもとに検討を行うことになっておりま構想をもとに検討を行うことになっておりま構想をもとに検討を行うことになっておりま

す。教職員配置等人事もこの検討項目となっす。教職員配置等人事もこの検討項目となっす。教職員配置等人事もこの検討項目となっす。教職員配置等人事もこの検討項目となっ

ておりますことから、教育委員会といたしまておりますことから、教育委員会といたしまておりますことから、教育委員会といたしまておりますことから、教育委員会といたしま

しては今後の国・道の動向を注視してまいりしては今後の国・道の動向を注視してまいりしては今後の国・道の動向を注視してまいりしては今後の国・道の動向を注視してまいり

ますとともに、障害児学級を担当する教職員ますとともに、障害児学級を担当する教職員ますとともに、障害児学級を担当する教職員ますとともに、障害児学級を担当する教職員

の人事につきましては、引き続き空知教育局の人事につきましては、引き続き空知教育局の人事につきましては、引き続き空知教育局の人事につきましては、引き続き空知教育局

との連携を図ってまいりたいと、このようにとの連携を図ってまいりたいと、このようにとの連携を図ってまいりたいと、このようにとの連携を図ってまいりたいと、このように

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、教職員研修についてでありますが、次に、教職員研修についてでありますが、次に、教職員研修についてでありますが、次に、教職員研修についてでありますが、

各種研修会の参加に当たりましては、引き続各種研修会の参加に当たりましては、引き続各種研修会の参加に当たりましては、引き続各種研修会の参加に当たりましては、引き続

き該当者の日常業務や学校行事等に可能な限き該当者の日常業務や学校行事等に可能な限き該当者の日常業務や学校行事等に可能な限き該当者の日常業務や学校行事等に可能な限

り支障が生じないよう、空知教育局との連携り支障が生じないよう、空知教育局との連携り支障が生じないよう、空知教育局との連携り支障が生じないよう、空知教育局との連携

を密にしてまいりたいと考えております。を密にしてまいりたいと考えております。を密にしてまいりたいと考えております。を密にしてまいりたいと考えております。

また、教職員１人ひとりの自主的な研修機また、教職員１人ひとりの自主的な研修機また、教職員１人ひとりの自主的な研修機また、教職員１人ひとりの自主的な研修機

会を確保するための日常的な多忙化解消の取会を確保するための日常的な多忙化解消の取会を確保するための日常的な多忙化解消の取会を確保するための日常的な多忙化解消の取
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り組みは、引き続き各学校に対して指導、助り組みは、引き続き各学校に対して指導、助り組みは、引き続き各学校に対して指導、助り組みは、引き続き各学校に対して指導、助

言に努めてまいりますが、職員団体主催の研言に努めてまいりますが、職員団体主催の研言に努めてまいりますが、職員団体主催の研言に努めてまいりますが、職員団体主催の研

究集会等につきましては、これまでと同様に究集会等につきましては、これまでと同様に究集会等につきましては、これまでと同様に究集会等につきましては、これまでと同様に

年次有給休暇を届け出て参加するよう指導し年次有給休暇を届け出て参加するよう指導し年次有給休暇を届け出て参加するよう指導し年次有給休暇を届け出て参加するよう指導し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、次に、国旗・国歌についてでありますが、

各学校は学習指導要領に基づき２１世紀とい各学校は学習指導要領に基づき２１世紀とい各学校は学習指導要領に基づき２１世紀とい各学校は学習指導要領に基づき２１世紀とい

う新しい時代の中で、国際社会に生きる日本う新しい時代の中で、国際社会に生きる日本う新しい時代の中で、国際社会に生きる日本う新しい時代の中で、国際社会に生きる日本

人としての自覚を育てるために、また公教育人としての自覚を育てるために、また公教育人としての自覚を育てるために、また公教育人としての自覚を育てるために、また公教育

推進の観点から校長が主宰する職員会議で教推進の観点から校長が主宰する職員会議で教推進の観点から校長が主宰する職員会議で教推進の観点から校長が主宰する職員会議で教

職員の共通理解を図り、適切に国旗・国歌を職員の共通理解を図り、適切に国旗・国歌を職員の共通理解を図り、適切に国旗・国歌を職員の共通理解を図り、適切に国旗・国歌を

指導し、実施するものでございます。このこ指導し、実施するものでございます。このこ指導し、実施するものでございます。このこ指導し、実施するものでございます。このこ

とは、直ちに児童生徒や教職員の思想、良心とは、直ちに児童生徒や教職員の思想、良心とは、直ちに児童生徒や教職員の思想、良心とは、直ちに児童生徒や教職員の思想、良心

の自由、あるいは各学校の教育課程の編制や、の自由、あるいは各学校の教育課程の編制や、の自由、あるいは各学校の教育課程の編制や、の自由、あるいは各学校の教育課程の編制や、

それと子供の意思表明権などを侵すものではそれと子供の意思表明権などを侵すものではそれと子供の意思表明権などを侵すものではそれと子供の意思表明権などを侵すものでは

ないと、このように考えているところでござないと、このように考えているところでござないと、このように考えているところでござないと、このように考えているところでござ

います。います。います。います。

●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。●議長中西勇夫君 １０番米田良克君。

●１０番米田良克君 最後の部分だけもう１●１０番米田良克君 最後の部分だけもう１●１０番米田良克君 最後の部分だけもう１●１０番米田良克君 最後の部分だけもう１

度質問をさせていただきます。度質問をさせていただきます。度質問をさせていただきます。度質問をさせていただきます。

現在文部科学大臣をやっているのは河村さ現在文部科学大臣をやっているのは河村さ現在文部科学大臣をやっているのは河村さ現在文部科学大臣をやっているのは河村さ

んという方でありますけれども、この方は現んという方でありますけれども、この方は現んという方でありますけれども、この方は現んという方でありますけれども、この方は現

在の教育基本法について、宗教教育について在の教育基本法について、宗教教育について在の教育基本法について、宗教教育について在の教育基本法について、宗教教育について

は行わないということが教育基本法の中にあは行わないということが教育基本法の中にあは行わないということが教育基本法の中にあは行わないということが教育基本法の中にあ

ります。これは、教育基本法で宗教を遠ざけります。これは、教育基本法で宗教を遠ざけります。これは、教育基本法で宗教を遠ざけります。これは、教育基本法で宗教を遠ざけ

たために道徳までが軽視されることになったたために道徳までが軽視されることになったたために道徳までが軽視されることになったたために道徳までが軽視されることになった

と、こういう批判をしております。そして、と、こういう批判をしております。そして、と、こういう批判をしております。そして、と、こういう批判をしております。そして、

いま進める教育基本法の改正の方向は、教育いま進める教育基本法の改正の方向は、教育いま進める教育基本法の改正の方向は、教育いま進める教育基本法の改正の方向は、教育

勅語の考え方を取り入れるべきであると、そ勅語の考え方を取り入れるべきであると、そ勅語の考え方を取り入れるべきであると、そ勅語の考え方を取り入れるべきであると、そ

こまで踏み込んだ発言をされております。こまで踏み込んだ発言をされております。こまで踏み込んだ発言をされております。こまで踏み込んだ発言をされております。

それから、臨時教育審議会の委員でありまそれから、臨時教育審議会の委員でありまそれから、臨時教育審議会の委員でありまそれから、臨時教育審議会の委員でありま

す作家の三浦朱門氏、学力の問題について、す作家の三浦朱門氏、学力の問題について、す作家の三浦朱門氏、学力の問題について、す作家の三浦朱門氏、学力の問題について、

「そんなことは初めからわかっている。むし「そんなことは初めからわかっている。むし「そんなことは初めからわかっている。むし「そんなことは初めからわかっている。むし

ろ学力を低下させるためにやっているんだ。ろ学力を低下させるためにやっているんだ。ろ学力を低下させるためにやっているんだ。ろ学力を低下させるためにやっているんだ。

いままで落ちこぼれのために限りある予算といままで落ちこぼれのために限りある予算といままで落ちこぼれのために限りある予算といままで落ちこぼれのために限りある予算と

か教員を手間暇かけ過ぎて、エリートが育たか教員を手間暇かけ過ぎて、エリートが育たか教員を手間暇かけ過ぎて、エリートが育たか教員を手間暇かけ過ぎて、エリートが育た

なかった。これからは、落ちこぼれのままでなかった。これからは、落ちこぼれのままでなかった。これからは、落ちこぼれのままでなかった。これからは、落ちこぼれのままで

結構、そのための金をエリートのために割り結構、そのための金をエリートのために割り結構、そのための金をエリートのために割り結構、そのための金をエリートのために割り

振る。エリートは、１００人に１人でいい。振る。エリートは、１００人に１人でいい。振る。エリートは、１００人に１人でいい。振る。エリートは、１００人に１人でいい。

そのエリートがやがて国を引っ張ってくれるそのエリートがやがて国を引っ張ってくれるそのエリートがやがて国を引っ張ってくれるそのエリートがやがて国を引っ張ってくれる

だろう。非才、無才は、ただ実直な精神だけだろう。非才、無才は、ただ実直な精神だけだろう。非才、無才は、ただ実直な精神だけだろう。非才、無才は、ただ実直な精神だけ

養ってもらえばいいんだ」と、こういうこと養ってもらえばいいんだ」と、こういうこと養ってもらえばいいんだ」と、こういうこと養ってもらえばいいんだ」と、こういうこと

を言っています。を言っています。を言っています。を言っています。

きょうは、全く触れませんでしたけれども、きょうは、全く触れませんでしたけれども、きょうは、全く触れませんでしたけれども、きょうは、全く触れませんでしたけれども、

心のノートの問題があります。これは、７億心のノートの問題があります。これは、７億心のノートの問題があります。これは、７億心のノートの問題があります。これは、７億

円かけて文部科学省が全国の小中学校に配っ円かけて文部科学省が全国の小中学校に配っ円かけて文部科学省が全国の小中学校に配っ円かけて文部科学省が全国の小中学校に配っ

たという代物です。教科書ではないという言たという代物です。教科書ではないという言たという代物です。教科書ではないという言たという代物です。教科書ではないという言

い方をしています。しかし、文部科学省の名い方をしています。しかし、文部科学省の名い方をしています。しかし、文部科学省の名い方をしています。しかし、文部科学省の名

前で出しておりますから、それこそ半世紀以前で出しておりますから、それこそ半世紀以前で出しておりますから、それこそ半世紀以前で出しておりますから、それこそ半世紀以

上一気に日本は時代がさかのぼって、国定教上一気に日本は時代がさかのぼって、国定教上一気に日本は時代がさかのぼって、国定教上一気に日本は時代がさかのぼって、国定教

科書の時代になったのではないかと、そうい科書の時代になったのではないかと、そうい科書の時代になったのではないかと、そうい科書の時代になったのではないかと、そうい

う錯覚すら抱かせる中身です。そして、そのう錯覚すら抱かせる中身です。そして、そのう錯覚すら抱かせる中身です。そして、そのう錯覚すら抱かせる中身です。そして、その

内容は究極愛国心養成という流れになってい内容は究極愛国心養成という流れになってい内容は究極愛国心養成という流れになってい内容は究極愛国心養成という流れになってい

くというふうに受け取らざるを得ない中身だくというふうに受け取らざるを得ない中身だくというふうに受け取らざるを得ない中身だくというふうに受け取らざるを得ない中身だ

と思います。これは、単に私がそう言っていと思います。これは、単に私がそう言っていと思います。これは、単に私がそう言っていと思います。これは、単に私がそう言ってい

るだけの問題ではありません。るだけの問題ではありません。るだけの問題ではありません。るだけの問題ではありません。

いまそういう話を申し上げましたのは、教いまそういう話を申し上げましたのは、教いまそういう話を申し上げましたのは、教いまそういう話を申し上げましたのは、教

育基本法を取り上げて、卒業式や入学式の育基本法を取り上げて、卒業式や入学式の育基本法を取り上げて、卒業式や入学式の育基本法を取り上げて、卒業式や入学式の

「日の丸」「君が代」の問題を質問するとい「日の丸」「君が代」の問題を質問するとい「日の丸」「君が代」の問題を質問するとい「日の丸」「君が代」の問題を質問するとい

うのも、もしかしたら３月議会で考えていけうのも、もしかしたら３月議会で考えていけうのも、もしかしたら３月議会で考えていけうのも、もしかしたら３月議会で考えていけ

ば、今回が最後かもしれないです。教育基本ば、今回が最後かもしれないです。教育基本ば、今回が最後かもしれないです。教育基本ば、今回が最後かもしれないです。教育基本

法の改正が盛んに議論されているわけですか法の改正が盛んに議論されているわけですか法の改正が盛んに議論されているわけですか法の改正が盛んに議論されているわけですか

ら、来年の３月には、あるいはもう改正が終ら、来年の３月には、あるいはもう改正が終ら、来年の３月には、あるいはもう改正が終ら、来年の３月には、あるいはもう改正が終

わっているかもしれないです。そこには、愛わっているかもしれないです。そこには、愛わっているかもしれないです。そこには、愛わっているかもしれないです。そこには、愛

国心が盛り込まれているということになるの国心が盛り込まれているということになるの国心が盛り込まれているということになるの国心が盛り込まれているということになるの

ではないか、そういう危惧すら私は持っていではないか、そういう危惧すら私は持っていではないか、そういう危惧すら私は持っていではないか、そういう危惧すら私は持ってい

ます。あるいは、もう１年かかるかもしれなます。あるいは、もう１年かかるかもしれなます。あるいは、もう１年かかるかもしれなます。あるいは、もう１年かかるかもしれな

い、状況によっては。そういういまの日本のい、状況によっては。そういういまの日本のい、状況によっては。そういういまの日本のい、状況によっては。そういういまの日本の
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動きだということです。動きだということです。動きだということです。動きだということです。

そして、ご存じのとおりイラクで自衛隊のそして、ご存じのとおりイラクで自衛隊のそして、ご存じのとおりイラクで自衛隊のそして、ご存じのとおりイラクで自衛隊の

皆さんが非常に厳しい条件の中で頑張ってお皆さんが非常に厳しい条件の中で頑張ってお皆さんが非常に厳しい条件の中で頑張ってお皆さんが非常に厳しい条件の中で頑張ってお

られますけれども、たとえば旭川から、あるられますけれども、たとえば旭川から、あるられますけれども、たとえば旭川から、あるられますけれども、たとえば旭川から、ある

いは名寄からというふうにして、部隊の皆さいは名寄からというふうにして、部隊の皆さいは名寄からというふうにして、部隊の皆さいは名寄からというふうにして、部隊の皆さ

んが出かけていくときの光景がテレビや新聞んが出かけていくときの光景がテレビや新聞んが出かけていくときの光景がテレビや新聞んが出かけていくときの光景がテレビや新聞

に載りました。見事に「日の丸」の小旗が送に載りました。見事に「日の丸」の小旗が送に載りました。見事に「日の丸」の小旗が送に載りました。見事に「日の丸」の小旗が送

る沿道の両側に立つ人たちの手に持たれておる沿道の両側に立つ人たちの手に持たれておる沿道の両側に立つ人たちの手に持たれておる沿道の両側に立つ人たちの手に持たれてお

ります。あれは、最近の報道によりますと、ります。あれは、最近の報道によりますと、ります。あれは、最近の報道によりますと、ります。あれは、最近の報道によりますと、

たとえば旭川の場合でいうと日本会議上川支たとえば旭川の場合でいうと日本会議上川支たとえば旭川の場合でいうと日本会議上川支たとえば旭川の場合でいうと日本会議上川支

部が数千枚の旗をつくって持っていって、そ部が数千枚の旗をつくって持っていって、そ部が数千枚の旗をつくって持っていって、そ部が数千枚の旗をつくって持っていって、そ

こに来た人たちに全部配ったということです。こに来た人たちに全部配ったということです。こに来た人たちに全部配ったということです。こに来た人たちに全部配ったということです。

そういうことをやっている人たちが一方でいそういうことをやっている人たちが一方でいそういうことをやっている人たちが一方でいそういうことをやっている人たちが一方でい

るわけです。るわけです。るわけです。るわけです。

それから、ワールドカップの会場、スタンそれから、ワールドカップの会場、スタンそれから、ワールドカップの会場、スタンそれから、ワールドカップの会場、スタン

ドでもたくさんの「日の丸」が振られたわけドでもたくさんの「日の丸」が振られたわけドでもたくさんの「日の丸」が振られたわけドでもたくさんの「日の丸」が振られたわけ

ですけれども、これも神社の神主さんというですけれども、これも神社の神主さんというですけれども、これも神社の神主さんというですけれども、これも神社の神主さんという

んですか、宮司さんかな、その宮司さんの若んですか、宮司さんかな、その宮司さんの若んですか、宮司さんかな、その宮司さんの若んですか、宮司さんかな、その宮司さんの若

い人たちでつくる会があるんです。そこで約い人たちでつくる会があるんです。そこで約い人たちでつくる会があるんです。そこで約い人たちでつくる会があるんです。そこで約

７万枚の「日の丸」をつくって、しかもそれ７万枚の「日の丸」をつくって、しかもそれ７万枚の「日の丸」をつくって、しかもそれ７万枚の「日の丸」をつくって、しかもそれ

は学校や幼稚園の子供たちに中の丸を塗っては学校や幼稚園の子供たちに中の丸を塗っては学校や幼稚園の子供たちに中の丸を塗っては学校や幼稚園の子供たちに中の丸を塗って

もらっているんです、頼みに行って。それをもらっているんです、頼みに行って。それをもらっているんです、頼みに行って。それをもらっているんです、頼みに行って。それを

埼玉とか横浜とか、各スタジアムに持ってい埼玉とか横浜とか、各スタジアムに持ってい埼玉とか横浜とか、各スタジアムに持ってい埼玉とか横浜とか、各スタジアムに持ってい

って、連盟通したら断られちゃっていますかって、連盟通したら断られちゃっていますかって、連盟通したら断られちゃっていますかって、連盟通したら断られちゃっていますか

ら、サポーターに頼んでその場で配るというら、サポーターに頼んでその場で配るというら、サポーターに頼んでその場で配るというら、サポーターに頼んでその場で配るという

ことをやっているわけです。そんなふうにしことをやっているわけです。そんなふうにしことをやっているわけです。そんなふうにしことをやっているわけです。そんなふうにし

て、スポーツの場までそういう意図的な動きて、スポーツの場までそういう意図的な動きて、スポーツの場までそういう意図的な動きて、スポーツの場までそういう意図的な動き

が入り込んできていると。が入り込んできていると。が入り込んできていると。が入り込んできていると。

先ほど思想、良心の自由があるんだという先ほど思想、良心の自由があるんだという先ほど思想、良心の自由があるんだという先ほど思想、良心の自由があるんだという

ことを申し上げましたけれども、卒業式の場ことを申し上げましたけれども、卒業式の場ことを申し上げましたけれども、卒業式の場ことを申し上げましたけれども、卒業式の場

で自分は「君が代」歌いたくないと思ったら、で自分は「君が代」歌いたくないと思ったら、で自分は「君が代」歌いたくないと思ったら、で自分は「君が代」歌いたくないと思ったら、

それは歌わなきゃいいわけですけれども、県それは歌わなきゃいいわけですけれども、県それは歌わなきゃいいわけですけれども、県それは歌わなきゃいいわけですけれども、県

によっては最近口までチェックするそうです、によっては最近口までチェックするそうです、によっては最近口までチェックするそうです、によっては最近口までチェックするそうです、

教師の。口あいているかどうかと、教頭が一教師の。口あいているかどうかと、教頭が一教師の。口あいているかどうかと、教頭が一教師の。口あいているかどうかと、教頭が一

々全部見て。それは、ちょっと極端な話です々全部見て。それは、ちょっと極端な話です々全部見て。それは、ちょっと極端な話です々全部見て。それは、ちょっと極端な話です

けれども、立ちたくないという気持ちを持っけれども、立ちたくないという気持ちを持っけれども、立ちたくないという気持ちを持っけれども、立ちたくないという気持ちを持っ

たときに立たないで、座っているわけなんでたときに立たないで、座っているわけなんでたときに立たないで、座っているわけなんでたときに立たないで、座っているわけなんで

す。そうすると、その周りからあいつは座っす。そうすると、その周りからあいつは座っす。そうすると、その周りからあいつは座っす。そうすると、その周りからあいつは座っ

ているんだなというふうに見えるわけです。ているんだなというふうに見えるわけです。ているんだなというふうに見えるわけです。ているんだなというふうに見えるわけです。

内心というのは、あくまでも内心の問題であ内心というのは、あくまでも内心の問題であ内心というのは、あくまでも内心の問題であ内心というのは、あくまでも内心の問題であ

って、そこにいる人たちにさらす必要はないって、そこにいる人たちにさらす必要はないって、そこにいる人たちにさらす必要はないって、そこにいる人たちにさらす必要はない

んです。その内心をさらさなければならないんです。その内心をさらさなければならないんです。その内心をさらさなければならないんです。その内心をさらさなければならない

場面に子供たちを置いてしまうと、そういう場面に子供たちを置いてしまうと、そういう場面に子供たちを置いてしまうと、そういう場面に子供たちを置いてしまうと、そういう

問題がそこにはあるわけです。心豊かに、そ問題がそこにはあるわけです。心豊かに、そ問題がそこにはあるわけです。心豊かに、そ問題がそこにはあるわけです。心豊かに、そ

してやっぱり子供に第一に望むのは、親とすしてやっぱり子供に第一に望むのは、親とすしてやっぱり子供に第一に望むのは、親とすしてやっぱり子供に第一に望むのは、親とす

れば伸び伸びと育ってほしいということですれば伸び伸びと育ってほしいということですれば伸び伸びと育ってほしいということですれば伸び伸びと育ってほしいということです

よね。そういう教育ができる場というのは、よね。そういう教育ができる場というのは、よね。そういう教育ができる場というのは、よね。そういう教育ができる場というのは、

やはり先生方が伸び伸びと活動的でなければやはり先生方が伸び伸びと活動的でなければやはり先生方が伸び伸びと活動的でなければやはり先生方が伸び伸びと活動的でなければ

ならないわけでして、そういうものを私は、ならないわけでして、そういうものを私は、ならないわけでして、そういうものを私は、ならないわけでして、そういうものを私は、

はっきり言って権力や、それから周りの草のはっきり言って権力や、それから周りの草のはっきり言って権力や、それから周りの草のはっきり言って権力や、それから周りの草の

根の運動で締めつけていくという形で強制に根の運動で締めつけていくという形で強制に根の運動で締めつけていくという形で強制に根の運動で締めつけていくという形で強制に

持っていくという社会にいま日本はなりつつ持っていくという社会にいま日本はなりつつ持っていくという社会にいま日本はなりつつ持っていくという社会にいま日本はなりつつ

あるのではないかと。それは、何をねらってあるのではないかと。それは、何をねらってあるのではないかと。それは、何をねらってあるのではないかと。それは、何をねらって

いるのかということで言えば、この国会ではいるのかということで言えば、この国会ではいるのかということで言えば、この国会ではいるのかということで言えば、この国会では

有事関連の法案がさらにまた出てまいります有事関連の法案がさらにまた出てまいります有事関連の法案がさらにまた出てまいります有事関連の法案がさらにまた出てまいります

けれども、戦争のできる国に向かっていると、けれども、戦争のできる国に向かっていると、けれども、戦争のできる国に向かっていると、けれども、戦争のできる国に向かっていると、

はっきり。そのことに抵抗のない子供たちをはっきり。そのことに抵抗のない子供たちをはっきり。そのことに抵抗のない子供たちをはっきり。そのことに抵抗のない子供たちを

やはり育てていかなければならないという、やはり育てていかなければならないという、やはり育てていかなければならないという、やはり育てていかなければならないという、

そういう大きなテーマのもとに動いている方そういう大きなテーマのもとに動いている方そういう大きなテーマのもとに動いている方そういう大きなテーマのもとに動いている方

々がいらっしゃる。々がいらっしゃる。々がいらっしゃる。々がいらっしゃる。

また、来年ですか、中学校の教科書検定にまた、来年ですか、中学校の教科書検定にまた、来年ですか、中学校の教科書検定にまた、来年ですか、中学校の教科書検定に

なりますけれども、新しい歴史教科書をつくなりますけれども、新しい歴史教科書をつくなりますけれども、新しい歴史教科書をつくなりますけれども、新しい歴史教科書をつく

る会はリベンジだと言って、今度は１０％のる会はリベンジだと言って、今度は１０％のる会はリベンジだと言って、今度は１０％のる会はリベンジだと言って、今度は１０％の

採択を目指すということで頑張っているそう採択を目指すということで頑張っているそう採択を目指すということで頑張っているそう採択を目指すということで頑張っているそう

ですけれども、これは文部科学省と連携をとですけれども、これは文部科学省と連携をとですけれども、これは文部科学省と連携をとですけれども、これは文部科学省と連携をと

りながら、その検定の仕組みそのものも前回りながら、その検定の仕組みそのものも前回りながら、その検定の仕組みそのものも前回りながら、その検定の仕組みそのものも前回

とは変える形で何とか検定合格、そして採択とは変える形で何とか検定合格、そして採択とは変える形で何とか検定合格、そして採択とは変える形で何とか検定合格、そして採択

まで持ってきたいという動きがある。こんなまで持ってきたいという動きがある。こんなまで持ってきたいという動きがある。こんなまで持ってきたいという動きがある。こんな
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ふうにさまざまな形の動きが目指すところは、ふうにさまざまな形の動きが目指すところは、ふうにさまざまな形の動きが目指すところは、ふうにさまざまな形の動きが目指すところは、

まだ憲法改正具体的になっていませんけれどまだ憲法改正具体的になっていませんけれどまだ憲法改正具体的になっていませんけれどまだ憲法改正具体的になっていませんけれど

も、私は憲法改正が先だと思うんです、憲法も、私は憲法改正が先だと思うんです、憲法も、私は憲法改正が先だと思うんです、憲法も、私は憲法改正が先だと思うんです、憲法

のもとに教育基本法ができているんですから。のもとに教育基本法ができているんですから。のもとに教育基本法ができているんですから。のもとに教育基本法ができているんですから。

だけれども、教育基本法を先に変えて、憲法だけれども、教育基本法を先に変えて、憲法だけれども、教育基本法を先に変えて、憲法だけれども、教育基本法を先に変えて、憲法

改正のその露払いをさせようという、そうい改正のその露払いをさせようという、そうい改正のその露払いをさせようという、そうい改正のその露払いをさせようという、そうい

う考え方ですよね。そんなふうにいま日本のう考え方ですよね。そんなふうにいま日本のう考え方ですよね。そんなふうにいま日本のう考え方ですよね。そんなふうにいま日本の

国が歩もうとしているときに、私は地方教育国が歩もうとしているときに、私は地方教育国が歩もうとしているときに、私は地方教育国が歩もうとしているときに、私は地方教育

委員会の存在価値というものがどこにあるか委員会の存在価値というものがどこにあるか委員会の存在価値というものがどこにあるか委員会の存在価値というものがどこにあるか

と。それは、中央政権の言いなりになることと。それは、中央政権の言いなりになることと。それは、中央政権の言いなりになることと。それは、中央政権の言いなりになること

だけではないと。やはり地方には地方の考えだけではないと。やはり地方には地方の考えだけではないと。やはり地方には地方の考えだけではないと。やはり地方には地方の考え

方がある。地方の学校づくりは、こういう理方がある。地方の学校づくりは、こういう理方がある。地方の学校づくりは、こういう理方がある。地方の学校づくりは、こういう理

念に基づいてやるんだと、そういうものが私念に基づいてやるんだと、そういうものが私念に基づいてやるんだと、そういうものが私念に基づいてやるんだと、そういうものが私

は示されるべきだと。そこに地方教育委員会は示されるべきだと。そこに地方教育委員会は示されるべきだと。そこに地方教育委員会は示されるべきだと。そこに地方教育委員会

制度の存在する意義があるというふうに思う制度の存在する意義があるというふうに思う制度の存在する意義があるというふうに思う制度の存在する意義があるというふうに思う

わけです。その意味で、ちょっと長くなってわけです。その意味で、ちょっと長くなってわけです。その意味で、ちょっと長くなってわけです。その意味で、ちょっと長くなって

しまいまして、申しわけないんですけれども、しまいまして、申しわけないんですけれども、しまいまして、申しわけないんですけれども、しまいまして、申しわけないんですけれども、

現教育基本法下での卒業式前の質問は最後か現教育基本法下での卒業式前の質問は最後か現教育基本法下での卒業式前の質問は最後か現教育基本法下での卒業式前の質問は最後か

なと、いまそういう思いもあって、少し細かなと、いまそういう思いもあって、少し細かなと、いまそういう思いもあって、少し細かなと、いまそういう思いもあって、少し細か

いことをいろいろ申し上げましたけれども、いことをいろいろ申し上げましたけれども、いことをいろいろ申し上げましたけれども、いことをいろいろ申し上げましたけれども、

教育長のひとつ率直な答弁をいただければ幸教育長のひとつ率直な答弁をいただければ幸教育長のひとつ率直な答弁をいただければ幸教育長のひとつ率直な答弁をいただければ幸

いです。いです。いです。いです。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 国旗・国歌の実施につ●教育長村上忠雄君 国旗・国歌の実施につ●教育長村上忠雄君 国旗・国歌の実施につ●教育長村上忠雄君 国旗・国歌の実施につ

いてでございますけれども、先ほど申し上げいてでございますけれども、先ほど申し上げいてでございますけれども、先ほど申し上げいてでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように２１世紀という新しい時代の中ましたように２１世紀という新しい時代の中ましたように２１世紀という新しい時代の中ましたように２１世紀という新しい時代の中

で国際的な社会に生きる日本人としてというで国際的な社会に生きる日本人としてというで国際的な社会に生きる日本人としてというで国際的な社会に生きる日本人としてという

ことでございます。私、先日のある教育長会ことでございます。私、先日のある教育長会ことでございます。私、先日のある教育長会ことでございます。私、先日のある教育長会

議で、あるまちの教育長さんが国際交流に子議で、あるまちの教育長さんが国際交流に子議で、あるまちの教育長さんが国際交流に子議で、あるまちの教育長さんが国際交流に子

供たちを連れていったときに、そこの場で各供たちを連れていったときに、そこの場で各供たちを連れていったときに、そこの場で各供たちを連れていったときに、そこの場で各

国の国歌の斉唱がなされたと。そのときに、国の国歌の斉唱がなされたと。そのときに、国の国歌の斉唱がなされたと。そのときに、国の国歌の斉唱がなされたと。そのときに、

各国の子供たちはすべて起立してその歌を聞各国の子供たちはすべて起立してその歌を聞各国の子供たちはすべて起立してその歌を聞各国の子供たちはすべて起立してその歌を聞

いていたと。立たなかったのは、日本の子供いていたと。立たなかったのは、日本の子供いていたと。立たなかったのは、日本の子供いていたと。立たなかったのは、日本の子供

たちだけだったと。歌いもできない。そういたちだけだったと。歌いもできない。そういたちだけだったと。歌いもできない。そういたちだけだったと。歌いもできない。そうい

うような話をちょっと聞いたんですけれども、うような話をちょっと聞いたんですけれども、うような話をちょっと聞いたんですけれども、うような話をちょっと聞いたんですけれども、

国際社会とこんなに言われている中で、言っ国際社会とこんなに言われている中で、言っ国際社会とこんなに言われている中で、言っ国際社会とこんなに言われている中で、言っ

てみれば国際的マナー、エチケットというんてみれば国際的マナー、エチケットというんてみれば国際的マナー、エチケットというんてみれば国際的マナー、エチケットというん

でしょうか、こういったことはやはり身につでしょうか、こういったことはやはり身につでしょうか、こういったことはやはり身につでしょうか、こういったことはやはり身につ

けるべきであって、そういった機会というのけるべきであって、そういった機会というのけるべきであって、そういった機会というのけるべきであって、そういった機会というの

は私は卒業式とか入学式とか、こういった機は私は卒業式とか入学式とか、こういった機は私は卒業式とか入学式とか、こういった機は私は卒業式とか入学式とか、こういった機

会が学校の中では非常に厳粛な雰囲気の中で会が学校の中では非常に厳粛な雰囲気の中で会が学校の中では非常に厳粛な雰囲気の中で会が学校の中では非常に厳粛な雰囲気の中で

行われるということでは、非常にいい機会で行われるということでは、非常にいい機会で行われるということでは、非常にいい機会で行われるということでは、非常にいい機会で

あると。ですから私は、児童生徒や教職員のあると。ですから私は、児童生徒や教職員のあると。ですから私は、児童生徒や教職員のあると。ですから私は、児童生徒や教職員の

思想、良心の自由に立ち入るものでないと申思想、良心の自由に立ち入るものでないと申思想、良心の自由に立ち入るものでないと申思想、良心の自由に立ち入るものでないと申

し上げましたけれども、そういったことからし上げましたけれども、そういったことからし上げましたけれども、そういったことからし上げましたけれども、そういったことから

も、こういった中に国旗・国歌ということはも、こういった中に国旗・国歌ということはも、こういった中に国旗・国歌ということはも、こういった中に国旗・国歌ということは

折に触れてやっていきたいということで考え折に触れてやっていきたいということで考え折に触れてやっていきたいということで考え折に触れてやっていきたいということで考え

ておりますし、繰り返しますけれども、児童ておりますし、繰り返しますけれども、児童ておりますし、繰り返しますけれども、児童ておりますし、繰り返しますけれども、児童

生徒の、教職員の思想、信条に踏み込むもの生徒の、教職員の思想、信条に踏み込むもの生徒の、教職員の思想、信条に踏み込むもの生徒の、教職員の思想、信条に踏み込むもの

ではない、この考えは変わることはございまではない、この考えは変わることはございまではない、この考えは変わることはございまではない、この考えは変わることはございま

せん。せん。せん。せん。

●議長中西勇夫君 米田議員の本件に関する●議長中西勇夫君 米田議員の本件に関する●議長中西勇夫君 米田議員の本件に関する●議長中西勇夫君 米田議員の本件に関する

発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則

第５６条ただし書の規定により特に発言を許第５６条ただし書の規定により特に発言を許第５６条ただし書の規定により特に発言を許第５６条ただし書の規定により特に発言を許

します。します。します。します。

１０番米田良克君。１０番米田良克君。１０番米田良克君。１０番米田良克君。

●１０番米田良克君 ただいまのお話をお聞●１０番米田良克君 ただいまのお話をお聞●１０番米田良克君 ただいまのお話をお聞●１０番米田良克君 ただいまのお話をお聞

きして、もう１度手を挙げたんですが、マナきして、もう１度手を挙げたんですが、マナきして、もう１度手を挙げたんですが、マナきして、もう１度手を挙げたんですが、マナ

ーとしての指導というものは、私はいろいろーとしての指導というものは、私はいろいろーとしての指導というものは、私はいろいろーとしての指導というものは、私はいろいろ

な形でできるというふうに思います。そして、な形でできるというふうに思います。そして、な形でできるというふうに思います。そして、な形でできるというふうに思います。そして、

もちろん「日の丸」の由来についても、それもちろん「日の丸」の由来についても、それもちろん「日の丸」の由来についても、それもちろん「日の丸」の由来についても、それ

から「君が代」という歌の持つ歴史的な意味から「君が代」という歌の持つ歴史的な意味から「君が代」という歌の持つ歴史的な意味から「君が代」という歌の持つ歴史的な意味

合い、それから歌詞の中身、これらについて合い、それから歌詞の中身、これらについて合い、それから歌詞の中身、これらについて合い、それから歌詞の中身、これらについて

もきちっと学校で指導できるというふうに思もきちっと学校で指導できるというふうに思もきちっと学校で指導できるというふうに思もきちっと学校で指導できるというふうに思

います。それらについて、一切「日の丸」やいます。それらについて、一切「日の丸」やいます。それらについて、一切「日の丸」やいます。それらについて、一切「日の丸」や

「君が代」が学校の中に入ってきてはならな「君が代」が学校の中に入ってきてはならな「君が代」が学校の中に入ってきてはならな「君が代」が学校の中に入ってきてはならな

い、そんなことを私は申し上げるつもりはない、そんなことを私は申し上げるつもりはない、そんなことを私は申し上げるつもりはない、そんなことを私は申し上げるつもりはな

いです。指導できるものは、きっちり指導しいです。指導できるものは、きっちり指導しいです。指導できるものは、きっちり指導しいです。指導できるものは、きっちり指導し
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なくちゃならない。理解してもらう。その上なくちゃならない。理解してもらう。その上なくちゃならない。理解してもらう。その上なくちゃならない。理解してもらう。その上

で子供たちが自分の判断ができるというふうで子供たちが自分の判断ができるというふうで子供たちが自分の判断ができるというふうで子供たちが自分の判断ができるというふう

に、これは小学校の低学年にそんなもの求めに、これは小学校の低学年にそんなもの求めに、これは小学校の低学年にそんなもの求めに、これは小学校の低学年にそんなもの求め

たって無理な話ですけれども、いずれ年齢をたって無理な話ですけれども、いずれ年齢をたって無理な話ですけれども、いずれ年齢をたって無理な話ですけれども、いずれ年齢を

追っていけば、みずからの判断ができるよう追っていけば、みずからの判断ができるよう追っていけば、みずからの判断ができるよう追っていけば、みずからの判断ができるよう

になる。そういう生徒として育てるべきだとになる。そういう生徒として育てるべきだとになる。そういう生徒として育てるべきだとになる。そういう生徒として育てるべきだと

いうふうに思うんです。そのときに、たとえいうふうに思うんです。そのときに、たとえいうふうに思うんです。そのときに、たとえいうふうに思うんです。そのときに、たとえ

ば卒業式という場に、学校の中でさまざま議ば卒業式という場に、学校の中でさまざま議ば卒業式という場に、学校の中でさまざま議ば卒業式という場に、学校の中でさまざま議

論があるのをいわば強引に国旗掲揚、国歌斉論があるのをいわば強引に国旗掲揚、国歌斉論があるのをいわば強引に国旗掲揚、国歌斉論があるのをいわば強引に国旗掲揚、国歌斉

唱というものが式の中になければならない。唱というものが式の中になければならない。唱というものが式の中になければならない。唱というものが式の中になければならない。

そして、県によっては対面する角度から、姿そして、県によっては対面する角度から、姿そして、県によっては対面する角度から、姿そして、県によっては対面する角度から、姿

勢から、そして前にも申し上げましたが、ひ勢から、そして前にも申し上げましたが、ひ勢から、そして前にも申し上げましたが、ひ勢から、そして前にも申し上げましたが、ひ

どいのは心を込めて歌え、それまでチェックどいのは心を込めて歌え、それまでチェックどいのは心を込めて歌え、それまでチェックどいのは心を込めて歌え、それまでチェック

の対象になる。そういうやり方が学校の中での対象になる。そういうやり方が学校の中での対象になる。そういうやり方が学校の中での対象になる。そういうやり方が学校の中で

まかり通るということは、それは誤りだといまかり通るということは、それは誤りだといまかり通るということは、それは誤りだといまかり通るということは、それは誤りだとい

うことを私は申し上げたいです。そこまで言うことを私は申し上げたいです。そこまで言うことを私は申し上げたいです。そこまで言うことを私は申し上げたいです。そこまで言

ってしまえば、これはもう大変なことだといってしまえば、これはもう大変なことだといってしまえば、これはもう大変なことだといってしまえば、これはもう大変なことだとい

うことなんです。指導すべきはする。そして、うことなんです。指導すべきはする。そして、うことなんです。指導すべきはする。そして、うことなんです。指導すべきはする。そして、

子供の判断、考え方もきっちり尊重していく、子供の判断、考え方もきっちり尊重していく、子供の判断、考え方もきっちり尊重していく、子供の判断、考え方もきっちり尊重していく、

そういうことであるべきだということを基本そういうことであるべきだということを基本そういうことであるべきだということを基本そういうことであるべきだということを基本

的に申し上げたいということで、これはぜひ的に申し上げたいということで、これはぜひ的に申し上げたいということで、これはぜひ的に申し上げたいということで、これはぜひ

ご理解をいただきたいと思います。答弁いたご理解をいただきたいと思います。答弁いたご理解をいただきたいと思います。答弁いたご理解をいただきたいと思います。答弁いた

だければいただきたい。だければいただきたい。だければいただきたい。だければいただきたい。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 国旗・国歌についてで●教育長村上忠雄君 国旗・国歌についてで●教育長村上忠雄君 国旗・国歌についてで●教育長村上忠雄君 国旗・国歌についてで

ございますけれども、このことにつきましてございますけれども、このことにつきましてございますけれども、このことにつきましてございますけれども、このことにつきまして

は私どもは卒業式・入学式時におきまして、は私どもは卒業式・入学式時におきまして、は私どもは卒業式・入学式時におきまして、は私どもは卒業式・入学式時におきまして、

学習指導要領に基づいて２１世紀という新し学習指導要領に基づいて２１世紀という新し学習指導要領に基づいて２１世紀という新し学習指導要領に基づいて２１世紀という新し

い時代の中で国際社会に生きる日本人としてい時代の中で国際社会に生きる日本人としてい時代の中で国際社会に生きる日本人としてい時代の中で国際社会に生きる日本人として

の自覚を育てるためということで、卒業式・の自覚を育てるためということで、卒業式・の自覚を育てるためということで、卒業式・の自覚を育てるためということで、卒業式・

入学式の折にはこういったことで進めてまい入学式の折にはこういったことで進めてまい入学式の折にはこういったことで進めてまい入学式の折にはこういったことで進めてまい

りたい、このように考えております。りたい、このように考えております。りたい、このように考えております。りたい、このように考えております。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

６番福庄計夫君６番福庄計夫君６番福庄計夫君６番福庄計夫君

●６番福庄計夫君（登壇） 平成１６年第１●６番福庄計夫君（登壇） 平成１６年第１●６番福庄計夫君（登壇） 平成１６年第１●６番福庄計夫君（登壇） 平成１６年第１

回定例会に当たりまして、大綱４点について回定例会に当たりまして、大綱４点について回定例会に当たりまして、大綱４点について回定例会に当たりまして、大綱４点について

市長並びに教育長にお伺いします。市長並びに教育長にお伺いします。市長並びに教育長にお伺いします。市長並びに教育長にお伺いします。

最初に、大綱１点目ですが、道州制につい最初に、大綱１点目ですが、道州制につい最初に、大綱１点目ですが、道州制につい最初に、大綱１点目ですが、道州制につい

て市長にお伺いします。その１点目は、道州て市長にお伺いします。その１点目は、道州て市長にお伺いします。その１点目は、道州て市長にお伺いします。その１点目は、道州

制に対する考え方についてでありますが、昨制に対する考え方についてでありますが、昨制に対する考え方についてでありますが、昨制に対する考え方についてでありますが、昨

年の秋以降、道州制先行実施の議論が大きな年の秋以降、道州制先行実施の議論が大きな年の秋以降、道州制先行実施の議論が大きな年の秋以降、道州制先行実施の議論が大きな

政治的なテーマとなりまして、１１月１３日、政治的なテーマとなりまして、１１月１３日、政治的なテーマとなりまして、１１月１３日、政治的なテーマとなりまして、１１月１３日、

地方制度調査会の答申などで道州制論議があ地方制度調査会の答申などで道州制論議があ地方制度調査会の答申などで道州制論議があ地方制度調査会の答申などで道州制論議があ

りまして、全国に及んでおります。高橋知事りまして、全国に及んでおります。高橋知事りまして、全国に及んでおります。高橋知事りまして、全国に及んでおります。高橋知事

は、昨年１２月１９日に開かれた経済財政諮は、昨年１２月１９日に開かれた経済財政諮は、昨年１２月１９日に開かれた経済財政諮は、昨年１２月１９日に開かれた経済財政諮

問会議で道州制に対する基本的な考え方を提問会議で道州制に対する基本的な考え方を提問会議で道州制に対する基本的な考え方を提問会議で道州制に対する基本的な考え方を提

示されました。この日を境に先行実施は、自示されました。この日を境に先行実施は、自示されました。この日を境に先行実施は、自示されました。この日を境に先行実施は、自

民党の政権公約から政府全体の課題へと位置民党の政権公約から政府全体の課題へと位置民党の政権公約から政府全体の課題へと位置民党の政権公約から政府全体の課題へと位置

づけを高めてきております。道州制特区申請づけを高めてきております。道州制特区申請づけを高めてきております。道州制特区申請づけを高めてきております。道州制特区申請

を目指す道は、２月１９日、先行実施の９プを目指す道は、２月１９日、先行実施の９プを目指す道は、２月１９日、先行実施の９プを目指す道は、２月１９日、先行実施の９プ

ランを盛り込む道州制推進プランと道州制プランを盛り込む道州制推進プランと道州制プランを盛り込む道州制推進プランと道州制プランを盛り込む道州制推進プランと道州制プ

ログラムの素案をまとめたと、この２本柱をログラムの素案をまとめたと、この２本柱をログラムの素案をまとめたと、この２本柱をログラムの素案をまとめたと、この２本柱を

４月にも国に提出して、特区申請すると報道４月にも国に提出して、特区申請すると報道４月にも国に提出して、特区申請すると報道４月にも国に提出して、特区申請すると報道

されています。私は、地方分権化の具体化やされています。私は、地方分権化の具体化やされています。私は、地方分権化の具体化やされています。私は、地方分権化の具体化や

地域生活、経済活動の活性化への大きなチャ地域生活、経済活動の活性化への大きなチャ地域生活、経済活動の活性化への大きなチャ地域生活、経済活動の活性化への大きなチャ

ンスと考えておりますが、市長は道州制につンスと考えておりますが、市長は道州制につンスと考えておりますが、市長は道州制につンスと考えておりますが、市長は道州制につ

いてどのようなお考えでしょうか、お伺いしいてどのようなお考えでしょうか、お伺いしいてどのようなお考えでしょうか、お伺いしいてどのようなお考えでしょうか、お伺いし

ます。ます。ます。ます。

次に、道州制のモデル地域としての道州制次に、道州制のモデル地域としての道州制次に、道州制のモデル地域としての道州制次に、道州制のモデル地域としての道州制

を進めるに当たっての道と市町村との意思疎を進めるに当たっての道と市町村との意思疎を進めるに当たっての道と市町村との意思疎を進めるに当たっての道と市町村との意思疎

通や連携協力は重要と考えていますことから、通や連携協力は重要と考えていますことから、通や連携協力は重要と考えていますことから、通や連携協力は重要と考えていますことから、

市町村等と十分な協議がなされるものではな市町村等と十分な協議がなされるものではな市町村等と十分な協議がなされるものではな市町村等と十分な協議がなされるものではな

いかと考えております。道から美唄市に対しいかと考えております。道から美唄市に対しいかと考えております。道から美唄市に対しいかと考えております。道から美唄市に対し

て意見の聴取、またアンケート調査などがあて意見の聴取、またアンケート調査などがあて意見の聴取、またアンケート調査などがあて意見の聴取、またアンケート調査などがあ

ったのでしょうか。その点をお伺いします。ったのでしょうか。その点をお伺いします。ったのでしょうか。その点をお伺いします。ったのでしょうか。その点をお伺いします。

次に、３点目ですが、道ではどのような形次に、３点目ですが、道ではどのような形次に、３点目ですが、道ではどのような形次に、３点目ですが、道ではどのような形

で道州制を進めようとしているのか、現時点で道州制を進めようとしているのか、現時点で道州制を進めようとしているのか、現時点で道州制を進めようとしているのか、現時点

での把握内容で結構ですから、教えていただでの把握内容で結構ですから、教えていただでの把握内容で結構ですから、教えていただでの把握内容で結構ですから、教えていただ
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きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

次に、４点目ですが、国では道州制先行実次に、４点目ですが、国では道州制先行実次に、４点目ですが、国では道州制先行実次に、４点目ですが、国では道州制先行実

施に当たって統合交付金、正式には道州制モ施に当たって統合交付金、正式には道州制モ施に当たって統合交付金、正式には道州制モ施に当たって統合交付金、正式には道州制モ

デル事業推進費というそうですが、この１０デル事業推進費というそうですが、この１０デル事業推進費というそうですが、この１０デル事業推進費というそうですが、この１０

０億円を道に交付されるようですが、そして０億円を道に交付されるようですが、そして０億円を道に交付されるようですが、そして０億円を道に交付されるようですが、そして

昨日の新聞ではかなり絞った事業の展開や、昨日の新聞ではかなり絞った事業の展開や、昨日の新聞ではかなり絞った事業の展開や、昨日の新聞ではかなり絞った事業の展開や、

そのため事業費等の扱いが報道されましたが、そのため事業費等の扱いが報道されましたが、そのため事業費等の扱いが報道されましたが、そのため事業費等の扱いが報道されましたが、

その使途についてであります。市としてどのその使途についてであります。市としてどのその使途についてであります。市としてどのその使途についてであります。市としてどの

ような形で利用できるのかを検討されていまような形で利用できるのかを検討されていまような形で利用できるのかを検討されていまような形で利用できるのかを検討されていま

すか。そして、道に対して要望されますかおすか。そして、道に対して要望されますかおすか。そして、道に対して要望されますかおすか。そして、道に対して要望されますかお

伺いします。あわせて道も市町村に対して統伺いします。あわせて道も市町村に対して統伺いします。あわせて道も市町村に対して統伺いします。あわせて道も市町村に対して統

合交付金、正式には「地域政策総合補助金」合交付金、正式には「地域政策総合補助金」合交付金、正式には「地域政策総合補助金」合交付金、正式には「地域政策総合補助金」

ということで、５０億円予算計上されるようということで、５０億円予算計上されるようということで、５０億円予算計上されるようということで、５０億円予算計上されるよう

ですが、市としてどのような事業にあてるおですが、市としてどのような事業にあてるおですが、市としてどのような事業にあてるおですが、市としてどのような事業にあてるお

考えですかお伺いします。考えですかお伺いします。考えですかお伺いします。考えですかお伺いします。

大綱２点目ですが、構造改革特区制度及び大綱２点目ですが、構造改革特区制度及び大綱２点目ですが、構造改革特区制度及び大綱２点目ですが、構造改革特区制度及び

地域再生制度について市長に伺います。国は、地域再生制度について市長に伺います。国は、地域再生制度について市長に伺います。国は、地域再生制度について市長に伺います。国は、

地域活性化のために地域の取り組みに対して地域活性化のために地域の取り組みに対して地域活性化のために地域の取り組みに対して地域活性化のために地域の取り組みに対して

制度的障害を取り除き、必要不可欠な支援を制度的障害を取り除き、必要不可欠な支援を制度的障害を取り除き、必要不可欠な支援を制度的障害を取り除き、必要不可欠な支援を

効率的なものとして実施する必要として、構効率的なものとして実施する必要として、構効率的なものとして実施する必要として、構効率的なものとして実施する必要として、構

造改革と歩調を合わせて地域活性化を支援す造改革と歩調を合わせて地域活性化を支援す造改革と歩調を合わせて地域活性化を支援す造改革と歩調を合わせて地域活性化を支援す

るため、地域からの要望を受けとめ、国の改るため、地域からの要望を受けとめ、国の改るため、地域からの要望を受けとめ、国の改るため、地域からの要望を受けとめ、国の改

革を実現する構造改革特区制度や地域再生本革を実現する構造改革特区制度や地域再生本革を実現する構造改革特区制度や地域再生本革を実現する構造改革特区制度や地域再生本

部での取り組みを進めております。地域の現部での取り組みを進めております。地域の現部での取り組みを進めております。地域の現部での取り組みを進めております。地域の現

場に即した自由な取り組みを可能にするため場に即した自由な取り組みを可能にするため場に即した自由な取り組みを可能にするため場に即した自由な取り組みを可能にするため

にも、地方分権や三位一体改革といった環境にも、地方分権や三位一体改革といった環境にも、地方分権や三位一体改革といった環境にも、地方分権や三位一体改革といった環境

整備が一層必要と、そういう考え方が示され整備が一層必要と、そういう考え方が示され整備が一層必要と、そういう考え方が示され整備が一層必要と、そういう考え方が示され

ました。去る２月２７日、地域再生本部におました。去る２月２７日、地域再生本部におました。去る２月２７日、地域再生本部におました。去る２月２７日、地域再生本部にお

いて地域再生を推進するための具体的な制度いて地域再生を推進するための具体的な制度いて地域再生を推進するための具体的な制度いて地域再生を推進するための具体的な制度

の骨格、国として講ずべき支援措置の内容、の骨格、国として講ずべき支援措置の内容、の骨格、国として講ずべき支援措置の内容、の骨格、国として講ずべき支援措置の内容、

今後のスケジュールなどを盛り込んだ地域再今後のスケジュールなどを盛り込んだ地域再今後のスケジュールなどを盛り込んだ地域再今後のスケジュールなどを盛り込んだ地域再

生推進のためのプログラムを決定されました。生推進のためのプログラムを決定されました。生推進のためのプログラムを決定されました。生推進のためのプログラムを決定されました。

また、昨年１２月に決定した地域再生推進また、昨年１２月に決定した地域再生推進また、昨年１２月に決定した地域再生推進また、昨年１２月に決定した地域再生推進

のための基本指針に基づき、地域経済の活性のための基本指針に基づき、地域経済の活性のための基本指針に基づき、地域経済の活性のための基本指針に基づき、地域経済の活性

化と地域雇用の促進のための地域再生構想の化と地域雇用の促進のための地域再生構想の化と地域雇用の促進のための地域再生構想の化と地域雇用の促進のための地域再生構想の

提案を募集したところ、６７３件、具体的に提案を募集したところ、６７３件、具体的に提案を募集したところ、６７３件、具体的に提案を募集したところ、６７３件、具体的に

は支援策としては１,５５７件に上る提案が寄は支援策としては１,５５７件に上る提案が寄は支援策としては１,５５７件に上る提案が寄は支援策としては１,５５７件に上る提案が寄

せられ、このうち実施可能と判断されたのがせられ、このうち実施可能と判断されたのがせられ、このうち実施可能と判断されたのがせられ、このうち実施可能と判断されたのが

１４１件、うち１１８件は全国を対象とされ１４１件、うち１１８件は全国を対象とされ１４１件、うち１１８件は全国を対象とされ１４１件、うち１１８件は全国を対象とされ

たものと、このように国として講ずべき支援たものと、このように国として講ずべき支援たものと、このように国として講ずべき支援たものと、このように国として講ずべき支援

措置としてこのプログラムに盛り込みました措置としてこのプログラムに盛り込みました措置としてこのプログラムに盛り込みました措置としてこのプログラムに盛り込みました

とあります。さらに、新たに実施が可能となとあります。さらに、新たに実施が可能となとあります。さらに、新たに実施が可能となとあります。さらに、新たに実施が可能とな

る措置には、補助対象施設の有効活用、地域る措置には、補助対象施設の有効活用、地域る措置には、補助対象施設の有効活用、地域る措置には、補助対象施設の有効活用、地域

主導による公物管理の実現、アウトソーシン主導による公物管理の実現、アウトソーシン主導による公物管理の実現、アウトソーシン主導による公物管理の実現、アウトソーシン

グの促進、地域をいかす視点からの制度の改グの促進、地域をいかす視点からの制度の改グの促進、地域をいかす視点からの制度の改グの促進、地域をいかす視点からの制度の改

善等々、政府としてはこのプログラムの実現善等々、政府としてはこのプログラムの実現善等々、政府としてはこのプログラムの実現善等々、政府としてはこのプログラムの実現

に必要な関係９法案を今国会に提出するととに必要な関係９法案を今国会に提出するととに必要な関係９法案を今国会に提出するととに必要な関係９法案を今国会に提出するとと

もに、５月以降地方公共団体から具体的な地もに、５月以降地方公共団体から具体的な地もに、５月以降地方公共団体から具体的な地もに、５月以降地方公共団体から具体的な地

域再生計画を受け付け、認定を行うこととし域再生計画を受け付け、認定を行うこととし域再生計画を受け付け、認定を行うこととし域再生計画を受け付け、認定を行うこととし

ています。ています。ています。ています。

さて、本市が自立して受けている決意と取さて、本市が自立して受けている決意と取さて、本市が自立して受けている決意と取さて、本市が自立して受けている決意と取

り組みを市政執行方針で示されました。地域り組みを市政執行方針で示されました。地域り組みを市政執行方針で示されました。地域り組みを市政執行方針で示されました。地域

活性化のためには、本市の行政や民間企業な活性化のためには、本市の行政や民間企業な活性化のためには、本市の行政や民間企業な活性化のためには、本市の行政や民間企業な

どが主役となって、みずからビジョンを描き、どが主役となって、みずからビジョンを描き、どが主役となって、みずからビジョンを描き、どが主役となって、みずからビジョンを描き、

主体的に行動することが必要と考えます。主体的に行動することが必要と考えます。主体的に行動することが必要と考えます。主体的に行動することが必要と考えます。

そこで、伺いますが、初めに構造改革特区そこで、伺いますが、初めに構造改革特区そこで、伺いますが、初めに構造改革特区そこで、伺いますが、初めに構造改革特区

制度と地域再生制度の違いについてでありま制度と地域再生制度の違いについてでありま制度と地域再生制度の違いについてでありま制度と地域再生制度の違いについてでありま

すが、地域を限定して規制緩和をする構造改すが、地域を限定して規制緩和をする構造改すが、地域を限定して規制緩和をする構造改すが、地域を限定して規制緩和をする構造改

革特区制度と中央から地方への権限移譲を促革特区制度と中央から地方への権限移譲を促革特区制度と中央から地方への権限移譲を促革特区制度と中央から地方への権限移譲を促

進する地域再生制度と言われますが、特区制進する地域再生制度と言われますが、特区制進する地域再生制度と言われますが、特区制進する地域再生制度と言われますが、特区制

度より地域再生制度の取り組みが私はしやす度より地域再生制度の取り組みが私はしやす度より地域再生制度の取り組みが私はしやす度より地域再生制度の取り組みが私はしやす

いのではと考えますものの、この両制度の違いのではと考えますものの、この両制度の違いのではと考えますものの、この両制度の違いのではと考えますものの、この両制度の違

いがどの辺にあるのかを教えていただきたい。いがどの辺にあるのかを教えていただきたい。いがどの辺にあるのかを教えていただきたい。いがどの辺にあるのかを教えていただきたい。

次に、このいずれかの制度に関する取り組次に、このいずれかの制度に関する取り組次に、このいずれかの制度に関する取り組次に、このいずれかの制度に関する取り組

みについてですが、地域活性化を図るためにみについてですが、地域活性化を図るためにみについてですが、地域活性化を図るためにみについてですが、地域活性化を図るために

構造改革特区制度もしくは地域再生制度の取構造改革特区制度もしくは地域再生制度の取構造改革特区制度もしくは地域再生制度の取構造改革特区制度もしくは地域再生制度の取

り組みを考えていますか、その点も伺います。り組みを考えていますか、その点も伺います。り組みを考えていますか、その点も伺います。り組みを考えていますか、その点も伺います。

次に、３点目ですが、北海道中央コンピュ次に、３点目ですが、北海道中央コンピュ次に、３点目ですが、北海道中央コンピュ次に、３点目ですが、北海道中央コンピュ
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ータ・カレッジでのこの制度の活用についてータ・カレッジでのこの制度の活用についてータ・カレッジでのこの制度の活用についてータ・カレッジでのこの制度の活用について

であります。同校は、ＩＴ技術者の養成といであります。同校は、ＩＴ技術者の養成といであります。同校は、ＩＴ技術者の養成といであります。同校は、ＩＴ技術者の養成とい

う専門の職業教育校でありながら、社会ではう専門の職業教育校でありながら、社会ではう専門の職業教育校でありながら、社会ではう専門の職業教育校でありながら、社会では

専門校、特に高校生等は専門校修了あるいは専門校、特に高校生等は専門校修了あるいは専門校、特に高校生等は専門校修了あるいは専門校、特に高校生等は専門校修了あるいは

卒業と受け入れない風潮があります。その理卒業と受け入れない風潮があります。その理卒業と受け入れない風潮があります。その理卒業と受け入れない風潮があります。その理

由としまして、文部科学省系の学校法人営で由としまして、文部科学省系の学校法人営で由としまして、文部科学省系の学校法人営で由としまして、文部科学省系の学校法人営で

あれば専門校卒業となり、そして専門士と名あれば専門校卒業となり、そして専門士と名あれば専門校卒業となり、そして専門士と名あれば専門校卒業となり、そして専門士と名

乗ることができます。しかし、同校の卒業生乗ることができます。しかし、同校の卒業生乗ることができます。しかし、同校の卒業生乗ることができます。しかし、同校の卒業生

は職業訓練校のため、技能士ということになは職業訓練校のため、技能士ということになは職業訓練校のため、技能士ということになは職業訓練校のため、技能士ということにな

り、何かしらその身分が軽く見られるようなり、何かしらその身分が軽く見られるようなり、何かしらその身分が軽く見られるようなり、何かしらその身分が軽く見られるような

印象であります。そのため、学生募集に同校印象であります。そのため、学生募集に同校印象であります。そのため、学生募集に同校印象であります。そのため、学生募集に同校

教職員は日常ふだんから懸命な取り組みを行教職員は日常ふだんから懸命な取り組みを行教職員は日常ふだんから懸命な取り組みを行教職員は日常ふだんから懸命な取り組みを行

っております。教育課程では、専門校が年間っております。教育課程では、専門校が年間っております。教育課程では、専門校が年間っております。教育課程では、専門校が年間

平均９００時間から１,０００時間のところ、平均９００時間から１,０００時間のところ、平均９００時間から１,０００時間のところ、平均９００時間から１,０００時間のところ、

同校は１,４００時間を超える授業時数をこな同校は１,４００時間を超える授業時数をこな同校は１,４００時間を超える授業時数をこな同校は１,４００時間を超える授業時数をこな

しております。さらに、在校生には、技術のしております。さらに、在校生には、技術のしております。さらに、在校生には、技術のしております。さらに、在校生には、技術の

向上や国家資格取得をさせるため、補修授業向上や国家資格取得をさせるため、補修授業向上や国家資格取得をさせるため、補修授業向上や国家資格取得をさせるため、補修授業

等に時間を割いているのが実情であります。等に時間を割いているのが実情であります。等に時間を割いているのが実情であります。等に時間を割いているのが実情であります。

１７年度には、開設から４回目の機器更新年１７年度には、開設から４回目の機器更新年１７年度には、開設から４回目の機器更新年１７年度には、開設から４回目の機器更新年

に当たりまして、機器の更新に当たって最新に当たりまして、機器の更新に当たって最新に当たりまして、機器の更新に当たって最新に当たりまして、機器の更新に当たって最新

鋭の機器導入の検討が現在進められておりま鋭の機器導入の検討が現在進められておりま鋭の機器導入の検討が現在進められておりま鋭の機器導入の検討が現在進められておりま

すけれども、この５年ごとに更新されるといすけれども、この５年ごとに更新されるといすけれども、この５年ごとに更新されるといすけれども、この５年ごとに更新されるとい

うことは、他の専門校といえども容易ではなうことは、他の専門校といえども容易ではなうことは、他の専門校といえども容易ではなうことは、他の専門校といえども容易ではな

いはずであります。この有利な条件を活用しいはずであります。この有利な条件を活用しいはずであります。この有利な条件を活用しいはずであります。この有利な条件を活用し

つつ、地域再生事業で同校を１つの案としてつつ、地域再生事業で同校を１つの案としてつつ、地域再生事業で同校を１つの案としてつつ、地域再生事業で同校を１つの案として

専門校となれる。２つ目の案として専修短大専門校となれる。２つ目の案として専修短大専門校となれる。２つ目の案として専修短大専門校となれる。２つ目の案として専修短大

の１学科として提携する。３つ目として地域の１学科として提携する。３つ目として地域の１学科として提携する。３つ目として地域の１学科として提携する。３つ目として地域

人材開発センターと提携するなど、地域再生人材開発センターと提携するなど、地域再生人材開発センターと提携するなど、地域再生人材開発センターと提携するなど、地域再生

事業の案件として提案の可能性について調査、事業の案件として提案の可能性について調査、事業の案件として提案の可能性について調査、事業の案件として提案の可能性について調査、

検討の考えはありますでしょうかお伺いいた検討の考えはありますでしょうかお伺いいた検討の考えはありますでしょうかお伺いいた検討の考えはありますでしょうかお伺いいた

します。します。します。します。

大綱３点目、森林や林業に対する意識向上大綱３点目、森林や林業に対する意識向上大綱３点目、森林や林業に対する意識向上大綱３点目、森林や林業に対する意識向上

のため、学習の機会の提供について教育長にのため、学習の機会の提供について教育長にのため、学習の機会の提供について教育長にのため、学習の機会の提供について教育長に

お伺いします。森林は、国土の保全、水源のお伺いします。森林は、国土の保全、水源のお伺いします。森林は、国土の保全、水源のお伺いします。森林は、国土の保全、水源の

涵養、自然環境の保全、地球温暖化防止など涵養、自然環境の保全、地球温暖化防止など涵養、自然環境の保全、地球温暖化防止など涵養、自然環境の保全、地球温暖化防止など

多面的な機能を有していると言われています。多面的な機能を有していると言われています。多面的な機能を有していると言われています。多面的な機能を有していると言われています。

しかしながら、これまでの森林には木材を供しかしながら、これまでの森林には木材を供しかしながら、これまでの森林には木材を供しかしながら、これまでの森林には木材を供

給する役割りに重きが置かれてきたため、徐給する役割りに重きが置かれてきたため、徐給する役割りに重きが置かれてきたため、徐給する役割りに重きが置かれてきたため、徐

々に貴重な天然林資源が減少し、その豊かさ々に貴重な天然林資源が減少し、その豊かさ々に貴重な天然林資源が減少し、その豊かさ々に貴重な天然林資源が減少し、その豊かさ

が損なわれてきた面もありました。また、林が損なわれてきた面もありました。また、林が損なわれてきた面もありました。また、林が損なわれてきた面もありました。また、林

産物の供給などを通じて森林を支えてきた林産物の供給などを通じて森林を支えてきた林産物の供給などを通じて森林を支えてきた林産物の供給などを通じて森林を支えてきた林

業や木材産業等は輸入木材の増加などの厳し業や木材産業等は輸入木材の増加などの厳し業や木材産業等は輸入木材の増加などの厳し業や木材産業等は輸入木材の増加などの厳し

い情勢から需要活動が停滞しており、このまい情勢から需要活動が停滞しており、このまい情勢から需要活動が停滞しており、このまい情勢から需要活動が停滞しており、このま

までは森林の整備や保全に支障を来し、森林までは森林の整備や保全に支障を来し、森林までは森林の整備や保全に支障を来し、森林までは森林の整備や保全に支障を来し、森林

の多面的機能の持続的な発揮が危ぶまれる状の多面的機能の持続的な発揮が危ぶまれる状の多面的機能の持続的な発揮が危ぶまれる状の多面的機能の持続的な発揮が危ぶまれる状

況となっていると言われています。本市では、況となっていると言われています。本市では、況となっていると言われています。本市では、況となっていると言われています。本市では、

緑の週間に市民植樹祭等と銘打って、市民多緑の週間に市民植樹祭等と銘打って、市民多緑の週間に市民植樹祭等と銘打って、市民多緑の週間に市民植樹祭等と銘打って、市民多

数の参加を得て、東明公園を中心に桜、ツツ数の参加を得て、東明公園を中心に桜、ツツ数の参加を得て、東明公園を中心に桜、ツツ数の参加を得て、東明公園を中心に桜、ツツ

ジ、ナナカマドなどの植樹がなされていましジ、ナナカマドなどの植樹がなされていましジ、ナナカマドなどの植樹がなされていましジ、ナナカマドなどの植樹がなされていまし

たし、最近では桜ロードプロジェクト推進協たし、最近では桜ロードプロジェクト推進協たし、最近では桜ロードプロジェクト推進協たし、最近では桜ロードプロジェクト推進協

議会での桜の里づくりにおいて東明公園や旭議会での桜の里づくりにおいて東明公園や旭議会での桜の里づくりにおいて東明公園や旭議会での桜の里づくりにおいて東明公園や旭

公園に桜を植樹、また翠明通の街路樹として公園に桜を植樹、また翠明通の街路樹として公園に桜を植樹、また翠明通の街路樹として公園に桜を植樹、また翠明通の街路樹として

桜が植樹をされ、桜を通して美唄の知名度を桜が植樹をされ、桜を通して美唄の知名度を桜が植樹をされ、桜を通して美唄の知名度を桜が植樹をされ、桜を通して美唄の知名度を

高める事業を推進されています。本市の森林高める事業を推進されています。本市の森林高める事業を推進されています。本市の森林高める事業を推進されています。本市の森林

面積１万２,３３８ヘクタールは、市の総面積面積１万２,３３８ヘクタールは、市の総面積面積１万２,３３８ヘクタールは、市の総面積面積１万２,３３８ヘクタールは、市の総面積

２万７,７６１ヘクタールの約４４％を占めて２万７,７６１ヘクタールの約４４％を占めて２万７,７６１ヘクタールの約４４％を占めて２万７,７６１ヘクタールの約４４％を占めて

おります。そのうち国有林が１,８２８ヘクタおります。そのうち国有林が１,８２８ヘクタおります。そのうち国有林が１,８２８ヘクタおります。そのうち国有林が１,８２８ヘクタ

ール、道有林が３,４３２ヘクタール、市有林ール、道有林が３,４３２ヘクタール、市有林ール、道有林が３,４３２ヘクタール、市有林ール、道有林が３,４３２ヘクタール、市有林

が７１７ヘクタール、私有林が６,３６０ヘクが７１７ヘクタール、私有林が６,３６０ヘクが７１７ヘクタール、私有林が６,３６０ヘクが７１７ヘクタール、私有林が６,３６０ヘク

タールと、このうち天然林が７,０９３ヘクタタールと、このうち天然林が７,０９３ヘクタタールと、このうち天然林が７,０９３ヘクタタールと、このうち天然林が７,０９３ヘクタ

ール、人工林が４,１４２ヘクタールとされてール、人工林が４,１４２ヘクタールとされてール、人工林が４,１４２ヘクタールとされてール、人工林が４,１４２ヘクタールとされて

おります。そして、森林、林業の保育、いわおります。そして、森林、林業の保育、いわおります。そして、森林、林業の保育、いわおります。そして、森林、林業の保育、いわ

ゆる育成や保全ですけれども、本市の森林整ゆる育成や保全ですけれども、本市の森林整ゆる育成や保全ですけれども、本市の森林整ゆる育成や保全ですけれども、本市の森林整

備計画をもって進めておられるとお聞きして備計画をもって進めておられるとお聞きして備計画をもって進めておられるとお聞きして備計画をもって進めておられるとお聞きして

おります。おります。おります。おります。

そこで、教育長にお伺いしますが、初めにそこで、教育長にお伺いしますが、初めにそこで、教育長にお伺いしますが、初めにそこで、教育長にお伺いしますが、初めに

学校林を有している学校は何校ありますか。学校林を有している学校は何校ありますか。学校林を有している学校は何校ありますか。学校林を有している学校は何校ありますか。

その育成と保全対策についてどのようにとらその育成と保全対策についてどのようにとらその育成と保全対策についてどのようにとらその育成と保全対策についてどのようにとら
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れていますか教えてください。れていますか教えてください。れていますか教えてください。れていますか教えてください。

次に、青少年に向けて、森林、林業に対す次に、青少年に向けて、森林、林業に対す次に、青少年に向けて、森林、林業に対す次に、青少年に向けて、森林、林業に対す

る学習機会の提供として道の指導者養成研修る学習機会の提供として道の指導者養成研修る学習機会の提供として道の指導者養成研修る学習機会の提供として道の指導者養成研修

についてでありますが、道の森林づくり施策についてでありますが、道の森林づくり施策についてでありますが、道の森林づくり施策についてでありますが、道の森林づくり施策

では小・中学校の教職員などを対象とした指では小・中学校の教職員などを対象とした指では小・中学校の教職員などを対象とした指では小・中学校の教職員などを対象とした指

導者養成研修、いわゆるグリーンスクールと導者養成研修、いわゆるグリーンスクールと導者養成研修、いわゆるグリーンスクールと導者養成研修、いわゆるグリーンスクールと

言われていますが、夏休みや冬休みの期間を言われていますが、夏休みや冬休みの期間を言われていますが、夏休みや冬休みの期間を言われていますが、夏休みや冬休みの期間を

利用して実施されているようですが、この目利用して実施されているようですが、この目利用して実施されているようですが、この目利用して実施されているようですが、この目

的は研修で学んだことが学校の授業でいかさ的は研修で学んだことが学校の授業でいかさ的は研修で学んだことが学校の授業でいかさ的は研修で学んだことが学校の授業でいかさ

れ、先生による自主的な森林環境教育の取りれ、先生による自主的な森林環境教育の取りれ、先生による自主的な森林環境教育の取りれ、先生による自主的な森林環境教育の取り

組みが各地で展開されることが期待されてい組みが各地で展開されることが期待されてい組みが各地で展開されることが期待されてい組みが各地で展開されることが期待されてい

ます。本市の場合、参加された実績がありまます。本市の場合、参加された実績がありまます。本市の場合、参加された実績がありまます。本市の場合、参加された実績がありま

すか、お伺いします。すか、お伺いします。すか、お伺いします。すか、お伺いします。

次に、３点目ですが、児童・生徒を対象に次に、３点目ですが、児童・生徒を対象に次に、３点目ですが、児童・生徒を対象に次に、３点目ですが、児童・生徒を対象に

した森林の大切さの教育について、何学年でした森林の大切さの教育について、何学年でした森林の大切さの教育について、何学年でした森林の大切さの教育について、何学年で

どのような教科でどのような時間に指導されどのような教科でどのような時間に指導されどのような教科でどのような時間に指導されどのような教科でどのような時間に指導され

ていますか伺います。ていますか伺います。ていますか伺います。ていますか伺います。

次に、４点目ですが、道立林業試験場等と次に、４点目ですが、道立林業試験場等と次に、４点目ですが、道立林業試験場等と次に、４点目ですが、道立林業試験場等と

の連携や活用など、具体的な取り組みについの連携や活用など、具体的な取り組みについの連携や活用など、具体的な取り組みについの連携や活用など、具体的な取り組みについ

てでありますが、指導者研修や児童生徒の森てでありますが、指導者研修や児童生徒の森てでありますが、指導者研修や児童生徒の森てでありますが、指導者研修や児童生徒の森

林環境教育の実施に当たって、地元にある林林環境教育の実施に当たって、地元にある林林環境教育の実施に当たって、地元にある林林環境教育の実施に当たって、地元にある林

業試験場等との連携や利活用が図られていま業試験場等との連携や利活用が図られていま業試験場等との連携や利活用が図られていま業試験場等との連携や利活用が図られていま

すかお伺いします。すかお伺いします。すかお伺いします。すかお伺いします。

大綱４点目、小・中学校のスキー授業につ大綱４点目、小・中学校のスキー授業につ大綱４点目、小・中学校のスキー授業につ大綱４点目、小・中学校のスキー授業につ

いてお伺いします。昨今スキーに親しむ人々いてお伺いします。昨今スキーに親しむ人々いてお伺いします。昨今スキーに親しむ人々いてお伺いします。昨今スキーに親しむ人々

が減少傾向にあるようですが、冬のスポーツが減少傾向にあるようですが、冬のスポーツが減少傾向にあるようですが、冬のスポーツが減少傾向にあるようですが、冬のスポーツ

としてなれ親しむことが大切ではないかと考としてなれ親しむことが大切ではないかと考としてなれ親しむことが大切ではないかと考としてなれ親しむことが大切ではないかと考

えております。教育委員会としても、スキーえております。教育委員会としても、スキーえております。教育委員会としても、スキーえております。教育委員会としても、スキー

授業にはスクールバスを配車して負担の軽減授業にはスクールバスを配車して負担の軽減授業にはスクールバスを配車して負担の軽減授業にはスクールバスを配車して負担の軽減

を図っているのではないでしょうか。を図っているのではないでしょうか。を図っているのではないでしょうか。を図っているのではないでしょうか。

そこで、最初に伺いますが、小学校８校とそこで、最初に伺いますが、小学校８校とそこで、最初に伺いますが、小学校８校とそこで、最初に伺いますが、小学校８校と

中学校６校のうち、授業に取り入れているの中学校６校のうち、授業に取り入れているの中学校６校のうち、授業に取り入れているの中学校６校のうち、授業に取り入れているの

は何校でしょうか。は何校でしょうか。は何校でしょうか。は何校でしょうか。

次に、一冬、いわゆるワンシーズンの授業次に、一冬、いわゆるワンシーズンの授業次に、一冬、いわゆるワンシーズンの授業次に、一冬、いわゆるワンシーズンの授業

時間はどの程度行われていますか。時間はどの程度行われていますか。時間はどの程度行われていますか。時間はどの程度行われていますか。

次に、本市にも国設スキー場がありますが、次に、本市にも国設スキー場がありますが、次に、本市にも国設スキー場がありますが、次に、本市にも国設スキー場がありますが、

学校のスキー授業等を行う場合、どこのスキ学校のスキー授業等を行う場合、どこのスキ学校のスキー授業等を行う場合、どこのスキ学校のスキー授業等を行う場合、どこのスキ

ー場を利用しているのか伺います。ー場を利用しているのか伺います。ー場を利用しているのか伺います。ー場を利用しているのか伺います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 福庄議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 福庄議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 福庄議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 福庄議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、道州制について、道州制に対する初めに、道州制について、道州制に対する初めに、道州制について、道州制に対する初めに、道州制について、道州制に対する

考え方についてでございますけれども、道州考え方についてでございますけれども、道州考え方についてでございますけれども、道州考え方についてでございますけれども、道州

制については国と地方の関係に新たな道を開制については国と地方の関係に新たな道を開制については国と地方の関係に新たな道を開制については国と地方の関係に新たな道を開

くものであり、地域の自己決定権の拡大や地くものであり、地域の自己決定権の拡大や地くものであり、地域の自己決定権の拡大や地くものであり、地域の自己決定権の拡大や地

域発展の可能性を高めるなど、行政と地域経域発展の可能性を高めるなど、行政と地域経域発展の可能性を高めるなど、行政と地域経域発展の可能性を高めるなど、行政と地域経

済の仕組みを大きく変えるものととらえてお済の仕組みを大きく変えるものととらえてお済の仕組みを大きく変えるものととらえてお済の仕組みを大きく変えるものととらえてお

ります。ります。ります。ります。

今回の道州制特区は、北海道をモデル地域今回の道州制特区は、北海道をモデル地域今回の道州制特区は、北海道をモデル地域今回の道州制特区は、北海道をモデル地域

として先行実施することで、北海道の特性をとして先行実施することで、北海道の特性をとして先行実施することで、北海道の特性をとして先行実施することで、北海道の特性を

いかした住民サービスの実現や経済活性化ないかした住民サービスの実現や経済活性化ないかした住民サービスの実現や経済活性化ないかした住民サービスの実現や経済活性化な

どにつながるものと考えているところでござどにつながるものと考えているところでござどにつながるものと考えているところでござどにつながるものと考えているところでござ

います。います。います。います。

次に、道州制に関する道からの意見聴取な次に、道州制に関する道からの意見聴取な次に、道州制に関する道からの意見聴取な次に、道州制に関する道からの意見聴取な

どについてでございますけれども、平成１４どについてでございますけれども、平成１４どについてでございますけれども、平成１４どについてでございますけれども、平成１４

年１２月に道州制検討に関する市町村長アン年１２月に道州制検討に関する市町村長アン年１２月に道州制検討に関する市町村長アン年１２月に道州制検討に関する市町村長アン

ケートが実施をされました。ケートが実施をされました。ケートが実施をされました。ケートが実施をされました。

また、本年１月に市町村に対して道州制のまた、本年１月に市町村に対して道州制のまた、本年１月に市町村に対して道州制のまた、本年１月に市町村に対して道州制の

先行実施に向けた取り組みに係る提案募集が先行実施に向けた取り組みに係る提案募集が先行実施に向けた取り組みに係る提案募集が先行実施に向けた取り組みに係る提案募集が

行われ、今月には道が策定した「道州制プロ行われ、今月には道が策定した「道州制プロ行われ、今月には道が策定した「道州制プロ行われ、今月には道が策定した「道州制プロ

グラム案」及び「平成１６年度道州制推進プグラム案」及び「平成１６年度道州制推進プグラム案」及び「平成１６年度道州制推進プグラム案」及び「平成１６年度道州制推進プ

ラン案」に対する提案募集が行われておりまラン案」に対する提案募集が行われておりまラン案」に対する提案募集が行われておりまラン案」に対する提案募集が行われておりま

す。本市では、現在全庁的にこの提案に関し、す。本市では、現在全庁的にこの提案に関し、す。本市では、現在全庁的にこの提案に関し、す。本市では、現在全庁的にこの提案に関し、

検討を行っているところでございます。検討を行っているところでございます。検討を行っているところでございます。検討を行っているところでございます。

次に、道州制の進め方についてでございま次に、道州制の進め方についてでございま次に、道州制の進め方についてでございま次に、道州制の進め方についてでございま

すけれども、道は「道州制プログラム」及びすけれども、道は「道州制プログラム」及びすけれども、道は「道州制プログラム」及びすけれども、道は「道州制プログラム」及び

「平成１６年度道州制推進プラン」を策定し、「平成１６年度道州制推進プラン」を策定し、「平成１６年度道州制推進プラン」を策定し、「平成１６年度道州制推進プラン」を策定し、

本年４月にこれらを国に提案すると聞いてお本年４月にこれらを国に提案すると聞いてお本年４月にこれらを国に提案すると聞いてお本年４月にこれらを国に提案すると聞いてお



－ －104104104104

ります。取り組みの進め方としては、４年間ります。取り組みの進め方としては、４年間ります。取り組みの進め方としては、４年間ります。取り組みの進め方としては、４年間

を目途とした規制緩和、権限移譲等の先行実を目途とした規制緩和、権限移譲等の先行実を目途とした規制緩和、権限移譲等の先行実を目途とした規制緩和、権限移譲等の先行実

施を行った後、対象分野の拡大などの期間を施を行った後、対象分野の拡大などの期間を施を行った後、対象分野の拡大などの期間を施を行った後、対象分野の拡大などの期間を

経て、道州制の本格実施に至るという３段階経て、道州制の本格実施に至るという３段階経て、道州制の本格実施に至るという３段階経て、道州制の本格実施に至るという３段階

で進めていくとの説明を受けているところでで進めていくとの説明を受けているところでで進めていくとの説明を受けているところでで進めていくとの説明を受けているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

道州制に関しましては、今後とも国や道の道州制に関しましては、今後とも国や道の道州制に関しましては、今後とも国や道の道州制に関しましては、今後とも国や道の

動きを注視し、情報収集に努めてまいりたい動きを注視し、情報収集に努めてまいりたい動きを注視し、情報収集に努めてまいりたい動きを注視し、情報収集に努めてまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

次に、道州制に関する国の予算についてで次に、道州制に関する国の予算についてで次に、道州制に関する国の予算についてで次に、道州制に関する国の予算についてで

ございますけれども、新年度の開発予算に計ございますけれども、新年度の開発予算に計ございますけれども、新年度の開発予算に計ございますけれども、新年度の開発予算に計

上された道州制モデル事業推進費については、上された道州制モデル事業推進費については、上された道州制モデル事業推進費については、上された道州制モデル事業推進費については、

先ごろ道において平成１６年度から４年間の先ごろ道において平成１６年度から４年間の先ごろ道において平成１６年度から４年間の先ごろ道において平成１６年度から４年間の

事業計画の概要をまとめ、防災、環境、観光事業計画の概要をまとめ、防災、環境、観光事業計画の概要をまとめ、防災、環境、観光事業計画の概要をまとめ、防災、環境、観光

の３分野に絞って展開する方針であり、平成の３分野に絞って展開する方針であり、平成の３分野に絞って展開する方針であり、平成の３分野に絞って展開する方針であり、平成

１６年度については６月の定例道議会に関連１６年度については６月の定例道議会に関連１６年度については６月の定例道議会に関連１６年度については６月の定例道議会に関連

する補正予算案を提出するとの報道がございする補正予算案を提出するとの報道がございする補正予算案を提出するとの報道がございする補正予算案を提出するとの報道がござい

ました。ました。ました。ました。

道から詳しい説明はまだありませんが、こ道から詳しい説明はまだありませんが、こ道から詳しい説明はまだありませんが、こ道から詳しい説明はまだありませんが、こ

の予算に関しましては今後さらに情報収集にの予算に関しましては今後さらに情報収集にの予算に関しましては今後さらに情報収集にの予算に関しましては今後さらに情報収集に

努め、本市での活用について検討していきた努め、本市での活用について検討していきた努め、本市での活用について検討していきた努め、本市での活用について検討していきた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、道の補助制度についてでございます次に、道の補助制度についてでございます次に、道の補助制度についてでございます次に、道の補助制度についてでございます

けれども、道が平成１６年度で予算措置をしけれども、道が平成１６年度で予算措置をしけれども、道が平成１６年度で予算措置をしけれども、道が平成１６年度で予算措置をし

ている「地域政策総合補助金」については地ている「地域政策総合補助金」については地ている「地域政策総合補助金」については地ている「地域政策総合補助金」については地

域の創意工夫による主体的な事業展開を促進域の創意工夫による主体的な事業展開を促進域の創意工夫による主体的な事業展開を促進域の創意工夫による主体的な事業展開を促進

するために、総合企画部所管の地域政策補助するために、総合企画部所管の地域政策補助するために、総合企画部所管の地域政策補助するために、総合企画部所管の地域政策補助

金に新産業育成や新規農産物の導入などを目金に新産業育成や新規農産物の導入などを目金に新産業育成や新規農産物の導入などを目金に新産業育成や新規農産物の導入などを目

的とした経済部、農政部、水産林務部の補助的とした経済部、農政部、水産林務部の補助的とした経済部、農政部、水産林務部の補助的とした経済部、農政部、水産林務部の補助

事業を統合したものと聞いております。事業を統合したものと聞いております。事業を統合したものと聞いております。事業を統合したものと聞いております。

本市では、この補助金を活用した事業とし本市では、この補助金を活用した事業とし本市では、この補助金を活用した事業とし本市では、この補助金を活用した事業とし

て、「小麦食害対策事業」、「小規模土地改て、「小麦食害対策事業」、「小規模土地改て、「小麦食害対策事業」、「小規模土地改て、「小麦食害対策事業」、「小規模土地改

良事業」の２事業を考えているところでござ良事業」の２事業を考えているところでござ良事業」の２事業を考えているところでござ良事業」の２事業を考えているところでござ

います。います。います。います。

次に、構造改革特区及び地域再生制度の違次に、構造改革特区及び地域再生制度の違次に、構造改革特区及び地域再生制度の違次に、構造改革特区及び地域再生制度の違

いについてでございますけれども、構造改革いについてでございますけれども、構造改革いについてでございますけれども、構造改革いについてでございますけれども、構造改革

特区制度は地方公共団体や民間事業者等の自特区制度は地方公共団体や民間事業者等の自特区制度は地方公共団体や民間事業者等の自特区制度は地方公共団体や民間事業者等の自

発的な立案により、地域の特性に応じた規制発的な立案により、地域の特性に応じた規制発的な立案により、地域の特性に応じた規制発的な立案により、地域の特性に応じた規制

の特例を設けることで、地域の創意工夫がいの特例を設けることで、地域の創意工夫がいの特例を設けることで、地域の創意工夫がいの特例を設けることで、地域の創意工夫がい

かされ、地域経済の活性化を図ろうとする、かされ、地域経済の活性化を図ろうとする、かされ、地域経済の活性化を図ろうとする、かされ、地域経済の活性化を図ろうとする、

いわゆる地域限定型の規制緩和であります。いわゆる地域限定型の規制緩和であります。いわゆる地域限定型の規制緩和であります。いわゆる地域限定型の規制緩和であります。

地域再生制度は、構造改革特区などで培われ地域再生制度は、構造改革特区などで培われ地域再生制度は、構造改革特区などで培われ地域再生制度は、構造改革特区などで培われ

た地域の自立の精神と活性化の芽を今後さらた地域の自立の精神と活性化の芽を今後さらた地域の自立の精神と活性化の芽を今後さらた地域の自立の精神と活性化の芽を今後さら

に大きくしていくことを目的に、全国を対象に大きくしていくことを目的に、全国を対象に大きくしていくことを目的に、全国を対象に大きくしていくことを目的に、全国を対象

とした規制緩和や国から地方への権限移譲、とした規制緩和や国から地方への権限移譲、とした規制緩和や国から地方への権限移譲、とした規制緩和や国から地方への権限移譲、

行政サービスの民間開放など幅広い分野に支行政サービスの民間開放など幅広い分野に支行政サービスの民間開放など幅広い分野に支行政サービスの民間開放など幅広い分野に支

援措置を行おうとするものでございます。援措置を行おうとするものでございます。援措置を行おうとするものでございます。援措置を行おうとするものでございます。

次に、制度に関する取り組みについてでご次に、制度に関する取り組みについてでご次に、制度に関する取り組みについてでご次に、制度に関する取り組みについてでご

ざいますけれども、これまで構造改革特区にざいますけれども、これまで構造改革特区にざいますけれども、これまで構造改革特区にざいますけれども、これまで構造改革特区に

つきましては、構造改革特区庁内検討委員会つきましては、構造改革特区庁内検討委員会つきましては、構造改革特区庁内検討委員会つきましては、構造改革特区庁内検討委員会

において検討するとともに、市のホームペーにおいて検討するとともに、市のホームペーにおいて検討するとともに、市のホームペーにおいて検討するとともに、市のホームペー

ジやメロディーにおいて企業や団体へのアイジやメロディーにおいて企業や団体へのアイジやメロディーにおいて企業や団体へのアイジやメロディーにおいて企業や団体へのアイ

ディア募集や市内に立地している企業への訪ディア募集や市内に立地している企業への訪ディア募集や市内に立地している企業への訪ディア募集や市内に立地している企業への訪

問などを通じて周知をしてきたところでござ問などを通じて周知をしてきたところでござ問などを通じて周知をしてきたところでござ問などを通じて周知をしてきたところでござ

います。います。います。います。

この中で雪氷冷熱エネルギー導入に係る補この中で雪氷冷熱エネルギー導入に係る補この中で雪氷冷熱エネルギー導入に係る補この中で雪氷冷熱エネルギー導入に係る補

助対象要件の緩和や工場増設に係る建築基準助対象要件の緩和や工場増設に係る建築基準助対象要件の緩和や工場増設に係る建築基準助対象要件の緩和や工場増設に係る建築基準

法の規制緩和についての応募がありましたが、法の規制緩和についての応募がありましたが、法の規制緩和についての応募がありましたが、法の規制緩和についての応募がありましたが、

提案するまでには至っておりませんので、他提案するまでには至っておりませんので、他提案するまでには至っておりませんので、他提案するまでには至っておりませんので、他

の分野についても引き続き検討していくことの分野についても引き続き検討していくことの分野についても引き続き検討していくことの分野についても引き続き検討していくこと

といたしております。といたしております。といたしております。といたしております。

また、地域再生制度につきましては、今回また、地域再生制度につきましては、今回また、地域再生制度につきましては、今回また、地域再生制度につきましては、今回

示されました地域再生プログラムでは補助対示されました地域再生プログラムでは補助対示されました地域再生プログラムでは補助対示されました地域再生プログラムでは補助対

象施設の有効活用や国等が管理する道路や河象施設の有効活用や国等が管理する道路や河象施設の有効活用や国等が管理する道路や河象施設の有効活用や国等が管理する道路や河

川についても市町村が柔軟に使うことができ川についても市町村が柔軟に使うことができ川についても市町村が柔軟に使うことができ川についても市町村が柔軟に使うことができ

るようになるなど、広範囲にわたっておりまるようになるなど、広範囲にわたっておりまるようになるなど、広範囲にわたっておりまるようになるなど、広範囲にわたっておりま

すので、今後構造改革特区とあわせて検討しすので、今後構造改革特区とあわせて検討しすので、今後構造改革特区とあわせて検討しすので、今後構造改革特区とあわせて検討し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。
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最後に、この制度の活用についてでござい最後に、この制度の活用についてでござい最後に、この制度の活用についてでござい最後に、この制度の活用についてでござい

ますけれども、北海道中央コンピュータ・カますけれども、北海道中央コンピュータ・カますけれども、北海道中央コンピュータ・カますけれども、北海道中央コンピュータ・カ

レッジは平成元年に開校以来、これまで多くレッジは平成元年に開校以来、これまで多くレッジは平成元年に開校以来、これまで多くレッジは平成元年に開校以来、これまで多く

の人材を社会に輩出し、情報処理技術者としの人材を社会に輩出し、情報処理技術者としの人材を社会に輩出し、情報処理技術者としの人材を社会に輩出し、情報処理技術者とし

て情報関連企業をはじめ、多くの分野で活躍て情報関連企業をはじめ、多くの分野で活躍て情報関連企業をはじめ、多くの分野で活躍て情報関連企業をはじめ、多くの分野で活躍

をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

現在進学及び資格につきましては、情報処現在進学及び資格につきましては、情報処現在進学及び資格につきましては、情報処現在進学及び資格につきましては、情報処

理科において産能短期大学通信教育課程の履理科において産能短期大学通信教育課程の履理科において産能短期大学通信教育課程の履理科において産能短期大学通信教育課程の履

修科目をカリキュラムに組み入れまして、単修科目をカリキュラムに組み入れまして、単修科目をカリキュラムに組み入れまして、単修科目をカリキュラムに組み入れまして、単

位取得によって短大卒の資格が得られ、さら位取得によって短大卒の資格が得られ、さら位取得によって短大卒の資格が得られ、さら位取得によって短大卒の資格が得られ、さら

に４年制の北海道職業能力開発大学校の応用に４年制の北海道職業能力開発大学校の応用に４年制の北海道職業能力開発大学校の応用に４年制の北海道職業能力開発大学校の応用

課程への進学も可能となっております。課程への進学も可能となっております。課程への進学も可能となっております。課程への進学も可能となっております。

しかし、少子化や大都市志向等の影響もあしかし、少子化や大都市志向等の影響もあしかし、少子化や大都市志向等の影響もあしかし、少子化や大都市志向等の影響もあ

り、学生の確保が大変厳しい状況にございまり、学生の確保が大変厳しい状況にございまり、学生の確保が大変厳しい状況にございまり、学生の確保が大変厳しい状況にございま

す。このため、北海道中央コンピュータ・カす。このため、北海道中央コンピュータ・カす。このため、北海道中央コンピュータ・カす。このため、北海道中央コンピュータ・カ

レッジの方向性を検討することが必要であるレッジの方向性を検討することが必要であるレッジの方向性を検討することが必要であるレッジの方向性を検討することが必要である

ことから制度の活用を含め、調査・検討してことから制度の活用を含め、調査・検討してことから制度の活用を含め、調査・検討してことから制度の活用を含め、調査・検討して

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 福庄議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 福庄議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 福庄議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 福庄議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、学校林を有している学校について初めに、学校林を有している学校について初めに、学校林を有している学校について初めに、学校林を有している学校について

でありますが、中央小学校、東小学校、美唄でありますが、中央小学校、東小学校、美唄でありますが、中央小学校、東小学校、美唄でありますが、中央小学校、東小学校、美唄

中学校、東中学校が共有する学校林が１カ所、中学校、東中学校が共有する学校林が１カ所、中学校、東中学校が共有する学校林が１カ所、中学校、東中学校が共有する学校林が１カ所、

光珠内中央小学校が所有する学校林１カ所の光珠内中央小学校が所有する学校林１カ所の光珠内中央小学校が所有する学校林１カ所の光珠内中央小学校が所有する学校林１カ所の

計２か所でございます。計２か所でございます。計２か所でございます。計２か所でございます。

その育成と保全対策についてでありますが、その育成と保全対策についてでありますが、その育成と保全対策についてでありますが、その育成と保全対策についてでありますが、

４校共有の学校林につきましては、市内有識４校共有の学校林につきましては、市内有識４校共有の学校林につきましては、市内有識４校共有の学校林につきましては、市内有識

者と学校関係者による共同管理委員会を設け、者と学校関係者による共同管理委員会を設け、者と学校関係者による共同管理委員会を設け、者と学校関係者による共同管理委員会を設け、

各校が負担金を拠出し、草刈りなどを実施し各校が負担金を拠出し、草刈りなどを実施し各校が負担金を拠出し、草刈りなどを実施し各校が負担金を拠出し、草刈りなどを実施し

てまいりましたが、先日３月２日の管理委員てまいりましたが、先日３月２日の管理委員てまいりましたが、先日３月２日の管理委員てまいりましたが、先日３月２日の管理委員

会におきまして、今後の活用のあり方等につ会におきまして、今後の活用のあり方等につ会におきまして、今後の活用のあり方等につ会におきまして、今後の活用のあり方等につ

いて意見交換がなされ、次回以降に具体的ないて意見交換がなされ、次回以降に具体的ないて意見交換がなされ、次回以降に具体的ないて意見交換がなされ、次回以降に具体的な

活用方法が話し合われると聞いております。活用方法が話し合われると聞いております。活用方法が話し合われると聞いております。活用方法が話し合われると聞いております。

また、ＰＴＡが中心となって管理をしておまた、ＰＴＡが中心となって管理をしておまた、ＰＴＡが中心となって管理をしておまた、ＰＴＡが中心となって管理をしてお

ります光珠内中央小学校の学校林につきましります光珠内中央小学校の学校林につきましります光珠内中央小学校の学校林につきましります光珠内中央小学校の学校林につきまし

ては、児童の特別活動として木に親しむ集いては、児童の特別活動として木に親しむ集いては、児童の特別活動として木に親しむ集いては、児童の特別活動として木に親しむ集い

を実施するなど、地域と一体となってその有を実施するなど、地域と一体となってその有を実施するなど、地域と一体となってその有を実施するなど、地域と一体となってその有

効活用に努めてきたところでございます。効活用に努めてきたところでございます。効活用に努めてきたところでございます。効活用に努めてきたところでございます。

次に、道立林業試験場が開催している指導次に、道立林業試験場が開催している指導次に、道立林業試験場が開催している指導次に、道立林業試験場が開催している指導

者養成研修、グリーンスクールへの参加につ者養成研修、グリーンスクールへの参加につ者養成研修、グリーンスクールへの参加につ者養成研修、グリーンスクールへの参加につ

いてでありますが、本市の教職員は昨年８月いてでありますが、本市の教職員は昨年８月いてでありますが、本市の教職員は昨年８月いてでありますが、本市の教職員は昨年８月

の研修会に２名、本年１月の研修会に４名参の研修会に２名、本年１月の研修会に４名参の研修会に２名、本年１月の研修会に４名参の研修会に２名、本年１月の研修会に４名参

加し、森林環境教育についての理解を深めた加し、森林環境教育についての理解を深めた加し、森林環境教育についての理解を深めた加し、森林環境教育についての理解を深めた

ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。

次に、森林教育の状況についてであります次に、森林教育の状況についてであります次に、森林教育の状況についてであります次に、森林教育の状況についてであります

が、光珠内中央小学校では、同窓会の「母校が、光珠内中央小学校では、同窓会の「母校が、光珠内中央小学校では、同窓会の「母校が、光珠内中央小学校では、同窓会の「母校

の木を育てる会」が林業試験場の指導により、の木を育てる会」が林業試験場の指導により、の木を育てる会」が林業試験場の指導により、の木を育てる会」が林業試験場の指導により、

学校果樹園の木の名札の設置や写真つき解説学校果樹園の木の名札の設置や写真つき解説学校果樹園の木の名札の設置や写真つき解説学校果樹園の木の名札の設置や写真つき解説

書の作成を行うなど、児童の興味と理解を高書の作成を行うなど、児童の興味と理解を高書の作成を行うなど、児童の興味と理解を高書の作成を行うなど、児童の興味と理解を高

める工夫をしております。める工夫をしております。める工夫をしております。める工夫をしております。

また、峰延小学校では学校林を有しておりまた、峰延小学校では学校林を有しておりまた、峰延小学校では学校林を有しておりまた、峰延小学校では学校林を有しており

ませんが、学校敷地内の自然環境を利用したませんが、学校敷地内の自然環境を利用したませんが、学校敷地内の自然環境を利用したませんが、学校敷地内の自然環境を利用した

峰っ子ランドにおいて体験的な学習活動に取峰っ子ランドにおいて体験的な学習活動に取峰っ子ランドにおいて体験的な学習活動に取峰っ子ランドにおいて体験的な学習活動に取

り組んでいるほか、４、５年生の宿泊学習をり組んでいるほか、４、５年生の宿泊学習をり組んでいるほか、４、５年生の宿泊学習をり組んでいるほか、４、５年生の宿泊学習を

道民の森で実施し、美唄山岳会の指導のもと道民の森で実施し、美唄山岳会の指導のもと道民の森で実施し、美唄山岳会の指導のもと道民の森で実施し、美唄山岳会の指導のもと

森林に関する学習を行っております。森林に関する学習を行っております。森林に関する学習を行っております。森林に関する学習を行っております。

なお、道民の森を活用した学習活動は市内なお、道民の森を活用した学習活動は市内なお、道民の森を活用した学習活動は市内なお、道民の森を活用した学習活動は市内

の他の学校でも取り組みをしているところでの他の学校でも取り組みをしているところでの他の学校でも取り組みをしているところでの他の学校でも取り組みをしているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

また、教育課程上におきましては、小学校また、教育課程上におきましては、小学校また、教育課程上におきましては、小学校また、教育課程上におきましては、小学校

５年生社会科で森林と人々のかかわりや森林５年生社会科で森林と人々のかかわりや森林５年生社会科で森林と人々のかかわりや森林５年生社会科で森林と人々のかかわりや森林

を守り育てる人々の努力についての学習、まを守り育てる人々の努力についての学習、まを守り育てる人々の努力についての学習、まを守り育てる人々の努力についての学習、ま

た中学校３年生理科では自然と環境保全につた中学校３年生理科では自然と環境保全につた中学校３年生理科では自然と環境保全につた中学校３年生理科では自然と環境保全につ

いての学習などが位置づけられております。いての学習などが位置づけられております。いての学習などが位置づけられております。いての学習などが位置づけられております。

次に、道立林業試験場との連携等について次に、道立林業試験場との連携等について次に、道立林業試験場との連携等について次に、道立林業試験場との連携等について

でありますが、林業試験場では夏休み期間にでありますが、林業試験場では夏休み期間にでありますが、林業試験場では夏休み期間にでありますが、林業試験場では夏休み期間に

夏休みグリーンフェスティバルを開催してお夏休みグリーンフェスティバルを開催してお夏休みグリーンフェスティバルを開催してお夏休みグリーンフェスティバルを開催してお
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りまして、これには各学校から多くの親子がりまして、これには各学校から多くの親子がりまして、これには各学校から多くの親子がりまして、これには各学校から多くの親子が

参加しているところでございます。参加しているところでございます。参加しているところでございます。参加しているところでございます。

また、専修大学北海道短期大学におきましまた、専修大学北海道短期大学におきましまた、専修大学北海道短期大学におきましまた、専修大学北海道短期大学におきまし

ても、総合的な学習の時間のメニューとして、ても、総合的な学習の時間のメニューとして、ても、総合的な学習の時間のメニューとして、ても、総合的な学習の時間のメニューとして、

「森を歩こう」など自然体験に関する講座を「森を歩こう」など自然体験に関する講座を「森を歩こう」など自然体験に関する講座を「森を歩こう」など自然体験に関する講座を

提供していただいておりますので、今後も引提供していただいておりますので、今後も引提供していただいておりますので、今後も引提供していただいておりますので、今後も引

き続き積極的な連携と活用を呼びかけてまいき続き積極的な連携と活用を呼びかけてまいき続き積極的な連携と活用を呼びかけてまいき続き積極的な連携と活用を呼びかけてまい

ります。ります。ります。ります。

いずれにいたしましても、いろいろな意味いずれにいたしましても、いろいろな意味いずれにいたしましても、いろいろな意味いずれにいたしましても、いろいろな意味

で大きな恩恵をもたらす森林の中で、子供たで大きな恩恵をもたらす森林の中で、子供たで大きな恩恵をもたらす森林の中で、子供たで大きな恩恵をもたらす森林の中で、子供た

ちに生きる力をはぐくむ自然体験は貴重な機ちに生きる力をはぐくむ自然体験は貴重な機ちに生きる力をはぐくむ自然体験は貴重な機ちに生きる力をはぐくむ自然体験は貴重な機

会でありますことから、教育委員会といたし会でありますことから、教育委員会といたし会でありますことから、教育委員会といたし会でありますことから、教育委員会といたし

ましては重要な地域資源でもある林業試験場ましては重要な地域資源でもある林業試験場ましては重要な地域資源でもある林業試験場ましては重要な地域資源でもある林業試験場

や専修大学、北海道短期大学などとの連携をや専修大学、北海道短期大学などとの連携をや専修大学、北海道短期大学などとの連携をや専修大学、北海道短期大学などとの連携を

図るべく、各学校に対して適切な指導、助言図るべく、各学校に対して適切な指導、助言図るべく、各学校に対して適切な指導、助言図るべく、各学校に対して適切な指導、助言

に努めてまいりたい、このように考えておりに努めてまいりたい、このように考えておりに努めてまいりたい、このように考えておりに努めてまいりたい、このように考えており

ます。ます。ます。ます。

スキー授業についてでございます。スキースキー授業についてでございます。スキースキー授業についてでございます。スキースキー授業についてでございます。スキー

授業についてでありますが、スキー授業また授業についてでありますが、スキー授業また授業についてでありますが、スキー授業また授業についてでありますが、スキー授業また

はスキー遠足を実施している学校は小学校８はスキー遠足を実施している学校は小学校８はスキー遠足を実施している学校は小学校８はスキー遠足を実施している学校は小学校８

校、中学校４校であり、中学校のうち１校は校、中学校４校であり、中学校のうち１校は校、中学校４校であり、中学校のうち１校は校、中学校４校であり、中学校のうち１校は

障がいのある生徒のスキー授業を４時間実施障がいのある生徒のスキー授業を４時間実施障がいのある生徒のスキー授業を４時間実施障がいのある生徒のスキー授業を４時間実施

しております。しております。しております。しております。

次に、年間の授業時間数についてでありま次に、年間の授業時間数についてでありま次に、年間の授業時間数についてでありま次に、年間の授業時間数についてでありま

すが、小学校では８時間から１７時間の範囲、すが、小学校では８時間から１７時間の範囲、すが、小学校では８時間から１７時間の範囲、すが、小学校では８時間から１７時間の範囲、

中学校では６時間から１２時間の範囲で実施中学校では６時間から１２時間の範囲で実施中学校では６時間から１２時間の範囲で実施中学校では６時間から１２時間の範囲で実施

されております。されております。されております。されております。

また、スキー場の利用状況につきましては、また、スキー場の利用状況につきましては、また、スキー場の利用状況につきましては、また、スキー場の利用状況につきましては、

スキー授業の実施校すべてが美唄国設スキースキー授業の実施校すべてが美唄国設スキースキー授業の実施校すべてが美唄国設スキースキー授業の実施校すべてが美唄国設スキー

場を利用しておりますが、スキー遠足につい場を利用しておりますが、スキー遠足につい場を利用しておりますが、スキー遠足につい場を利用しておりますが、スキー遠足につい

ては市外のスキー場を利用する学校もございては市外のスキー場を利用する学校もございては市外のスキー場を利用する学校もございては市外のスキー場を利用する学校もござい

ます。教育委員会といたしましては、生涯学ます。教育委員会といたしましては、生涯学ます。教育委員会といたしましては、生涯学ます。教育委員会といたしましては、生涯学

習の観点から、また雪に親しむという意味か習の観点から、また雪に親しむという意味か習の観点から、また雪に親しむという意味か習の観点から、また雪に親しむという意味か

らも美唄国設スキー場が大いに活用されますらも美唄国設スキー場が大いに活用されますらも美唄国設スキー場が大いに活用されますらも美唄国設スキー場が大いに活用されます

とともに、各学校の実態に応じてスキー学習とともに、各学校の実態に応じてスキー学習とともに、各学校の実態に応じてスキー学習とともに、各学校の実態に応じてスキー学習

が適切に実施されることが望ましいと、このが適切に実施されることが望ましいと、このが適切に実施されることが望ましいと、このが適切に実施されることが望ましいと、この

ように考えているところでございます。ように考えているところでございます。ように考えているところでございます。ように考えているところでございます。

●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし

ます。ます。ます。ます。

午前１１時４６分 休憩午前１１時４６分 休憩午前１１時４６分 休憩午前１１時４６分 休憩

午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議

●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。開きます。開きます。開きます。

一般質問を続けます。一般質問を続けます。一般質問を続けます。一般質問を続けます。

１２番矢部正義君。１２番矢部正義君。１２番矢部正義君。１２番矢部正義君。

●１２番矢部正義君（登壇） 平成１６年第●１２番矢部正義君（登壇） 平成１６年第●１２番矢部正義君（登壇） 平成１６年第●１２番矢部正義君（登壇） 平成１６年第

１回定例市議会に当たり、私は大綱３点につ１回定例市議会に当たり、私は大綱３点につ１回定例市議会に当たり、私は大綱３点につ１回定例市議会に当たり、私は大綱３点につ

いて市長に質問いたします。いて市長に質問いたします。いて市長に質問いたします。いて市長に質問いたします。

大綱の１点目は、地域経済活性化対策につ大綱の１点目は、地域経済活性化対策につ大綱の１点目は、地域経済活性化対策につ大綱の１点目は、地域経済活性化対策につ

いてであります。最近企業業績がＶ字回復といてであります。最近企業業績がＶ字回復といてであります。最近企業業績がＶ字回復といてであります。最近企業業績がＶ字回復と

言われております。売り上げ横ばい、経常利言われております。売り上げ横ばい、経常利言われております。売り上げ横ばい、経常利言われております。売り上げ横ばい、経常利

益大幅増、資産評価損がない会社は純利益も益大幅増、資産評価損がない会社は純利益も益大幅増、資産評価損がない会社は純利益も益大幅増、資産評価損がない会社は純利益も

大きく、増益と言われております。だが、売大きく、増益と言われております。だが、売大きく、増益と言われております。だが、売大きく、増益と言われております。だが、売

り上げがふえない、利益が増加したというのり上げがふえない、利益が増加したというのり上げがふえない、利益が増加したというのり上げがふえない、利益が増加したというの

はコストを削減した、人件費カット、人員削はコストを削減した、人件費カット、人員削はコストを削減した、人件費カット、人員削はコストを削減した、人件費カット、人員削

減、原材料費の切り込み、さらには本業以外減、原材料費の切り込み、さらには本業以外減、原材料費の切り込み、さらには本業以外減、原材料費の切り込み、さらには本業以外

の事業や不動産などの売却で借金を返済する。の事業や不動産などの売却で借金を返済する。の事業や不動産などの売却で借金を返済する。の事業や不動産などの売却で借金を返済する。

しかし、事業縮小によって企業の増益がふえしかし、事業縮小によって企業の増益がふえしかし、事業縮小によって企業の増益がふえしかし、事業縮小によって企業の増益がふえ

ても、これだけでは景気はよくならないと思ても、これだけでは景気はよくならないと思ても、これだけでは景気はよくならないと思ても、これだけでは景気はよくならないと思

います。留意すべき点は、大幅増益は大企業います。留意すべき点は、大幅増益は大企業います。留意すべき点は、大幅増益は大企業います。留意すべき点は、大幅増益は大企業

が中心であります。中小零細企業は、大企業が中心であります。中小零細企業は、大企業が中心であります。中小零細企業は、大企業が中心であります。中小零細企業は、大企業

ほど利益回復が進んでいない。ほど利益回復が進んでいない。ほど利益回復が進んでいない。ほど利益回復が進んでいない。

次に、働く市民の所得合計は昨年後半から次に、働く市民の所得合計は昨年後半から次に、働く市民の所得合計は昨年後半から次に、働く市民の所得合計は昨年後半から

依然マイナスが続いております。企業がもう依然マイナスが続いております。企業がもう依然マイナスが続いております。企業がもう依然マイナスが続いております。企業がもう

かっても働いている人の給料がふえない、こかっても働いている人の給料がふえない、こかっても働いている人の給料がふえない、こかっても働いている人の給料がふえない、こ

れでは経済の低迷は続き、景気実感もよくなれでは経済の低迷は続き、景気実感もよくなれでは経済の低迷は続き、景気実感もよくなれでは経済の低迷は続き、景気実感もよくな
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らないと思います。当然失業者はふえます。らないと思います。当然失業者はふえます。らないと思います。当然失業者はふえます。らないと思います。当然失業者はふえます。

失業率も上昇、働き口そのものが減少してお失業率も上昇、働き口そのものが減少してお失業率も上昇、働き口そのものが減少してお失業率も上昇、働き口そのものが減少してお

り、経済は依然低迷感をぬぐえない、このより、経済は依然低迷感をぬぐえない、このより、経済は依然低迷感をぬぐえない、このより、経済は依然低迷感をぬぐえない、このよ

うな状況はジョブレス・リカバリー、雇用なうな状況はジョブレス・リカバリー、雇用なうな状況はジョブレス・リカバリー、雇用なうな状況はジョブレス・リカバリー、雇用な

き回復と呼ばれております。リストラで企業き回復と呼ばれております。リストラで企業き回復と呼ばれております。リストラで企業き回復と呼ばれております。リストラで企業

体質をスリムにすることは必要であります。体質をスリムにすることは必要であります。体質をスリムにすることは必要であります。体質をスリムにすることは必要であります。

増収、増益は不自然なものであります。企業増収、増益は不自然なものであります。企業増収、増益は不自然なものであります。企業増収、増益は不自然なものであります。企業

努力としては、一面理解はできるものの、一努力としては、一面理解はできるものの、一努力としては、一面理解はできるものの、一努力としては、一面理解はできるものの、一

方経済を支える重要な柱であります。消費需方経済を支える重要な柱であります。消費需方経済を支える重要な柱であります。消費需方経済を支える重要な柱であります。消費需

要を高めることにはつながりません。いま大要を高めることにはつながりません。いま大要を高めることにはつながりません。いま大要を高めることにはつながりません。いま大

切なことは、消費面をいかに活性化すること切なことは、消費面をいかに活性化すること切なことは、消費面をいかに活性化すること切なことは、消費面をいかに活性化すること

であります。私が前段述べてきた状況では、であります。私が前段述べてきた状況では、であります。私が前段述べてきた状況では、であります。私が前段述べてきた状況では、

消費低迷をさらに進めることになり、景気回消費低迷をさらに進めることになり、景気回消費低迷をさらに進めることになり、景気回消費低迷をさらに進めることになり、景気回

復は望めないと思われます。以上の認識から、復は望めないと思われます。以上の認識から、復は望めないと思われます。以上の認識から、復は望めないと思われます。以上の認識から、

以下具体的に３点についてお尋ねをいたしま以下具体的に３点についてお尋ねをいたしま以下具体的に３点についてお尋ねをいたしま以下具体的に３点についてお尋ねをいたしま

す。す。す。す。

１点目は、美唄市の経済状況についてであ１点目は、美唄市の経済状況についてであ１点目は、美唄市の経済状況についてであ１点目は、美唄市の経済状況についてであ

ります。ります。ります。ります。

２点目は、市の商工労働課と美唄市商工会２点目は、市の商工労働課と美唄市商工会２点目は、市の商工労働課と美唄市商工会２点目は、市の商工労働課と美唄市商工会

議所が実施したアンケートの企業動向調査に議所が実施したアンケートの企業動向調査に議所が実施したアンケートの企業動向調査に議所が実施したアンケートの企業動向調査に

ついてであります。調査結果の評価についてついてであります。調査結果の評価についてついてであります。調査結果の評価についてついてであります。調査結果の評価について

お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。

３点目は、今後、農業、商工業、観光の経３点目は、今後、農業、商工業、観光の経３点目は、今後、農業、商工業、観光の経３点目は、今後、農業、商工業、観光の経

済活性化についてお尋ねをいたします。済活性化についてお尋ねをいたします。済活性化についてお尋ねをいたします。済活性化についてお尋ねをいたします。

大綱の２点目は、高齢者の健康づくりと医大綱の２点目は、高齢者の健康づくりと医大綱の２点目は、高齢者の健康づくりと医大綱の２点目は、高齢者の健康づくりと医

療についてであります。高齢社会を迎える我療についてであります。高齢社会を迎える我療についてであります。高齢社会を迎える我療についてであります。高齢社会を迎える我

が国では、ふえ続ける老人医療費や介護費はが国では、ふえ続ける老人医療費や介護費はが国では、ふえ続ける老人医療費や介護費はが国では、ふえ続ける老人医療費や介護費は

最大の悩みの種であります。美唄市は、人口最大の悩みの種であります。美唄市は、人口最大の悩みの種であります。美唄市は、人口最大の悩みの種であります。美唄市は、人口

が３万人のまちで、高齢化率も２７％、約８,が３万人のまちで、高齢化率も２７％、約８,が３万人のまちで、高齢化率も２７％、約８,が３万人のまちで、高齢化率も２７％、約８,

０００人に達しております。医療費や介護費０００人に達しております。医療費や介護費０００人に達しております。医療費や介護費０００人に達しております。医療費や介護費

がこのままふえ続けると、果たしてどうすれがこのままふえ続けると、果たしてどうすれがこのままふえ続けると、果たしてどうすれがこのままふえ続けると、果たしてどうすれ

ばその費用が防げるか、十分に考え、保健・ばその費用が防げるか、十分に考え、保健・ばその費用が防げるか、十分に考え、保健・ばその費用が防げるか、十分に考え、保健・

医療・福祉の新たな展開が必要であります。医療・福祉の新たな展開が必要であります。医療・福祉の新たな展開が必要であります。医療・福祉の新たな展開が必要であります。

課題は、健康への関心をいかに広めるかが問課題は、健康への関心をいかに広めるかが問課題は、健康への関心をいかに広めるかが問課題は、健康への関心をいかに広めるかが問

題であります。健康づくりは、高齢者だけの題であります。健康づくりは、高齢者だけの題であります。健康づくりは、高齢者だけの題であります。健康づくりは、高齢者だけの

ためではなく、市民挙げての問題だと思いまためではなく、市民挙げての問題だと思いまためではなく、市民挙げての問題だと思いまためではなく、市民挙げての問題だと思いま

す。このことは、美唄市の財政にも影響を及す。このことは、美唄市の財政にも影響を及す。このことは、美唄市の財政にも影響を及す。このことは、美唄市の財政にも影響を及

ぼします。人間は、健康のために生きているぼします。人間は、健康のために生きているぼします。人間は、健康のために生きているぼします。人間は、健康のために生きている

わけではありません。健康な心身をいかして、わけではありません。健康な心身をいかして、わけではありません。健康な心身をいかして、わけではありません。健康な心身をいかして、

どう生きるかが大切であります。そのためのどう生きるかが大切であります。そのためのどう生きるかが大切であります。そのためのどう生きるかが大切であります。そのための

将来構想として、美唄市の基幹産業、農業を将来構想として、美唄市の基幹産業、農業を将来構想として、美唄市の基幹産業、農業を将来構想として、美唄市の基幹産業、農業を

利用してもらうことも必要であります。家庭利用してもらうことも必要であります。家庭利用してもらうことも必要であります。家庭利用してもらうことも必要であります。家庭

菜園的な生産物の作付に、元気なお年寄りが菜園的な生産物の作付に、元気なお年寄りが菜園的な生産物の作付に、元気なお年寄りが菜園的な生産物の作付に、元気なお年寄りが

取り組むこともよい方法ではないでしょうか。取り組むこともよい方法ではないでしょうか。取り組むこともよい方法ではないでしょうか。取り組むこともよい方法ではないでしょうか。

各自の体力に応じたペースでお年寄りに生産各自の体力に応じたペースでお年寄りに生産各自の体力に応じたペースでお年寄りに生産各自の体力に応じたペースでお年寄りに生産

してもらい、生きがいを与えて取り組むことしてもらい、生きがいを与えて取り組むことしてもらい、生きがいを与えて取り組むことしてもらい、生きがいを与えて取り組むこと

が必要で、何より農業には生産の喜びと利益が必要で、何より農業には生産の喜びと利益が必要で、何より農業には生産の喜びと利益が必要で、何より農業には生産の喜びと利益

の喜びがあります。美唄市は、昨年１２月にの喜びがあります。美唄市は、昨年１２月にの喜びがあります。美唄市は、昨年１２月にの喜びがあります。美唄市は、昨年１２月に

オープンした温泉施設があります。他市町村オープンした温泉施設があります。他市町村オープンした温泉施設があります。他市町村オープンした温泉施設があります。他市町村

より多くの人たちが集まってきております。より多くの人たちが集まってきております。より多くの人たちが集まってきております。より多くの人たちが集まってきております。

ことしは、農産物の直売所がオープンいたしことしは、農産物の直売所がオープンいたしことしは、農産物の直売所がオープンいたしことしは、農産物の直売所がオープンいたし

ますし、その直売所に生産者の顔の見える安ますし、その直売所に生産者の顔の見える安ますし、その直売所に生産者の顔の見える安ますし、その直売所に生産者の顔の見える安

心で安全な新鮮な農産物を販売するルールを心で安全な新鮮な農産物を販売するルールを心で安全な新鮮な農産物を販売するルールを心で安全な新鮮な農産物を販売するルールを

確立することが必要だと思います。美唄市の確立することが必要だと思います。美唄市の確立することが必要だと思います。美唄市の確立することが必要だと思います。美唄市の

資源と都市部との相互交流ができ、市内の高資源と都市部との相互交流ができ、市内の高資源と都市部との相互交流ができ、市内の高資源と都市部との相互交流ができ、市内の高

齢者は励みができ、農業を通して社会参加が齢者は励みができ、農業を通して社会参加が齢者は励みができ、農業を通して社会参加が齢者は励みができ、農業を通して社会参加が

可能になってまいります。以下４点について可能になってまいります。以下４点について可能になってまいります。以下４点について可能になってまいります。以下４点について

お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。

１点目は、高齢者の健康づくりについてで１点目は、高齢者の健康づくりについてで１点目は、高齢者の健康づくりについてで１点目は、高齢者の健康づくりについてで

あります。あります。あります。あります。

２点目は、健康づくりを実施した場合の成２点目は、健康づくりを実施した場合の成２点目は、健康づくりを実施した場合の成２点目は、健康づくりを実施した場合の成

果予測、特に医療費や介護費の抑制について果予測、特に医療費や介護費の抑制について果予測、特に医療費や介護費の抑制について果予測、特に医療費や介護費の抑制について

お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。

３点目は、老人の閉じこもり防止など高齢３点目は、老人の閉じこもり防止など高齢３点目は、老人の閉じこもり防止など高齢３点目は、老人の閉じこもり防止など高齢

者の精神的対策についてお伺いをいたします。者の精神的対策についてお伺いをいたします。者の精神的対策についてお伺いをいたします。者の精神的対策についてお伺いをいたします。

４点目は、「やさしさと健康のまちづく４点目は、「やさしさと健康のまちづく４点目は、「やさしさと健康のまちづく４点目は、「やさしさと健康のまちづく

り」について、びばいヘルシーライフ２１のり」について、びばいヘルシーライフ２１のり」について、びばいヘルシーライフ２１のり」について、びばいヘルシーライフ２１の

考え方についてお伺いをいたします。考え方についてお伺いをいたします。考え方についてお伺いをいたします。考え方についてお伺いをいたします。
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大綱の３点目は、交流拠点施設周辺の整備大綱の３点目は、交流拠点施設周辺の整備大綱の３点目は、交流拠点施設周辺の整備大綱の３点目は、交流拠点施設周辺の整備

計画についてお伺いをいたします。計画についてお伺いをいたします。計画についてお伺いをいたします。計画についてお伺いをいたします。

美唄市民が待望の期待していた温泉、ゆ～美唄市民が待望の期待していた温泉、ゆ～美唄市民が待望の期待していた温泉、ゆ～美唄市民が待望の期待していた温泉、ゆ～

りん館が昨年１２月１９日オープンし、連日りん館が昨年１２月１９日オープンし、連日りん館が昨年１２月１９日オープンし、連日りん館が昨年１２月１９日オープンし、連日

多くの人たちが新しい温泉に来ております。多くの人たちが新しい温泉に来ております。多くの人たちが新しい温泉に来ております。多くの人たちが新しい温泉に来ております。

１０万人目も今月の７日に達成したことで、１０万人目も今月の７日に達成したことで、１０万人目も今月の７日に達成したことで、１０万人目も今月の７日に達成したことで、

関係者も喜んでおります。関係者も喜んでおります。関係者も喜んでおります。関係者も喜んでおります。

この温泉は、大浴槽、サウナ室、露天ぶろこの温泉は、大浴槽、サウナ室、露天ぶろこの温泉は、大浴槽、サウナ室、露天ぶろこの温泉は、大浴槽、サウナ室、露天ぶろ

など新しいバリアフリーの優しいつくりにななど新しいバリアフリーの優しいつくりにななど新しいバリアフリーの優しいつくりにななど新しいバリアフリーの優しいつくりにな

っております。特に温泉は体が温まると評判っております。特に温泉は体が温まると評判っております。特に温泉は体が温まると評判っております。特に温泉は体が温まると評判

ですし、一方の露天ぶろはイタリアのカプリですし、一方の露天ぶろはイタリアのカプリですし、一方の露天ぶろはイタリアのカプリですし、一方の露天ぶろはイタリアのカプリ

島の青の洞窟をイメージした青白い照明をつ島の青の洞窟をイメージした青白い照明をつ島の青の洞窟をイメージした青白い照明をつ島の青の洞窟をイメージした青白い照明をつ

け、洞窟露天ぶろとして幻想的な雰囲気を醸け、洞窟露天ぶろとして幻想的な雰囲気を醸け、洞窟露天ぶろとして幻想的な雰囲気を醸け、洞窟露天ぶろとして幻想的な雰囲気を醸

し出しております。泉質は、ナトリウム炭酸し出しております。泉質は、ナトリウム炭酸し出しております。泉質は、ナトリウム炭酸し出しております。泉質は、ナトリウム炭酸

水素塩泉で神経痛、筋肉痛、関節痛などや疲水素塩泉で神経痛、筋肉痛、関節痛などや疲水素塩泉で神経痛、筋肉痛、関節痛などや疲水素塩泉で神経痛、筋肉痛、関節痛などや疲

労回復や冷え性に効果があると言われており労回復や冷え性に効果があると言われており労回復や冷え性に効果があると言われており労回復や冷え性に効果があると言われており

ます。ます。ます。ます。

また、小高い丘に立っているので、美唄市また、小高い丘に立っているので、美唄市また、小高い丘に立っているので、美唄市また、小高い丘に立っているので、美唄市

街地を見おろせることから、訪れるお客の評街地を見おろせることから、訪れるお客の評街地を見おろせることから、訪れるお客の評街地を見おろせることから、訪れるお客の評

判もよく、この春には東明公園の桜が咲くこ判もよく、この春には東明公園の桜が咲くこ判もよく、この春には東明公園の桜が咲くこ判もよく、この春には東明公園の桜が咲くこ

ろには花見客が出入りをし、なお一層のにぎろには花見客が出入りをし、なお一層のにぎろには花見客が出入りをし、なお一層のにぎろには花見客が出入りをし、なお一層のにぎ

わいがあると思います。わいがあると思います。わいがあると思います。わいがあると思います。

そこで、市内はもちろんですが、市外からそこで、市内はもちろんですが、市外からそこで、市内はもちろんですが、市外からそこで、市内はもちろんですが、市外から

の多数の人たちが美唄市の施設を利用されるの多数の人たちが美唄市の施設を利用されるの多数の人たちが美唄市の施設を利用されるの多数の人たちが美唄市の施設を利用される

ことから、施設の整備や利用方法をしっかりことから、施設の整備や利用方法をしっかりことから、施設の整備や利用方法をしっかりことから、施設の整備や利用方法をしっかり

整備して利用しなければならないと思います整備して利用しなければならないと思います整備して利用しなければならないと思います整備して利用しなければならないと思います

が、その取り組みについてお伺いをいたしまが、その取り組みについてお伺いをいたしまが、その取り組みについてお伺いをいたしまが、その取り組みについてお伺いをいたしま

す。以下４点についてお伺いをいたします。す。以下４点についてお伺いをいたします。す。以下４点についてお伺いをいたします。す。以下４点についてお伺いをいたします。

１点目は、農産物や地元特産品の直売所の１点目は、農産物や地元特産品の直売所の１点目は、農産物や地元特産品の直売所の１点目は、農産物や地元特産品の直売所の

考え方について。考え方について。考え方について。考え方について。

２点目は、パークゴルフ場の経営見通しに２点目は、パークゴルフ場の経営見通しに２点目は、パークゴルフ場の経営見通しに２点目は、パークゴルフ場の経営見通しに

ついてであります。ついてであります。ついてであります。ついてであります。

３点目は、温泉施設と周辺施設の考え方に３点目は、温泉施設と周辺施設の考え方に３点目は、温泉施設と周辺施設の考え方に３点目は、温泉施設と周辺施設の考え方に

ついて。ついて。ついて。ついて。

４点目は、スポーツ・レクリエーションの４点目は、スポーツ・レクリエーションの４点目は、スポーツ・レクリエーションの４点目は、スポーツ・レクリエーションの

里づくりの推進と今後の考え方についてお伺里づくりの推進と今後の考え方についてお伺里づくりの推進と今後の考え方についてお伺里づくりの推進と今後の考え方についてお伺

いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 矢部議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 矢部議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 矢部議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 矢部議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、地域経済について、市内企業の経初めに、地域経済について、市内企業の経初めに、地域経済について、市内企業の経初めに、地域経済について、市内企業の経

済状況についてでございますが、これまで製済状況についてでございますが、これまで製済状況についてでございますが、これまで製済状況についてでございますが、これまで製

造業を中心に実施をした企業訪問や商工業者造業を中心に実施をした企業訪問や商工業者造業を中心に実施をした企業訪問や商工業者造業を中心に実施をした企業訪問や商工業者

を対象としたアンケート調査などにより、経を対象としたアンケート調査などにより、経を対象としたアンケート調査などにより、経を対象としたアンケート調査などにより、経

営状況の把握に努めておりますが、前年の状営状況の把握に努めておりますが、前年の状営状況の把握に努めておりますが、前年の状営状況の把握に努めておりますが、前年の状

況と比較いたしますと、製造業の一部に改善況と比較いたしますと、製造業の一部に改善況と比較いたしますと、製造業の一部に改善況と比較いたしますと、製造業の一部に改善

の兆しがあるものの、依然として厳しい経済の兆しがあるものの、依然として厳しい経済の兆しがあるものの、依然として厳しい経済の兆しがあるものの、依然として厳しい経済

状況にあるものと認識をいたしております。状況にあるものと認識をいたしております。状況にあるものと認識をいたしております。状況にあるものと認識をいたしております。

次に、企業動向調査の結果についてでござ次に、企業動向調査の結果についてでござ次に、企業動向調査の結果についてでござ次に、企業動向調査の結果についてでござ

いますが、昨年１０月に市内９８９社の事業いますが、昨年１０月に市内９８９社の事業いますが、昨年１０月に市内９８９社の事業いますが、昨年１０月に市内９８９社の事業

所を対象に調査を実施し、回答をいただいた所を対象に調査を実施し、回答をいただいた所を対象に調査を実施し、回答をいただいた所を対象に調査を実施し、回答をいただいた

事業所が４１１社で、回答率が４１.６％とな事業所が４１１社で、回答率が４１.６％とな事業所が４１１社で、回答率が４１.６％とな事業所が４１１社で、回答率が４１.６％とな

っております。っております。っております。っております。

主な項目で申し上げますと、売上高では減主な項目で申し上げますと、売上高では減主な項目で申し上げますと、売上高では減主な項目で申し上げますと、売上高では減

少と回答があった事業所は２４９社で全体の少と回答があった事業所は２４９社で全体の少と回答があった事業所は２４９社で全体の少と回答があった事業所は２４９社で全体の

６１.３％を占めております。６１.３％を占めております。６１.３％を占めております。６１.３％を占めております。

経常利益では、減少したと回答があった事経常利益では、減少したと回答があった事経常利益では、減少したと回答があった事経常利益では、減少したと回答があった事

業所は２７１社で全体の６７.１％を占めてお業所は２７１社で全体の６７.１％を占めてお業所は２７１社で全体の６７.１％を占めてお業所は２７１社で全体の６７.１％を占めてお

ります。ります。ります。ります。

このような状況の中、設備投資を行った事このような状況の中、設備投資を行った事このような状況の中、設備投資を行った事このような状況の中、設備投資を行った事

業所は５６社あり、さらに事業の多角化や新業所は５６社あり、さらに事業の多角化や新業所は５６社あり、さらに事業の多角化や新業所は５６社あり、さらに事業の多角化や新

分野に進出した事業所が３０社、検討してい分野に進出した事業所が３０社、検討してい分野に進出した事業所が３０社、検討してい分野に進出した事業所が３０社、検討してい

る事業所が５４社となっております。いずれる事業所が５４社となっております。いずれる事業所が５４社となっております。いずれる事業所が５４社となっております。いずれ

にいたしましても、今回実施した調査結果かにいたしましても、今回実施した調査結果かにいたしましても、今回実施した調査結果かにいたしましても、今回実施した調査結果か

ら事業所の経営状況は厳しいものであると認ら事業所の経営状況は厳しいものであると認ら事業所の経営状況は厳しいものであると認ら事業所の経営状況は厳しいものであると認

識をいたしているところでございます。識をいたしているところでございます。識をいたしているところでございます。識をいたしているところでございます。

市といたしましては、今回の調査で事業所市といたしましては、今回の調査で事業所市といたしましては、今回の調査で事業所市といたしましては、今回の調査で事業所

の多角化や新分野に対する意欲なども見られの多角化や新分野に対する意欲なども見られの多角化や新分野に対する意欲なども見られの多角化や新分野に対する意欲なども見られ
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たことから、今後の施策づくりの参考としてたことから、今後の施策づくりの参考としてたことから、今後の施策づくりの参考としてたことから、今後の施策づくりの参考として

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

次に、経済の活性化についてでございます次に、経済の活性化についてでございます次に、経済の活性化についてでございます次に、経済の活性化についてでございます

が、本市の経済を活性化させるためには基軸が、本市の経済を活性化させるためには基軸が、本市の経済を活性化させるためには基軸が、本市の経済を活性化させるためには基軸

となる産業を育成していくことが必要であるとなる産業を育成していくことが必要であるとなる産業を育成していくことが必要であるとなる産業を育成していくことが必要である

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

このため農業につきましては、「地域水田このため農業につきましては、「地域水田このため農業につきましては、「地域水田このため農業につきましては、「地域水田

農業ビジョン」をもとに、消費者に信頼され農業ビジョン」をもとに、消費者に信頼され農業ビジョン」をもとに、消費者に信頼され農業ビジョン」をもとに、消費者に信頼され

る安全・安心な米や野菜などの産地づくりをる安全・安心な米や野菜などの産地づくりをる安全・安心な米や野菜などの産地づくりをる安全・安心な米や野菜などの産地づくりを

進めるほか、地域農業の担い手となる認定農進めるほか、地域農業の担い手となる認定農進めるほか、地域農業の担い手となる認定農進めるほか、地域農業の担い手となる認定農

業者や農業生産法人など意欲的な経営体の育業者や農業生産法人など意欲的な経営体の育業者や農業生産法人など意欲的な経営体の育業者や農業生産法人など意欲的な経営体の育

成・確保、農産物の高付加価値化の取り組み成・確保、農産物の高付加価値化の取り組み成・確保、農産物の高付加価値化の取り組み成・確保、農産物の高付加価値化の取り組み

を推進してまいりたいと考えております。を推進してまいりたいと考えております。を推進してまいりたいと考えております。を推進してまいりたいと考えております。

また、商工業につきましては、企業活動のまた、商工業につきましては、企業活動のまた、商工業につきましては、企業活動のまた、商工業につきましては、企業活動の

活性化や雇用の創出を図るための助成内容の活性化や雇用の創出を図るための助成内容の活性化や雇用の創出を図るための助成内容の活性化や雇用の創出を図るための助成内容の

見直しを行うほか、地域の特性を生かした新見直しを行うほか、地域の特性を生かした新見直しを行うほか、地域の特性を生かした新見直しを行うほか、地域の特性を生かした新

しい産業の創出や空き店舗を活用した賑わいしい産業の創出や空き店舗を活用した賑わいしい産業の創出や空き店舗を活用した賑わいしい産業の創出や空き店舗を活用した賑わい

創出事業に取り組んでまいりたいと考えてお創出事業に取り組んでまいりたいと考えてお創出事業に取り組んでまいりたいと考えてお創出事業に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

また、観光につきましては、昨年オープンまた、観光につきましては、昨年オープンまた、観光につきましては、昨年オープンまた、観光につきましては、昨年オープン

しました交流拠点施設を核として、本市の持しました交流拠点施設を核として、本市の持しました交流拠点施設を核として、本市の持しました交流拠点施設を核として、本市の持

つさまざまな観光資源を積極的にＰＲできるつさまざまな観光資源を積極的にＰＲできるつさまざまな観光資源を積極的にＰＲできるつさまざまな観光資源を積極的にＰＲできる

観光と交流のルートづくりを進めてまいりた観光と交流のルートづくりを進めてまいりた観光と交流のルートづくりを進めてまいりた観光と交流のルートづくりを進めてまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

いずれにいたしましても、農業者や商工業いずれにいたしましても、農業者や商工業いずれにいたしましても、農業者や商工業いずれにいたしましても、農業者や商工業

者などが相互に連携し合いながら、経済の活者などが相互に連携し合いながら、経済の活者などが相互に連携し合いながら、経済の活者などが相互に連携し合いながら、経済の活

性化に取り組んでいかなければならないもの性化に取り組んでいかなければならないもの性化に取り組んでいかなければならないもの性化に取り組んでいかなければならないもの

と考えているところでございます。と考えているところでございます。と考えているところでございます。と考えているところでございます。

次に、高齢者の健康づくりについてでござ次に、高齢者の健康づくりについてでござ次に、高齢者の健康づくりについてでござ次に、高齢者の健康づくりについてでござ

いますけれども、これまでは主としてがん、いますけれども、これまでは主としてがん、いますけれども、これまでは主としてがん、いますけれども、これまでは主としてがん、

心疾患などの生活習慣病の予防が中心に行わ心疾患などの生活習慣病の予防が中心に行わ心疾患などの生活習慣病の予防が中心に行わ心疾患などの生活習慣病の予防が中心に行わ

れてきましたが、本格的な高齢社会を迎え、れてきましたが、本格的な高齢社会を迎え、れてきましたが、本格的な高齢社会を迎え、れてきましたが、本格的な高齢社会を迎え、

加齢に伴う生活機能の低下を踏まえた予防対加齢に伴う生活機能の低下を踏まえた予防対加齢に伴う生活機能の低下を踏まえた予防対加齢に伴う生活機能の低下を踏まえた予防対

策が重要な課題となってきております。策が重要な課題となってきております。策が重要な課題となってきております。策が重要な課題となってきております。

このため市としましては、これまでの健康このため市としましては、これまでの健康このため市としましては、これまでの健康このため市としましては、これまでの健康

診査、健康教育、訪問指導などの老人保健事診査、健康教育、訪問指導などの老人保健事診査、健康教育、訪問指導などの老人保健事診査、健康教育、訪問指導などの老人保健事

業に加えて、高齢者の方々ができる限り要介業に加えて、高齢者の方々ができる限り要介業に加えて、高齢者の方々ができる限り要介業に加えて、高齢者の方々ができる限り要介

護状態になることなく、健康でいきいきとし護状態になることなく、健康でいきいきとし護状態になることなく、健康でいきいきとし護状態になることなく、健康でいきいきとし

た生活を送れるよう、介護予防事業に取り組た生活を送れるよう、介護予防事業に取り組た生活を送れるよう、介護予防事業に取り組た生活を送れるよう、介護予防事業に取り組

むとともに、高齢者を地域全体で支える仕組むとともに、高齢者を地域全体で支える仕組むとともに、高齢者を地域全体で支える仕組むとともに、高齢者を地域全体で支える仕組

みづくりを進めてまいりたいと考えているとみづくりを進めてまいりたいと考えているとみづくりを進めてまいりたいと考えているとみづくりを進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

次に、健康づくりを実施した場合の成果予次に、健康づくりを実施した場合の成果予次に、健康づくりを実施した場合の成果予次に、健康づくりを実施した場合の成果予

測についてでございますが、昨年新たな試み測についてでございますが、昨年新たな試み測についてでございますが、昨年新たな試み測についてでございますが、昨年新たな試み

といたしまして、本市で実施しましたブローといたしまして、本市で実施しましたブローといたしまして、本市で実施しましたブローといたしまして、本市で実施しましたブロー

ドバンド通信を活用した「介護予防支援シスドバンド通信を活用した「介護予防支援シスドバンド通信を活用した「介護予防支援シスドバンド通信を活用した「介護予防支援シス

テム」の共同実験では、市内９人の高齢者のテム」の共同実験では、市内９人の高齢者のテム」の共同実験では、市内９人の高齢者のテム」の共同実験では、市内９人の高齢者の

方々に対しまして、３カ月間の運動訓練や栄方々に対しまして、３カ月間の運動訓練や栄方々に対しまして、３カ月間の運動訓練や栄方々に対しまして、３カ月間の運動訓練や栄

養指導などを実施した結果、身体機能の向上養指導などを実施した結果、身体機能の向上養指導などを実施した結果、身体機能の向上養指導などを実施した結果、身体機能の向上

など、介護予防の有効性が確認をできたとこなど、介護予防の有効性が確認をできたとこなど、介護予防の有効性が確認をできたとこなど、介護予防の有効性が確認をできたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

また、北海道保健福祉部の資料に基づき、また、北海道保健福祉部の資料に基づき、また、北海道保健福祉部の資料に基づき、また、北海道保健福祉部の資料に基づき、

人口３万人の本市の場合を試算いたしますと、人口３万人の本市の場合を試算いたしますと、人口３万人の本市の場合を試算いたしますと、人口３万人の本市の場合を試算いたしますと、

高齢者の転倒・骨折による年間の医療費は約高齢者の転倒・骨折による年間の医療費は約高齢者の転倒・骨折による年間の医療費は約高齢者の転倒・骨折による年間の医療費は約

１億２,６００万円、介護費用も約１億８,０１億２,６００万円、介護費用も約１億８,０１億２,６００万円、介護費用も約１億８,０１億２,６００万円、介護費用も約１億８,０

００万円にも上り、１人事前に予防した場合００万円にも上り、１人事前に予防した場合００万円にも上り、１人事前に予防した場合００万円にも上り、１人事前に予防した場合

の年間経費節減は約３８０万円程度になるとの年間経費節減は約３８０万円程度になるとの年間経費節減は約３８０万円程度になるとの年間経費節減は約３８０万円程度になると

推計されます。推計されます。推計されます。推計されます。

このようなことから、市としましては高齢このようなことから、市としましては高齢このようなことから、市としましては高齢このようなことから、市としましては高齢

者の健康を支えるとともに、介護給付費など者の健康を支えるとともに、介護給付費など者の健康を支えるとともに、介護給付費など者の健康を支えるとともに、介護給付費など

を抑制するという観点からも、介護予防事業を抑制するという観点からも、介護予防事業を抑制するという観点からも、介護予防事業を抑制するという観点からも、介護予防事業

に重点的に取り組んでまいりたいと考えておに重点的に取り組んでまいりたいと考えておに重点的に取り組んでまいりたいと考えておに重点的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、高齢者の閉じこもりの防止について次に、高齢者の閉じこもりの防止について次に、高齢者の閉じこもりの防止について次に、高齢者の閉じこもりの防止について

でありますが、心身の虚弱によって、家に閉でありますが、心身の虚弱によって、家に閉でありますが、心身の虚弱によって、家に閉でありますが、心身の虚弱によって、家に閉

じこもりがちな高齢者の方々に対しましては、じこもりがちな高齢者の方々に対しましては、じこもりがちな高齢者の方々に対しましては、じこもりがちな高齢者の方々に対しましては、

地域に密着した活動の中で介護予防活動に参地域に密着した活動の中で介護予防活動に参地域に密着した活動の中で介護予防活動に参地域に密着した活動の中で介護予防活動に参

加していただくための体制づくりが必要であ加していただくための体制づくりが必要であ加していただくための体制づくりが必要であ加していただくための体制づくりが必要であ
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ると考えております。このため市としましてると考えております。このため市としましてると考えております。このため市としましてると考えております。このため市としまして

は、高齢者健康促進事業などを通じて地域のは、高齢者健康促進事業などを通じて地域のは、高齢者健康促進事業などを通じて地域のは、高齢者健康促進事業などを通じて地域の

会館で懇談・レクリエーションによる「集い会館で懇談・レクリエーションによる「集い会館で懇談・レクリエーションによる「集い会館で懇談・レクリエーションによる「集い

の場」や老人クラブの方々へ食生活・運動をの場」や老人クラブの方々へ食生活・運動をの場」や老人クラブの方々へ食生活・運動をの場」や老人クラブの方々へ食生活・運動を

通じた「健康教室」などを開催し、高齢者の通じた「健康教室」などを開催し、高齢者の通じた「健康教室」などを開催し、高齢者の通じた「健康教室」などを開催し、高齢者の

閉じこもりの防止に取り組んでいるところで閉じこもりの防止に取り組んでいるところで閉じこもりの防止に取り組んでいるところで閉じこもりの防止に取り組んでいるところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

今後とも高齢者みずからが地域の方々との今後とも高齢者みずからが地域の方々との今後とも高齢者みずからが地域の方々との今後とも高齢者みずからが地域の方々との

交流を深めていける環境づくりを市民の皆さ交流を深めていける環境づくりを市民の皆さ交流を深めていける環境づくりを市民の皆さ交流を深めていける環境づくりを市民の皆さ

んとの協働により進めるなど、高齢者の閉じんとの協働により進めるなど、高齢者の閉じんとの協働により進めるなど、高齢者の閉じんとの協働により進めるなど、高齢者の閉じ

こもり予防に取り組んでまいりたいと考えてこもり予防に取り組んでまいりたいと考えてこもり予防に取り組んでまいりたいと考えてこもり予防に取り組んでまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、びばいヘルシーライフ２１について次に、びばいヘルシーライフ２１について次に、びばいヘルシーライフ２１について次に、びばいヘルシーライフ２１について

でございますが、この計画では「自分が健康でございますが、この計画では「自分が健康でございますが、この計画では「自分が健康でございますが、この計画では「自分が健康

である」という気持ちを高めるとともに、まである」という気持ちを高めるとともに、まである」という気持ちを高めるとともに、まである」という気持ちを高めるとともに、ま

ちづくりのあらゆる分野に健康という視点をちづくりのあらゆる分野に健康という視点をちづくりのあらゆる分野に健康という視点をちづくりのあらゆる分野に健康という視点を

取り入れ、市民の皆さんとの協働により、取り入れ、市民の皆さんとの協働により、取り入れ、市民の皆さんとの協働により、取り入れ、市民の皆さんとの協働により、

「まちの活性化につながる健康づくり」を進「まちの活性化につながる健康づくり」を進「まちの活性化につながる健康づくり」を進「まちの活性化につながる健康づくり」を進

めることを目標といたしております。めることを目標といたしております。めることを目標といたしております。めることを目標といたしております。

現在、これまで取り組んできた市民の皆さ現在、これまで取り組んできた市民の皆さ現在、これまで取り組んできた市民の皆さ現在、これまで取り組んできた市民の皆さ

んによる健康づくり組織やサークルの活動のんによる健康づくり組織やサークルの活動のんによる健康づくり組織やサークルの活動のんによる健康づくり組織やサークルの活動の

輪が地域に広がりを見せているところであり、輪が地域に広がりを見せているところであり、輪が地域に広がりを見せているところであり、輪が地域に広がりを見せているところであり、

今後このような自主的な活動が協力・連携し今後このような自主的な活動が協力・連携し今後このような自主的な活動が協力・連携し今後このような自主的な活動が協力・連携し

合うような取り組みを行うことにより、「健合うような取り組みを行うことにより、「健合うような取り組みを行うことにより、「健合うような取り組みを行うことにより、「健

康は自分でつくるもの」という市民主体の健康は自分でつくるもの」という市民主体の健康は自分でつくるもの」という市民主体の健康は自分でつくるもの」という市民主体の健

康づくり運動を推進してまいりたいと考えて康づくり運動を推進してまいりたいと考えて康づくり運動を推進してまいりたいと考えて康づくり運動を推進してまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、交流拠点施設の体験交流施設におけ次に、交流拠点施設の体験交流施設におけ次に、交流拠点施設の体験交流施設におけ次に、交流拠点施設の体験交流施設におけ

る直売所についてでありますが、直売所は安る直売所についてでありますが、直売所は安る直売所についてでありますが、直売所は安る直売所についてでありますが、直売所は安

全・安心・新鮮な地元の農産物などを通じて、全・安心・新鮮な地元の農産物などを通じて、全・安心・新鮮な地元の農産物などを通じて、全・安心・新鮮な地元の農産物などを通じて、

生産者と消費者が交流する場とすることを基生産者と消費者が交流する場とすることを基生産者と消費者が交流する場とすることを基生産者と消費者が交流する場とすることを基

本に、各農協女性部などと協議を重ねた結果、本に、各農協女性部などと協議を重ねた結果、本に、各農協女性部などと協議を重ねた結果、本に、各農協女性部などと協議を重ねた結果、

開設時期や販売の方法、取り扱い品目など詳開設時期や販売の方法、取り扱い品目など詳開設時期や販売の方法、取り扱い品目など詳開設時期や販売の方法、取り扱い品目など詳

細については出店者の運営組織の中で決めて細については出店者の運営組織の中で決めて細については出店者の運営組織の中で決めて細については出店者の運営組織の中で決めて

いただくこととしたところでございます。現いただくこととしたところでございます。現いただくこととしたところでございます。現いただくこととしたところでございます。現

在直売に参加する方を募集しており、これま在直売に参加する方を募集しており、これま在直売に参加する方を募集しており、これま在直売に参加する方を募集しており、これま

でに生産組織１件、法人１件、個人５件の参でに生産組織１件、法人１件、個人５件の参でに生産組織１件、法人１件、個人５件の参でに生産組織１件、法人１件、個人５件の参

加希望があり、高齢者の方々にも積極的に参加希望があり、高齢者の方々にも積極的に参加希望があり、高齢者の方々にも積極的に参加希望があり、高齢者の方々にも積極的に参

画していただきたいと考えております。画していただきたいと考えております。画していただきたいと考えております。画していただきたいと考えております。

なお、開設は５月中旬を予定をいたしていなお、開設は５月中旬を予定をいたしていなお、開設は５月中旬を予定をいたしていなお、開設は５月中旬を予定をいたしてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。

次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま

すが、１６年度は雪解け後に備品の設置や芝すが、１６年度は雪解け後に備品の設置や芝すが、１６年度は雪解け後に備品の設置や芝すが、１６年度は雪解け後に備品の設置や芝

の養生などを行い、８月のオープンを予定をの養生などを行い、８月のオープンを予定をの養生などを行い、８月のオープンを予定をの養生などを行い、８月のオープンを予定を

いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

経営見通しでは、１６年度については営業経営見通しでは、１６年度については営業経営見通しでは、１６年度については営業経営見通しでは、１６年度については営業

期間が限られているため、使用料で経費を賄期間が限られているため、使用料で経費を賄期間が限られているため、使用料で経費を賄期間が限られているため、使用料で経費を賄

うことは難しい状況ですが、１７年度以降にうことは難しい状況ですが、１７年度以降にうことは難しい状況ですが、１７年度以降にうことは難しい状況ですが、１７年度以降に

ついては収支均衡が図られるよう利用者の確ついては収支均衡が図られるよう利用者の確ついては収支均衡が図られるよう利用者の確ついては収支均衡が図られるよう利用者の確

保に努めてまいりたいと考えております。保に努めてまいりたいと考えております。保に努めてまいりたいと考えております。保に努めてまいりたいと考えております。

また、使用料金の設定に当たっては、市民また、使用料金の設定に当たっては、市民また、使用料金の設定に当たっては、市民また、使用料金の設定に当たっては、市民

の皆さんと市外から来られる方との異なる料の皆さんと市外から来られる方との異なる料の皆さんと市外から来られる方との異なる料の皆さんと市外から来られる方との異なる料

金設定は予定はいたしておりませんが、回数金設定は予定はいたしておりませんが、回数金設定は予定はいたしておりませんが、回数金設定は予定はいたしておりませんが、回数

券の発行により何度も利用される皆さんが利券の発行により何度も利用される皆さんが利券の発行により何度も利用される皆さんが利券の発行により何度も利用される皆さんが利

用しやすい料金体系とするよう考えていると用しやすい料金体系とするよう考えていると用しやすい料金体系とするよう考えていると用しやすい料金体系とするよう考えていると

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

次に、温泉施設と周辺施設との考え方につ次に、温泉施設と周辺施設との考え方につ次に、温泉施設と周辺施設との考え方につ次に、温泉施設と周辺施設との考え方につ

いてでございますが、交流拠点施設周辺にはいてでございますが、交流拠点施設周辺にはいてでございますが、交流拠点施設周辺にはいてでございますが、交流拠点施設周辺には

野球場、テニスコートなどのスポーツ施設が野球場、テニスコートなどのスポーツ施設が野球場、テニスコートなどのスポーツ施設が野球場、テニスコートなどのスポーツ施設が

あり、今後パークゴルフ場だけではなく、こあり、今後パークゴルフ場だけではなく、こあり、今後パークゴルフ場だけではなく、こあり、今後パークゴルフ場だけではなく、こ

うした施設との連携を図り、相互に利用できうした施設との連携を図り、相互に利用できうした施設との連携を図り、相互に利用できうした施設との連携を図り、相互に利用でき

る料金体系の仕組みを検討し、利用の促進にる料金体系の仕組みを検討し、利用の促進にる料金体系の仕組みを検討し、利用の促進にる料金体系の仕組みを検討し、利用の促進に

つなげてまいりたいと考えております。つなげてまいりたいと考えております。つなげてまいりたいと考えております。つなげてまいりたいと考えております。

最後に、スポーツ・レクリエーションの里最後に、スポーツ・レクリエーションの里最後に、スポーツ・レクリエーションの里最後に、スポーツ・レクリエーションの里

づくりについてでありますが、この構想は美づくりについてでありますが、この構想は美づくりについてでありますが、この構想は美づくりについてでありますが、この構想は美

唄の地域資源の活用を図り、世代間、地域間唄の地域資源の活用を図り、世代間、地域間唄の地域資源の活用を図り、世代間、地域間唄の地域資源の活用を図り、世代間、地域間

の交流を促進し、美唄のすばらしさを知っての交流を促進し、美唄のすばらしさを知っての交流を促進し、美唄のすばらしさを知っての交流を促進し、美唄のすばらしさを知って

もらい、住んでみたい、住み続けたいと思わもらい、住んでみたい、住み続けたいと思わもらい、住んでみたい、住み続けたいと思わもらい、住んでみたい、住み続けたいと思わ
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れるようなまちづくりを通して地域の活性化れるようなまちづくりを通して地域の活性化れるようなまちづくりを通して地域の活性化れるようなまちづくりを通して地域の活性化

を図るものでございます。を図るものでございます。を図るものでございます。を図るものでございます。

これまでその核となる交流拠点施設の建設これまでその核となる交流拠点施設の建設これまでその核となる交流拠点施設の建設これまでその核となる交流拠点施設の建設

とパークゴルフ場の整備を中心に展開をしてとパークゴルフ場の整備を中心に展開をしてとパークゴルフ場の整備を中心に展開をしてとパークゴルフ場の整備を中心に展開をして

きましたが、今後におきましては温泉施設をきましたが、今後におきましては温泉施設をきましたが、今後におきましては温泉施設をきましたが、今後におきましては温泉施設を

中心とし、既存の施設との連携を図るととも中心とし、既存の施設との連携を図るととも中心とし、既存の施設との連携を図るととも中心とし、既存の施設との連携を図るととも

に、観光と交流の推進を一体的に進める体制に、観光と交流の推進を一体的に進める体制に、観光と交流の推進を一体的に進める体制に、観光と交流の推進を一体的に進める体制

を整え、スポーツ・レクリエーションの里づを整え、スポーツ・レクリエーションの里づを整え、スポーツ・レクリエーションの里づを整え、スポーツ・レクリエーションの里づ

くり推進協議会とも連携を図りながら交流のくり推進協議会とも連携を図りながら交流のくり推進協議会とも連携を図りながら交流のくり推進協議会とも連携を図りながら交流の

促進に努めたいと考えております。促進に努めたいと考えております。促進に努めたいと考えております。促進に努めたいと考えております。

●議長中西勇夫君 １２番矢部正義君。●議長中西勇夫君 １２番矢部正義君。●議長中西勇夫君 １２番矢部正義君。●議長中西勇夫君 １２番矢部正義君。

●１２番矢部正義君 この場から若干質問を●１２番矢部正義君 この場から若干質問を●１２番矢部正義君 この場から若干質問を●１２番矢部正義君 この場から若干質問を

させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。

初めに、１点目につきましては美唄の活性初めに、１点目につきましては美唄の活性初めに、１点目につきましては美唄の活性初めに、１点目につきましては美唄の活性

化状況についてお伺いをいたしたいと思いま化状況についてお伺いをいたしたいと思いま化状況についてお伺いをいたしたいと思いま化状況についてお伺いをいたしたいと思いま

す。先ほども答弁の中にありましたように、す。先ほども答弁の中にありましたように、す。先ほども答弁の中にありましたように、す。先ほども答弁の中にありましたように、

企業動向調査、この資料がございます。これ企業動向調査、この資料がございます。これ企業動向調査、この資料がございます。これ企業動向調査、この資料がございます。これ

を見ますると大変美唄市の経済状況は余りよを見ますると大変美唄市の経済状況は余りよを見ますると大変美唄市の経済状況は余りよを見ますると大変美唄市の経済状況は余りよ

くない、このように思っているところでもごくない、このように思っているところでもごくない、このように思っているところでもごくない、このように思っているところでもご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

３点目の農業、商工業、観光の部分におき３点目の農業、商工業、観光の部分におき３点目の農業、商工業、観光の部分におき３点目の農業、商工業、観光の部分におき

ましては、農業においては美唄市の基幹産業ましては、農業においては美唄市の基幹産業ましては、農業においては美唄市の基幹産業ましては、農業においては美唄市の基幹産業

として取り組んでいる状況は依然として厳しとして取り組んでいる状況は依然として厳しとして取り組んでいる状況は依然として厳しとして取り組んでいる状況は依然として厳し

い。ことしより「地域水田農業ビジョン」をい。ことしより「地域水田農業ビジョン」をい。ことしより「地域水田農業ビジョン」をい。ことしより「地域水田農業ビジョン」を

策定し、担い手育成を重点に取り組んでいる策定し、担い手育成を重点に取り組んでいる策定し、担い手育成を重点に取り組んでいる策定し、担い手育成を重点に取り組んでいる

ようであります。考え方は十分にわかっておようであります。考え方は十分にわかっておようであります。考え方は十分にわかっておようであります。考え方は十分にわかってお

りますが、いままでいろんな意味で農業を支りますが、いままでいろんな意味で農業を支りますが、いままでいろんな意味で農業を支りますが、いままでいろんな意味で農業を支

えてきた小さな農家も大切にしなければならえてきた小さな農家も大切にしなければならえてきた小さな農家も大切にしなければならえてきた小さな農家も大切にしなければなら

ないと私は思います。零細農家もいままで一ないと私は思います。零細農家もいままで一ないと私は思います。零細農家もいままで一ないと私は思います。零細農家もいままで一

生懸命頑張ってきたからこそ、いまの生産基生懸命頑張ってきたからこそ、いまの生産基生懸命頑張ってきたからこそ、いまの生産基生懸命頑張ってきたからこそ、いまの生産基

盤があるものと思われます。美唄らしい農業盤があるものと思われます。美唄らしい農業盤があるものと思われます。美唄らしい農業盤があるものと思われます。美唄らしい農業

政策をしなければならないのではないかなと、政策をしなければならないのではないかなと、政策をしなければならないのではないかなと、政策をしなければならないのではないかなと、

これが経済の活性化にもつながってくるものこれが経済の活性化にもつながってくるものこれが経済の活性化にもつながってくるものこれが経済の活性化にもつながってくるもの

と思われます。と思われます。と思われます。と思われます。

一方、観光におきましては、昨年の１２月一方、観光におきましては、昨年の１２月一方、観光におきましては、昨年の１２月一方、観光におきましては、昨年の１２月

にオープンした「交流拠点施設」、市長が頑にオープンした「交流拠点施設」、市長が頑にオープンした「交流拠点施設」、市長が頑にオープンした「交流拠点施設」、市長が頑

張ってこられた成果がいま実っているわけで張ってこられた成果がいま実っているわけで張ってこられた成果がいま実っているわけで張ってこられた成果がいま実っているわけで

ございまして、このほかにも「アルテピアッございまして、このほかにも「アルテピアッございまして、このほかにも「アルテピアッございまして、このほかにも「アルテピアッ

ツァ美唄」とか、あるいは「宮島沼」とか、ツァ美唄」とか、あるいは「宮島沼」とか、ツァ美唄」とか、あるいは「宮島沼」とか、ツァ美唄」とか、あるいは「宮島沼」とか、

観光資源は美唄にたくさんございます。北海観光資源は美唄にたくさんございます。北海観光資源は美唄にたくさんございます。北海観光資源は美唄にたくさんございます。北海

道の中でも、観光がいま低迷をしている中で、道の中でも、観光がいま低迷をしている中で、道の中でも、観光がいま低迷をしている中で、道の中でも、観光がいま低迷をしている中で、

美唄だけが光っているような感じもいたしま美唄だけが光っているような感じもいたしま美唄だけが光っているような感じもいたしま美唄だけが光っているような感じもいたしま

す。す。す。す。

一方、商工業におきましては、時代の変化一方、商工業におきましては、時代の変化一方、商工業におきましては、時代の変化一方、商工業におきましては、時代の変化

により、いま大型店の進出で従来の零細商店により、いま大型店の進出で従来の零細商店により、いま大型店の進出で従来の零細商店により、いま大型店の進出で従来の零細商店

はどんどんと縮小いたしております。新聞にはどんどんと縮小いたしております。新聞にはどんどんと縮小いたしております。新聞にはどんどんと縮小いたしております。新聞に

よりますと、岩見沢近辺にイオンが出たり、よりますと、岩見沢近辺にイオンが出たり、よりますと、岩見沢近辺にイオンが出たり、よりますと、岩見沢近辺にイオンが出たり、

あるいはビッグハウスが出る、そんな報道があるいはビッグハウスが出る、そんな報道があるいはビッグハウスが出る、そんな報道があるいはビッグハウスが出る、そんな報道が

どんどんと新聞に発表されております。ますどんどんと新聞に発表されております。ますどんどんと新聞に発表されております。ますどんどんと新聞に発表されております。ます

ます美唄のまちは過疎化してくるんではないます美唄のまちは過疎化してくるんではないます美唄のまちは過疎化してくるんではないます美唄のまちは過疎化してくるんではない

かなと、こんなことが思われるわけでありまかなと、こんなことが思われるわけでありまかなと、こんなことが思われるわけでありまかなと、こんなことが思われるわけでありま

す。事業をするにも乏しくなってきております。事業をするにも乏しくなってきております。事業をするにも乏しくなってきております。事業をするにも乏しくなってきておりま

すし、また経済状況が悪く、資金繰りが最悪すし、また経済状況が悪く、資金繰りが最悪すし、また経済状況が悪く、資金繰りが最悪すし、また経済状況が悪く、資金繰りが最悪

の時代であります。金融機関も自分の銀行をの時代であります。金融機関も自分の銀行をの時代であります。金融機関も自分の銀行をの時代であります。金融機関も自分の銀行を

守るために、貸し渋りをして中小企業を締め守るために、貸し渋りをして中小企業を締め守るために、貸し渋りをして中小企業を締め守るために、貸し渋りをして中小企業を締め

つけて苦しめている、こういう状況にありまつけて苦しめている、こういう状況にありまつけて苦しめている、こういう状況にありまつけて苦しめている、こういう状況にありま

す。経済が厳しくなる状況では、中小零細企す。経済が厳しくなる状況では、中小零細企す。経済が厳しくなる状況では、中小零細企す。経済が厳しくなる状況では、中小零細企

業は担保力が乏しい場合があり、健全経営で業は担保力が乏しい場合があり、健全経営で業は担保力が乏しい場合があり、健全経営で業は担保力が乏しい場合があり、健全経営で

も保証人がいない、ヤミ金融に頼ったり、時も保証人がいない、ヤミ金融に頼ったり、時も保証人がいない、ヤミ金融に頼ったり、時も保証人がいない、ヤミ金融に頼ったり、時

には破たんに追い込まれるケースも多いと思には破たんに追い込まれるケースも多いと思には破たんに追い込まれるケースも多いと思には破たんに追い込まれるケースも多いと思

います。います。います。います。

しかし、最近は新聞などで見ますると、自しかし、最近は新聞などで見ますると、自しかし、最近は新聞などで見ますると、自しかし、最近は新聞などで見ますると、自

治体は中小企業向けの制度融資の一環として治体は中小企業向けの制度融資の一環として治体は中小企業向けの制度融資の一環として治体は中小企業向けの制度融資の一環として

企業活力強化資金制度を創設すると、そんな企業活力強化資金制度を創設すると、そんな企業活力強化資金制度を創設すると、そんな企業活力強化資金制度を創設すると、そんな

方針が言われております。貸し渋りに苦しむ方針が言われております。貸し渋りに苦しむ方針が言われております。貸し渋りに苦しむ方針が言われております。貸し渋りに苦しむ

健全企業を支援するのが目的とございます。健全企業を支援するのが目的とございます。健全企業を支援するのが目的とございます。健全企業を支援するのが目的とございます。

中小企業が借りやすく、地域経済の活性化に中小企業が借りやすく、地域経済の活性化に中小企業が借りやすく、地域経済の活性化に中小企業が借りやすく、地域経済の活性化に

役立つ制度であると思われます。いろいろな役立つ制度であると思われます。いろいろな役立つ制度であると思われます。いろいろな役立つ制度であると思われます。いろいろな
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制約を外し、金融機関が企業の貸し付けに基制約を外し、金融機関が企業の貸し付けに基制約を外し、金融機関が企業の貸し付けに基制約を外し、金融機関が企業の貸し付けに基

づいて融資の可否を判断し、金利を設定するづいて融資の可否を判断し、金利を設定するづいて融資の可否を判断し、金利を設定するづいて融資の可否を判断し、金利を設定する

など、金融機関の融資に信用保証協会が債務など、金融機関の融資に信用保証協会が債務など、金融機関の融資に信用保証協会が債務など、金融機関の融資に信用保証協会が債務

保証をし、もし焦げついたときには市が一部保証をし、もし焦げついたときには市が一部保証をし、もし焦げついたときには市が一部保証をし、もし焦げついたときには市が一部

損失補償をするなど、細かい配慮があって、損失補償をするなど、細かい配慮があって、損失補償をするなど、細かい配慮があって、損失補償をするなど、細かい配慮があって、

中小企業、零細企業が融資を受けられるよう中小企業、零細企業が融資を受けられるよう中小企業、零細企業が融資を受けられるよう中小企業、零細企業が融資を受けられるよう

な突っ込んだ対策が私は必要ではないかと思な突っ込んだ対策が私は必要ではないかと思な突っ込んだ対策が私は必要ではないかと思な突っ込んだ対策が私は必要ではないかと思

います。これからは、貸し渋りではなく貸しいます。これからは、貸し渋りではなく貸しいます。これからは、貸し渋りではなく貸しいます。これからは、貸し渋りではなく貸し

広げの時代と、他市町村の金融機関は意欲を広げの時代と、他市町村の金融機関は意欲を広げの時代と、他市町村の金融機関は意欲を広げの時代と、他市町村の金融機関は意欲を

燃やしているところでもございます。燃やしているところでもございます。燃やしているところでもございます。燃やしているところでもございます。

ある資料を見ますると、道内のトップバンある資料を見ますると、道内のトップバンある資料を見ますると、道内のトップバンある資料を見ますると、道内のトップバン

クはこれからプライドを捨て、いままで取引クはこれからプライドを捨て、いままで取引クはこれからプライドを捨て、いままで取引クはこれからプライドを捨て、いままで取引

のない中小企業や個人事業者に新しいビジネのない中小企業や個人事業者に新しいビジネのない中小企業や個人事業者に新しいビジネのない中小企業や個人事業者に新しいビジネ

スモデルとして登場した無担保のビジネスロスモデルとして登場した無担保のビジネスロスモデルとして登場した無担保のビジネスロスモデルとして登場した無担保のビジネスロ

ーンを売り込んでいきます。この商品は、時ーンを売り込んでいきます。この商品は、時ーンを売り込んでいきます。この商品は、時ーンを売り込んでいきます。この商品は、時

には赤字企業でも意欲があれば貸し出す異例には赤字企業でも意欲があれば貸し出す異例には赤字企業でも意欲があれば貸し出す異例には赤字企業でも意欲があれば貸し出す異例

の商品である、そう言われております。そのの商品である、そう言われております。そのの商品である、そう言われております。そのの商品である、そう言われております。その

ような動きがあるので、ある信金は活発化しような動きがあるので、ある信金は活発化しような動きがあるので、ある信金は活発化しような動きがあるので、ある信金は活発化し

ている大手の銀行が動くのを認め、対抗策とている大手の銀行が動くのを認め、対抗策とている大手の銀行が動くのを認め、対抗策とている大手の銀行が動くのを認め、対抗策と

して事業者支援の特別融資を始めたとも言わして事業者支援の特別融資を始めたとも言わして事業者支援の特別融資を始めたとも言わして事業者支援の特別融資を始めたとも言わ

れております。このように他市町村の経済は、れております。このように他市町村の経済は、れております。このように他市町村の経済は、れております。このように他市町村の経済は、

活発化しつつあります。美唄市としては、今活発化しつつあります。美唄市としては、今活発化しつつあります。美唄市としては、今活発化しつつあります。美唄市としては、今

年度も予算化される中小企業等振興資金貸付年度も予算化される中小企業等振興資金貸付年度も予算化される中小企業等振興資金貸付年度も予算化される中小企業等振興資金貸付

金の奨励に取り組み、市内の金融機関にハッ金の奨励に取り組み、市内の金融機関にハッ金の奨励に取り組み、市内の金融機関にハッ金の奨励に取り組み、市内の金融機関にハッ

パをかけるなど、そんな必要があるんではなパをかけるなど、そんな必要があるんではなパをかけるなど、そんな必要があるんではなパをかけるなど、そんな必要があるんではな

いかと思います。このことについて、市長はいかと思います。このことについて、市長はいかと思います。このことについて、市長はいかと思います。このことについて、市長は

どのような考えをお持ちなのかお伺いをいたどのような考えをお持ちなのかお伺いをいたどのような考えをお持ちなのかお伺いをいたどのような考えをお持ちなのかお伺いをいた

します。します。します。します。

２つ目は、パークゴルフ場のオープン予想２つ目は、パークゴルフ場のオープン予想２つ目は、パークゴルフ場のオープン予想２つ目は、パークゴルフ場のオープン予想

と料金について再度お伺いをいたします。たと料金について再度お伺いをいたします。たと料金について再度お伺いをいたします。たと料金について再度お伺いをいたします。た

だいま新しくオープンするパークゴルフ場は、だいま新しくオープンするパークゴルフ場は、だいま新しくオープンするパークゴルフ場は、だいま新しくオープンするパークゴルフ場は、

８月ごろと回答がありました。市民の皆さん８月ごろと回答がありました。市民の皆さん８月ごろと回答がありました。市民の皆さん８月ごろと回答がありました。市民の皆さん

は１日も早くと望んでいると思います。子どは１日も早くと望んでいると思います。子どは１日も早くと望んでいると思います。子どは１日も早くと望んでいると思います。子ど

もたちも夏休みにパークゴルフができるものもたちも夏休みにパークゴルフができるものもたちも夏休みにパークゴルフができるものもたちも夏休みにパークゴルフができるもの

と望んでいると思います。条件のよい時期に、と望んでいると思います。条件のよい時期に、と望んでいると思います。条件のよい時期に、と望んでいると思います。条件のよい時期に、

この時期を外すことはないと私は思っておりこの時期を外すことはないと私は思っておりこの時期を外すことはないと私は思っておりこの時期を外すことはないと私は思っており

ます。また、お年寄りのパークゴルフの愛好ます。また、お年寄りのパークゴルフの愛好ます。また、お年寄りのパークゴルフの愛好ます。また、お年寄りのパークゴルフの愛好

家が大変多くなっております。健康のために家が大変多くなっております。健康のために家が大変多くなっております。健康のために家が大変多くなっております。健康のために

も、その時期が一番よい季節だと思っておりも、その時期が一番よい季節だと思っておりも、その時期が一番よい季節だと思っておりも、その時期が一番よい季節だと思っており

ます。ます。ます。ます。

私、ある新聞を見させていただきました。私、ある新聞を見させていただきました。私、ある新聞を見させていただきました。私、ある新聞を見させていただきました。

「パークゴルフひと物語」とかいう資料なん「パークゴルフひと物語」とかいう資料なん「パークゴルフひと物語」とかいう資料なん「パークゴルフひと物語」とかいう資料なん

ですが、ある会社員が会議の連続でストレスですが、ある会社員が会議の連続でストレスですが、ある会社員が会議の連続でストレスですが、ある会社員が会議の連続でストレス

がたまり、たばこ本数が１日に４０～５０本がたまり、たばこ本数が１日に４０～５０本がたまり、たばこ本数が１日に４０～５０本がたまり、たばこ本数が１日に４０～５０本

も吸っていたと。６３歳の人なんですが、帰も吸っていたと。６３歳の人なんですが、帰も吸っていたと。６３歳の人なんですが、帰も吸っていたと。６３歳の人なんですが、帰

宅後呼吸困難に襲われ、救急車で病院に運ば宅後呼吸困難に襲われ、救急車で病院に運ば宅後呼吸困難に襲われ、救急車で病院に運ば宅後呼吸困難に襲われ、救急車で病院に運ば

れ、エックス線写真の結果、異常はなかった。れ、エックス線写真の結果、異常はなかった。れ、エックス線写真の結果、異常はなかった。れ、エックス線写真の結果、異常はなかった。

翌日帰宅したが、夏、寝汗をかくようになっ翌日帰宅したが、夏、寝汗をかくようになっ翌日帰宅したが、夏、寝汗をかくようになっ翌日帰宅したが、夏、寝汗をかくようになっ

たため、別の病院に検査に出向いたと。エッたため、別の病院に検査に出向いたと。エッたため、別の病院に検査に出向いたと。エッたため、別の病院に検査に出向いたと。エッ

クス線検査の結果、肺に３センチほどの影、クス線検査の結果、肺に３センチほどの影、クス線検査の結果、肺に３センチほどの影、クス線検査の結果、肺に３センチほどの影、

すぐに２枚のエックス線写真を持って、ほかすぐに２枚のエックス線写真を持って、ほかすぐに２枚のエックス線写真を持って、ほかすぐに２枚のエックス線写真を持って、ほか

の病院で検査を受けた。結果は肺がん、肺のの病院で検査を受けた。結果は肺がん、肺のの病院で検査を受けた。結果は肺がん、肺のの病院で検査を受けた。結果は肺がん、肺の

入り口が冒され、手術は無理。抗がん剤投与、入り口が冒され、手術は無理。抗がん剤投与、入り口が冒され、手術は無理。抗がん剤投与、入り口が冒され、手術は無理。抗がん剤投与、

放射線治療と、治る見込みは４人に１人ぐら放射線治療と、治る見込みは４人に１人ぐら放射線治療と、治る見込みは４人に１人ぐら放射線治療と、治る見込みは４人に１人ぐら

いだ。医師の話を聞くうちに頭の中が真っ白いだ。医師の話を聞くうちに頭の中が真っ白いだ。医師の話を聞くうちに頭の中が真っ白いだ。医師の話を聞くうちに頭の中が真っ白

になり、健康に無関心だった自分を悔やんだになり、健康に無関心だった自分を悔やんだになり、健康に無関心だった自分を悔やんだになり、健康に無関心だった自分を悔やんだ

と、こう書かれております。その後は、通院と、こう書かれております。その後は、通院と、こう書かれております。その後は、通院と、こう書かれております。その後は、通院

後合間を縫ってパークゴルフを始めたと。通後合間を縫ってパークゴルフを始めたと。通後合間を縫ってパークゴルフを始めたと。通後合間を縫ってパークゴルフを始めたと。通

院治療で体力が落ちているせいか、９ホール院治療で体力が落ちているせいか、９ホール院治療で体力が落ちているせいか、９ホール院治療で体力が落ちているせいか、９ホール

しか回れなかった。しかし、大変楽しかったしか回れなかった。しかし、大変楽しかったしか回れなかった。しかし、大変楽しかったしか回れなかった。しかし、大変楽しかった

と。そのことが自分の健康を十分注意しながと。そのことが自分の健康を十分注意しながと。そのことが自分の健康を十分注意しながと。そのことが自分の健康を十分注意しなが

らパークゴルフを楽しくすることができた。らパークゴルフを楽しくすることができた。らパークゴルフを楽しくすることができた。らパークゴルフを楽しくすることができた。

体力もだんだんと回復し、健康状態と相談し体力もだんだんと回復し、健康状態と相談し体力もだんだんと回復し、健康状態と相談し体力もだんだんと回復し、健康状態と相談し

ながら楽しみを始めた。そして、いまでは体ながら楽しみを始めた。そして、いまでは体ながら楽しみを始めた。そして、いまでは体ながら楽しみを始めた。そして、いまでは体

力に自信もつき、仲間と週１、２度出かけ、力に自信もつき、仲間と週１、２度出かけ、力に自信もつき、仲間と週１、２度出かけ、力に自信もつき、仲間と週１、２度出かけ、

遠出もし、温泉宿泊もすることになった。医遠出もし、温泉宿泊もすることになった。医遠出もし、温泉宿泊もすることになった。医遠出もし、温泉宿泊もすることになった。医

師からは、このままパークゴルフを続けて健師からは、このままパークゴルフを続けて健師からは、このままパークゴルフを続けて健師からは、このままパークゴルフを続けて健

康を保つように、こんな新聞記事で報道され康を保つように、こんな新聞記事で報道され康を保つように、こんな新聞記事で報道され康を保つように、こんな新聞記事で報道され
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ております。この記事のように高齢者も楽しております。この記事のように高齢者も楽しております。この記事のように高齢者も楽しております。この記事のように高齢者も楽し

む希望があれば、健康なお年寄りがたくさんむ希望があれば、健康なお年寄りがたくさんむ希望があれば、健康なお年寄りがたくさんむ希望があれば、健康なお年寄りがたくさん

できると私は思います。できると私は思います。できると私は思います。できると私は思います。

そこで、オープン時期は具体的にいつごろそこで、オープン時期は具体的にいつごろそこで、オープン時期は具体的にいつごろそこで、オープン時期は具体的にいつごろ

になるのか、また料金制度はどの程度で考えになるのか、また料金制度はどの程度で考えになるのか、また料金制度はどの程度で考えになるのか、また料金制度はどの程度で考え

ているのか、いま１度お伺いをいたしたいとているのか、いま１度お伺いをいたしたいとているのか、いま１度お伺いをいたしたいとているのか、いま１度お伺いをいたしたいと

思います。思います。思います。思います。

３点目は、サン・スポーツランドの条例改３点目は、サン・スポーツランドの条例改３点目は、サン・スポーツランドの条例改３点目は、サン・スポーツランドの条例改

正に伴い、交流拠点周辺の施設は直営か、委正に伴い、交流拠点周辺の施設は直営か、委正に伴い、交流拠点周辺の施設は直営か、委正に伴い、交流拠点周辺の施設は直営か、委

託かの考えを整理しなければならないと思い託かの考えを整理しなければならないと思い託かの考えを整理しなければならないと思い託かの考えを整理しなければならないと思い

ます。温泉施設の周辺は、春は花見、夏はキます。温泉施設の周辺は、春は花見、夏はキます。温泉施設の周辺は、春は花見、夏はキます。温泉施設の周辺は、春は花見、夏はキ

ャンプ、秋はモミジ、そんな季節になり、バャンプ、秋はモミジ、そんな季節になり、バャンプ、秋はモミジ、そんな季節になり、バャンプ、秋はモミジ、そんな季節になり、バ

ラエティーに富んでおります。交流拠点施設ラエティーに富んでおります。交流拠点施設ラエティーに富んでおります。交流拠点施設ラエティーに富んでおります。交流拠点施設

は、ますます利用され、美唄の核となると思は、ますます利用され、美唄の核となると思は、ますます利用され、美唄の核となると思は、ますます利用され、美唄の核となると思

います。野球場やテニスコート、ゲートボーいます。野球場やテニスコート、ゲートボーいます。野球場やテニスコート、ゲートボーいます。野球場やテニスコート、ゲートボー

ル場、アルテピアッツァ美唄、スキー場などル場、アルテピアッツァ美唄、スキー場などル場、アルテピアッツァ美唄、スキー場などル場、アルテピアッツァ美唄、スキー場など

に、今後パークゴルフ場が加わり、多くの方に、今後パークゴルフ場が加わり、多くの方に、今後パークゴルフ場が加わり、多くの方に、今後パークゴルフ場が加わり、多くの方

が利用されるものと思われます。スポーツ終が利用されるものと思われます。スポーツ終が利用されるものと思われます。スポーツ終が利用されるものと思われます。スポーツ終

了後、汗をかくことから、帰りには温泉に入了後、汗をかくことから、帰りには温泉に入了後、汗をかくことから、帰りには温泉に入了後、汗をかくことから、帰りには温泉に入

り、ゆっくり疲労をいやす人も多くいると思り、ゆっくり疲労をいやす人も多くいると思り、ゆっくり疲労をいやす人も多くいると思り、ゆっくり疲労をいやす人も多くいると思

います。そのための利用条件も付加価値をついます。そのための利用条件も付加価値をついます。そのための利用条件も付加価値をついます。そのための利用条件も付加価値をつ

ける必要があると思います。ける必要があると思います。ける必要があると思います。ける必要があると思います。

また、ゆ～りん館はバリアフリーの設備にまた、ゆ～りん館はバリアフリーの設備にまた、ゆ～りん館はバリアフリーの設備にまた、ゆ～りん館はバリアフリーの設備に

なっておりますことから、身障者の料金の取なっておりますことから、身障者の料金の取なっておりますことから、身障者の料金の取なっておりますことから、身障者の料金の取

り扱いも考える必要があると思われます。り扱いも考える必要があると思われます。り扱いも考える必要があると思われます。り扱いも考える必要があると思われます。

考え方は、いろいろあると思われますが、考え方は、いろいろあると思われますが、考え方は、いろいろあると思われますが、考え方は、いろいろあると思われますが、

最終的にはその周辺の施設を委託か民営化し最終的にはその周辺の施設を委託か民営化し最終的にはその周辺の施設を委託か民営化し最終的にはその周辺の施設を委託か民営化し

なければならないと思いますが、今後どうすなければならないと思いますが、今後どうすなければならないと思いますが、今後どうすなければならないと思いますが、今後どうす

れば民営化できるのか、施設整備の考え方にれば民営化できるのか、施設整備の考え方にれば民営化できるのか、施設整備の考え方にれば民営化できるのか、施設整備の考え方に

ついてお尋ねをいたします。ついてお尋ねをいたします。ついてお尋ねをいたします。ついてお尋ねをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君 矢部議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 矢部議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 矢部議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 矢部議員の再質問にお

答えをいたします。答えをいたします。答えをいたします。答えをいたします。

初めに、経済の活性化についてでございま初めに、経済の活性化についてでございま初めに、経済の活性化についてでございま初めに、経済の活性化についてでございま

すけれども、先ほどご答弁申し上げましたけすけれども、先ほどご答弁申し上げましたけすけれども、先ほどご答弁申し上げましたけすけれども、先ほどご答弁申し上げましたけ

れども、商工会議所と一緒に企業動向調査等れども、商工会議所と一緒に企業動向調査等れども、商工会議所と一緒に企業動向調査等れども、商工会議所と一緒に企業動向調査等

もいたしました。その結果等も受けまして私もいたしました。その結果等も受けまして私もいたしました。その結果等も受けまして私もいたしました。その結果等も受けまして私

ども金融機関とも協議を重ねてまいりまして、ども金融機関とも協議を重ねてまいりまして、ども金融機関とも協議を重ねてまいりまして、ども金融機関とも協議を重ねてまいりまして、

そこで市の融資制度につきまして、より利用そこで市の融資制度につきまして、より利用そこで市の融資制度につきまして、より利用そこで市の融資制度につきまして、より利用

しやすいものとしていくために、新年度からしやすいものとしていくために、新年度からしやすいものとしていくために、新年度からしやすいものとしていくために、新年度から

利用の多い運転資金及び設備資金の貸付利率利用の多い運転資金及び設備資金の貸付利率利用の多い運転資金及び設備資金の貸付利率利用の多い運転資金及び設備資金の貸付利率

を２％から１.８％に下げるとともに、運転資を２％から１.８％に下げるとともに、運転資を２％から１.８％に下げるとともに、運転資を２％から１.８％に下げるとともに、運転資

金の貸付期間を３年以内から５年以内に延ば金の貸付期間を３年以内から５年以内に延ば金の貸付期間を３年以内から５年以内に延ば金の貸付期間を３年以内から５年以内に延ば

すことといたしております。いずれにいたしすことといたしております。いずれにいたしすことといたしております。いずれにいたしすことといたしております。いずれにいたし

ましても、それぞれの企業等の動向を十分把ましても、それぞれの企業等の動向を十分把ましても、それぞれの企業等の動向を十分把ましても、それぞれの企業等の動向を十分把

握して、市内の金融機関と連携を密にしなが握して、市内の金融機関と連携を密にしなが握して、市内の金融機関と連携を密にしなが握して、市内の金融機関と連携を密にしなが

ら、適切な対応に努めてまいりたいというふら、適切な対応に努めてまいりたいというふら、適切な対応に努めてまいりたいというふら、適切な対応に努めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。

次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま次に、パークゴルフ場についてでございま

すけれども、オープン時期につきましては、すけれども、オープン時期につきましては、すけれども、オープン時期につきましては、すけれども、オープン時期につきましては、

まず芝の養生というのか、初めてオープンをまず芝の養生というのか、初めてオープンをまず芝の養生というのか、初めてオープンをまず芝の養生というのか、初めてオープンを

するものですので、しっかり芝が根づかなきするものですので、しっかり芝が根づかなきするものですので、しっかり芝が根づかなきするものですので、しっかり芝が根づかなき

ゃだめなものですから、いまのところ８月上ゃだめなものですから、いまのところ８月上ゃだめなものですから、いまのところ８月上ゃだめなものですから、いまのところ８月上

旬をめどに準備を進めておりますけれども、旬をめどに準備を進めておりますけれども、旬をめどに準備を進めておりますけれども、旬をめどに準備を進めておりますけれども、

なるだけ早い時期にオープンし、多くの皆さなるだけ早い時期にオープンし、多くの皆さなるだけ早い時期にオープンし、多くの皆さなるだけ早い時期にオープンし、多くの皆さ

んに利用していただきたいと考えております。んに利用していただきたいと考えております。んに利用していただきたいと考えております。んに利用していただきたいと考えております。

料金につきましては、まだ最終的に決定して料金につきましては、まだ最終的に決定して料金につきましては、まだ最終的に決定して料金につきましては、まだ最終的に決定して

おりませんけれども、大人５００円程度を予おりませんけれども、大人５００円程度を予おりませんけれども、大人５００円程度を予おりませんけれども、大人５００円程度を予

定しておりまして、回数券は割引率を考慮し、定しておりまして、回数券は割引率を考慮し、定しておりまして、回数券は割引率を考慮し、定しておりまして、回数券は割引率を考慮し、

何度でも利用される皆さんが利用しやすい料何度でも利用される皆さんが利用しやすい料何度でも利用される皆さんが利用しやすい料何度でも利用される皆さんが利用しやすい料

金設定を検討しているところでございます。金設定を検討しているところでございます。金設定を検討しているところでございます。金設定を検討しているところでございます。

次に、野球場などの関連施設の管理運営に次に、野球場などの関連施設の管理運営に次に、野球場などの関連施設の管理運営に次に、野球場などの関連施設の管理運営に

ついてでございますけれども、いま自立を選ついてでございますけれども、いま自立を選ついてでございますけれども、いま自立を選ついてでございますけれども、いま自立を選

択しまして、小さな市役所を目指して効率的択しまして、小さな市役所を目指して効率的択しまして、小さな市役所を目指して効率的択しまして、小さな市役所を目指して効率的

な行政運営に努めながら、市民サービスを維な行政運営に努めながら、市民サービスを維な行政運営に努めながら、市民サービスを維な行政運営に努めながら、市民サービスを維

持、向上させていくために、これまでの施設持、向上させていくために、これまでの施設持、向上させていくために、これまでの施設持、向上させていくために、これまでの施設

管理のあり方を見直すこととしており、昨年管理のあり方を見直すこととしており、昨年管理のあり方を見直すこととしており、昨年管理のあり方を見直すこととしており、昨年

の地方自治法の改正による民間事業者の参入の地方自治法の改正による民間事業者の参入の地方自治法の改正による民間事業者の参入の地方自治法の改正による民間事業者の参入
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が可能となる指定管理者制度の導入など管理が可能となる指定管理者制度の導入など管理が可能となる指定管理者制度の導入など管理が可能となる指定管理者制度の導入など管理

運営のあり方について十分に検討し、施設の運営のあり方について十分に検討し、施設の運営のあり方について十分に検討し、施設の運営のあり方について十分に検討し、施設の

適正な管理、運営に努めてまいりたいと考え適正な管理、運営に努めてまいりたいと考え適正な管理、運営に努めてまいりたいと考え適正な管理、運営に努めてまいりたいと考え

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君（登壇） 平成１６年第●９番長谷川吉春君（登壇） 平成１６年第●９番長谷川吉春君（登壇） 平成１６年第●９番長谷川吉春君（登壇） 平成１６年第

１回定例会に当たり、大綱２点について市長１回定例会に当たり、大綱２点について市長１回定例会に当たり、大綱２点について市長１回定例会に当たり、大綱２点について市長

及び教育長に質問いたします。及び教育長に質問いたします。及び教育長に質問いたします。及び教育長に質問いたします。

大綱質問の１点目は、自立の方針について大綱質問の１点目は、自立の方針について大綱質問の１点目は、自立の方針について大綱質問の１点目は、自立の方針について

でありますが、以下５点について市長にお尋でありますが、以下５点について市長にお尋でありますが、以下５点について市長にお尋でありますが、以下５点について市長にお尋

ねいたします。ねいたします。ねいたします。ねいたします。

その１つ目は、自立に向けてのまちづくりその１つ目は、自立に向けてのまちづくりその１つ目は、自立に向けてのまちづくりその１つ目は、自立に向けてのまちづくり

の基本についてであります。平成１６年度のの基本についてであります。平成１６年度のの基本についてであります。平成１６年度のの基本についてであります。平成１６年度の

政府予算案は、一般会計の総額８２兆１,０１政府予算案は、一般会計の総額８２兆１,０１政府予算案は、一般会計の総額８２兆１,０１政府予算案は、一般会計の総額８２兆１,０１

０億円で、前年度当初予算に比べて３,２１８０億円で、前年度当初予算に比べて３,２１８０億円で、前年度当初予算に比べて３,２１８０億円で、前年度当初予算に比べて３,２１８

億円の増となっていますが、国債費や地方交億円の増となっていますが、国債費や地方交億円の増となっていますが、国債費や地方交億円の増となっていますが、国債費や地方交

付税、ＮＴＴ・Ｂタイプ事業償還時補助を除付税、ＮＴＴ・Ｂタイプ事業償還時補助を除付税、ＮＴＴ・Ｂタイプ事業償還時補助を除付税、ＮＴＴ・Ｂタイプ事業償還時補助を除

いた一般歳出は０.１％の増となっています。いた一般歳出は０.１％の増となっています。いた一般歳出は０.１％の増となっています。いた一般歳出は０.１％の増となっています。

しかし、一般会計総額ではＮＴＴ事業償還時しかし、一般会計総額ではＮＴＴ事業償還時しかし、一般会計総額ではＮＴＴ事業償還時しかし、一般会計総額ではＮＴＴ事業償還時

補助金４,１６９億円が会計処理の関係で二重補助金４,１６９億円が会計処理の関係で二重補助金４,１６９億円が会計処理の関係で二重補助金４,１６９億円が会計処理の関係で二重

に計上されていること、一般歳出でも参議院に計上されていること、一般歳出でも参議院に計上されていること、一般歳出でも参議院に計上されていること、一般歳出でも参議院

選挙関連経費など、特殊要因があることを考選挙関連経費など、特殊要因があることを考選挙関連経費など、特殊要因があることを考選挙関連経費など、特殊要因があることを考

慮すれば、実質的には一般会計総額前年度比慮すれば、実質的には一般会計総額前年度比慮すれば、実質的には一般会計総額前年度比慮すれば、実質的には一般会計総額前年度比

でマイナスの予算となっています。でマイナスの予算となっています。でマイナスの予算となっています。でマイナスの予算となっています。

この予算案の特徴は、この予算案の特徴は、この予算案の特徴は、この予算案の特徴は、

第１に年金保険料の引き上げや庶民増税な第１に年金保険料の引き上げや庶民増税な第１に年金保険料の引き上げや庶民増税な第１に年金保険料の引き上げや庶民増税な

ど今後十数年にわたる際限なき国民負担増のど今後十数年にわたる際限なき国民負担増のど今後十数年にわたる際限なき国民負担増のど今後十数年にわたる際限なき国民負担増の

レールを敷くという連続負担増予算であり、レールを敷くという連続負担増予算であり、レールを敷くという連続負担増予算であり、レールを敷くという連続負担増予算であり、

地方自治体への１兆円補助金削減も地方自治地方自治体への１兆円補助金削減も地方自治地方自治体への１兆円補助金削減も地方自治地方自治体への１兆円補助金削減も地方自治

体と住民にツケを回し、住民サービスの低下体と住民にツケを回し、住民サービスの低下体と住民にツケを回し、住民サービスの低下体と住民にツケを回し、住民サービスの低下

をもたらすものであります。をもたらすものであります。をもたらすものであります。をもたらすものであります。

第２は、大企業奉仕や公共事業の浪費の仕第２は、大企業奉仕や公共事業の浪費の仕第２は、大企業奉仕や公共事業の浪費の仕第２は、大企業奉仕や公共事業の浪費の仕

組みは温存され、国債の新規発行は２年連続組みは温存され、国債の新規発行は２年連続組みは温存され、国債の新規発行は２年連続組みは温存され、国債の新規発行は２年連続

で史上最高となるなど、財政破たんをますまで史上最高となるなど、財政破たんをますまで史上最高となるなど、財政破たんをますまで史上最高となるなど、財政破たんをますま

す進行させるものとなっており、小泉構造改す進行させるものとなっており、小泉構造改す進行させるものとなっており、小泉構造改す進行させるものとなっており、小泉構造改

革の看板倒れの実態がますます鮮明になって革の看板倒れの実態がますます鮮明になって革の看板倒れの実態がますます鮮明になって革の看板倒れの実態がますます鮮明になって

いることであります。いることであります。いることであります。いることであります。

第３に、イラク侵攻支援や弾道ミサイル防第３に、イラク侵攻支援や弾道ミサイル防第３に、イラク侵攻支援や弾道ミサイル防第３に、イラク侵攻支援や弾道ミサイル防

衛システムの予算に見られるように、アメリ衛システムの予算に見られるように、アメリ衛システムの予算に見られるように、アメリ衛システムの予算に見られるように、アメリ

カの軍事戦略に日本を組み込む危険な道を進カの軍事戦略に日本を組み込む危険な道を進カの軍事戦略に日本を組み込む危険な道を進カの軍事戦略に日本を組み込む危険な道を進

める予算であります。める予算であります。める予算であります。める予算であります。

こうした極めて厳しい国内情勢の中で、本こうした極めて厳しい国内情勢の中で、本こうした極めて厳しい国内情勢の中で、本こうした極めて厳しい国内情勢の中で、本

市の自立元年を迎えているわけでありますが、市の自立元年を迎えているわけでありますが、市の自立元年を迎えているわけでありますが、市の自立元年を迎えているわけでありますが、

自立に向けて作成された自立プランも大きく自立に向けて作成された自立プランも大きく自立に向けて作成された自立プランも大きく自立に向けて作成された自立プランも大きく

修正され、市民負担の大幅な増加や、市職員修正され、市民負担の大幅な増加や、市職員修正され、市民負担の大幅な増加や、市職員修正され、市民負担の大幅な増加や、市職員

の給料の削減など深刻な状況にあります。市の給料の削減など深刻な状況にあります。市の給料の削減など深刻な状況にあります。市の給料の削減など深刻な状況にあります。市

民の中には、これほど財政状況が深刻なら、民の中には、これほど財政状況が深刻なら、民の中には、これほど財政状況が深刻なら、民の中には、これほど財政状況が深刻なら、

自立ではなく合併した方がよいのではないか自立ではなく合併した方がよいのではないか自立ではなく合併した方がよいのではないか自立ではなく合併した方がよいのではないか

という声も聞かされます。という声も聞かされます。という声も聞かされます。という声も聞かされます。

しかし、合併したとしても、厳しい財政状しかし、合併したとしても、厳しい財政状しかし、合併したとしても、厳しい財政状しかし、合併したとしても、厳しい財政状

況が各施策に反映されるには多少の時間のず況が各施策に反映されるには多少の時間のず況が各施策に反映されるには多少の時間のず況が各施策に反映されるには多少の時間のず

れがあったとしても、厳しいことには変わられがあったとしても、厳しいことには変わられがあったとしても、厳しいことには変わられがあったとしても、厳しいことには変わら

ないわけであります。市長が市政執行方針でないわけであります。市長が市政執行方針でないわけであります。市長が市政執行方針でないわけであります。市長が市政執行方針で

述べているように、困難があっても正面から述べているように、困難があっても正面から述べているように、困難があっても正面から述べているように、困難があっても正面から

それに立ち向かい、自立の道が最善の選択でそれに立ち向かい、自立の道が最善の選択でそれに立ち向かい、自立の道が最善の選択でそれに立ち向かい、自立の道が最善の選択で

あることの具体的な、そしてまた確固としたあることの具体的な、そしてまた確固としたあることの具体的な、そしてまた確固としたあることの具体的な、そしてまた確固とした

展望が必要だと思いますが、市長のお考えを展望が必要だと思いますが、市長のお考えを展望が必要だと思いますが、市長のお考えを展望が必要だと思いますが、市長のお考えを

お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。

また、自立に向けたまちづくりには、市職また、自立に向けたまちづくりには、市職また、自立に向けたまちづくりには、市職また、自立に向けたまちづくりには、市職

員と一丸となって取り組まなければなりませ員と一丸となって取り組まなければなりませ員と一丸となって取り組まなければなりませ員と一丸となって取り組まなければなりませ

んが、そのためにも市長と市職員の強固な信んが、そのためにも市長と市職員の強固な信んが、そのためにも市長と市職員の強固な信んが、そのためにも市長と市職員の強固な信

頼関係が必要だと思いますが、どのようにし頼関係が必要だと思いますが、どのようにし頼関係が必要だと思いますが、どのようにし頼関係が必要だと思いますが、どのようにし

ようとしているのか。さらにまた、当初計画ようとしているのか。さらにまた、当初計画ようとしているのか。さらにまた、当初計画ようとしているのか。さらにまた、当初計画

した自立プランが予想以上厳しい財政状況にした自立プランが予想以上厳しい財政状況にした自立プランが予想以上厳しい財政状況にした自立プランが予想以上厳しい財政状況に

より、大幅な変更を余儀なくされ、市民負担より、大幅な変更を余儀なくされ、市民負担より、大幅な変更を余儀なくされ、市民負担より、大幅な変更を余儀なくされ、市民負担

も大きく増加し、今後も一層厳しくなることも大きく増加し、今後も一層厳しくなることも大きく増加し、今後も一層厳しくなることも大きく増加し、今後も一層厳しくなること

も予想されますが、市民にはどのように理解も予想されますが、市民にはどのように理解も予想されますが、市民にはどのように理解も予想されますが、市民にはどのように理解
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してもらおうとしているのかお尋ねいたしましてもらおうとしているのかお尋ねいたしましてもらおうとしているのかお尋ねいたしましてもらおうとしているのかお尋ねいたしま

す。す。す。す。

２つ目は、財政の見通しについてでありま２つ目は、財政の見通しについてでありま２つ目は、財政の見通しについてでありま２つ目は、財政の見通しについてでありま

す。政府による経済財政運営と構造改革に関す。政府による経済財政運営と構造改革に関す。政府による経済財政運営と構造改革に関す。政府による経済財政運営と構造改革に関

する基本計画２００３、いわゆる骨太方針第する基本計画２００３、いわゆる骨太方針第する基本計画２００３、いわゆる骨太方針第する基本計画２００３、いわゆる骨太方針第

３弾では０４年から０６年度の３年間に地方３弾では０４年から０６年度の３年間に地方３弾では０４年から０６年度の３年間に地方３弾では０４年から０６年度の３年間に地方

向け国庫補助負担金をおおむね４兆円を廃止、向け国庫補助負担金をおおむね４兆円を廃止、向け国庫補助負担金をおおむね４兆円を廃止、向け国庫補助負担金をおおむね４兆円を廃止、

縮減することを中心に、地方交付税制度の見縮減することを中心に、地方交付税制度の見縮減することを中心に、地方交付税制度の見縮減することを中心に、地方交付税制度の見

直しを三位一体で進めていくことを打ち出し、直しを三位一体で進めていくことを打ち出し、直しを三位一体で進めていくことを打ち出し、直しを三位一体で進めていくことを打ち出し、

これに基づき新年度予算に盛り込まれた国庫これに基づき新年度予算に盛り込まれた国庫これに基づき新年度予算に盛り込まれた国庫これに基づき新年度予算に盛り込まれた国庫

補助負担金の縮減は１兆０,３１３億円となり、補助負担金の縮減は１兆０,３１３億円となり、補助負担金の縮減は１兆０,３１３億円となり、補助負担金の縮減は１兆０,３１３億円となり、

また地方交付税交付金は実際に地方に配分さまた地方交付税交付金は実際に地方に配分さまた地方交付税交付金は実際に地方に配分さまた地方交付税交付金は実際に地方に配分さ

れる額では１兆１,８３２億円の減、臨時財政れる額では１兆１,８３２億円の減、臨時財政れる額では１兆１,８３２億円の減、臨時財政れる額では１兆１,８３２億円の減、臨時財政

対策債は４兆１,９０５億円と大幅に減額され対策債は４兆１,９０５億円と大幅に減額され対策債は４兆１,９０５億円と大幅に減額され対策債は４兆１,９０５億円と大幅に減額され

ています。このため、本市においては地方交ています。このため、本市においては地方交ています。このため、本市においては地方交ています。このため、本市においては地方交

付税では１億４,９００万円、臨時財政対策債付税では１億４,９００万円、臨時財政対策債付税では１億４,９００万円、臨時財政対策債付税では１億４,９００万円、臨時財政対策債

では２億２,０００万円の減額となり、非常手では２億２,０００万円の減額となり、非常手では２億２,０００万円の減額となり、非常手では２億２,０００万円の減額となり、非常手

段として財政調整基金を取り崩したり、また段として財政調整基金を取り崩したり、また段として財政調整基金を取り崩したり、また段として財政調整基金を取り崩したり、また

その積み立てを中止しています。昨年１０月その積み立てを中止しています。昨年１０月その積み立てを中止しています。昨年１０月その積み立てを中止しています。昨年１０月

に作成した自立のシナリオによれば、１０年に作成した自立のシナリオによれば、１０年に作成した自立のシナリオによれば、１０年に作成した自立のシナリオによれば、１０年

後の平成２６年には５億円の黒字、平成３２後の平成２６年には５億円の黒字、平成３２後の平成２６年には５億円の黒字、平成３２後の平成２６年には５億円の黒字、平成３２

年には２６億円の累積での黒字が見込まれて年には２６億円の累積での黒字が見込まれて年には２６億円の累積での黒字が見込まれて年には２６億円の累積での黒字が見込まれて

います。います。います。います。

しかし、予想を大幅に上回る国の財政的なしかし、予想を大幅に上回る国の財政的なしかし、予想を大幅に上回る国の財政的なしかし、予想を大幅に上回る国の財政的な

措置により、自立のシナリオは再検討をしな措置により、自立のシナリオは再検討をしな措置により、自立のシナリオは再検討をしな措置により、自立のシナリオは再検討をしな

ければならないと思いますが、今後の財政へければならないと思いますが、今後の財政へければならないと思いますが、今後の財政へければならないと思いますが、今後の財政へ

の見通しをどのようにお考えなのかお尋ねいの見通しをどのようにお考えなのかお尋ねいの見通しをどのようにお考えなのかお尋ねいの見通しをどのようにお考えなのかお尋ねい

たします。たします。たします。たします。

３つ目は、市民負担についてであります。３つ目は、市民負担についてであります。３つ目は、市民負担についてであります。３つ目は、市民負担についてであります。

市長は、市政執行方針の中で、市民の皆さん市長は、市政執行方針の中で、市民の皆さん市長は、市政執行方針の中で、市民の皆さん市長は、市政執行方針の中で、市民の皆さん

には一定の負担や痛みを分かち合うことをおには一定の負担や痛みを分かち合うことをおには一定の負担や痛みを分かち合うことをおには一定の負担や痛みを分かち合うことをお

願いしたいと述べておられますが、どの部分願いしたいと述べておられますが、どの部分願いしたいと述べておられますが、どの部分願いしたいと述べておられますが、どの部分

をどのようにしようとしているのか、具体的をどのようにしようとしているのか、具体的をどのようにしようとしているのか、具体的をどのようにしようとしているのか、具体的

にお尋ねいたします。にお尋ねいたします。にお尋ねいたします。にお尋ねいたします。

４つ目は、福祉のまちづくりの基本につい４つ目は、福祉のまちづくりの基本につい４つ目は、福祉のまちづくりの基本につい４つ目は、福祉のまちづくりの基本につい

てであります。市長は、自立のまちづくりのてであります。市長は、自立のまちづくりのてであります。市長は、自立のまちづくりのてであります。市長は、自立のまちづくりの

重点課題の１つとして福祉のまちづくりを掲重点課題の１つとして福祉のまちづくりを掲重点課題の１つとして福祉のまちづくりを掲重点課題の１つとして福祉のまちづくりを掲

げています。げています。げています。げています。

しかし、新年度予算を見るなら、多くの福しかし、新年度予算を見るなら、多くの福しかし、新年度予算を見るなら、多くの福しかし、新年度予算を見るなら、多くの福

祉施策で予算の削減が行われています。市民祉施策で予算の削減が行われています。市民祉施策で予算の削減が行われています。市民祉施策で予算の削減が行われています。市民

負担の増加は、福祉にかかわっている人ほど負担の増加は、福祉にかかわっている人ほど負担の増加は、福祉にかかわっている人ほど負担の増加は、福祉にかかわっている人ほど

その負担が大きくなり、市民生活が一層深刻その負担が大きくなり、市民生活が一層深刻その負担が大きくなり、市民生活が一層深刻その負担が大きくなり、市民生活が一層深刻

なものになります。これは、市長の掲げる福なものになります。これは、市長の掲げる福なものになります。これは、市長の掲げる福なものになります。これは、市長の掲げる福

祉のまちづくりとは大きくかけ離れていると祉のまちづくりとは大きくかけ離れていると祉のまちづくりとは大きくかけ離れていると祉のまちづくりとは大きくかけ離れていると

思いますが、どのようにお考えなのかお尋ね思いますが、どのようにお考えなのかお尋ね思いますが、どのようにお考えなのかお尋ね思いますが、どのようにお考えなのかお尋ね

いたします。いたします。いたします。いたします。

５つ目は、自立に向けての首長としての決５つ目は、自立に向けての首長としての決５つ目は、自立に向けての首長としての決５つ目は、自立に向けての首長としての決

意についてでありますが、市長は市政執行方意についてでありますが、市長は市政執行方意についてでありますが、市長は市政執行方意についてでありますが、市長は市政執行方

針の中で国の財政政策により、地方財政は破針の中で国の財政政策により、地方財政は破針の中で国の財政政策により、地方財政は破針の中で国の財政政策により、地方財政は破

たんの危険性をはらんでいると述べています。たんの危険性をはらんでいると述べています。たんの危険性をはらんでいると述べています。たんの危険性をはらんでいると述べています。

この点については、私も全く同じ意見でありこの点については、私も全く同じ意見でありこの点については、私も全く同じ意見でありこの点については、私も全く同じ意見であり

ます。地方財政の危機を乗り越えるためには、ます。地方財政の危機を乗り越えるためには、ます。地方財政の危機を乗り越えるためには、ます。地方財政の危機を乗り越えるためには、

国の財政政策を地方に目を向けさせるように、国の財政政策を地方に目を向けさせるように、国の財政政策を地方に目を向けさせるように、国の財政政策を地方に目を向けさせるように、

国に対し、強い姿勢で臨まなければならない国に対し、強い姿勢で臨まなければならない国に対し、強い姿勢で臨まなければならない国に対し、強い姿勢で臨まなければならない

と思いますが、これには並々ならない決意がと思いますが、これには並々ならない決意がと思いますが、これには並々ならない決意がと思いますが、これには並々ならない決意が

必要だと思いますが、市長のお考えをお尋ね必要だと思いますが、市長のお考えをお尋ね必要だと思いますが、市長のお考えをお尋ね必要だと思いますが、市長のお考えをお尋ね

いたします。いたします。いたします。いたします。

大綱質問の２点目、教育行政について教育大綱質問の２点目、教育行政について教育大綱質問の２点目、教育行政について教育大綱質問の２点目、教育行政について教育

長にお尋ねいたします。その１つ目は、学校長にお尋ねいたします。その１つ目は、学校長にお尋ねいたします。その１つ目は、学校長にお尋ねいたします。その１つ目は、学校

教育の基本についてであります。小泉首相は、教育の基本についてであります。小泉首相は、教育の基本についてであります。小泉首相は、教育の基本についてであります。小泉首相は、

施政執行方針の中で、教育基本法の改正につ施政執行方針の中で、教育基本法の改正につ施政執行方針の中で、教育基本法の改正につ施政執行方針の中で、教育基本法の改正につ

いて、国民的な議論を踏まえ、精力的に取りいて、国民的な議論を踏まえ、精力的に取りいて、国民的な議論を踏まえ、精力的に取りいて、国民的な議論を踏まえ、精力的に取り

組むとして本腰を入れる構えを示しています。組むとして本腰を入れる構えを示しています。組むとして本腰を入れる構えを示しています。組むとして本腰を入れる構えを示しています。

教育基本法は、教育の目的に人格の完成を置教育基本法は、教育の目的に人格の完成を置教育基本法は、教育の目的に人格の完成を置教育基本法は、教育の目的に人格の完成を置

き、平和な国家及び社会の形成者の育成を掲き、平和な国家及び社会の形成者の育成を掲き、平和な国家及び社会の形成者の育成を掲き、平和な国家及び社会の形成者の育成を掲

げています。また、国家権力による不当な支げています。また、国家権力による不当な支げています。また、国家権力による不当な支げています。また、国家権力による不当な支

配を排除しています。これらの民主的な理念配を排除しています。これらの民主的な理念配を排除しています。これらの民主的な理念配を排除しています。これらの民主的な理念

や原則は、戦前の教育が侵略戦争を支える人や原則は、戦前の教育が侵略戦争を支える人や原則は、戦前の教育が侵略戦争を支える人や原則は、戦前の教育が侵略戦争を支える人
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づくり、兵士づくりの場となったことへの反づくり、兵士づくりの場となったことへの反づくり、兵士づくりの場となったことへの反づくり、兵士づくりの場となったことへの反

省から生まれたものであります。省から生まれたものであります。省から生まれたものであります。省から生まれたものであります。

小泉首相が教育基本法を改正するというの小泉首相が教育基本法を改正するというの小泉首相が教育基本法を改正するというの小泉首相が教育基本法を改正するというの

は、憲法に基づく民主教育の理念や原則の改は、憲法に基づく民主教育の理念や原則の改は、憲法に基づく民主教育の理念や原則の改は、憲法に基づく民主教育の理念や原則の改

変を意味します。再び戦争をする国にするな変を意味します。再び戦争をする国にするな変を意味します。再び戦争をする国にするな変を意味します。再び戦争をする国にするな

と憲法と教育基本法の改悪に反対する運動がと憲法と教育基本法の改悪に反対する運動がと憲法と教育基本法の改悪に反対する運動がと憲法と教育基本法の改悪に反対する運動が

起こっていることは、当然のことであります。起こっていることは、当然のことであります。起こっていることは、当然のことであります。起こっていることは、当然のことであります。

教育基本法改悪の重大な中身の１つとして国教育基本法改悪の重大な中身の１つとして国教育基本法改悪の重大な中身の１つとして国教育基本法改悪の重大な中身の１つとして国

が教育振興基本計画をつくり、教育内容にまが教育振興基本計画をつくり、教育内容にまが教育振興基本計画をつくり、教育内容にまが教育振興基本計画をつくり、教育内容にま

で踏み込んで統制することがねらわれていまで踏み込んで統制することがねらわれていまで踏み込んで統制することがねらわれていまで踏み込んで統制することがねらわれていま

す。このことは、国家権力による不当な支配す。このことは、国家権力による不当な支配す。このことは、国家権力による不当な支配す。このことは、国家権力による不当な支配

の排除という教育基本法の命ともいうべき原の排除という教育基本法の命ともいうべき原の排除という教育基本法の命ともいうべき原の排除という教育基本法の命ともいうべき原

則への挑戦であります。国が教育内容に介入則への挑戦であります。国が教育内容に介入則への挑戦であります。国が教育内容に介入則への挑戦であります。国が教育内容に介入

すれば、子どもと教育にとってどんな悪影響すれば、子どもと教育にとってどんな悪影響すれば、子どもと教育にとってどんな悪影響すれば、子どもと教育にとってどんな悪影響

を招くか、学習指導要領の押しつけなどが教を招くか、学習指導要領の押しつけなどが教を招くか、学習指導要領の押しつけなどが教を招くか、学習指導要領の押しつけなどが教

育の現場の矛盾を一層深刻にしてきたことを育の現場の矛盾を一層深刻にしてきたことを育の現場の矛盾を一層深刻にしてきたことを育の現場の矛盾を一層深刻にしてきたことを

見ても明らかであります。見ても明らかであります。見ても明らかであります。見ても明らかであります。

政府、自民党は、教育をめぐる矛盾や困難政府、自民党は、教育をめぐる矛盾や困難政府、自民党は、教育をめぐる矛盾や困難政府、自民党は、教育をめぐる矛盾や困難

の原因を教育基本法にあるかのように言って、の原因を教育基本法にあるかのように言って、の原因を教育基本法にあるかのように言って、の原因を教育基本法にあるかのように言って、

改悪を進めようとしています。しかし、見直改悪を進めようとしています。しかし、見直改悪を進めようとしています。しかし、見直改悪を進めようとしています。しかし、見直

しには道理も根拠もありません。むしろ政府しには道理も根拠もありません。むしろ政府しには道理も根拠もありません。むしろ政府しには道理も根拠もありません。むしろ政府

が民主的教育の理念を踏みにじってきたことが民主的教育の理念を踏みにじってきたことが民主的教育の理念を踏みにじってきたことが民主的教育の理念を踏みにじってきたこと

こそ重大であります。人格の完成を教育の基こそ重大であります。人格の完成を教育の基こそ重大であります。人格の完成を教育の基こそ重大であります。人格の完成を教育の基

本目的に置くというのは、子供の成長と発達本目的に置くというのは、子供の成長と発達本目的に置くというのは、子供の成長と発達本目的に置くというのは、子供の成長と発達

を何よりも大切にするということです。とこを何よりも大切にするということです。とこを何よりも大切にするということです。とこを何よりも大切にするということです。とこ

ろが、自民党政府が長年続けてきた世界でもろが、自民党政府が長年続けてきた世界でもろが、自民党政府が長年続けてきた世界でもろが、自民党政府が長年続けてきた世界でも

異常な競争主義の教育は子どもの心と成長を異常な競争主義の教育は子どもの心と成長を異常な競争主義の教育は子どもの心と成長を異常な競争主義の教育は子どもの心と成長を

深刻に傷つけています。１月末に国連子ども深刻に傷つけています。１月末に国連子ども深刻に傷つけています。１月末に国連子ども深刻に傷つけています。１月末に国連子ども

の権利委員会が日本政府に対して行った勧告の権利委員会が日本政府に対して行った勧告の権利委員会が日本政府に対して行った勧告の権利委員会が日本政府に対して行った勧告

でも過度に競争的な教育制度によって子どもでも過度に競争的な教育制度によって子どもでも過度に競争的な教育制度によって子どもでも過度に競争的な教育制度によって子ども

の身体及び精神的な健康に悪影響が生じていの身体及び精神的な健康に悪影響が生じていの身体及び精神的な健康に悪影響が生じていの身体及び精神的な健康に悪影響が生じてい

ると厳しく批判しています。学校教育に重大ると厳しく批判しています。学校教育に重大ると厳しく批判しています。学校教育に重大ると厳しく批判しています。学校教育に重大

な影響をもたらす教育基本法の改悪について、な影響をもたらす教育基本法の改悪について、な影響をもたらす教育基本法の改悪について、な影響をもたらす教育基本法の改悪について、

教育長はどのようにお考えなのかお尋ねいた教育長はどのようにお考えなのかお尋ねいた教育長はどのようにお考えなのかお尋ねいた教育長はどのようにお考えなのかお尋ねいた

します。します。します。します。

２つ目は、学校選択制についてであります２つ目は、学校選択制についてであります２つ目は、学校選択制についてであります２つ目は、学校選択制についてであります

が、最近近隣の幾つかの市において、学校選が、最近近隣の幾つかの市において、学校選が、最近近隣の幾つかの市において、学校選が、最近近隣の幾つかの市において、学校選

択制が導入されようとしています。これは、択制が導入されようとしています。これは、択制が導入されようとしています。これは、択制が導入されようとしています。これは、

小中学生がこれまでの学校区の枠を超えて生小中学生がこれまでの学校区の枠を超えて生小中学生がこれまでの学校区の枠を超えて生小中学生がこれまでの学校区の枠を超えて生

徒あるいは保護者の希望により、同じ行政区徒あるいは保護者の希望により、同じ行政区徒あるいは保護者の希望により、同じ行政区徒あるいは保護者の希望により、同じ行政区

であれば希望する学校に入学できるとしたもであれば希望する学校に入学できるとしたもであれば希望する学校に入学できるとしたもであれば希望する学校に入学できるとしたも

のであります。これは、いまでも過度に競争のであります。これは、いまでも過度に競争のであります。これは、いまでも過度に競争のであります。これは、いまでも過度に競争

的な教育制度によって子どもの身体及び精神的な教育制度によって子どもの身体及び精神的な教育制度によって子どもの身体及び精神的な教育制度によって子どもの身体及び精神

的な健康に悪影響を生じていると、国連子ど的な健康に悪影響を生じていると、国連子ど的な健康に悪影響を生じていると、国連子ど的な健康に悪影響を生じていると、国連子ど

も権利委員会より指摘されている教育制度にも権利委員会より指摘されている教育制度にも権利委員会より指摘されている教育制度にも権利委員会より指摘されている教育制度に

一層拍車をかけ、子ども同士の競争意識をあ一層拍車をかけ、子ども同士の競争意識をあ一層拍車をかけ、子ども同士の競争意識をあ一層拍車をかけ、子ども同士の競争意識をあ

おるものであります。この制度を導入しようおるものであります。この制度を導入しようおるものであります。この制度を導入しようおるものであります。この制度を導入しよう

としている市では、保護者や地域の人たちととしている市では、保護者や地域の人たちととしている市では、保護者や地域の人たちととしている市では、保護者や地域の人たちと

の十分な合意のないまま見切り発車をしようの十分な合意のないまま見切り発車をしようの十分な合意のないまま見切り発車をしようの十分な合意のないまま見切り発車をしよう

としており、多くの保護者からの不安の声もとしており、多くの保護者からの不安の声もとしており、多くの保護者からの不安の声もとしており、多くの保護者からの不安の声も

新聞報道などで報じられていますが、本市に新聞報道などで報じられていますが、本市に新聞報道などで報じられていますが、本市に新聞報道などで報じられていますが、本市に

おいてはどのようにお考えなのかお尋ねいたおいてはどのようにお考えなのかお尋ねいたおいてはどのようにお考えなのかお尋ねいたおいてはどのようにお考えなのかお尋ねいた

します。します。します。します。

３つ目は、不登校及び校内暴力の状況とそ３つ目は、不登校及び校内暴力の状況とそ３つ目は、不登校及び校内暴力の状況とそ３つ目は、不登校及び校内暴力の状況とそ

の対応についてであります。不登校についての対応についてであります。不登校についての対応についてであります。不登校についての対応についてであります。不登校について

は、これまでもさまざまな改善の努力がされは、これまでもさまざまな改善の努力がされは、これまでもさまざまな改善の努力がされは、これまでもさまざまな改善の努力がされ

てきていると思いますが、現状ではどのようてきていると思いますが、現状ではどのようてきていると思いますが、現状ではどのようてきていると思いますが、現状ではどのよう

な状況にあるのかお聞きいたします。な状況にあるのかお聞きいたします。な状況にあるのかお聞きいたします。な状況にあるのかお聞きいたします。

また、校内暴力は学校にとっても児童生徒また、校内暴力は学校にとっても児童生徒また、校内暴力は学校にとっても児童生徒また、校内暴力は学校にとっても児童生徒

にとっても、また家庭においても深刻な問題にとっても、また家庭においても深刻な問題にとっても、また家庭においても深刻な問題にとっても、また家庭においても深刻な問題

であり、時には大きな社会的な事件に発展すであり、時には大きな社会的な事件に発展すであり、時には大きな社会的な事件に発展すであり、時には大きな社会的な事件に発展す

ることもしばしばあります。本市の小中学校ることもしばしばあります。本市の小中学校ることもしばしばあります。本市の小中学校ることもしばしばあります。本市の小中学校

ではどのような現状に置かれているのか、まではどのような現状に置かれているのか、まではどのような現状に置かれているのか、まではどのような現状に置かれているのか、ま

たどのように対応しているのかお尋ねいたしたどのように対応しているのかお尋ねいたしたどのように対応しているのかお尋ねいたしたどのように対応しているのかお尋ねいたし

ます。ます。ます。ます。

４つ目は、放課後児童施設、いわゆる学童４つ目は、放課後児童施設、いわゆる学童４つ目は、放課後児童施設、いわゆる学童４つ目は、放課後児童施設、いわゆる学童

保育についてでありますが、たび重なる不況保育についてでありますが、たび重なる不況保育についてでありますが、たび重なる不況保育についてでありますが、たび重なる不況

による家庭経済の悪化による共稼ぎが増加のによる家庭経済の悪化による共稼ぎが増加のによる家庭経済の悪化による共稼ぎが増加のによる家庭経済の悪化による共稼ぎが増加の
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一途をたどる中で学童保育に入所する子ども一途をたどる中で学童保育に入所する子ども一途をたどる中で学童保育に入所する子ども一途をたどる中で学童保育に入所する子ども

たちもふえています。入所を希望したが、定たちもふえています。入所を希望したが、定たちもふえています。入所を希望したが、定たちもふえています。入所を希望したが、定

員いっぱいで入れなかったという声もしばし員いっぱいで入れなかったという声もしばし員いっぱいで入れなかったという声もしばし員いっぱいで入れなかったという声もしばし

ば聞こえます。本市においては、昨年東地区ば聞こえます。本市においては、昨年東地区ば聞こえます。本市においては、昨年東地区ば聞こえます。本市においては、昨年東地区

において定員数を２倍の６０名にふやし、東において定員数を２倍の６０名にふやし、東において定員数を２倍の６０名にふやし、東において定員数を２倍の６０名にふやし、東

小学校に隣接して施設を設置するなど改善の小学校に隣接して施設を設置するなど改善の小学校に隣接して施設を設置するなど改善の小学校に隣接して施設を設置するなど改善の

努力はされていますが、現状ではどのように努力はされていますが、現状ではどのように努力はされていますが、現状ではどのように努力はされていますが、現状ではどのように

なっているのか。なっているのか。なっているのか。なっているのか。

１つには、現在の各施設の定員数について。１つには、現在の各施設の定員数について。１つには、現在の各施設の定員数について。１つには、現在の各施設の定員数について。

２つには、入りたくても入れない、そうし２つには、入りたくても入れない、そうし２つには、入りたくても入れない、そうし２つには、入りたくても入れない、そうし

た待機者がいるのか、現状はどうなっているた待機者がいるのか、現状はどうなっているた待機者がいるのか、現状はどうなっているた待機者がいるのか、現状はどうなっている

のか。のか。のか。のか。

３つには、新年度からの見通しがどうなの３つには、新年度からの見通しがどうなの３つには、新年度からの見通しがどうなの３つには、新年度からの見通しがどうなの

かについてお尋ねいたします。かについてお尋ねいたします。かについてお尋ねいたします。かについてお尋ねいたします。

５つ目は、学校図書館の利用状況について５つ目は、学校図書館の利用状況について５つ目は、学校図書館の利用状況について５つ目は、学校図書館の利用状況について

でありますが、２１世紀の社会を支える子どでありますが、２１世紀の社会を支える子どでありますが、２１世紀の社会を支える子どでありますが、２１世紀の社会を支える子ど

もたちの健全育成に、良書に親しませることもたちの健全育成に、良書に親しませることもたちの健全育成に、良書に親しませることもたちの健全育成に、良書に親しませること

は極めて重要な問題です。子どもたちの思考は極めて重要な問題です。子どもたちの思考は極めて重要な問題です。子どもたちの思考は極めて重要な問題です。子どもたちの思考

力、創造力を高め、人に対する思いやりの心、力、創造力を高め、人に対する思いやりの心、力、創造力を高め、人に対する思いやりの心、力、創造力を高め、人に対する思いやりの心、

感動する心を育てるためにも読書は大きな役感動する心を育てるためにも読書は大きな役感動する心を育てるためにも読書は大きな役感動する心を育てるためにも読書は大きな役

割りを果たします。各学校では、子どもたち割りを果たします。各学校では、子どもたち割りを果たします。各学校では、子どもたち割りを果たします。各学校では、子どもたち

の読書意欲を高めるための努力はされているの読書意欲を高めるための努力はされているの読書意欲を高めるための努力はされているの読書意欲を高めるための努力はされている

と思いますが、そのための取り組みをどのよと思いますが、そのための取り組みをどのよと思いますが、そのための取り組みをどのよと思いますが、そのための取り組みをどのよ

うに行っているのか、また全国平均と比較しうに行っているのか、また全国平均と比較しうに行っているのか、また全国平均と比較しうに行っているのか、また全国平均と比較し

て子どもたちは年間１人当たり何冊の本を読て子どもたちは年間１人当たり何冊の本を読て子どもたちは年間１人当たり何冊の本を読て子どもたちは年間１人当たり何冊の本を読

んでいるのか、１人当たりの図書の冊数は標んでいるのか、１人当たりの図書の冊数は標んでいるのか、１人当たりの図書の冊数は標んでいるのか、１人当たりの図書の冊数は標

準と比較してどうなのか、さらに図書の更新準と比較してどうなのか、さらに図書の更新準と比較してどうなのか、さらに図書の更新準と比較してどうなのか、さらに図書の更新

はどのように行われているのかお尋ねいたしはどのように行われているのかお尋ねいたしはどのように行われているのかお尋ねいたしはどのように行われているのかお尋ねいたし

ます。ます。ます。ます。

６つ目は、司書教諭についてであります。６つ目は、司書教諭についてであります。６つ目は、司書教諭についてであります。６つ目は、司書教諭についてであります。

学校図書館法の改正により、平成１５年４月学校図書館法の改正により、平成１５年４月学校図書館法の改正により、平成１５年４月学校図書館法の改正により、平成１５年４月

から１２学級以上の小中学校に司書教諭の配から１２学級以上の小中学校に司書教諭の配から１２学級以上の小中学校に司書教諭の配から１２学級以上の小中学校に司書教諭の配

置が義務づけられていますが、本市の各学校置が義務づけられていますが、本市の各学校置が義務づけられていますが、本市の各学校置が義務づけられていますが、本市の各学校

ではどのようになっているのか、またどんなではどのようになっているのか、またどんなではどのようになっているのか、またどんなではどのようになっているのか、またどんな

職務を行っているのか、さらにまた司書教諭職務を行っているのか、さらにまた司書教諭職務を行っているのか、さらにまた司書教諭職務を行っているのか、さらにまた司書教諭

の資格は必要なのかについてお尋ねいたしまの資格は必要なのかについてお尋ねいたしまの資格は必要なのかについてお尋ねいたしまの資格は必要なのかについてお尋ねいたしま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 長谷川議員の●市長井坂紘一郎君（登壇） 長谷川議員の●市長井坂紘一郎君（登壇） 長谷川議員の●市長井坂紘一郎君（登壇） 長谷川議員の

質問にお答えします。質問にお答えします。質問にお答えします。質問にお答えします。

初めに、自立に向けた取り組みについてで初めに、自立に向けた取り組みについてで初めに、自立に向けた取り組みについてで初めに、自立に向けた取り組みについてで

ございますが、本市が目指す方向を、これまございますが、本市が目指す方向を、これまございますが、本市が目指す方向を、これまございますが、本市が目指す方向を、これま

で築いてきた歴史や文化を大切にし、将来にで築いてきた歴史や文化を大切にし、将来にで築いてきた歴史や文化を大切にし、将来にで築いてきた歴史や文化を大切にし、将来に

引き継ぐ、かけがえのない財産や地理的に有引き継ぐ、かけがえのない財産や地理的に有引き継ぐ、かけがえのない財産や地理的に有引き継ぐ、かけがえのない財産や地理的に有

利な点をいかす、少子高齢化に対応した美唄利な点をいかす、少子高齢化に対応した美唄利な点をいかす、少子高齢化に対応した美唄利な点をいかす、少子高齢化に対応した美唄

らしい「福祉のまちづくり」を続けるというらしい「福祉のまちづくり」を続けるというらしい「福祉のまちづくり」を続けるというらしい「福祉のまちづくり」を続けるという

３点を基本とし、「福祉」「環境」「交流」３点を基本とし、「福祉」「環境」「交流」３点を基本とし、「福祉」「環境」「交流」３点を基本とし、「福祉」「環境」「交流」

「経済振興」に重点を置き、自立に向けた美「経済振興」に重点を置き、自立に向けた美「経済振興」に重点を置き、自立に向けた美「経済振興」に重点を置き、自立に向けた美

唄づくりを進めていくことといたしておりま唄づくりを進めていくことといたしておりま唄づくりを進めていくことといたしておりま唄づくりを進めていくことといたしておりま

す。す。す。す。

また、この取り組みに当たっては、庁内Ｌまた、この取り組みに当たっては、庁内Ｌまた、この取り組みに当たっては、庁内Ｌまた、この取り組みに当たっては、庁内Ｌ

ＡＮなどを活用し、職員の意見を把握するなＡＮなどを活用し、職員の意見を把握するなＡＮなどを活用し、職員の意見を把握するなＡＮなどを活用し、職員の意見を把握するな

ど意思の疎通を図るほか、市民の皆さんにはど意思の疎通を図るほか、市民の皆さんにはど意思の疎通を図るほか、市民の皆さんにはど意思の疎通を図るほか、市民の皆さんには

情報を共有し合い、自立推進計画の策定に参情報を共有し合い、自立推進計画の策定に参情報を共有し合い、自立推進計画の策定に参情報を共有し合い、自立推進計画の策定に参

加をいただき、自分たちのまちは自分たちで加をいただき、自分たちのまちは自分たちで加をいただき、自分たちのまちは自分たちで加をいただき、自分たちのまちは自分たちで

つくり上げていくことを基本に、個性と活力つくり上げていくことを基本に、個性と活力つくり上げていくことを基本に、個性と活力つくり上げていくことを基本に、個性と活力

に満ちた協働によるまちづくりを進めてまいに満ちた協働によるまちづくりを進めてまいに満ちた協働によるまちづくりを進めてまいに満ちた協働によるまちづくりを進めてまい

りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。

次に、財政の見通しについてでございます次に、財政の見通しについてでございます次に、財政の見通しについてでございます次に、財政の見通しについてでございます

が、本市の財政は市税収入などの自主財源がが、本市の財政は市税収入などの自主財源がが、本市の財政は市税収入などの自主財源がが、本市の財政は市税収入などの自主財源が

少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付

税に大きく頼る構造になっております。これ税に大きく頼る構造になっております。これ税に大きく頼る構造になっております。これ税に大きく頼る構造になっております。これ

まで人件費の縮減や事業の見直しなどに努めまで人件費の縮減や事業の見直しなどに努めまで人件費の縮減や事業の見直しなどに努めまで人件費の縮減や事業の見直しなどに努め

てまいりましたが、長引く景気の低迷等によてまいりましたが、長引く景気の低迷等によてまいりましたが、長引く景気の低迷等によてまいりましたが、長引く景気の低迷等によ

る市税の減収、地方交付税の減額などによりる市税の減収、地方交付税の減額などによりる市税の減収、地方交付税の減額などによりる市税の減収、地方交付税の減額などにより

大変苦しい財政運営となっております。大変苦しい財政運営となっております。大変苦しい財政運営となっております。大変苦しい財政運営となっております。

平成１６年度の予算編成に当たりましては、平成１６年度の予算編成に当たりましては、平成１６年度の予算編成に当たりましては、平成１６年度の予算編成に当たりましては、

自立に向けたスタートの年として内部管理経自立に向けたスタートの年として内部管理経自立に向けたスタートの年として内部管理経自立に向けたスタートの年として内部管理経
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費の徹底した節減や事務事業の見直し、人件費の徹底した節減や事務事業の見直し、人件費の徹底した節減や事務事業の見直し、人件費の徹底した節減や事務事業の見直し、人件

費の見直しなど、より一層の行財政改革に取費の見直しなど、より一層の行財政改革に取費の見直しなど、より一層の行財政改革に取費の見直しなど、より一層の行財政改革に取

り組みましたが、市税をはじめ、地方交付税り組みましたが、市税をはじめ、地方交付税り組みましたが、市税をはじめ、地方交付税り組みましたが、市税をはじめ、地方交付税

などが大幅に減少することなどから、財政調などが大幅に減少することなどから、財政調などが大幅に減少することなどから、財政調などが大幅に減少することなどから、財政調

整基金ほか４基金からの繰り入れなどや債務整基金ほか４基金からの繰り入れなどや債務整基金ほか４基金からの繰り入れなどや債務整基金ほか４基金からの繰り入れなどや債務

負担行為の支払いを繰り延べすることで対応負担行為の支払いを繰り延べすることで対応負担行為の支払いを繰り延べすることで対応負担行為の支払いを繰り延べすることで対応

したところでございます。今後の財政見通ししたところでございます。今後の財政見通ししたところでございます。今後の財政見通ししたところでございます。今後の財政見通し

につきましては、三位一体の改革などによるにつきましては、三位一体の改革などによるにつきましては、三位一体の改革などによるにつきましては、三位一体の改革などによる

地方交付税の削減が引き続き進められるもの地方交付税の削減が引き続き進められるもの地方交付税の削減が引き続き進められるもの地方交付税の削減が引き続き進められるもの

と予想されることや税収の回復は見込まれなと予想されることや税収の回復は見込まれなと予想されることや税収の回復は見込まれなと予想されることや税収の回復は見込まれな

い状況にあることから、大変厳しい財政状況い状況にあることから、大変厳しい財政状況い状況にあることから、大変厳しい財政状況い状況にあることから、大変厳しい財政状況

が続くものと想定をしているところでございが続くものと想定をしているところでございが続くものと想定をしているところでございが続くものと想定をしているところでござい

ます。ます。ます。ます。

このため、平成１６年度予算に基づく新しこのため、平成１６年度予算に基づく新しこのため、平成１６年度予算に基づく新しこのため、平成１６年度予算に基づく新し

い財政推計を反映させた自立推進計画を作成い財政推計を反映させた自立推進計画を作成い財政推計を反映させた自立推進計画を作成い財政推計を反映させた自立推進計画を作成

し、自立に向けた持続可能な財政構造の確立し、自立に向けた持続可能な財政構造の確立し、自立に向けた持続可能な財政構造の確立し、自立に向けた持続可能な財政構造の確立

に努めてまいりたいと考えております。に努めてまいりたいと考えております。に努めてまいりたいと考えております。に努めてまいりたいと考えております。

次に、市民負担についてでございますが、次に、市民負担についてでございますが、次に、市民負担についてでございますが、次に、市民負担についてでございますが、

平成１６年度においては受益者負担の観点か平成１６年度においては受益者負担の観点か平成１６年度においては受益者負担の観点か平成１６年度においては受益者負担の観点か

ら住民票交付手数料の引き上げ、公民館使用ら住民票交付手数料の引き上げ、公民館使用ら住民票交付手数料の引き上げ、公民館使用ら住民票交付手数料の引き上げ、公民館使用

料の有料化、市民会館使用料免除措置の見直料の有料化、市民会館使用料免除措置の見直料の有料化、市民会館使用料免除措置の見直料の有料化、市民会館使用料免除措置の見直

し、高齢者インフルエンザ接種料の見直しをし、高齢者インフルエンザ接種料の見直しをし、高齢者インフルエンザ接種料の見直しをし、高齢者インフルエンザ接種料の見直しを

図ることといたしております。図ることといたしております。図ることといたしております。図ることといたしております。

今後におきましても、自立のシナリオに基今後におきましても、自立のシナリオに基今後におきましても、自立のシナリオに基今後におきましても、自立のシナリオに基

づき各種使用料・手数料などを見直していくづき各種使用料・手数料などを見直していくづき各種使用料・手数料などを見直していくづき各種使用料・手数料などを見直していく

こととなりますが、具体的な実施項目、実施こととなりますが、具体的な実施項目、実施こととなりますが、具体的な実施項目、実施こととなりますが、具体的な実施項目、実施

年度等につきましては今後作成を予定してい年度等につきましては今後作成を予定してい年度等につきましては今後作成を予定してい年度等につきましては今後作成を予定してい

る自立推進計画の中で明らかにし、まちづくる自立推進計画の中で明らかにし、まちづくる自立推進計画の中で明らかにし、まちづくる自立推進計画の中で明らかにし、まちづく

り地区懇談会などを通じ、市民の皆さんに説り地区懇談会などを通じ、市民の皆さんに説り地区懇談会などを通じ、市民の皆さんに説り地区懇談会などを通じ、市民の皆さんに説

明を行い、ご理解をいただくよう努めてまい明を行い、ご理解をいただくよう努めてまい明を行い、ご理解をいただくよう努めてまい明を行い、ご理解をいただくよう努めてまい

りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。

次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい

ますが、急速に進む少子高齢化の中で、すべますが、急速に進む少子高齢化の中で、すべますが、急速に進む少子高齢化の中で、すべますが、急速に進む少子高齢化の中で、すべ

ての市民が住み慣れた地域で生涯を通じて健ての市民が住み慣れた地域で生涯を通じて健ての市民が住み慣れた地域で生涯を通じて健ての市民が住み慣れた地域で生涯を通じて健

康で安心して暮らしていくためには、個人の康で安心して暮らしていくためには、個人の康で安心して暮らしていくためには、個人の康で安心して暮らしていくためには、個人の

人格と個性を尊重することを基本として、市人格と個性を尊重することを基本として、市人格と個性を尊重することを基本として、市人格と個性を尊重することを基本として、市

民、事業者、市が共通の認識に立ち、それぞ民、事業者、市が共通の認識に立ち、それぞ民、事業者、市が共通の認識に立ち、それぞ民、事業者、市が共通の認識に立ち、それぞ

れの役割りを担いながら、ともに支え合う地れの役割りを担いながら、ともに支え合う地れの役割りを担いながら、ともに支え合う地れの役割りを担いながら、ともに支え合う地

域社会をしっかりとつくっていくことが求め域社会をしっかりとつくっていくことが求め域社会をしっかりとつくっていくことが求め域社会をしっかりとつくっていくことが求め

られております。られております。られております。られております。

このため、市といたしましては、厳しい財このため、市といたしましては、厳しい財このため、市といたしましては、厳しい財このため、市といたしましては、厳しい財

政状況にはありますが、このような観点から政状況にはありますが、このような観点から政状況にはありますが、このような観点から政状況にはありますが、このような観点から

地域の生活課題解決に向けた住民みずからの地域の生活課題解決に向けた住民みずからの地域の生活課題解決に向けた住民みずからの地域の生活課題解決に向けた住民みずからの

取り組みや組織づくりを支援するほか、子育取り組みや組織づくりを支援するほか、子育取り組みや組織づくりを支援するほか、子育取り組みや組織づくりを支援するほか、子育

て支援や高齢者の介護予防などの重要課題にて支援や高齢者の介護予防などの重要課題にて支援や高齢者の介護予防などの重要課題にて支援や高齢者の介護予防などの重要課題に

重点的に取り組むこととし、地域におけるさ重点的に取り組むこととし、地域におけるさ重点的に取り組むこととし、地域におけるさ重点的に取り組むこととし、地域におけるさ

まざまな地域資源を活用した「本市の実情にまざまな地域資源を活用した「本市の実情にまざまな地域資源を活用した「本市の実情にまざまな地域資源を活用した「本市の実情に

応じた支え合う地域社会」を市民の皆さんと応じた支え合う地域社会」を市民の皆さんと応じた支え合う地域社会」を市民の皆さんと応じた支え合う地域社会」を市民の皆さんと

ともにつくり上げていくことを基本的な考えともにつくり上げていくことを基本的な考えともにつくり上げていくことを基本的な考えともにつくり上げていくことを基本的な考え

として福祉のまちづくりを進めていく考えでとして福祉のまちづくりを進めていく考えでとして福祉のまちづくりを進めていく考えでとして福祉のまちづくりを進めていく考えで

おります。おります。おります。おります。

次に、自立に向けた決意についてでござい次に、自立に向けた決意についてでござい次に、自立に向けた決意についてでござい次に、自立に向けた決意についてでござい

ますが、現在進められている「三位一体の改ますが、現在進められている「三位一体の改ますが、現在進められている「三位一体の改ますが、現在進められている「三位一体の改

革」は全体像や改革の工程が示されておらず、革」は全体像や改革の工程が示されておらず、革」は全体像や改革の工程が示されておらず、革」は全体像や改革の工程が示されておらず、

地方分権改革が目指す税源移譲と権限移譲が地方分権改革が目指す税源移譲と権限移譲が地方分権改革が目指す税源移譲と権限移譲が地方分権改革が目指す税源移譲と権限移譲が

一体的に実現されていない状況にございます。一体的に実現されていない状況にございます。一体的に実現されていない状況にございます。一体的に実現されていない状況にございます。

今後このような状況が続くと、本市だけで今後このような状況が続くと、本市だけで今後このような状況が続くと、本市だけで今後このような状況が続くと、本市だけで

はなく、財源不足に悩む全国の市は危機的状はなく、財源不足に悩む全国の市は危機的状はなく、財源不足に悩む全国の市は危機的状はなく、財源不足に悩む全国の市は危機的状

況に陥ってしまうと考えられるため、去る２況に陥ってしまうと考えられるため、去る２況に陥ってしまうと考えられるため、去る２況に陥ってしまうと考えられるため、去る２

月２３日に全国市長会として「三位一体改革月２３日に全国市長会として「三位一体改革月２３日に全国市長会として「三位一体改革月２３日に全国市長会として「三位一体改革

に関する緊急要望」を総務省に提出し、大都に関する緊急要望」を総務省に提出し、大都に関する緊急要望」を総務省に提出し、大都に関する緊急要望」を総務省に提出し、大都

市圏、地方圏、いずれの都市も納得できる市圏、地方圏、いずれの都市も納得できる市圏、地方圏、いずれの都市も納得できる市圏、地方圏、いずれの都市も納得できる

「三位一体の改革」が推進されるよう要望し「三位一体の改革」が推進されるよう要望し「三位一体の改革」が推進されるよう要望し「三位一体の改革」が推進されるよう要望し

たところでございます。私は、行財政改革をたところでございます。私は、行財政改革をたところでございます。私は、行財政改革をたところでございます。私は、行財政改革を

進めるとともに、市民の皆さんと創意工夫を進めるとともに、市民の皆さんと創意工夫を進めるとともに、市民の皆さんと創意工夫を進めるとともに、市民の皆さんと創意工夫を

重ねながら全力を挙げて自立に向けた美唄づ重ねながら全力を挙げて自立に向けた美唄づ重ねながら全力を挙げて自立に向けた美唄づ重ねながら全力を挙げて自立に向けた美唄づ

くりに取り組む決意でございます。くりに取り組む決意でございます。くりに取り組む決意でございます。くりに取り組む決意でございます。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。
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●教育長村上忠雄君（登壇） 長谷川議員の●教育長村上忠雄君（登壇） 長谷川議員の●教育長村上忠雄君（登壇） 長谷川議員の●教育長村上忠雄君（登壇） 長谷川議員の

ご質問に順次お答えいたします。ご質問に順次お答えいたします。ご質問に順次お答えいたします。ご質問に順次お答えいたします。

初めに、学校教育の基本についてでありま初めに、学校教育の基本についてでありま初めに、学校教育の基本についてでありま初めに、学校教育の基本についてでありま

すが、教育改革が一層加速する中、教育基本すが、教育改革が一層加速する中、教育基本すが、教育改革が一層加速する中、教育基本すが、教育改革が一層加速する中、教育基本

法の見直しなど我が国の教育の根幹をなす法法の見直しなど我が国の教育の根幹をなす法法の見直しなど我が国の教育の根幹をなす法法の見直しなど我が国の教育の根幹をなす法

律、制度の改正については、今後も議論が続律、制度の改正については、今後も議論が続律、制度の改正については、今後も議論が続律、制度の改正については、今後も議論が続

くものと承知しておりますし、引き続き注視くものと承知しておりますし、引き続き注視くものと承知しておりますし、引き続き注視くものと承知しておりますし、引き続き注視

していかなきゃならないと考えております。していかなきゃならないと考えております。していかなきゃならないと考えております。していかなきゃならないと考えております。

また、学習指導要領の基本的なねらいであまた、学習指導要領の基本的なねらいであまた、学習指導要領の基本的なねらいであまた、学習指導要領の基本的なねらいであ

る生きる力の育成は、これまでも知識偏重のる生きる力の育成は、これまでも知識偏重のる生きる力の育成は、これまでも知識偏重のる生きる力の育成は、これまでも知識偏重の

傾向や過度の受験競争を反省したものである傾向や過度の受験競争を反省したものである傾向や過度の受験競争を反省したものである傾向や過度の受験競争を反省したものである

ことを忘れてはならないと受けとめておりまことを忘れてはならないと受けとめておりまことを忘れてはならないと受けとめておりまことを忘れてはならないと受けとめておりま

す。す。す。す。

教育委員会といたしましては、こうした時教育委員会といたしましては、こうした時教育委員会といたしましては、こうした時教育委員会といたしましては、こうした時

代の流れを的確にとらえながら、常に基本を代の流れを的確にとらえながら、常に基本を代の流れを的確にとらえながら、常に基本を代の流れを的確にとらえながら、常に基本を

見据えた新しい時代の学校教育の創造に取り見据えた新しい時代の学校教育の創造に取り見据えた新しい時代の学校教育の創造に取り見据えた新しい時代の学校教育の創造に取り

組んでいかなくてはならないと考えていると組んでいかなくてはならないと考えていると組んでいかなくてはならないと考えていると組んでいかなくてはならないと考えていると

ころでございます。それは、変化の激しい社ころでございます。それは、変化の激しい社ころでございます。それは、変化の激しい社ころでございます。それは、変化の激しい社

会にあって、時代を超えて変わらない価値の会にあって、時代を超えて変わらない価値の会にあって、時代を超えて変わらない価値の会にあって、時代を超えて変わらない価値の

あるもの、すなわち不易と、時代の変化ととあるもの、すなわち不易と、時代の変化ととあるもの、すなわち不易と、時代の変化ととあるもの、すなわち不易と、時代の変化とと

もに変えていかなくてはならないもの、すなもに変えていかなくてはならないもの、すなもに変えていかなくてはならないもの、すなもに変えていかなくてはならないもの、すな

わち流行とを見きわめた教育を進めていくこわち流行とを見きわめた教育を進めていくこわち流行とを見きわめた教育を進めていくこわち流行とを見きわめた教育を進めていくこ

とであると、このように考えているところでとであると、このように考えているところでとであると、このように考えているところでとであると、このように考えているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、次に、学校選択制度についてでありますが、

現在岩見沢市と江別市が導入に向けて取り組現在岩見沢市と江別市が導入に向けて取り組現在岩見沢市と江別市が導入に向けて取り組現在岩見沢市と江別市が導入に向けて取り組

んでおりますが、その趣旨は学校を選択するんでおりますが、その趣旨は学校を選択するんでおりますが、その趣旨は学校を選択するんでおりますが、その趣旨は学校を選択する

という手段を通じて、教育環境を整備するとという手段を通じて、教育環境を整備するとという手段を通じて、教育環境を整備するとという手段を通じて、教育環境を整備すると

ともに、魅力ある学校づくりを進めて、学校ともに、魅力ある学校づくりを進めて、学校ともに、魅力ある学校づくりを進めて、学校ともに、魅力ある学校づくりを進めて、学校

の活性化を図ることにあると受けとめておりの活性化を図ることにあると受けとめておりの活性化を図ることにあると受けとめておりの活性化を図ることにあると受けとめており

ます。教育委員会といたしましては、現行のます。教育委員会といたしましては、現行のます。教育委員会といたしましては、現行のます。教育委員会といたしましては、現行の

通学区域制度の中で保護者の希望があった場通学区域制度の中で保護者の希望があった場通学区域制度の中で保護者の希望があった場通学区域制度の中で保護者の希望があった場

合は、弾力的な運用によって対応していると合は、弾力的な運用によって対応していると合は、弾力的な運用によって対応していると合は、弾力的な運用によって対応していると

ころであり、各学校がそれぞれ特色ある学校ころであり、各学校がそれぞれ特色ある学校ころであり、各学校がそれぞれ特色ある学校ころであり、各学校がそれぞれ特色ある学校

づくりを進めていくように指導、助言にも努づくりを進めていくように指導、助言にも努づくりを進めていくように指導、助言にも努づくりを進めていくように指導、助言にも努

めておりますことから、現在のところこの制めておりますことから、現在のところこの制めておりますことから、現在のところこの制めておりますことから、現在のところこの制

度の導入は考えていないところでございます。度の導入は考えていないところでございます。度の導入は考えていないところでございます。度の導入は考えていないところでございます。

次に、不登校の状況についてでありますが、次に、不登校の状況についてでありますが、次に、不登校の状況についてでありますが、次に、不登校の状況についてでありますが、

平成１５年度は現時点で不登校児童数は小学平成１５年度は現時点で不登校児童数は小学平成１５年度は現時点で不登校児童数は小学平成１５年度は現時点で不登校児童数は小学

生２名、中学生１５名、計１７名となってお生２名、中学生１５名、計１７名となってお生２名、中学生１５名、計１７名となってお生２名、中学生１５名、計１７名となってお

ります。このうち適応指導教室に通級する児ります。このうち適応指導教室に通級する児ります。このうち適応指導教室に通級する児ります。このうち適応指導教室に通級する児

童生徒数は、中学生６名となっており、不登童生徒数は、中学生６名となっており、不登童生徒数は、中学生６名となっており、不登童生徒数は、中学生６名となっており、不登

校児童生徒数は１４年度とほぼ同数になって校児童生徒数は１４年度とほぼ同数になって校児童生徒数は１４年度とほぼ同数になって校児童生徒数は１４年度とほぼ同数になって

おります。おります。おります。おります。

教育委員会では、本年度各学校や家庭はも教育委員会では、本年度各学校や家庭はも教育委員会では、本年度各学校や家庭はも教育委員会では、本年度各学校や家庭はも

とより、空知教育局、児童相談所、子育て支とより、空知教育局、児童相談所、子育て支とより、空知教育局、児童相談所、子育て支とより、空知教育局、児童相談所、子育て支

援センターなど関係機関との連携を強化しな援センターなど関係機関との連携を強化しな援センターなど関係機関との連携を強化しな援センターなど関係機関との連携を強化しな

がら１人ひとりの状況に応じた指導に努めてがら１人ひとりの状況に応じた指導に努めてがら１人ひとりの状況に応じた指導に努めてがら１人ひとりの状況に応じた指導に努めて

きたところでございます。きたところでございます。きたところでございます。きたところでございます。

次に、校内暴力等につきましては、平成１次に、校内暴力等につきましては、平成１次に、校内暴力等につきましては、平成１次に、校内暴力等につきましては、平成１

５年度は現時点で対教師暴力が１件、いじめ５年度は現時点で対教師暴力が１件、いじめ５年度は現時点で対教師暴力が１件、いじめ５年度は現時点で対教師暴力が１件、いじめ

が１件となっております。いずれも学校と教が１件となっております。いずれも学校と教が１件となっております。いずれも学校と教が１件となっております。いずれも学校と教

育委員会が連携を密にしながら、警察や児童育委員会が連携を密にしながら、警察や児童育委員会が連携を密にしながら、警察や児童育委員会が連携を密にしながら、警察や児童

相談所の協力を得て、早期の解決に努めてき相談所の協力を得て、早期の解決に努めてき相談所の協力を得て、早期の解決に努めてき相談所の協力を得て、早期の解決に努めてき

たところでございます。教育委員会といたしたところでございます。教育委員会といたしたところでございます。教育委員会といたしたところでございます。教育委員会といたし

ましては、不登校及び校内暴力等の問題は、ましては、不登校及び校内暴力等の問題は、ましては、不登校及び校内暴力等の問題は、ましては、不登校及び校内暴力等の問題は、

本市の重要な教育課題と考えておりますこと本市の重要な教育課題と考えておりますこと本市の重要な教育課題と考えておりますこと本市の重要な教育課題と考えておりますこと

から、子供の健やかな成長を考える集いの実から、子供の健やかな成長を考える集いの実から、子供の健やかな成長を考える集いの実から、子供の健やかな成長を考える集いの実

施など、学校、家庭、地域社会と連携を図り、施など、学校、家庭、地域社会と連携を図り、施など、学校、家庭、地域社会と連携を図り、施など、学校、家庭、地域社会と連携を図り、

その根絶を目指すとともに各学校がこれらのその根絶を目指すとともに各学校がこれらのその根絶を目指すとともに各学校がこれらのその根絶を目指すとともに各学校がこれらの

問題に組織的に対応していけるよう一層の指問題に組織的に対応していけるよう一層の指問題に組織的に対応していけるよう一層の指問題に組織的に対応していけるよう一層の指

導、助言及び支援に努めてまいりたいと考え導、助言及び支援に努めてまいりたいと考え導、助言及び支援に努めてまいりたいと考え導、助言及び支援に努めてまいりたいと考え

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

次に、放課後児童についてでございますが、次に、放課後児童についてでございますが、次に、放課後児童についてでございますが、次に、放課後児童についてでございますが、

現在の入所の状況は東地区では定員数６０名現在の入所の状況は東地区では定員数６０名現在の入所の状況は東地区では定員数６０名現在の入所の状況は東地区では定員数６０名

に対し、入所数５９名、中央地区は定員数４に対し、入所数５９名、中央地区は定員数４に対し、入所数５９名、中央地区は定員数４に対し、入所数５９名、中央地区は定員数４

０名に対し、入所数３８名、南美唄地区は定０名に対し、入所数３８名、南美唄地区は定０名に対し、入所数３８名、南美唄地区は定０名に対し、入所数３８名、南美唄地区は定

員数３０名に対し、入所数１３名となってお員数３０名に対し、入所数１３名となってお員数３０名に対し、入所数１３名となってお員数３０名に対し、入所数１３名となってお
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り、３施設とも待機している児童はおりませり、３施設とも待機している児童はおりませり、３施設とも待機している児童はおりませり、３施設とも待機している児童はおりませ

ん。新年度の申し込み状況は、東地区６７名、ん。新年度の申し込み状況は、東地区６７名、ん。新年度の申し込み状況は、東地区６７名、ん。新年度の申し込み状況は、東地区６７名、

中央地区４３名、南美唄地区１１名となって中央地区４３名、南美唄地区１１名となって中央地区４３名、南美唄地区１１名となって中央地区４３名、南美唄地区１１名となって

おります。２地区で定員をオーバーしているおります。２地区で定員をオーバーしているおります。２地区で定員をオーバーしているおります。２地区で定員をオーバーしている

ものの、各施設の日々の受け入れ状況や年度ものの、各施設の日々の受け入れ状況や年度ものの、各施設の日々の受け入れ状況や年度ものの、各施設の日々の受け入れ状況や年度

途中の対処状況を踏まえまして、弾力的な運途中の対処状況を踏まえまして、弾力的な運途中の対処状況を踏まえまして、弾力的な運途中の対処状況を踏まえまして、弾力的な運

用で希望者を受け入れてまいりたい、このよ用で希望者を受け入れてまいりたい、このよ用で希望者を受け入れてまいりたい、このよ用で希望者を受け入れてまいりたい、このよ

うに考えております。うに考えております。うに考えております。うに考えております。

次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、

本年度も市内すべての小中学校が学校図書館本年度も市内すべての小中学校が学校図書館本年度も市内すべての小中学校が学校図書館本年度も市内すべての小中学校が学校図書館

の活用を奨励するため、図書委員会等によるの活用を奨励するため、図書委員会等によるの活用を奨励するため、図書委員会等によるの活用を奨励するため、図書委員会等による

蔵書の整備と貸し出し、啓発ポスターの作成、蔵書の整備と貸し出し、啓発ポスターの作成、蔵書の整備と貸し出し、啓発ポスターの作成、蔵書の整備と貸し出し、啓発ポスターの作成、

長期休養前の読書指導などに取り組んでおり長期休養前の読書指導などに取り組んでおり長期休養前の読書指導などに取り組んでおり長期休養前の読書指導などに取り組んでおり

ます。ます。ます。ます。

また、全校一斉の読書活動を実施しているまた、全校一斉の読書活動を実施しているまた、全校一斉の読書活動を実施しているまた、全校一斉の読書活動を実施している

学校は小学校１校、中学校４校となっており学校は小学校１校、中学校４校となっており学校は小学校１校、中学校４校となっており学校は小学校１校、中学校４校となっており

ます。ます。ます。ます。

次に、昨年度の児童生徒１人当たりの平均次に、昨年度の児童生徒１人当たりの平均次に、昨年度の児童生徒１人当たりの平均次に、昨年度の児童生徒１人当たりの平均

貸し出し冊数は１０冊未満が小学校５校、中貸し出し冊数は１０冊未満が小学校５校、中貸し出し冊数は１０冊未満が小学校５校、中貸し出し冊数は１０冊未満が小学校５校、中

学校６校、１０冊以上２０冊未満が小学校３学校６校、１０冊以上２０冊未満が小学校３学校６校、１０冊以上２０冊未満が小学校３学校６校、１０冊以上２０冊未満が小学校３

校となっております。校となっております。校となっております。校となっております。

次に、昨年度の児童生徒１人当たりの蔵書次に、昨年度の児童生徒１人当たりの蔵書次に、昨年度の児童生徒１人当たりの蔵書次に、昨年度の児童生徒１人当たりの蔵書

数は、平成４年度以降増加はしておりますが、数は、平成４年度以降増加はしておりますが、数は、平成４年度以降増加はしておりますが、数は、平成４年度以降増加はしておりますが、

小学校の標準約３４冊に対して約１８冊、中小学校の標準約３４冊に対して約１８冊、中小学校の標準約３４冊に対して約１８冊、中小学校の標準約３４冊に対して約１８冊、中

学校は標準約５２冊に対しまして、約２２冊学校は標準約５２冊に対しまして、約２２冊学校は標準約５２冊に対しまして、約２２冊学校は標準約５２冊に対しまして、約２２冊

となっております。となっております。となっております。となっております。

なお、図書の更新につきましては、各学校なお、図書の更新につきましては、各学校なお、図書の更新につきましては、各学校なお、図書の更新につきましては、各学校

とも児童生徒の希望と年間の予算に応じて新とも児童生徒の希望と年間の予算に応じて新とも児童生徒の希望と年間の予算に応じて新とも児童生徒の希望と年間の予算に応じて新

刊刊刊刊図図図図書書書書等等等等をををを刊刊刊刊入入入入ししししてててておおおおりりりり、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度はははは全全全全体体体体でででで・・・・

６４４冊を刊入し、９７７冊を廃棄しており６４４冊を刊入し、９７７冊を廃棄しており６４４冊を刊入し、９７７冊を廃棄しており６４４冊を刊入し、９７７冊を廃棄しており

ます。ます。ます。ます。

次に、司書教諭についてでありますが、学次に、司書教諭についてでありますが、学次に、司書教諭についてでありますが、学次に、司書教諭についてでありますが、学

校図書館法に係る政令により、平成１５年４校図書館法に係る政令により、平成１５年４校図書館法に係る政令により、平成１５年４校図書館法に係る政令により、平成１５年４

月から１２学級以上の小中学校にその配置が月から１２学級以上の小中学校にその配置が月から１２学級以上の小中学校にその配置が月から１２学級以上の小中学校にその配置が

義務づけられているところでございます。本義務づけられているところでございます。本義務づけられているところでございます。本義務づけられているところでございます。本

市におきましては、１２学級以上となる中央市におきましては、１２学級以上となる中央市におきましては、１２学級以上となる中央市におきましては、１２学級以上となる中央

小学校に２名、東小学校に３名、その他１２小学校に２名、東小学校に３名、その他１２小学校に２名、東小学校に３名、その他１２小学校に２名、東小学校に３名、その他１２

学級未満ではありますが、美唄中学校、南美学級未満ではありますが、美唄中学校、南美学級未満ではありますが、美唄中学校、南美学級未満ではありますが、美唄中学校、南美

唄中学校、茶志内中学校に各１名、東中学校唄中学校、茶志内中学校に各１名、東中学校唄中学校、茶志内中学校に各１名、東中学校唄中学校、茶志内中学校に各１名、東中学校

に２名の学校図書館司書教諭資格を有する教に２名の学校図書館司書教諭資格を有する教に２名の学校図書館司書教諭資格を有する教に２名の学校図書館司書教諭資格を有する教

諭が配置されております。司書教諭の職務に諭が配置されております。司書教諭の職務に諭が配置されております。司書教諭の職務に諭が配置されております。司書教諭の職務に

つきましては、学校図書館の整備や読書指導つきましては、学校図書館の整備や読書指導つきましては、学校図書館の整備や読書指導つきましては、学校図書館の整備や読書指導

はもとより、学校における情報化及び情報教はもとより、学校における情報化及び情報教はもとより、学校における情報化及び情報教はもとより、学校における情報化及び情報教

育推進の一翼を担うことが求められておりま育推進の一翼を担うことが求められておりま育推進の一翼を担うことが求められておりま育推進の一翼を担うことが求められておりま

す。す。す。す。

また、司書教諭の資格につきましては、教また、司書教諭の資格につきましては、教また、司書教諭の資格につきましては、教また、司書教諭の資格につきましては、教

員の免許状を有するものが所定の講習を終了員の免許状を有するものが所定の講習を終了員の免許状を有するものが所定の講習を終了員の免許状を有するものが所定の講習を終了

することにより認定されることとなっておりすることにより認定されることとなっておりすることにより認定されることとなっておりすることにより認定されることとなっており

ます。ます。ます。ます。

●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ

て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。

最初に、市長に質問させていただくわけで最初に、市長に質問させていただくわけで最初に、市長に質問させていただくわけで最初に、市長に質問させていただくわけで

すけれども、自立に向けてのまちづくりの基すけれども、自立に向けてのまちづくりの基すけれども、自立に向けてのまちづくりの基すけれども、自立に向けてのまちづくりの基

本ですけれども、自立推進計画をつくってい本ですけれども、自立推進計画をつくってい本ですけれども、自立推進計画をつくってい本ですけれども、自立推進計画をつくってい

くんだということなわけです。私は、当然そくんだということなわけです。私は、当然そくんだということなわけです。私は、当然そくんだということなわけです。私は、当然そ

うした計画はつくっていかなければならないうした計画はつくっていかなければならないうした計画はつくっていかなければならないうした計画はつくっていかなければならない

と思いますし、同時にそれを実際に実効あると思いますし、同時にそれを実際に実効あると思いますし、同時にそれを実際に実効あると思いますし、同時にそれを実際に実効ある

ものとしていくという上でどうしても欠かせものとしていくという上でどうしても欠かせものとしていくという上でどうしても欠かせものとしていくという上でどうしても欠かせ

ないのが、いわゆる市長、また市職員、市民、ないのが、いわゆる市長、また市職員、市民、ないのが、いわゆる市長、また市職員、市民、ないのが、いわゆる市長、また市職員、市民、

そうした三者一丸となった取り組みが必要だそうした三者一丸となった取り組みが必要だそうした三者一丸となった取り組みが必要だそうした三者一丸となった取り組みが必要だ

と思うわけですけれども、とりわけこうしたと思うわけですけれども、とりわけこうしたと思うわけですけれども、とりわけこうしたと思うわけですけれども、とりわけこうした

さまざまな施策を行っていく上で、市長と市さまざまな施策を行っていく上で、市長と市さまざまな施策を行っていく上で、市長と市さまざまな施策を行っていく上で、市長と市

職員との信頼関係、このことが不可欠でない職員との信頼関係、このことが不可欠でない職員との信頼関係、このことが不可欠でない職員との信頼関係、このことが不可欠でない

かというぐあいに思うわけです。かというぐあいに思うわけです。かというぐあいに思うわけです。かというぐあいに思うわけです。

私は、昨年７月に総務常任委員会の行政視私は、昨年７月に総務常任委員会の行政視私は、昨年７月に総務常任委員会の行政視私は、昨年７月に総務常任委員会の行政視

察で福島県の矢祭町の視察に参加させていた察で福島県の矢祭町の視察に参加させていた察で福島県の矢祭町の視察に参加させていた察で福島県の矢祭町の視察に参加させていた

だいたわけですけれども、会場には根本町長だいたわけですけれども、会場には根本町長だいたわけですけれども、会場には根本町長だいたわけですけれども、会場には根本町長
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や、また数人の町役場の職員もここに出席さや、また数人の町役場の職員もここに出席さや、また数人の町役場の職員もここに出席さや、また数人の町役場の職員もここに出席さ

れていて、自立に向けての町の施策をいろいれていて、自立に向けての町の施策をいろいれていて、自立に向けての町の施策をいろいれていて、自立に向けての町の施策をいろい

ろ説明を受けたわけです。その中で感じたころ説明を受けたわけです。その中で感じたころ説明を受けたわけです。その中で感じたころ説明を受けたわけです。その中で感じたこ

とは、町長と町職員が非常に強い信頼関係でとは、町長と町職員が非常に強い信頼関係でとは、町長と町職員が非常に強い信頼関係でとは、町長と町職員が非常に強い信頼関係で

結ばれていると、そういうことを本当に肌身結ばれていると、そういうことを本当に肌身結ばれていると、そういうことを本当に肌身結ばれていると、そういうことを本当に肌身

で感じたわけです。新聞報道などでご承知とで感じたわけです。新聞報道などでご承知とで感じたわけです。新聞報道などでご承知とで感じたわけです。新聞報道などでご承知と

思いますけれども、根本町長は自分の給料も思いますけれども、根本町長は自分の給料も思いますけれども、根本町長は自分の給料も思いますけれども、根本町長は自分の給料も

含めて三役の給料を総務課長と同じ水準まで含めて三役の給料を総務課長と同じ水準まで含めて三役の給料を総務課長と同じ水準まで含めて三役の給料を総務課長と同じ水準まで

下げたということなんです。だけれども、町下げたということなんです。だけれども、町下げたということなんです。だけれども、町下げたということなんです。だけれども、町

の職員の給料は下げなかったわけです。このの職員の給料は下げなかったわけです。このの職員の給料は下げなかったわけです。このの職員の給料は下げなかったわけです。この

ことは、町長が職員の生活に大きな責任を持ことは、町長が職員の生活に大きな責任を持ことは、町長が職員の生活に大きな責任を持ことは、町長が職員の生活に大きな責任を持

っているということ、これはもう町長がたびっているということ、これはもう町長がたびっているということ、これはもう町長がたびっているということ、これはもう町長がたび

たび口にしていましたけれども、同時に職員たび口にしていましたけれども、同時に職員たび口にしていましたけれども、同時に職員たび口にしていましたけれども、同時に職員

にすれば、町長は自分たちの生活、本当に真にすれば、町長は自分たちの生活、本当に真にすれば、町長は自分たちの生活、本当に真にすれば、町長は自分たちの生活、本当に真

剣に考えてくれているんだと、そうしたこと剣に考えてくれているんだと、そうしたこと剣に考えてくれているんだと、そうしたこと剣に考えてくれているんだと、そうしたこと

がこうした信頼関係にあらわれているんじゃがこうした信頼関係にあらわれているんじゃがこうした信頼関係にあらわれているんじゃがこうした信頼関係にあらわれているんじゃ

ないかというぐあいに思うわけです。根本町ないかというぐあいに思うわけです。根本町ないかというぐあいに思うわけです。根本町ないかというぐあいに思うわけです。根本町

長がいろいろお話の中で愚痴というのか、ジ長がいろいろお話の中で愚痴というのか、ジ長がいろいろお話の中で愚痴というのか、ジ長がいろいろお話の中で愚痴というのか、ジ

ョークだと思うんですけれども、たびたび言ョークだと思うんですけれども、たびたび言ョークだと思うんですけれども、たびたび言ョークだと思うんですけれども、たびたび言

うことが、こういうこと言うんです。いや、うことが、こういうこと言うんです。いや、うことが、こういうこと言うんです。いや、うことが、こういうこと言うんです。いや、

うちの職員は私がこうやれ、ああやれって言うちの職員は私がこうやれ、ああやれって言うちの職員は私がこうやれ、ああやれって言うちの職員は私がこうやれ、ああやれって言

ったってなかなかすぐやってくれないんだと、ったってなかなかすぐやってくれないんだと、ったってなかなかすぐやってくれないんだと、ったってなかなかすぐやってくれないんだと、

そういうことを言うんです。それを職員の目そういうことを言うんです。それを職員の目そういうことを言うんです。それを職員の目そういうことを言うんです。それを職員の目

の前でよそから来たお客さんを前にして、よの前でよそから来たお客さんを前にして、よの前でよそから来たお客さんを前にして、よの前でよそから来たお客さんを前にして、よ

そから来たお客さんというのは私たちですけそから来たお客さんというのは私たちですけそから来たお客さんというのは私たちですけそから来たお客さんというのは私たちですけ

れども、そうしたことを時々口にするわけでれども、そうしたことを時々口にするわけでれども、そうしたことを時々口にするわけでれども、そうしたことを時々口にするわけで

す。これは、私はジョークだと思っているんす。これは、私はジョークだと思っているんす。これは、私はジョークだと思っているんす。これは、私はジョークだと思っているん

ですけれども、そうしたジョークを言っても、ですけれども、そうしたジョークを言っても、ですけれども、そうしたジョークを言っても、ですけれども、そうしたジョークを言っても、

職員と町長との信頼関係にはいささかもひび職員と町長との信頼関係にはいささかもひび職員と町長との信頼関係にはいささかもひび職員と町長との信頼関係にはいささかもひび

が入らないという、非常に強固な自信が町長が入らないという、非常に強固な自信が町長が入らないという、非常に強固な自信が町長が入らないという、非常に強固な自信が町長

にあるからこそそうしたジョークを飛ばすこにあるからこそそうしたジョークを飛ばすこにあるからこそそうしたジョークを飛ばすこにあるからこそそうしたジョークを飛ばすこ

とができるんだというぐあいに思うんです。とができるんだというぐあいに思うんです。とができるんだというぐあいに思うんです。とができるんだというぐあいに思うんです。

ジョークであっても、そうしたことは普通言ジョークであっても、そうしたことは普通言ジョークであっても、そうしたことは普通言ジョークであっても、そうしたことは普通言

わないんです。だけれども、それをたびたびわないんです。だけれども、それをたびたびわないんです。だけれども、それをたびたびわないんです。だけれども、それをたびたび

口にすると、やっぱりそういうところに非常口にすると、やっぱりそういうところに非常口にすると、やっぱりそういうところに非常口にすると、やっぱりそういうところに非常

に強い信頼関係があるというぐあいに受けとに強い信頼関係があるというぐあいに受けとに強い信頼関係があるというぐあいに受けとに強い信頼関係があるというぐあいに受けと

めているわけです。めているわけです。めているわけです。めているわけです。

美唄においても、こうした推進計画を進め美唄においても、こうした推進計画を進め美唄においても、こうした推進計画を進め美唄においても、こうした推進計画を進め

ていく上で、市長と市職員との信頼関係を強ていく上で、市長と市職員との信頼関係を強ていく上で、市長と市職員との信頼関係を強ていく上で、市長と市職員との信頼関係を強

固にしていかないとならないというぐあいに固にしていかないとならないというぐあいに固にしていかないとならないというぐあいに固にしていかないとならないというぐあいに

考えているわけですけれども、私は率直に市考えているわけですけれども、私は率直に市考えているわけですけれども、私は率直に市考えているわけですけれども、私は率直に市

長にお尋ねするわけですけれども、市長は職長にお尋ねするわけですけれども、市長は職長にお尋ねするわけですけれども、市長は職長にお尋ねするわけですけれども、市長は職

員を全面的に信頼しているということが言え員を全面的に信頼しているということが言え員を全面的に信頼しているということが言え員を全面的に信頼しているということが言え

るかどうかと。市長からお答えしていただきるかどうかと。市長からお答えしていただきるかどうかと。市長からお答えしていただきるかどうかと。市長からお答えしていただき

たいですけれども、同時にまた市長は職員かたいですけれども、同時にまた市長は職員かたいですけれども、同時にまた市長は職員かたいですけれども、同時にまた市長は職員か

ら全面的に信頼されていると思うかどうかとら全面的に信頼されていると思うかどうかとら全面的に信頼されていると思うかどうかとら全面的に信頼されていると思うかどうかと

いうことについて、端的にお尋ねしたいと思いうことについて、端的にお尋ねしたいと思いうことについて、端的にお尋ねしたいと思いうことについて、端的にお尋ねしたいと思

います。います。います。います。

それから次に、福祉のまちづくりの基本でそれから次に、福祉のまちづくりの基本でそれから次に、福祉のまちづくりの基本でそれから次に、福祉のまちづくりの基本で

すけれども、市民負担の分でもいろいろ市長すけれども、市民負担の分でもいろいろ市長すけれども、市民負担の分でもいろいろ市長すけれども、市民負担の分でもいろいろ市長

がご答弁されているわけですけれども、私はがご答弁されているわけですけれども、私はがご答弁されているわけですけれども、私はがご答弁されているわけですけれども、私は

さまざまな市民の負担の中で、とりわけ福祉さまざまな市民の負担の中で、とりわけ福祉さまざまな市民の負担の中で、とりわけ福祉さまざまな市民の負担の中で、とりわけ福祉

にかかわっている人たちに対する負担というにかかわっている人たちに対する負担というにかかわっている人たちに対する負担というにかかわっている人たちに対する負担という

のは、同じ負担でもそうした人たちには、非のは、同じ負担でもそうした人たちには、非のは、同じ負担でもそうした人たちには、非のは、同じ負担でもそうした人たちには、非

常に直接生活に響く深刻な問題だというぐあ常に直接生活に響く深刻な問題だというぐあ常に直接生活に響く深刻な問題だというぐあ常に直接生活に響く深刻な問題だというぐあ

いに思うわけです。予算書を見ますと、社会いに思うわけです。予算書を見ますと、社会いに思うわけです。予算書を見ますと、社会いに思うわけです。予算書を見ますと、社会

福祉総務費にしても、在宅福祉費にしても、福祉総務費にしても、在宅福祉費にしても、福祉総務費にしても、在宅福祉費にしても、福祉総務費にしても、在宅福祉費にしても、

老人福祉費にしても、軒並み福祉予算が減額老人福祉費にしても、軒並み福祉予算が減額老人福祉費にしても、軒並み福祉予算が減額老人福祉費にしても、軒並み福祉予算が減額

されているわけです。１つひとつの事業につされているわけです。１つひとつの事業につされているわけです。１つひとつの事業につされているわけです。１つひとつの事業につ

いては詳しく述べませんけれども、そうしたいては詳しく述べませんけれども、そうしたいては詳しく述べませんけれども、そうしたいては詳しく述べませんけれども、そうした

さまざまな福祉施策で大幅な減額というか、さまざまな福祉施策で大幅な減額というか、さまざまな福祉施策で大幅な減額というか、さまざまな福祉施策で大幅な減額というか、

切り詰めが目立っているというぐあいに思う切り詰めが目立っているというぐあいに思う切り詰めが目立っているというぐあいに思う切り詰めが目立っているというぐあいに思う

わけです。こうしたことから、高齢者や障害わけです。こうしたことから、高齢者や障害わけです。こうしたことから、高齢者や障害わけです。こうしたことから、高齢者や障害

者に優しいまちづくりを進めるということで者に優しいまちづくりを進めるということで者に優しいまちづくりを進めるということで者に優しいまちづくりを進めるということで

あれば、こうした福祉切り捨て施策につながあれば、こうした福祉切り捨て施策につながあれば、こうした福祉切り捨て施策につながあれば、こうした福祉切り捨て施策につなが

るような政策は行うべきでないというぐあいるような政策は行うべきでないというぐあいるような政策は行うべきでないというぐあいるような政策は行うべきでないというぐあい

に考えておりますけれども、その点についてに考えておりますけれども、その点についてに考えておりますけれども、その点についてに考えておりますけれども、その点について

再度お答えいただきたいと思います。再度お答えいただきたいと思います。再度お答えいただきたいと思います。再度お答えいただきたいと思います。
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それから次に、首長としての決意ですけれそれから次に、首長としての決意ですけれそれから次に、首長としての決意ですけれそれから次に、首長としての決意ですけれ

ども、改めてお尋ねするわけですけれども、ども、改めてお尋ねするわけですけれども、ども、改めてお尋ねするわけですけれども、ども、改めてお尋ねするわけですけれども、

この市政執行方針の中でも、地方財政の危機この市政執行方針の中でも、地方財政の危機この市政執行方針の中でも、地方財政の危機この市政執行方針の中でも、地方財政の危機

というのが国の施策にあるということが言わというのが国の施策にあるということが言わというのが国の施策にあるということが言わというのが国の施策にあるということが言わ

れておりますけれども、そうであるなら国にれておりますけれども、そうであるなら国にれておりますけれども、そうであるなら国にれておりますけれども、そうであるなら国に

対する働きかけも並々ならない決意が必要だ対する働きかけも並々ならない決意が必要だ対する働きかけも並々ならない決意が必要だ対する働きかけも並々ならない決意が必要だ

と思うわけです。と思うわけです。と思うわけです。と思うわけです。

先ほど矢祭町の根本町長、この人はその説先ほど矢祭町の根本町長、この人はその説先ほど矢祭町の根本町長、この人はその説先ほど矢祭町の根本町長、この人はその説

明の中でたびたび口にするのが、国に対する明の中でたびたび口にするのが、国に対する明の中でたびたび口にするのが、国に対する明の中でたびたび口にするのが、国に対する

非常に明確な態度をとっているということで非常に明確な態度をとっているということで非常に明確な態度をとっているということで非常に明確な態度をとっているということで

す。自立に向けての取り組みの自信がそうしす。自立に向けての取り組みの自信がそうしす。自立に向けての取り組みの自信がそうしす。自立に向けての取り組みの自信がそうし

た国に対する強い姿勢によって裏づけられてた国に対する強い姿勢によって裏づけられてた国に対する強い姿勢によって裏づけられてた国に対する強い姿勢によって裏づけられて

いると、そうした印象を受けているわけですいると、そうした印象を受けているわけですいると、そうした印象を受けているわけですいると、そうした印象を受けているわけです

けれども、こうした自立を進めていく上ではけれども、こうした自立を進めていく上ではけれども、こうした自立を進めていく上ではけれども、こうした自立を進めていく上では

やはり国に対する強い姿勢、これは並々ならやはり国に対する強い姿勢、これは並々ならやはり国に対する強い姿勢、これは並々ならやはり国に対する強い姿勢、これは並々なら

ない決意を持って臨んでいかないとならないない決意を持って臨んでいかないとならないない決意を持って臨んでいかないとならないない決意を持って臨んでいかないとならない

と思うわけですけれども、この点についていと思うわけですけれども、この点についていと思うわけですけれども、この点についていと思うわけですけれども、この点についてい

ま１度お尋ねいたします。ま１度お尋ねいたします。ま１度お尋ねいたします。ま１度お尋ねいたします。

次に、教育行政について教育長にお尋ねい次に、教育行政について教育長にお尋ねい次に、教育行政について教育長にお尋ねい次に、教育行政について教育長にお尋ねい

たします。最初に、学校教育の基本についてたします。最初に、学校教育の基本についてたします。最初に、学校教育の基本についてたします。最初に、学校教育の基本について

でありますけれども、自民党と民主党の国会でありますけれども、自民党と民主党の国会でありますけれども、自民党と民主党の国会でありますけれども、自民党と民主党の国会

議員が結成した教育基本法改正促進委員会が議員が結成した教育基本法改正促進委員会が議員が結成した教育基本法改正促進委員会が議員が結成した教育基本法改正促進委員会が

あるわけです。これは、与野党の枠を超えて、あるわけです。これは、与野党の枠を超えて、あるわけです。これは、与野党の枠を超えて、あるわけです。これは、与野党の枠を超えて、

教育基本法改悪の実現を図る議員連盟ですけ教育基本法改悪の実現を図る議員連盟ですけ教育基本法改悪の実現を図る議員連盟ですけ教育基本法改悪の実現を図る議員連盟ですけ

れども、この最高顧問に名前を連ねているのれども、この最高顧問に名前を連ねているのれども、この最高顧問に名前を連ねているのれども、この最高顧問に名前を連ねているの

が森喜朗元首相なわけです。この元首相は、が森喜朗元首相なわけです。この元首相は、が森喜朗元首相なわけです。この元首相は、が森喜朗元首相なわけです。この元首相は、

首相の在任中にどういうことを言ったかとい首相の在任中にどういうことを言ったかとい首相の在任中にどういうことを言ったかとい首相の在任中にどういうことを言ったかとい

うと「日本の国は、天皇を中心にしている神うと「日本の国は、天皇を中心にしている神うと「日本の国は、天皇を中心にしている神うと「日本の国は、天皇を中心にしている神

の国であることを国民に承知してもらう」と、の国であることを国民に承知してもらう」と、の国であることを国民に承知してもらう」と、の国であることを国民に承知してもらう」と、

これは４年前の５月にそうした発言しているこれは４年前の５月にそうした発言しているこれは４年前の５月にそうした発言しているこれは４年前の５月にそうした発言している

わけですけれども、この人が最高顧問になっわけですけれども、この人が最高顧問になっわけですけれども、この人が最高顧問になっわけですけれども、この人が最高顧問になっ

ているわけです。ているわけです。ているわけです。ているわけです。

それから、この神の国発言と同じような発それから、この神の国発言と同じような発それから、この神の国発言と同じような発それから、この神の国発言と同じような発

言をしているのが、民主党の西村眞悟衆議院言をしているのが、民主党の西村眞悟衆議院言をしているのが、民主党の西村眞悟衆議院言をしているのが、民主党の西村眞悟衆議院

議員です。この人は、どういうことを言って議員です。この人は、どういうことを言って議員です。この人は、どういうことを言って議員です。この人は、どういうことを言って

いるかというと「お国のために命を投げ出しいるかというと「お国のために命を投げ出しいるかというと「お国のために命を投げ出しいるかというと「お国のために命を投げ出し

ても構わない日本人を生み出す。お国のためても構わない日本人を生み出す。お国のためても構わない日本人を生み出す。お国のためても構わない日本人を生み出す。お国のため

に命をささげた人があって祖国があるというに命をささげた人があって祖国があるというに命をささげた人があって祖国があるというに命をささげた人があって祖国があるという

ことを子どもたちに教える、これに尽きる」ことを子どもたちに教える、これに尽きる」ことを子どもたちに教える、これに尽きる」ことを子どもたちに教える、これに尽きる」

と。お国のために命を投げ出すことをいとわと。お国のために命を投げ出すことをいとわと。お国のために命を投げ出すことをいとわと。お国のために命を投げ出すことをいとわ

ない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識さない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識さない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識さない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識さ

れなければならない、この中で国民教育が復れなければならない、この中で国民教育が復れなければならない、この中で国民教育が復れなければならない、この中で国民教育が復

活していくと、こう言っているわけです。国活していくと、こう言っているわけです。国活していくと、こう言っているわけです。国活していくと、こう言っているわけです。国

のために死ぬことを子どもたちに教え込む、のために死ぬことを子どもたちに教え込む、のために死ぬことを子どもたちに教え込む、のために死ぬことを子どもたちに教え込む、

こうしたことがいまのこの民主主義の社会のこうしたことがいまのこの民主主義の社会のこうしたことがいまのこの民主主義の社会のこうしたことがいまのこの民主主義の社会の

中で言われていると、これはもう重大な問題中で言われていると、これはもう重大な問題中で言われていると、これはもう重大な問題中で言われていると、これはもう重大な問題

だと思うわけです。命の喜び、人と人との間だと思うわけです。命の喜び、人と人との間だと思うわけです。命の喜び、人と人との間だと思うわけです。命の喜び、人と人との間

で生きていくことのすばらしさ、あるいは社で生きていくことのすばらしさ、あるいは社で生きていくことのすばらしさ、あるいは社で生きていくことのすばらしさ、あるいは社

会や自然についての科学的な認識、そうした会や自然についての科学的な認識、そうした会や自然についての科学的な認識、そうした会や自然についての科学的な認識、そうした

ことを子どもたちが学ぶことを助けるのが教ことを子どもたちが学ぶことを助けるのが教ことを子どもたちが学ぶことを助けるのが教ことを子どもたちが学ぶことを助けるのが教

育だと思うわけです。これは、人格の完成を育だと思うわけです。これは、人格の完成を育だと思うわけです。これは、人格の完成を育だと思うわけです。これは、人格の完成を

教育の目的に据えた教育基本法が掲げている教育の目的に据えた教育基本法が掲げている教育の目的に据えた教育基本法が掲げている教育の目的に据えた教育基本法が掲げている

理想なわけです。こうした西村衆議院議員の理想なわけです。こうした西村衆議院議員の理想なわけです。こうした西村衆議院議員の理想なわけです。こうした西村衆議院議員の

論理は、いざというときには天皇を助けて命論理は、いざというときには天皇を助けて命論理は、いざというときには天皇を助けて命論理は、いざというときには天皇を助けて命

がけで戦うのが最大の義務であると、こうしがけで戦うのが最大の義務であると、こうしがけで戦うのが最大の義務であると、こうしがけで戦うのが最大の義務であると、こうし

た戦前の教育勅語に共通する考え方だと思うた戦前の教育勅語に共通する考え方だと思うた戦前の教育勅語に共通する考え方だと思うた戦前の教育勅語に共通する考え方だと思う

わけです。わけです。わけです。わけです。

教育基本法を制定したとき、これ戦後です教育基本法を制定したとき、これ戦後です教育基本法を制定したとき、これ戦後です教育基本法を制定したとき、これ戦後です

けれども、文部省が中心になってまとめた解けれども、文部省が中心になってまとめた解けれども、文部省が中心になってまとめた解けれども、文部省が中心になってまとめた解

説書で、このように書いているんです。「国説書で、このように書いているんです。「国説書で、このように書いているんです。「国説書で、このように書いているんです。「国

家を唯一の価値の基準とし、国家を超える普家を唯一の価値の基準とし、国家を超える普家を唯一の価値の基準とし、国家を超える普家を唯一の価値の基準とし、国家を超える普

遍的政治連盟を無視する教育を行った結果、遍的政治連盟を無視する教育を行った結果、遍的政治連盟を無視する教育を行った結果、遍的政治連盟を無視する教育を行った結果、

自国の運命を第一義的に考え、国際間の紛争自国の運命を第一義的に考え、国際間の紛争自国の運命を第一義的に考え、国際間の紛争自国の運命を第一義的に考え、国際間の紛争

を武力を持って解決しようとする武力崇拝のを武力を持って解決しようとする武力崇拝のを武力を持って解決しようとする武力崇拝のを武力を持って解決しようとする武力崇拝の

思想が教育の中に侵入してきた。このような思想が教育の中に侵入してきた。このような思想が教育の中に侵入してきた。このような思想が教育の中に侵入してきた。このような

教育は、我が国をして世界を相手とする戦争教育は、我が国をして世界を相手とする戦争教育は、我が国をして世界を相手とする戦争教育は、我が国をして世界を相手とする戦争

にまで追い込み、今日の敗戦の災いを招くににまで追い込み、今日の敗戦の災いを招くににまで追い込み、今日の敗戦の災いを招くににまで追い込み、今日の敗戦の災いを招くに

至った有力な一因をなした」。これが文部省至った有力な一因をなした」。これが文部省至った有力な一因をなした」。これが文部省至った有力な一因をなした」。これが文部省
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が出していた教育基本法の解説なわけです。が出していた教育基本法の解説なわけです。が出していた教育基本法の解説なわけです。が出していた教育基本法の解説なわけです。

こうした教育基本法が制定された当時のこのこうした教育基本法が制定された当時のこのこうした教育基本法が制定された当時のこのこうした教育基本法が制定された当時のこの

精神に全く相反する、そうした動きがいま強精神に全く相反する、そうした動きがいま強精神に全く相反する、そうした動きがいま強精神に全く相反する、そうした動きがいま強

まっているわけですけれども、そうした動きまっているわけですけれども、そうした動きまっているわけですけれども、そうした動きまっているわけですけれども、そうした動き

に対して教育長としてどのようにお考えなのに対して教育長としてどのようにお考えなのに対して教育長としてどのようにお考えなのに対して教育長としてどのようにお考えなの

かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。

次に、不登校、校内暴力の問題ですけれど次に、不登校、校内暴力の問題ですけれど次に、不登校、校内暴力の問題ですけれど次に、不登校、校内暴力の問題ですけれど

も、２年前に大阪で小学校６年生の子どもがも、２年前に大阪で小学校６年生の子どもがも、２年前に大阪で小学校６年生の子どもがも、２年前に大阪で小学校６年生の子どもが

餓死するという事件が起きたわけです。これ餓死するという事件が起きたわけです。これ餓死するという事件が起きたわけです。これ餓死するという事件が起きたわけです。これ

は、母親が子どもに食事をさせなかったといは、母親が子どもに食事をさせなかったといは、母親が子どもに食事をさせなかったといは、母親が子どもに食事をさせなかったとい

うことで餓死したわけですけれども、その裁うことで餓死したわけですけれども、その裁うことで餓死したわけですけれども、その裁うことで餓死したわけですけれども、その裁

判がつい最近始まったわけですけれども、こ判がつい最近始まったわけですけれども、こ判がつい最近始まったわけですけれども、こ判がつい最近始まったわけですけれども、こ

の子供の通っていた学校ではどういう認識しの子供の通っていた学校ではどういう認識しの子供の通っていた学校ではどういう認識しの子供の通っていた学校ではどういう認識し

ていたかというと、母親から子どもが病気なていたかというと、母親から子どもが病気なていたかというと、母親から子どもが病気なていたかというと、母親から子どもが病気な

んだと、だから学校を休ませますと、そうしんだと、だから学校を休ませますと、そうしんだと、だから学校を休ませますと、そうしんだと、だから学校を休ませますと、そうし

た連絡がされていたわけです。だから、学校た連絡がされていたわけです。だから、学校た連絡がされていたわけです。だから、学校た連絡がされていたわけです。だから、学校

では病気だと思っていたわけです。では病気だと思っていたわけです。では病気だと思っていたわけです。では病気だと思っていたわけです。

しかし、実際病気だとすれば、どこの病院しかし、実際病気だとすれば、どこの病院しかし、実際病気だとすれば、どこの病院しかし、実際病気だとすれば、どこの病院

に通っているのか、あるいは医者の診断書がに通っているのか、あるいは医者の診断書がに通っているのか、あるいは医者の診断書がに通っているのか、あるいは医者の診断書が

あるのかどうなのかという、そこまで詰めたあるのかどうなのかという、そこまで詰めたあるのかどうなのかという、そこまで詰めたあるのかどうなのかという、そこまで詰めた

調査というのはやっていないんでなかったと調査というのはやっていないんでなかったと調査というのはやっていないんでなかったと調査というのはやっていないんでなかったと

いうぐあいに思うわけです。もしそれをやっいうぐあいに思うわけです。もしそれをやっいうぐあいに思うわけです。もしそれをやっいうぐあいに思うわけです。もしそれをやっ

ていれば、こうした餓死するという悲惨な事ていれば、こうした餓死するという悲惨な事ていれば、こうした餓死するという悲惨な事ていれば、こうした餓死するという悲惨な事

件にはならなかったと思うわけです。こうし件にはならなかったと思うわけです。こうし件にはならなかったと思うわけです。こうし件にはならなかったと思うわけです。こうし

た点から、不登校、学校に来ていない子どもた点から、不登校、学校に来ていない子どもた点から、不登校、学校に来ていない子どもた点から、不登校、学校に来ていない子ども

たちの実際の生活状況、家庭での状況あるいたちの実際の生活状況、家庭での状況あるいたちの実際の生活状況、家庭での状況あるいたちの実際の生活状況、家庭での状況あるい

は地域での状況、こうしたことを正確に把握は地域での状況、こうしたことを正確に把握は地域での状況、こうしたことを正確に把握は地域での状況、こうしたことを正確に把握

すると、そして適切に対処するということがすると、そして適切に対処するということがすると、そして適切に対処するということがすると、そして適切に対処するということが

非常に重要だと思うわけですけれども、その非常に重要だと思うわけですけれども、その非常に重要だと思うわけですけれども、その非常に重要だと思うわけですけれども、その

点についてどのようにしているのかお尋ねい点についてどのようにしているのかお尋ねい点についてどのようにしているのかお尋ねい点についてどのようにしているのかお尋ねい

たします。たします。たします。たします。

それから次に、校内暴力の問題ですけれどそれから次に、校内暴力の問題ですけれどそれから次に、校内暴力の問題ですけれどそれから次に、校内暴力の問題ですけれど

も、この校内暴力、これは学校だけの問題でも、この校内暴力、これは学校だけの問題でも、この校内暴力、これは学校だけの問題でも、この校内暴力、これは学校だけの問題で

なくて、家庭や地域の中でも非常に深刻な問なくて、家庭や地域の中でも非常に深刻な問なくて、家庭や地域の中でも非常に深刻な問なくて、家庭や地域の中でも非常に深刻な問

題だと思っておりますし、その根絶のために題だと思っておりますし、その根絶のために題だと思っておりますし、その根絶のために題だと思っておりますし、その根絶のために

は学校あるいは家庭、地域、一体となった協は学校あるいは家庭、地域、一体となった協は学校あるいは家庭、地域、一体となった協は学校あるいは家庭、地域、一体となった協

力関係が必要だと思うわけですけれども、学力関係が必要だと思うわけですけれども、学力関係が必要だと思うわけですけれども、学力関係が必要だと思うわけですけれども、学

校として取り組んでいく上で非常に重要な問校として取り組んでいく上で非常に重要な問校として取り組んでいく上で非常に重要な問校として取り組んでいく上で非常に重要な問

題としてあるのが、いわゆる教師と生徒との題としてあるのが、いわゆる教師と生徒との題としてあるのが、いわゆる教師と生徒との題としてあるのが、いわゆる教師と生徒との

信頼関係、これなしにはそうした暴力を根絶信頼関係、これなしにはそうした暴力を根絶信頼関係、これなしにはそうした暴力を根絶信頼関係、これなしにはそうした暴力を根絶

するということはできないのでないかというするということはできないのでないかというするということはできないのでないかというするということはできないのでないかという

ぐあいに思うわけです。最近よくテレビや新ぐあいに思うわけです。最近よくテレビや新ぐあいに思うわけです。最近よくテレビや新ぐあいに思うわけです。最近よくテレビや新

聞に報道されるんですけれども、いわゆる教聞に報道されるんですけれども、いわゆる教聞に報道されるんですけれども、いわゆる教聞に報道されるんですけれども、いわゆる教

師による生徒に対する体罰、これが時々報道師による生徒に対する体罰、これが時々報道師による生徒に対する体罰、これが時々報道師による生徒に対する体罰、これが時々報道

されるわけです。校内暴力、いわゆる暴力をされるわけです。校内暴力、いわゆる暴力をされるわけです。校内暴力、いわゆる暴力をされるわけです。校内暴力、いわゆる暴力を

否定するという考え方、しかし実際に教師自否定するという考え方、しかし実際に教師自否定するという考え方、しかし実際に教師自否定するという考え方、しかし実際に教師自

身が暴力を肯定する、そうした一部の教師が身が暴力を肯定する、そうした一部の教師が身が暴力を肯定する、そうした一部の教師が身が暴力を肯定する、そうした一部の教師が

いるのは事実なわけです。あるいはもう１ついるのは事実なわけです。あるいはもう１ついるのは事実なわけです。あるいはもう１ついるのは事実なわけです。あるいはもう１つ

は、先日吉岡議員の方からも出されましたホは、先日吉岡議員の方からも出されましたホは、先日吉岡議員の方からも出されましたホは、先日吉岡議員の方からも出されましたホ

ームページ、道徳教育の中での不適切なやりームページ、道徳教育の中での不適切なやりームページ、道徳教育の中での不適切なやりームページ、道徳教育の中での不適切なやり

方、そうしたことが生徒と先生の信頼関係を方、そうしたことが生徒と先生の信頼関係を方、そうしたことが生徒と先生の信頼関係を方、そうしたことが生徒と先生の信頼関係を

大きく損ねていっている、そうした要因にな大きく損ねていっている、そうした要因にな大きく損ねていっている、そうした要因にな大きく損ねていっている、そうした要因にな

っているというぐあいに思うわけです。だとっているというぐあいに思うわけです。だとっているというぐあいに思うわけです。だとっているというぐあいに思うわけです。だと

すれば、校内暴力を根絶するという上では、すれば、校内暴力を根絶するという上では、すれば、校内暴力を根絶するという上では、すれば、校内暴力を根絶するという上では、

そうした信頼関係をどう築いていくのかといそうした信頼関係をどう築いていくのかといそうした信頼関係をどう築いていくのかといそうした信頼関係をどう築いていくのかとい

うことが不可欠な問題だと思うわけですけれうことが不可欠な問題だと思うわけですけれうことが不可欠な問題だと思うわけですけれうことが不可欠な問題だと思うわけですけれ

ども、その点についてどのようにお考えなのども、その点についてどのようにお考えなのども、その点についてどのようにお考えなのども、その点についてどのようにお考えなの

かお聞きいたします。かお聞きいたします。かお聞きいたします。かお聞きいたします。

それから、学童保育、いわゆる放課後児童それから、学童保育、いわゆる放課後児童それから、学童保育、いわゆる放課後児童それから、学童保育、いわゆる放課後児童

施設ですけれども、時々ですけれども、そう施設ですけれども、時々ですけれども、そう施設ですけれども、時々ですけれども、そう施設ですけれども、時々ですけれども、そう

した施設、何カ所かのぞかせてもらうことがした施設、何カ所かのぞかせてもらうことがした施設、何カ所かのぞかせてもらうことがした施設、何カ所かのぞかせてもらうことが

あるんですけれども、中央小学校のそばにああるんですけれども、中央小学校のそばにああるんですけれども、中央小学校のそばにああるんですけれども、中央小学校のそばにあ

る、いわゆる児童館を使用しての放課後児童る、いわゆる児童館を使用しての放課後児童る、いわゆる児童館を使用しての放課後児童る、いわゆる児童館を使用しての放課後児童

施設があるわけですけれども、中に入ってみ施設があるわけですけれども、中に入ってみ施設があるわけですけれども、中に入ってみ施設があるわけですけれども、中に入ってみ

ると、非常に建物自体が老朽化しているといると、非常に建物自体が老朽化しているといると、非常に建物自体が老朽化しているといると、非常に建物自体が老朽化しているとい

うこともありますけれども、中が本当に狭いうこともありますけれども、中が本当に狭いうこともありますけれども、中が本当に狭いうこともありますけれども、中が本当に狭い

という感じ、また暗いです。また、指導員のという感じ、また暗いです。また、指導員のという感じ、また暗いです。また、指導員のという感じ、また暗いです。また、指導員の

部屋というんですか、学校でいえば職員室に部屋というんですか、学校でいえば職員室に部屋というんですか、学校でいえば職員室に部屋というんですか、学校でいえば職員室に
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当たると思うんですけれども、そこの部屋も当たると思うんですけれども、そこの部屋も当たると思うんですけれども、そこの部屋も当たると思うんですけれども、そこの部屋も

本当に狭い。そうした中で、子供たちが本当本当に狭い。そうした中で、子供たちが本当本当に狭い。そうした中で、子供たちが本当本当に狭い。そうした中で、子供たちが本当

に伸び伸びと過ごせるのかどうかということに伸び伸びと過ごせるのかどうかということに伸び伸びと過ごせるのかどうかということに伸び伸びと過ごせるのかどうかということ

では、やっぱりかなり気になるところなわけでは、やっぱりかなり気になるところなわけでは、やっぱりかなり気になるところなわけでは、やっぱりかなり気になるところなわけ

です。そうしたあそこの児童館を利用してのです。そうしたあそこの児童館を利用してのです。そうしたあそこの児童館を利用してのです。そうしたあそこの児童館を利用しての

施設、あのままでいいのかどうなのかと、あ施設、あのままでいいのかどうなのかと、あ施設、あのままでいいのかどうなのかと、あ施設、あのままでいいのかどうなのかと、あ

るいはどのように改善しようとしているのか、るいはどのように改善しようとしているのか、るいはどのように改善しようとしているのか、るいはどのように改善しようとしているのか、

その点についてお聞きいたします。その点についてお聞きいたします。その点についてお聞きいたします。その点についてお聞きいたします。

それから、学校図書館の利用状況ですけれそれから、学校図書館の利用状況ですけれそれから、学校図書館の利用状況ですけれそれから、学校図書館の利用状況ですけれ

ども、図書の更新については１,６４４冊刊入ども、図書の更新については１,６４４冊刊入ども、図書の更新については１,６４４冊刊入ども、図書の更新については１,６４４冊刊入

したということですけれども、市内の小学生、したということですけれども、市内の小学生、したということですけれども、市内の小学生、したということですけれども、市内の小学生、

中学生合わせると大体２,５００人ぐらいにな中学生合わせると大体２,５００人ぐらいにな中学生合わせると大体２,５００人ぐらいにな中学生合わせると大体２,５００人ぐらいにな

るんでないかというぐあいに思うんですけれるんでないかというぐあいに思うんですけれるんでないかというぐあいに思うんですけれるんでないかというぐあいに思うんですけれ

ども、その生徒の数からいえば１人当たり冊ども、その生徒の数からいえば１人当たり冊ども、その生徒の数からいえば１人当たり冊ども、その生徒の数からいえば１人当たり冊

数にして１冊までならないんです。０.６５冊数にして１冊までならないんです。０.６５冊数にして１冊までならないんです。０.６５冊数にして１冊までならないんです。０.６５冊

ぐらいしかならない。非常に少ない刊入数でぐらいしかならない。非常に少ない刊入数でぐらいしかならない。非常に少ない刊入数でぐらいしかならない。非常に少ない刊入数で

ないかというぐあいに思いますし、また図書ないかというぐあいに思いますし、また図書ないかというぐあいに思いますし、また図書ないかというぐあいに思いますし、また図書

の置く冊数の標準から見て、半分以下というの置く冊数の標準から見て、半分以下というの置く冊数の標準から見て、半分以下というの置く冊数の標準から見て、半分以下という

状況は、これがいまの学校図書館の置かれて状況は、これがいまの学校図書館の置かれて状況は、これがいまの学校図書館の置かれて状況は、これがいまの学校図書館の置かれて

いる状況だと思うわけです。いる状況だと思うわけです。いる状況だと思うわけです。いる状況だと思うわけです。

そうした中で、先生方もいろいろと司書教そうした中で、先生方もいろいろと司書教そうした中で、先生方もいろいろと司書教そうした中で、先生方もいろいろと司書教

育など中心にしながら、子どもたちの読書意育など中心にしながら、子どもたちの読書意育など中心にしながら、子どもたちの読書意育など中心にしながら、子どもたちの読書意

欲を高めるための努力、さまざまにされてい欲を高めるための努力、さまざまにされてい欲を高めるための努力、さまざまにされてい欲を高めるための努力、さまざまにされてい

ると思うんですけれども、私時々、全部の図ると思うんですけれども、私時々、全部の図ると思うんですけれども、私時々、全部の図ると思うんですけれども、私時々、全部の図

書館は見ていませんけれども、幾つかの図書書館は見ていませんけれども、幾つかの図書書館は見ていませんけれども、幾つかの図書書館は見ていませんけれども、幾つかの図書

館をのぞいた中での印象なんですけれども、館をのぞいた中での印象なんですけれども、館をのぞいた中での印象なんですけれども、館をのぞいた中での印象なんですけれども、

かなり古い本があるんです。古いから悪いとかなり古い本があるんです。古いから悪いとかなり古い本があるんです。古いから悪いとかなり古い本があるんです。古いから悪いと

いうことではないです。たとえば児童文学だいうことではないです。たとえば児童文学だいうことではないです。たとえば児童文学だいうことではないです。たとえば児童文学だ

とか、あるいは子供向けの小説だとか、そうとか、あるいは子供向けの小説だとか、そうとか、あるいは子供向けの小説だとか、そうとか、あるいは子供向けの小説だとか、そう

いうものは古くても一向に構わないんですけいうものは古くても一向に構わないんですけいうものは古くても一向に構わないんですけいうものは古くても一向に構わないんですけ

れども、ここ２０年、３０年のスパンで見るれども、ここ２０年、３０年のスパンで見るれども、ここ２０年、３０年のスパンで見るれども、ここ２０年、３０年のスパンで見る

と、特に非常に目覚ましい発展をしているのと、特に非常に目覚ましい発展をしているのと、特に非常に目覚ましい発展をしているのと、特に非常に目覚ましい発展をしているの

が、いわゆる自然科学の分野、たとえば天文が、いわゆる自然科学の分野、たとえば天文が、いわゆる自然科学の分野、たとえば天文が、いわゆる自然科学の分野、たとえば天文

学だとか、原子物理学だとか、自然科学では学だとか、原子物理学だとか、自然科学では学だとか、原子物理学だとか、自然科学では学だとか、原子物理学だとか、自然科学では

ないんですけれども、たとえば歴史、社会のないんですけれども、たとえば歴史、社会のないんですけれども、たとえば歴史、社会のないんですけれども、たとえば歴史、社会の

部分なんかでも、いまの到達している理論水部分なんかでも、いまの到達している理論水部分なんかでも、いまの到達している理論水部分なんかでも、いまの到達している理論水

準というか、この状況から見て非常に置かれ準というか、この状況から見て非常に置かれ準というか、この状況から見て非常に置かれ準というか、この状況から見て非常に置かれ

ている図書の中身がおくれている中身だといている図書の中身がおくれている中身だといている図書の中身がおくれている中身だといている図書の中身がおくれている中身だとい

うぐあいに思うわけです。うぐあいに思うわけです。うぐあいに思うわけです。うぐあいに思うわけです。

子どもたちにすれば、いろいろ学校での勉子どもたちにすれば、いろいろ学校での勉子どもたちにすれば、いろいろ学校での勉子どもたちにすれば、いろいろ学校での勉

強だとか、そういうものもありますけれども、強だとか、そういうものもありますけれども、強だとか、そういうものもありますけれども、強だとか、そういうものもありますけれども、

日常、ふだんにさまざまな疑問というか、素日常、ふだんにさまざまな疑問というか、素日常、ふだんにさまざまな疑問というか、素日常、ふだんにさまざまな疑問というか、素

朴な疑問を持っているわけです。たとえば夜、朴な疑問を持っているわけです。たとえば夜、朴な疑問を持っているわけです。たとえば夜、朴な疑問を持っているわけです。たとえば夜、

空を見ていろいろの星見ながら、宇宙はいつ空を見ていろいろの星見ながら、宇宙はいつ空を見ていろいろの星見ながら、宇宙はいつ空を見ていろいろの星見ながら、宇宙はいつ

生まれたんだろうかと、それからどれだけの生まれたんだろうかと、それからどれだけの生まれたんだろうかと、それからどれだけの生まれたんだろうかと、それからどれだけの

広がりあるんだろうかと、そういうだれでも広がりあるんだろうかと、そういうだれでも広がりあるんだろうかと、そういうだれでも広がりあるんだろうかと、そういうだれでも

思う率直な疑問があると思うんです。それに思う率直な疑問があると思うんです。それに思う率直な疑問があると思うんです。それに思う率直な疑問があると思うんです。それに

答えれる、子ども向けに解説している図書が答えれる、子ども向けに解説している図書が答えれる、子ども向けに解説している図書が答えれる、子ども向けに解説している図書が

余り見当たらない。余り見当たらない。余り見当たらない。余り見当たらない。

子どもたちの疑問の中で、たとえばどうし子どもたちの疑問の中で、たとえばどうし子どもたちの疑問の中で、たとえばどうし子どもたちの疑問の中で、たとえばどうし

て地震が起きるんだろうか、どうして噴火がて地震が起きるんだろうか、どうして噴火がて地震が起きるんだろうか、どうして噴火がて地震が起きるんだろうか、どうして噴火が

起きるんだろうかということも日常の中での起きるんだろうかということも日常の中での起きるんだろうかということも日常の中での起きるんだろうかということも日常の中での

疑問というのはあると思うんですけれども、疑問というのはあると思うんですけれども、疑問というのはあると思うんですけれども、疑問というのはあると思うんですけれども、

そうした地震のメカニズムを解明している、そうした地震のメカニズムを解明している、そうした地震のメカニズムを解明している、そうした地震のメカニズムを解明している、

いわゆるプレートテクトニクスなんかの、そいわゆるプレートテクトニクスなんかの、そいわゆるプレートテクトニクスなんかの、そいわゆるプレートテクトニクスなんかの、そ

うしたここ２０年ぐらいの間でずっと定着しうしたここ２０年ぐらいの間でずっと定着しうしたここ２０年ぐらいの間でずっと定着しうしたここ２０年ぐらいの間でずっと定着し

てきたそういうものについての子ども向けのてきたそういうものについての子ども向けのてきたそういうものについての子ども向けのてきたそういうものについての子ども向けの

解説書というか、そういうのも余り見当たら解説書というか、そういうのも余り見当たら解説書というか、そういうのも余り見当たら解説書というか、そういうのも余り見当たら

ない。ない。ない。ない。

それから、日本人がこの日本列島にいつかそれから、日本人がこの日本列島にいつかそれから、日本人がこの日本列島にいつかそれから、日本人がこの日本列島にいつか

ら住んでいるんだろうかと、大昔の人たちどら住んでいるんだろうかと、大昔の人たちどら住んでいるんだろうかと、大昔の人たちどら住んでいるんだろうかと、大昔の人たちど

ういう暮らしをしているんだろうかと、そうういう暮らしをしているんだろうかと、そうういう暮らしをしているんだろうかと、そうういう暮らしをしているんだろうかと、そう

いうことなんかでも、三内丸山遺跡の問題にいうことなんかでも、三内丸山遺跡の問題にいうことなんかでも、三内丸山遺跡の問題にいうことなんかでも、三内丸山遺跡の問題に

関連するような、そういう書籍も余り見当た関連するような、そういう書籍も余り見当た関連するような、そういう書籍も余り見当た関連するような、そういう書籍も余り見当た

らない。らない。らない。らない。

そうした２０年、３０年ぐらいの間で急速そうした２０年、３０年ぐらいの間で急速そうした２０年、３０年ぐらいの間で急速そうした２０年、３０年ぐらいの間で急速

に発展してきているさまざまな知識あるいはに発展してきているさまざまな知識あるいはに発展してきているさまざまな知識あるいはに発展してきているさまざまな知識あるいは

理論的な到達、そうしたものが子どもたちが理論的な到達、そうしたものが子どもたちが理論的な到達、そうしたものが子どもたちが理論的な到達、そうしたものが子どもたちが
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自分で勉強しようと思っても、なかなかそれ自分で勉強しようと思っても、なかなかそれ自分で勉強しようと思っても、なかなかそれ自分で勉強しようと思っても、なかなかそれ

が見つけることできないという問題もありまが見つけることできないという問題もありまが見つけることできないという問題もありまが見つけることできないという問題もありま

すし、もう１つはそうした古い書籍の中にはすし、もう１つはそうした古い書籍の中にはすし、もう１つはそうした古い書籍の中にはすし、もう１つはそうした古い書籍の中には

いまと違った理論が展開されているわけです。いまと違った理論が展開されているわけです。いまと違った理論が展開されているわけです。いまと違った理論が展開されているわけです。

そうすると、そうしたことを見た子どもが間そうすると、そうしたことを見た子どもが間そうすると、そうしたことを見た子どもが間そうすると、そうしたことを見た子どもが間

違った知識を身につけると、そうした危険性違った知識を身につけると、そうした危険性違った知識を身につけると、そうした危険性違った知識を身につけると、そうした危険性

もないわけじゃないというぐあいに思うわけもないわけじゃないというぐあいに思うわけもないわけじゃないというぐあいに思うわけもないわけじゃないというぐあいに思うわけ

です。そうした点では、図書の更新というのです。そうした点では、図書の更新というのです。そうした点では、図書の更新というのです。そうした点では、図書の更新というの

はやっぱりもっともっと真剣に考えていってはやっぱりもっともっと真剣に考えていってはやっぱりもっともっと真剣に考えていってはやっぱりもっともっと真剣に考えていって

もいいんでないかというぐあいに思いますし、もいいんでないかというぐあいに思いますし、もいいんでないかというぐあいに思いますし、もいいんでないかというぐあいに思いますし、

そのことが子どもたちを育てていく大きな問そのことが子どもたちを育てていく大きな問そのことが子どもたちを育てていく大きな問そのことが子どもたちを育てていく大きな問

題だと、課題だというぐあいに思うわけです。題だと、課題だというぐあいに思うわけです。題だと、課題だというぐあいに思うわけです。題だと、課題だというぐあいに思うわけです。

その点について、どのようにしようとしていその点について、どのようにしようとしていその点について、どのようにしようとしていその点について、どのようにしようとしてい

るのか、お尋ねいたします。るのか、お尋ねいたします。るのか、お尋ねいたします。るのか、お尋ねいたします。

それから、最後になりますけれども、先ほそれから、最後になりますけれども、先ほそれから、最後になりますけれども、先ほそれから、最後になりますけれども、先ほ

ど市長にお尋ねした質問の中で、市民負担にど市長にお尋ねした質問の中で、市民負担にど市長にお尋ねした質問の中で、市民負担にど市長にお尋ねした質問の中で、市民負担に

ついて質問をしたわけですけれども、教育長ついて質問をしたわけですけれども、教育長ついて質問をしたわけですけれども、教育長ついて質問をしたわけですけれども、教育長

に質問するのは、いわゆる公民館、市民会館に質問するのは、いわゆる公民館、市民会館に質問するのは、いわゆる公民館、市民会館に質問するのは、いわゆる公民館、市民会館

のこの有料化の問題です。市民負担の部分でのこの有料化の問題です。市民負担の部分でのこの有料化の問題です。市民負担の部分でのこの有料化の問題です。市民負担の部分で

は、たとえば住民票の交付の手数料だとか、は、たとえば住民票の交付の手数料だとか、は、たとえば住民票の交付の手数料だとか、は、たとえば住民票の交付の手数料だとか、

そういういろんな負担もあるんですけれども、そういういろんな負担もあるんですけれども、そういういろんな負担もあるんですけれども、そういういろんな負担もあるんですけれども、

住民票交付の手数料というのは、たとえばそ住民票交付の手数料というのは、たとえばそ住民票交付の手数料というのは、たとえばそ住民票交付の手数料というのは、たとえばそ

うそう、いつも住民票をとるわけではないかうそう、いつも住民票をとるわけではないかうそう、いつも住民票をとるわけではないかうそう、いつも住民票をとるわけではないか

ら、同じ負担するにしても、それほど目立っら、同じ負担するにしても、それほど目立っら、同じ負担するにしても、それほど目立っら、同じ負担するにしても、それほど目立っ

た大きなものじゃないと思うんですけれども、た大きなものじゃないと思うんですけれども、た大きなものじゃないと思うんですけれども、た大きなものじゃないと思うんですけれども、

こうした市民会館だとか、公民館の使用料をこうした市民会館だとか、公民館の使用料をこうした市民会館だとか、公民館の使用料をこうした市民会館だとか、公民館の使用料を

有料化するということは、非常に大きな問題有料化するということは、非常に大きな問題有料化するということは、非常に大きな問題有料化するということは、非常に大きな問題

だと思うわけです。場合によっては、そこのだと思うわけです。場合によっては、そこのだと思うわけです。場合によっては、そこのだと思うわけです。場合によっては、そこの

サークルや団体の運営にも支障を来すようなサークルや団体の運営にも支障を来すようなサークルや団体の運営にも支障を来すようなサークルや団体の運営にも支障を来すような

ことにもなりかねない、そうした内容を含んことにもなりかねない、そうした内容を含んことにもなりかねない、そうした内容を含んことにもなりかねない、そうした内容を含ん

でいると思うんですけれども、そうした中ででいると思うんですけれども、そうした中ででいると思うんですけれども、そうした中ででいると思うんですけれども、そうした中で

こうした公民館、市民会館を利用しているサこうした公民館、市民会館を利用しているサこうした公民館、市民会館を利用しているサこうした公民館、市民会館を利用しているサ

ークルや団体に対してどのように理解を求めークルや団体に対してどのように理解を求めークルや団体に対してどのように理解を求めークルや団体に対してどのように理解を求め

てきているのかと、どのような話し合いをしてきているのかと、どのような話し合いをしてきているのかと、どのような話し合いをしてきているのかと、どのような話し合いをし

てきているのかと、そしてまたそういう人たてきているのかと、そしてまたそういう人たてきているのかと、そしてまたそういう人たてきているのかと、そしてまたそういう人た

ちがどのように理解得られたのかということちがどのように理解得られたのかということちがどのように理解得られたのかということちがどのように理解得られたのかということ

について教育長の方からお答えいただきたいについて教育長の方からお答えいただきたいについて教育長の方からお答えいただきたいについて教育長の方からお答えいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君 長谷川議員の再質問に●市長井坂紘一郎君 長谷川議員の再質問に●市長井坂紘一郎君 長谷川議員の再質問に●市長井坂紘一郎君 長谷川議員の再質問に

お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。

初めに、自立に当たっての、特にいまこう初めに、自立に当たっての、特にいまこう初めに、自立に当たっての、特にいまこう初めに、自立に当たっての、特にいまこう

いう時期に職員と私との信頼関係についてでいう時期に職員と私との信頼関係についてでいう時期に職員と私との信頼関係についてでいう時期に職員と私との信頼関係についてで

ございますけれども、当然組織というのは平ございますけれども、当然組織というのは平ございますけれども、当然組織というのは平ございますけれども、当然組織というのは平

時ではなくて、危機の、いまのこういうとき時ではなくて、危機の、いまのこういうとき時ではなくて、危機の、いまのこういうとき時ではなくて、危機の、いまのこういうとき

こそお互いに信頼関係を持って、そして職員こそお互いに信頼関係を持って、そして職員こそお互いに信頼関係を持って、そして職員こそお互いに信頼関係を持って、そして職員

は前に出ると、そういうものがやはり一番私は前に出ると、そういうものがやはり一番私は前に出ると、そういうものがやはり一番私は前に出ると、そういうものがやはり一番私

は必要だと思っております。「我以外皆我がは必要だと思っております。「我以外皆我がは必要だと思っております。「我以外皆我がは必要だと思っております。「我以外皆我が

師なり」という言葉が私は好きなんですけれ師なり」という言葉が私は好きなんですけれ師なり」という言葉が私は好きなんですけれ師なり」という言葉が私は好きなんですけれ

ども、そのとおり私できているかどうかといども、そのとおり私できているかどうかといども、そのとおり私できているかどうかといども、そのとおり私できているかどうかとい

うのはいつも考えさせられているんですけれうのはいつも考えさせられているんですけれうのはいつも考えさせられているんですけれうのはいつも考えさせられているんですけれ

ども、やはり市役所というのは私がリーダーども、やはり市役所というのは私がリーダーども、やはり市役所というのは私がリーダーども、やはり市役所というのは私がリーダー

シップをとってやるわけですけれども、当然シップをとってやるわけですけれども、当然シップをとってやるわけですけれども、当然シップをとってやるわけですけれども、当然

職員が自発的にそれぞれ仕事に取り組むと。職員が自発的にそれぞれ仕事に取り組むと。職員が自発的にそれぞれ仕事に取り組むと。職員が自発的にそれぞれ仕事に取り組むと。

いま行政経験としては、私は長いですから、いま行政経験としては、私は長いですから、いま行政経験としては、私は長いですから、いま行政経験としては、私は長いですから、

当然いろんな形で、いまちょうど議会の勉強当然いろんな形で、いまちょうど議会の勉強当然いろんな形で、いまちょうど議会の勉強当然いろんな形で、いまちょうど議会の勉強

会なんかで夜遅くやっていますけれども、私会なんかで夜遅くやっていますけれども、私会なんかで夜遅くやっていますけれども、私会なんかで夜遅くやっていますけれども、私

も厳しいことも言います。ただ、いろんな冗も厳しいことも言います。ただ、いろんな冗も厳しいことも言います。ただ、いろんな冗も厳しいことも言います。ただ、いろんな冗

談も言う。そういう形で私が来て７年余、私談も言う。そういう形で私が来て７年余、私談も言う。そういう形で私が来て７年余、私談も言う。そういう形で私が来て７年余、私

自身職員との信頼関係というのは築かれてき自身職員との信頼関係というのは築かれてき自身職員との信頼関係というのは築かれてき自身職員との信頼関係というのは築かれてき

ているというふうに確信を私はしております。ているというふうに確信を私はしております。ているというふうに確信を私はしております。ているというふうに確信を私はしております。

ただ、今後さまざまな改革や取り組みを進ただ、今後さまざまな改革や取り組みを進ただ、今後さまざまな改革や取り組みを進ただ、今後さまざまな改革や取り組みを進

めていく上で、これまで以上に私と職員とのめていく上で、これまで以上に私と職員とのめていく上で、これまで以上に私と職員とのめていく上で、これまで以上に私と職員との

信頼関係というのは不可欠でございますので、信頼関係というのは不可欠でございますので、信頼関係というのは不可欠でございますので、信頼関係というのは不可欠でございますので、

十分その辺のことについてこれからも十分な十分その辺のことについてこれからも十分な十分その辺のことについてこれからも十分な十分その辺のことについてこれからも十分な

意を用いてまいりたいというふうに思ってい意を用いてまいりたいというふうに思ってい意を用いてまいりたいというふうに思ってい意を用いてまいりたいというふうに思ってい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。

次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい次に、福祉のまちづくりについてでござい
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ますけれども、議員いろいろと予算上の金額ますけれども、議員いろいろと予算上の金額ますけれども、議員いろいろと予算上の金額ますけれども、議員いろいろと予算上の金額

的なもの等々でお話ございましたけれども、的なもの等々でお話ございましたけれども、的なもの等々でお話ございましたけれども、的なもの等々でお話ございましたけれども、

先ほども申し上げましたけれども、平成１６先ほども申し上げましたけれども、平成１６先ほども申し上げましたけれども、平成１６先ほども申し上げましたけれども、平成１６

年度の福祉予算につきましては、先ほど申し年度の福祉予算につきましては、先ほど申し年度の福祉予算につきましては、先ほど申し年度の福祉予算につきましては、先ほど申し

上げた基本的な考え方によりまして、高齢者上げた基本的な考え方によりまして、高齢者上げた基本的な考え方によりまして、高齢者上げた基本的な考え方によりまして、高齢者

の介護予防など、いま一番市に求められていの介護予防など、いま一番市に求められていの介護予防など、いま一番市に求められていの介護予防など、いま一番市に求められてい

る地域課題に対応するため、事業の重点化にる地域課題に対応するため、事業の重点化にる地域課題に対応するため、事業の重点化にる地域課題に対応するため、事業の重点化に

努めているところでございますので、ぜひご努めているところでございますので、ぜひご努めているところでございますので、ぜひご努めているところでございますので、ぜひご

理解をいただきたいと思っております。理解をいただきたいと思っております。理解をいただきたいと思っております。理解をいただきたいと思っております。

次に、こういう財政状況の中にあって、い次に、こういう財政状況の中にあって、い次に、こういう財政状況の中にあって、い次に、こういう財政状況の中にあって、い

わゆる税源移譲など三位一体の改革について、わゆる税源移譲など三位一体の改革について、わゆる税源移譲など三位一体の改革について、わゆる税源移譲など三位一体の改革について、

もっとしっかりやれということでございますもっとしっかりやれということでございますもっとしっかりやれということでございますもっとしっかりやれということでございます

けれども、先ほども申し上げましたけれども、けれども、先ほども申し上げましたけれども、けれども、先ほども申し上げましたけれども、けれども、先ほども申し上げましたけれども、

全国市長会として２月２３日に総務省の方に全国市長会として２月２３日に総務省の方に全国市長会として２月２３日に総務省の方に全国市長会として２月２３日に総務省の方に

提出をしております。提出をしております。提出をしております。提出をしております。

また、今回の市政執行方針の中で、まずこまた、今回の市政執行方針の中で、まずこまた、今回の市政執行方針の中で、まずこまた、今回の市政執行方針の中で、まずこ

ういうことは初めてじゃないかと思いますけういうことは初めてじゃないかと思いますけういうことは初めてじゃないかと思いますけういうことは初めてじゃないかと思いますけ

れども、私は、地方にとって納得できる三位れども、私は、地方にとって納得できる三位れども、私は、地方にとって納得できる三位れども、私は、地方にとって納得できる三位

一体の改革が行われるよう、強く望むもので一体の改革が行われるよう、強く望むもので一体の改革が行われるよう、強く望むもので一体の改革が行われるよう、強く望むもので

あると、私の意思表示もしております。先般、あると、私の意思表示もしております。先般、あると、私の意思表示もしております。先般、あると、私の意思表示もしております。先般、

国の方に、あるいは関係のところに特別交付国の方に、あるいは関係のところに特別交付国の方に、あるいは関係のところに特別交付国の方に、あるいは関係のところに特別交付

税の要請に行ってまいりましたけれども、そ税の要請に行ってまいりましたけれども、そ税の要請に行ってまいりましたけれども、そ税の要請に行ってまいりましたけれども、そ

のときにそれぞれお会いした方に、これまでのときにそれぞれお会いした方に、これまでのときにそれぞれお会いした方に、これまでのときにそれぞれお会いした方に、これまで

の美唄の置かれたいろんな状況、特に石炭産の美唄の置かれたいろんな状況、特に石炭産の美唄の置かれたいろんな状況、特に石炭産の美唄の置かれたいろんな状況、特に石炭産

業が終わった後、産炭地域臨時措置法という業が終わった後、産炭地域臨時措置法という業が終わった後、産炭地域臨時措置法という業が終わった後、産炭地域臨時措置法という

のも切れてしまいましたし、当然大きな産業のも切れてしまいましたし、当然大きな産業のも切れてしまいましたし、当然大きな産業のも切れてしまいましたし、当然大きな産業

がなくなり、そしていま新たないろんなものがなくなり、そしていま新たないろんなものがなくなり、そしていま新たないろんなものがなくなり、そしていま新たないろんなもの

が出ているときに、ちょうどこういう過疎地が出ているときに、ちょうどこういう過疎地が出ているときに、ちょうどこういう過疎地が出ているときに、ちょうどこういう過疎地

域というのは大変厳しいということはそれぞ域というのは大変厳しいということはそれぞ域というのは大変厳しいということはそれぞ域というのは大変厳しいということはそれぞ

れお会いした方に説明もして、実情も訴えてれお会いした方に説明もして、実情も訴えてれお会いした方に説明もして、実情も訴えてれお会いした方に説明もして、実情も訴えて

きているところでございます。これからも、きているところでございます。これからも、きているところでございます。これからも、きているところでございます。これからも、

そういう形で十分に国なりそれぞれの関係者そういう形で十分に国なりそれぞれの関係者そういう形で十分に国なりそれぞれの関係者そういう形で十分に国なりそれぞれの関係者

に実情等を訴えて、そして少しでも三位一体に実情等を訴えて、そして少しでも三位一体に実情等を訴えて、そして少しでも三位一体に実情等を訴えて、そして少しでも三位一体

というものが本当の三位一体改革になるようというものが本当の三位一体改革になるようというものが本当の三位一体改革になるようというものが本当の三位一体改革になるよう

に、私自身も努力をしていきたいと考えていに、私自身も努力をしていきたいと考えていに、私自身も努力をしていきたいと考えていに、私自身も努力をしていきたいと考えてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 長谷川議員の再質問に●教育長村上忠雄君 長谷川議員の再質問に●教育長村上忠雄君 長谷川議員の再質問に●教育長村上忠雄君 長谷川議員の再質問に

順次お答え申し上げます。順次お答え申し上げます。順次お答え申し上げます。順次お答え申し上げます。

初めに、学校教育の基本についてでござい初めに、学校教育の基本についてでござい初めに、学校教育の基本についてでござい初めに、学校教育の基本についてでござい

ますけれども、教育基本法は、戦前の教育にますけれども、教育基本法は、戦前の教育にますけれども、教育基本法は、戦前の教育にますけれども、教育基本法は、戦前の教育に

おきましては見失われがちでありました真理おきましては見失われがちでありました真理おきましては見失われがちでありました真理おきましては見失われがちでありました真理

の尊重、人格の完成を目標として、我が国のの尊重、人格の完成を目標として、我が国のの尊重、人格の完成を目標として、我が国のの尊重、人格の完成を目標として、我が国の

教育理念と基本原則を確立するために制定さ教育理念と基本原則を確立するために制定さ教育理念と基本原則を確立するために制定さ教育理念と基本原則を確立するために制定さ

れたものであります。改正の議論につきましれたものであります。改正の議論につきましれたものであります。改正の議論につきましれたものであります。改正の議論につきまし

ては、改正推進委員会をはじめ、国民各層にては、改正推進委員会をはじめ、国民各層にては、改正推進委員会をはじめ、国民各層にては、改正推進委員会をはじめ、国民各層に

もさまざまなご意見がありますことから、今もさまざまなご意見がありますことから、今もさまざまなご意見がありますことから、今もさまざまなご意見がありますことから、今

後も十分に議論が深められていくものと考え後も十分に議論が深められていくものと考え後も十分に議論が深められていくものと考え後も十分に議論が深められていくものと考え

ております。この法律は、我が国の教育の根ております。この法律は、我が国の教育の根ております。この法律は、我が国の教育の根ております。この法律は、我が国の教育の根

幹をなす法律でありますことから、今後の動幹をなす法律でありますことから、今後の動幹をなす法律でありますことから、今後の動幹をなす法律でありますことから、今後の動

向を注視してまいりたいと考えているところ向を注視してまいりたいと考えているところ向を注視してまいりたいと考えているところ向を注視してまいりたいと考えているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、不登校、児童生徒の状況把握につい次に、不登校、児童生徒の状況把握につい次に、不登校、児童生徒の状況把握につい次に、不登校、児童生徒の状況把握につい

てでありますが、各学校におきましては児童てでありますが、各学校におきましては児童てでありますが、各学校におきましては児童てでありますが、各学校におきましては児童

生徒が欠席の場合に担任が保護者からの届け生徒が欠席の場合に担任が保護者からの届け生徒が欠席の場合に担任が保護者からの届け生徒が欠席の場合に担任が保護者からの届け

出の有無を確認し、理由等に心配のある児童出の有無を確認し、理由等に心配のある児童出の有無を確認し、理由等に心配のある児童出の有無を確認し、理由等に心配のある児童

生徒に対しては、電話連絡や家庭訪問により生徒に対しては、電話連絡や家庭訪問により生徒に対しては、電話連絡や家庭訪問により生徒に対しては、電話連絡や家庭訪問により

まして、その状況を確認しているところでごまして、その状況を確認しているところでごまして、その状況を確認しているところでごまして、その状況を確認しているところでご

ざいます。その上で、確たる理由なく欠席日ざいます。その上で、確たる理由なく欠席日ざいます。その上で、確たる理由なく欠席日ざいます。その上で、確たる理由なく欠席日

数がさらに長期にわたる場合は、家庭との連数がさらに長期にわたる場合は、家庭との連数がさらに長期にわたる場合は、家庭との連数がさらに長期にわたる場合は、家庭との連

絡を密にするとともに、子育て支援センター絡を密にするとともに、子育て支援センター絡を密にするとともに、子育て支援センター絡を密にするとともに、子育て支援センター

との連携のもと地域ケア会議における情報交との連携のもと地域ケア会議における情報交との連携のもと地域ケア会議における情報交との連携のもと地域ケア会議における情報交

換や児童相談所による相談や一時保護など、換や児童相談所による相談や一時保護など、換や児童相談所による相談や一時保護など、換や児童相談所による相談や一時保護など、

それぞれのケースに応じた対応を行ってきたそれぞれのケースに応じた対応を行ってきたそれぞれのケースに応じた対応を行ってきたそれぞれのケースに応じた対応を行ってきた

ところでございます。教育委員会といたしまところでございます。教育委員会といたしまところでございます。教育委員会といたしまところでございます。教育委員会といたしま

しては、引き続き各学校に対し、不登校児童しては、引き続き各学校に対し、不登校児童しては、引き続き各学校に対し、不登校児童しては、引き続き各学校に対し、不登校児童

生徒の状況の的確な把握に努めるとともに、生徒の状況の的確な把握に努めるとともに、生徒の状況の的確な把握に努めるとともに、生徒の状況の的確な把握に努めるとともに、

安全確保を第一とした対応に努めるよう指導、安全確保を第一とした対応に努めるよう指導、安全確保を第一とした対応に努めるよう指導、安全確保を第一とした対応に努めるよう指導、
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助言を行ってまいりたいと考えているところ助言を行ってまいりたいと考えているところ助言を行ってまいりたいと考えているところ助言を行ってまいりたいと考えているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

また、校内暴力等に対応する上での教員とまた、校内暴力等に対応する上での教員とまた、校内暴力等に対応する上での教員とまた、校内暴力等に対応する上での教員と

児童生徒との信頼関係につきましては、何よ児童生徒との信頼関係につきましては、何よ児童生徒との信頼関係につきましては、何よ児童生徒との信頼関係につきましては、何よ

りも各教員が確かな指導力と豊かな人間性をりも各教員が確かな指導力と豊かな人間性をりも各教員が確かな指導力と豊かな人間性をりも各教員が確かな指導力と豊かな人間性を

身につけ、子どもたち１人ひとりに愛情と熱身につけ、子どもたち１人ひとりに愛情と熱身につけ、子どもたち１人ひとりに愛情と熱身につけ、子どもたち１人ひとりに愛情と熱

意が伝わるよう日々の指導に当たらなくては意が伝わるよう日々の指導に当たらなくては意が伝わるよう日々の指導に当たらなくては意が伝わるよう日々の指導に当たらなくては

ならないものと考えております。そのためにならないものと考えております。そのためにならないものと考えております。そのためにならないものと考えております。そのために

は、わかる授業づくりとともに日常観察や子は、わかる授業づくりとともに日常観察や子は、わかる授業づくりとともに日常観察や子は、わかる授業づくりとともに日常観察や子

ども１人ひとりとの対話などが大切でありまども１人ひとりとの対話などが大切でありまども１人ひとりとの対話などが大切でありまども１人ひとりとの対話などが大切でありま

して、真の信頼関係はこうした日々の教員のして、真の信頼関係はこうした日々の教員のして、真の信頼関係はこうした日々の教員のして、真の信頼関係はこうした日々の教員の

姿勢によって培われていくものである、この姿勢によって培われていくものである、この姿勢によって培われていくものである、この姿勢によって培われていくものである、この

ように考えております。ように考えております。ように考えております。ように考えております。

また、場合によっては地域との連携というまた、場合によっては地域との連携というまた、場合によっては地域との連携というまた、場合によっては地域との連携という

ことも必要になりますけれども、この点につことも必要になりますけれども、この点につことも必要になりますけれども、この点につことも必要になりますけれども、この点につ

きましては、教育委員会といたしましては市きましては、教育委員会といたしましては市きましては、教育委員会といたしましては市きましては、教育委員会といたしましては市

民の皆さんと、地域の子どもは地域で育てる民の皆さんと、地域の子どもは地域で育てる民の皆さんと、地域の子どもは地域で育てる民の皆さんと、地域の子どもは地域で育てる

という意識を共有しながら、市全体で青少年という意識を共有しながら、市全体で青少年という意識を共有しながら、市全体で青少年という意識を共有しながら、市全体で青少年

の健全育成ということに取り組んでまいりたの健全育成ということに取り組んでまいりたの健全育成ということに取り組んでまいりたの健全育成ということに取り組んでまいりた

いと、このように考えているところでございいと、このように考えているところでございいと、このように考えているところでございいと、このように考えているところでござい

ます。ます。ます。ます。

次に、児童館、放課後児童施設についてで次に、児童館、放課後児童施設についてで次に、児童館、放課後児童施設についてで次に、児童館、放課後児童施設についてで

ございますけれども、児童館におきましてはございますけれども、児童館におきましてはございますけれども、児童館におきましてはございますけれども、児童館におきましては

来館児童数や放課後児童、１日平均約４０名来館児童数や放課後児童、１日平均約４０名来館児童数や放課後児童、１日平均約４０名来館児童数や放課後児童、１日平均約４０名

利用しているために、生活や運動を行うには利用しているために、生活や運動を行うには利用しているために、生活や運動を行うには利用しているために、生活や運動を行うには

狭隘な状況となっております。狭隘な状況となっております。狭隘な状況となっております。狭隘な状況となっております。

また、体育室など老朽化しておりまして、また、体育室など老朽化しておりまして、また、体育室など老朽化しておりまして、また、体育室など老朽化しておりまして、

子どもたちの安全で安心な放課後生活が送れ子どもたちの安全で安心な放課後生活が送れ子どもたちの安全で安心な放課後生活が送れ子どもたちの安全で安心な放課後生活が送れ

るよう、場の確保について検討をしてきたとるよう、場の確保について検討をしてきたとるよう、場の確保について検討をしてきたとるよう、場の確保について検討をしてきたと

ころでございます。その結果、勤労青少年ホころでございます。その結果、勤労青少年ホころでございます。その結果、勤労青少年ホころでございます。その結果、勤労青少年ホ

ームを放課後児童施設として利用し、児童のームを放課後児童施設として利用し、児童のームを放課後児童施設として利用し、児童のームを放課後児童施設として利用し、児童の

健全育成に努めてまいりたい、このように考健全育成に努めてまいりたい、このように考健全育成に努めてまいりたい、このように考健全育成に努めてまいりたい、このように考

えているものでございます。えているものでございます。えているものでございます。えているものでございます。

次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、次に、学校図書館についてでありますが、

学校図書館の蔵書はただいまのお尋ねにあり学校図書館の蔵書はただいまのお尋ねにあり学校図書館の蔵書はただいまのお尋ねにあり学校図書館の蔵書はただいまのお尋ねにあり

ましたように、必ずしも子どもたちや時代のましたように、必ずしも子どもたちや時代のましたように、必ずしも子どもたちや時代のましたように、必ずしも子どもたちや時代の

要請にこたえたものになっていないというの要請にこたえたものになっていないというの要請にこたえたものになっていないというの要請にこたえたものになっていないというの

が現状でございます。今後におきましては、が現状でございます。今後におきましては、が現状でございます。今後におきましては、が現状でございます。今後におきましては、

図書の整備に加え、すべての学校に設置され図書の整備に加え、すべての学校に設置され図書の整備に加え、すべての学校に設置され図書の整備に加え、すべての学校に設置され

たインターネット及び市立図書館や移動図書たインターネット及び市立図書館や移動図書たインターネット及び市立図書館や移動図書たインターネット及び市立図書館や移動図書

館の活用を通じて総合的な学習の時間や各教館の活用を通じて総合的な学習の時間や各教館の活用を通じて総合的な学習の時間や各教館の活用を通じて総合的な学習の時間や各教

科の学習における子どもたちの主体的な学習科の学習における子どもたちの主体的な学習科の学習における子どもたちの主体的な学習科の学習における子どもたちの主体的な学習

意欲、要望にこたえてまいりたい、このよう意欲、要望にこたえてまいりたい、このよう意欲、要望にこたえてまいりたい、このよう意欲、要望にこたえてまいりたい、このよう

に考えているところでございます。に考えているところでございます。に考えているところでございます。に考えているところでございます。

それから、最後に公民館などの市民負担にそれから、最後に公民館などの市民負担にそれから、最後に公民館などの市民負担にそれから、最後に公民館などの市民負担に

ついてのお尋ねでございますけれども、公民ついてのお尋ねでございますけれども、公民ついてのお尋ねでございますけれども、公民ついてのお尋ねでございますけれども、公民

館につきましては平成１５年２月のサークル館につきましては平成１５年２月のサークル館につきましては平成１５年２月のサークル館につきましては平成１５年２月のサークル

全体会議におきまして、平成１６年度からの全体会議におきまして、平成１６年度からの全体会議におきまして、平成１６年度からの全体会議におきまして、平成１６年度からの

有料化について市の考え方を示し、その後そ有料化について市の考え方を示し、その後そ有料化について市の考え方を示し、その後そ有料化について市の考え方を示し、その後そ

れぞれのサークルに対しましても、有料化なれぞれのサークルに対しましても、有料化なれぞれのサークルに対しましても、有料化なれぞれのサークルに対しましても、有料化な

どについて説明し、理解を求めてきたところどについて説明し、理解を求めてきたところどについて説明し、理解を求めてきたところどについて説明し、理解を求めてきたところ

でございます。さらに、今年２月２６日のサでございます。さらに、今年２月２６日のサでございます。さらに、今年２月２６日のサでございます。さらに、今年２月２６日のサ

ークル全体会議におきましても、再度市の考ークル全体会議におきましても、再度市の考ークル全体会議におきましても、再度市の考ークル全体会議におきましても、再度市の考

え方についてご説明を申し上げましてお願いえ方についてご説明を申し上げましてお願いえ方についてご説明を申し上げましてお願いえ方についてご説明を申し上げましてお願い

をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。

また、市民会館につきましても、減免措置また、市民会館につきましても、減免措置また、市民会館につきましても、減免措置また、市民会館につきましても、減免措置

の見直しについて利用団体の皆様にご理解をの見直しについて利用団体の皆様にご理解をの見直しについて利用団体の皆様にご理解をの見直しについて利用団体の皆様にご理解を

いただけますように説明に努めてきたところいただけますように説明に努めてきたところいただけますように説明に努めてきたところいただけますように説明に努めてきたところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。

本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。
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